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注記

１．文書中、文脈から別意に解すべき場合を除いて、「マイクロソフト」又は「当社」とはワシントン州法に準拠し

て設立された「マイクロソフトコーポレーション」、また、場合により「マイクロソフトコーポレーション」及

び連結子会社（完全所有及び過半数所有）を意味するものとする。

 

２．文書中一部の財務データについては、便宜をはかるためドルから日本円（「円」又は「￥」）への換算がなされ

ている。この場合の換算は、2025年10月15日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買仲値を四捨五

入した数字である＄１=￥151.67により計算されている。

 

３．文書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計欄に記載されている数値は計数の総和と必ずしも一致しない

場合がある。

 

４．将来に関する事項の記載は、現在の見積もりや仮定に基づいており、それらは種々のリスクや不確実性に左右さ

れ、それらの実際の結果と大きく相違する可能性がある。「第一部 － 第３　事業の状況」の「１ 経営方針、

経営環境及び対処すべき課題等」から「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」における将来に関する事項の記載は、本報告書提出日現在の判断等に基づくものである。
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第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】

 

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

マイクロソフトコーポレーション（以下「当社」という）を規制する法体系は、アメリカ合衆国連邦法とワシン

トン州法である。アメリカ合衆国連邦法はアメリカ合衆国で設立された会社あるいはアメリカ合衆国で事業を

行っている会社の実務上、全ての分野に影響を与えており、その範囲は独占禁止、破産、労使関係、税務及び有

価証券関係にまで及んでいる。アメリカ合衆国の連邦証券関係諸法の施行はアメリカ合衆国証券取引委員会（以

下「SEC」という）がこれを担当しており、同法は詐欺的手段による有価証券の売買を禁ずるとともに、当社の

ように株式を公開している会社に対し、原則として定期的に財務その他の情報をSEC及び株主に開示することを

要求している。ワシントン州には、当社が設立準拠法としたワシントン州事業会社法（以下「WBCA」という）を

はじめ、会社に影響を与える多数の法律がある。以下は、WBCAのいくつかの規定の要約である。

(a) 基本定款及び付属定款

アメリカ合衆国では、会社は原則として50州の中の一つの州あるいはアメリカ合衆国属領又は統治地域の一つの

準拠法に従って設立される。ワシントン州の事業会社は、ワシントン州州務長官に基本定款を届け出ることに

よって設立される。基本定款には最低限、会社名称、ワシントン州内の登記上の住所、登記上の代理人氏名、各

種類毎の授権株式数、及び設立者の氏名・住所という会社の基本的事項を定めなければならない。さらに希望す

る場合には、基本定款にその他の事項を任意的に規定することもできる。

基本定款の他に、会社は法律あるいは基本定款と矛盾しない範囲で、事業の経営や会社組織上の規制を規定する

付属定款を作成することが要求されている。

(b) 株主総会

株主総会は取締役の選任や株主総会に適法に提議されたその他の事項を処理するため、少なくとも毎年一回は開

催されなければならない。さらに、取締役会によってあるいは基本定款又は付属定款によって株主総会招集権を

認められている者の招集により、臨時株主総会を随時開催することができる。

株主総会で議決権を行使できる株主を確定するため、取締役会は株主総会期日より70日以内の前日を基準日とし

て事前に決定することができる。会社の基本定款あるいは付属定款に別段の定めがない限り、当該基準日に登録

されていた株主が当該株主総会で議決権を行使することができる。

法律で特別の定めがある場合を除き、会社の基本定款あるいは付属定款に別段の定めがない限り、株主総会にお

ける決議のための定足数は当該議案について議決権のある総株式の過半数とされている。

(c) 取締役及び取締役会

会社の取締役は、会社の組織として取締役会を構成する。法律あるいは基本定款又は付属定款に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会が会社事業の管理運営にあたる。

当社の取締役は会社基本定款又は付属定款に別段の定めがない限り、定足数を満たしている各年次株主総会にお

ける過半数の票によって選任される。取締役は理由の有無を問わず、原則として取締役解任のための臨時株主総

会の過半数の賛成によって解任できる。基本定款で株主を二以上のクラスに分け、それぞれのクラスに取締役を

選任できる数を分割配分することができる。同様に基本定款で社債権者に対して、他の権限同様、取締役選任権

を認めることもできる。取締役の死亡、辞任、欠格、定員の増加等の原因によって欠員が生じたときは、株主総

会又は取締役会によってその空席を補充することができる。取締役の員数が取締役会の定足数を下回ったときに

は、現存取締役の過半数をもって不足取締役を補充することができる。

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

  2/199



(d) 委員会

基本定款又は付属定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会は二人以上の取締役で構成される委員会に一定

の権限を委譲することができる。

(e) 役員

会社はその付属定款に定める役員をおくか、取締役会が付属定款の定めに従って役員を指名する。役員の権限は

付属定款に定められたもの、あるいは付属定款に反しない範囲で取締役会によって定められた範囲とされる。

(f) 会社財務及び株式に関する事項

取締役会は会社の基本定款で定められた授権資本の範囲内で、会社株式を発行することができる。基本定款に定

めがあるときには、会社は優先株式や会社の選択による償還株式や他の種類の株式への転換権付株式等、数種の

株式を発行することができる。それぞれの種類の株式は基本定款の定めに従い、特別議決権、条件付議決権、限

定議決権、あるいは無議決権に分けられる。株式引受の対価は取締役会で、あるいは基本定款において株主総会

で決めると定めているときには株主総会で、決定される。

(g) 株主に対する配当金及びその他の配当

ワシントン州において株主に対する配当金及びその他の配当は適宜、会社の取締役会により認可される。但し、

その取締役会の権限は会社の定款の制限及び会社が支払不能になる配当を一般に禁止する法律による制限に服す

る。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

 

当社の会社制度はアメリカ合衆国連邦法及び当社設立の準拠法であるワシントン州法によって決せられるほか、

当社の基本定款及び付属定款によって規定されている。

(a) 株式

当社は普通株式と優先株式（以下総合して「当社株式」という）を発行できるとされている。2025年６月30日現

在、当社の授権株式数は１株当たり額面価額0.00000625ドルの普通株式24,000,000,000株と、１株当たり額面価

額0.01ドルの優先株式100,000,000株とされており、このうち普通株式7,434,158,655株が社外株式（当社以外の

株主が保有している株式）として発行済みである。優先株式は発行されていない。

(b) 株主総会

招集場所

当社付属定款により、株主総会開催場所はワシントン州内外を問わず取締役会又は委嘱された委員会が決定した

場所で開催されることとなっている。従来はワシントン州シアトル、ベレビュー又はレドモンドで開催されてき

た。

年次株主総会

当社付属定款の定めにより、取締役の選任その他の事項を決議する年次株主総会は取締役会又は委嘱された委員

会で定めた日時に開催されるとされている。当社の年次株主総会は通常毎年11月又は12月に開催されている。

臨時株主総会

当社定款により、種々の事項を決議する臨時株主総会は取締役会、委嘱された委員会、又は議決権のある当社の

社外株式の15%以上を保有する株主が随時招集するとされている。

株主総会招集通知
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当社付属定款により、株主総会の招集通知は総会開催日時前の10日（但し特別に法律でこれ以上の日時を定めて

いる場合を除く）以上60日以内に、各登録株主に対し、当社の現在の株主名簿記載の各株主の住所に宛てて、開

催日時及び場所並びに臨時株主総会の場合には開催目的を記載した書面で又は電子的手段により通知することと

されている。

定足数・議長

当社付属定款は、株主総会において、ある議案について議決権のある全株式の過半数を有する登録株主が、自ら

又は代理人によって出席することにより当該議決権行使のための定足数とすると定めている。株主総会の開催や

株主総会においての議事進行に反対する株主の場合以外は、一度株主が出席して定足数が満たされれば、延期さ

れた株主総会について新たに基準日が定められた場合や、新たに基準日を定めなければならない場合を除き、当

該株主総会期間中あるいは当該株主総会の延期・継続総会での定足数は満たされているものとされている。この

ように延期・継続された株主総会では、当初の株主総会通知に記載されていた株主総会の目的たる事項を処理す

ることができる。

取締役会で最高経営責任者（最高経営責任者が欠員の場合は、取締役会で指名されたその他の役員）として指名

された者が、全ての株主総会の招集通知を行い当該総会の議長となる。

議決権

WBCAによると基本定款に別段の定めがある場合を除き、株式の種類にかかわらず決議事項毎に各社外株式１株に

つき１票の議決権があるとされている。発行済社外株式のみが議決権を有する。仮に第１の会社の株式が第２の

会社（国内法人であるか外国法人であるかを問わない）に直接的又は間接的に所有され、かつ第１の会社が第２

の会社の取締役選任議決権を有する株式の過半数を直接的又は間接的に所有している場合は、その（第２の会社

が所有している）第１の会社株式には議決権は付与されない。

当社の基本定款には、基本定款中に別段の定めがある場合を除き、普通株式は１株１票の無限定の議決権を有す

るとされている。さらに基本定款により、取締役会は優先株の授権株式数の範囲内であれば株主総会を経ずに随

時優先株式を１あるいは複数の組（シリーズ）に分けて発行することが認められており、取締役会はそれぞれの

シリーズの優先株式につき議決権の有無内容（仮に議決権を認めるとして、完全なる議決権か限定された議決権

か）を決定することが認められている。基本定款ではこの優先株式の議決権につき、その時々でかつ優先株式の

条件成就を条件として、あるいは条件とせずに一般的な権利として優先株式１株につき１票以上の議決権を認め

ることも、反対に１票以下の議決権を認めることもできると規定している。

(c) 取締役会

権限、員数、任期及び選任

当社の付属定款により、5名以上14名以下の取締役によって構成される取締役会により、当社の事業及び資産は

管理されるものとされている。取締役の員数は取締役会又は年次株主総会の決議によって増減できることとなっ

ている。取締役会の決議により、2021年11月30日の年次株主総会現在で、取締役の員数は12名である。定時総会

において株主は取締役を選任する。選任された者は、次の定時株主総会で後任が選ばれ資格を得るまでの間その

任に就く。当社の付属定款により、競争選挙の場合、取締役は相対多数票の獲得によって選任される。競争選挙

とは、候補者の数が選任される取締役の数を超える選挙のことである。

競争選任でない場合は、以下の方法が適用される。過半数の信任票を獲得できなかった候補者は選任されない。

この項に別段の定めがある場合を除き、過半数の票を獲得できなかったため選任されなかった現職の取締役は、

以下のうち最も早い日まで留任取締役を務める。(a)選挙管理人が改定ワシントン州法23B.07.290に従って当該

取締役についての投票結果を確定する日から90日後；(b)取締役会が当該取締役の務める役職に就く者を任命す

る日（この任命は取締役会による欠員の補充にあたる）；(c)当該取締役が辞任する日。取締役の不選任を理由

とする欠員は、取締役会によって補充することができる。ガバナンス・指名委員会は、過半数の票を獲得できな

かった候補者の役職を補充するか否か直ちに検討し、それについて取締役会に勧告する。取締役会はガバナン

ス・指名委員会の勧告に沿って審議を行い、株主の投票が認証されてから90日以内にその決定を公表する。次の

文に規定されている場合を除き、過半数の票を獲得できなかった取締役は、その役職の補充についてのガバナン
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ス・指名委員会の勧告や取締役会の決定に参加することはできない。競争選任でない場合においていずれの取締

役も過半数の票を獲得できなかった場合、現職の取締役は(a)可及的速やかに取締役候補者名簿を作成して、そ

れらの候補者を選任するための臨時株主総会を開催するか、又は、(b)暫定措置として、後任者が選任されるま

での間、１つ又はそれ以上の役職を留任の取締役に引き続き務めさせることができる。

当社は、付属定款における「取締役の指名へのプロキシー・アクセス」を導入している。これは、適格を有する

株主に対し、当社の取締役会の選任に対し候補者を指名することを認めるものである。プロキシー・アクセスに

よる候補者は、当社のプロキシー・ステートメント（委任勧誘状）及び投票に含まれることになる。

定足数

当社付属定款により、取締役会の50%をもって取締役会の定足数とされている。

(d) 委員会

任命、欠員等

当社の付属定款により、取締役会はその構成員２名以上からなる１ないし複数の委員会を設立することができる

とされている。そしてそれらの委員会は、委員会の開催及び議決について取締役会と同様の規定に従うものとさ

れている（ただし、委員会の定足数は2名以上の構成員とされている）。取締役会の決議により現在、監査委員

会、報酬委員会、ガバナンス・指名委員会及び環境・社会・パブリックポリシー委員会が設置されている。委員

の欠員は取締役会の決議によって補充される。

(e) 役員

主要役員

当社の付属定款によれば、当社の役員は取締役会会長、最高経営責任者、1名又は複数の社長、１名又は複数の

副社長（コーポレート副社長、上席副社長、グループ副社長、又は業務執行副社長として任命されうる）、秘書

役及び会計役とされている。当社はさらに、取締役会又は最高経営責任者が必要と認めたときには、追加役員あ

るいは役員補佐を選任することができる。取締役会は最高執行責任者あるいは最高財務責任者その他それらに類

似する役員を任命する権限を有しているが、任命すべき義務はない。

選任、任期及び資格

当社の役員は毎年、各年次株主総会直後の最初の取締役会で選任される。この取締役会で役員を選任しなかった

場合、その後の取締役会で速やかに選任するか欠員のままにしておくこともできる。それぞれの役員は自らの後

任者が選任され就任するまで、あるいは自らが死亡、辞任又は解任されるまでをその任期とする。当社の付属定

款は役員の資格について、何ら特定していない。

取締役会議長

取締役あるいは役員の１名が取締役会議長として任命されていない場合、あるいは取締役会の議長としてその任

を務める者が欠席の場合、取締役会はその構成員の中から取締役会の議長を選任する。

最高経営責任者

最高経営責任者は当社の業務執行につき一般的権限及び監督権を有し、取締役会の指示、決定、決議が実行され

るように配慮し、付属定款に定められているあるいは付属定款に反しない範囲で取締役会が定めるその他の権限

及び義務を遂行する。

その他の役員

最高経営責任者以外の役員は、付属定款に定められているあるいは付属定款に反しない範囲で、取締役会、最高

経営責任者又は取締役会から特別に授権されたその他の役員が指定したその他の権限及び義務を遂行する。
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(f) 株主に対する配当金及びその他の配当

当社の定款には配当に関して取締役会の裁量を要求し、又は逆にそれを制限する規定はない。

当社は当初、ウィリアム・エイチ・ゲイツ（William H. Gates）とポール・ジー・アレン（Paul　G. Allen）が

設立したパートナーシップを承継するものとして、1981年にワシントン州法人として設立された。従って1986

年、当社はデラウェア州法人と合併したが、それは取締役の責任限定に関する規定や取締役及び役員の損害補償

限定に関する規定を含む、従来のWBCAの規定が、デラウェア州法の規定と比べて有利なものではなかったという

懸念によるものである。1986年、当社はこれらの事項に関してより最新の会社法の適用による利益を享受するた

め、デラウェア州法人と合併して、デラウェア州法人として再設立された。この会社法上の利益を享受しうるか

否かは、当社の取締役会及び経営陣によって、当社の継続的成功のために欠くことのできない最高に有能な取締

役及び役員を採用し保持する上で、極めて重要なものとして常に考えられていたことである。

ワシントン州の他の会社や他州の会社も当社と同様に会社住所地を移転するという決断をしたため、ワシントン

州を含む他州もそれぞれの州の会社法を改正した。特にワシントン州では、1987年に取締役の責任限定を規定

し、取締役と役員の損害報償に関する規定を見直す会社法の改正をし、さらに1989年に、ワシントン州議会は

WBCAの全面改正をし、その結果として当社はワシントン州法の方がデラウェア州法より当社の上記関心事に対し

て、より明確かつ有利になったと判断した。

これらのワシントン州法の修正と、当社の全世界的事業の本部及び主要研究並びに開発活動がワシントン州にあ

るという事実とを勘案し、取締役会は当社株主に対し再度当社をワシントン州で再設立することを提案した。こ

の提案は当社株主によって承認され、当社は1993年にワシントン州法人として再設立された。

２【外国為替管理制度】

アメリカ合衆国には、非居住者による当社株式の取得並びにその配当金及び会社清算に際しての資産売却金の分配に

対して、現時点では外国為替管理上の規制は存在していない。但し、当該非居住者がキューバ、イラン、北朝鮮並び

にクリミア地域、ドネツク人民共和国及びルハンスク人民共和国の国民である場合には特定の規制が適用される。

３【課税上の取扱い】

（１）アメリカ合衆国と日本の所得に関する2004年租税条約

日本居住者である実質的所有者に対し当社が支払う配当金に対するアメリカ合衆国連邦所得税、及びアメリカ合衆国

連邦所得税の課税対象となる当社株式の売却による日本居住者である実質的所有者の所得については、「所得に対す

る租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のためアメリカ合衆国と日本との間で締結された条約」（以下「2004年

条約」という。）の規定が適用される場合がある。2004年条約が適用されるか否かは、2004年条約の規定に加え、ア

メリカ合衆国の国内法で定められた手続き次第であり、日本居住者である各実質的所有者は、2004年条約の恩恵を受

ける資格があるか否かについて、各自の具体的な状況に応じて自身の税務アドバイザーに相談すべきである。

（２）アメリカ合衆国における課税上の取扱い

(a) 当社株式につき配当決定がなされた場合の所得税に係る源泉徴収税

日本の居住者であり、かつ、アメリカ合衆国民でもなく（アメリカ合衆国連邦所得税の目的における）アメリカ合衆

国の居住者でもない者が実質株主となって所有する、当社株式に対して支払われる配当は、原則として10%の税率で

アメリカ合衆国連邦所得税が（源泉徴収により）課される。但し、日本の実質株主がアメリカ合衆国内に恒久的施設

を有し、かつ当該実質株主が受領する配当金が当該恒久的施設に帰属する場合には、当該実質株主に対しては、37%

を最高税率とする累進税率によってアメリカ合衆国連邦所得税が課せられることになる。

(b) 当社株式の譲渡益所得に対する課税

2004年条約及びアメリカ合衆国連邦税法の下では、アメリカ合衆国の居住者ではない日本の当社株式の実質株主は、

原則として当社株式の譲渡によって実現した譲渡益につきアメリカ合衆国連邦所得税を課せられることはない（当該

売却によって譲渡損が生じた場合でも、これを損金としてアメリカ合衆国の所得から控除することも認められな

い）。但し、当該譲渡益が日本の実質株主のアメリカ合衆国内の恒久的施設に帰属する場合、当該譲渡益はアメリカ

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

  6/199



合衆国連邦所得税の課税対象となり、37%を最高税率とする累進税率によって課税され、また他のアメリカ合衆国連

邦税の対象とされることもあり得る。

日本の実質株主が個人であり、当該売却又は処分が行われた年にアメリカ合衆国内に183日以上物理的に滞在してい

た場合、当該個人が一般的なアメリカ合衆国連邦所得税の目的においてアメリカ合衆国居住者とみなされない場合で

あっても、当該個人のアメリカ合衆国源泉のキャピタルゲインの純額は、2004年条約によるアメリカ合衆国税からの

救済が認められない限り、アメリカ合衆国国内税法に基づく30%のアメリカ合衆国税の課税対象となる。

(c) 当社株式についての配当及び譲渡所得に対する州及び地方の所得税

上記(a)及び(b)に対するアメリカ合衆国連邦所得税の他に、当社株式についての日本の実質株主がアメリカ合衆国内

の州又は地方管轄区域に課税関係を有する場合には、当該日本の実質株主が受領した配当金又は譲渡益は、当該株主

が課税関係を有する管轄区域の州税又は地方税が課される可能性がある。2004年条約は、原則としてアメリカ合衆国

連邦税に対してのみ適用されるため、一般的に州又は地方による課税を禁止若しくは制限するものではない。

(d) 相続税

現行のアメリカ合衆国連邦法の下で、当社の株式（及び追加株式を取得するためのオプション）は、当社がアメリカ

合衆国で設立されているため、アメリカ合衆国連邦相続税の目的上、アメリカ合衆国所在資産（U.S. situs

assets）とみなされる。そのため、アメリカ合衆国連邦相続税の目的上アメリカ合衆国民又は居住者とみなされない

日本の個人株主であっても、当該株主の死亡日現在の当該株式（又はオプション）の公正市場価値の最大40%に相当

するアメリカ合衆国連邦税が課される可能性がある（アメリカ合衆国連邦法に基づき、６万ドルの控除額が利用でき

る場合がある）。

アメリカ合衆国連邦相続税の目的上アメリカ合衆国民又は居住者とみなされない日本居住者である株主は、「無形」

財産権の贈与に関する例外により、当社の株式（又はオプション）の持分を生前に贈与してもアメリカ合衆国連邦贈

与税を課されない可能性がある。

(e) 資産移転税

現行のアメリカ合衆国連邦法に基づき、当社株式の売却に関し資産移転税は課されない。

（３）日本における課税上の取扱い

ストック・オプションの行使により認識される利益は、日本での課税対象となる。日本国内の所得税法、法人税法、

相続・遺産税法及びその他の関連法令の遵守を条件として、かつ、その限度内で、日本の個人及び法人は、上記(2)

「アメリカ合衆国における課税上の取扱い」の(a)、(b)、(c)及び(d)に記述した個人又は法人の所得（個人の場合に

は相続財産を含む。）を対象とするアメリカ合衆国の租税については、適用される租税条約に従い、日本において納

付すべき租税からの外国税額控除の適用を受けることができる。

４【法律意見】

当社のアシスタント・ジェネラル・カウンセル兼会社秘書役補佐（Assistant General Counsel and Assistant

Secretary）であり、かつワシントン州で実務を行っている弁護士のベンジャミン・O. オーンドーフ氏（Benjamin

O. Orndorff）から、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

(a) 当社はワシントン州法に基づき適法に設立され、かつ有効に存続している会社であること、及び

(b) 本報告書に記載された現時点で施行されているアメリカ合衆国及びワシントン州の法令に関する事項が正確で

あること。
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第２【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

 

会計年度（単位） 2021 2022 2023 2024 2025

売上高（百万） $168,088
￥25,493,907

$198,270
￥30,071,611

$211,915
￥32,141,148

$245,122
￥37,177,654

$281,724
￥42,729,079

営業利益（百万） $69,916
￥10,604,160

$83,383
￥12,646,700

$88,523
￥13,426,283

$109,433
￥16,597,703

$128,528
￥19,493,842

当期純利益（百万） $61,271
￥9,292,973

$72,738
￥11,032,172

$72,361
￥10,974,993

$88,136
￥13,367,587

$101,832
￥15,444,859

普通株式及び株式払
込剰余金（百万）

$83,111
￥12,605,445

$86,939
￥13,186,038

$93,718
￥14,214,209

$100,923
￥15,306,991

$109,095
￥16,546,439

発行済株式総数

（百万）
7,519 7,464 7,432 7,434 7,434

純資産（資本）

（百万）
$141,988

￥21,535,320
$166,542

￥25,259,425
$206,223

￥31,277,842
$268,477

￥40,719,907
$343,479

￥52,095,460

総資産（百万） $333,779
￥50,624,261

$364,840
￥55,335,283

$411,976
￥62,484,400

$512,163
￥77,679,762

$619,003
￥93,884,185

１株当たり純資産 $18.88
￥2,864

$22.31
￥3,384

$27.75
￥4,209

$36.11
￥5,477

$46.20
￥7,007

１株当たり配当 $2.24
￥340

$2.48
￥376

$2.72
￥413

$3.00
￥455

$3.32
￥504

１株当たり利益

　基本的　
$8.12
￥1,232

$9.70
￥1,471

$9.72
￥1,474

$11.86
￥1,799

$13.70
￥2,078

１株当たり利益
　希薄化後

$8.05
￥1,221

$9.65
￥1,464

$9.68
￥1,468

$11.80
￥1,790

$13.64
￥2,069

自己資本比率（総資
産額における資本の
比率）(%)

43 46 50 52 55

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万）

$76,740
￥11,639,156

$89,035
￥13,503,938

$87,582
￥13,283,562

$118,548
￥17,980,175

$136,162
￥20,651,691

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万）

$(48,486)
￥(7,353,872)

$(58,876)
￥(8,929,723)

$(43,935)
￥(6,663,621)

$(37,757)
￥(5,726,604)

$(51,699)
￥(7,841,187)

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万）

$(27,577)
￥(4,182,604)

$(30,311)
￥(4,597,269)

$(22,680)
￥(3,439,876)

$(96,970)
￥(14,707,440)

$(72,599)
￥(11,011,090)

現金及び現金同等物
（百万）

$14,224
￥2,157,354

$13,931
￥2,112,915

$34,704
￥5,263,556

$18,315
￥2,777,836

$30,242
￥4,586,804

期末現在の従業員数
(人)

181,000 221,000 221,000 228,000 228,000

（注）上記財務データは、連結のものであり、６月30日現在及び同日に終了した会計年度のデータである。以下、
各年度は別途表示しない限り会計年度を意味する。

 

２【沿革】

当社は当初、1975年にパートナーシップとして設立され、1981年に会社として設立された。
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当社は、一般消費者向けや企業向けの様々なクラウド ベースのソリューションとコンテンツ及びその他のサービス

の提供、様々なソフトウェア製品のライセンス及びサポート、世界中のオーディエンス（視聴者）に対する関連のあ

るオンライン広告の提供、並びにデバイスの設計及び販売によって収益を得ている。当社の最も重要な費用は、従業

員への報酬、データセンターの運用を含む当社のクラウドベースのサービスへの支援及び投資、当社のその他製品及

びサービスのデザイン、製造、マーケティング及び販売、並びに法人税に関連するものである。

当社の日本における沿革

当社は1970年代の後半、日本においてソフトウェア製品のマーケティングを開始した。当社は1986年２月17日、当社

の100%子会社としてマイクロソフト株式会社（現社名：日本マイクロソフト株式会社）を設立した。日本マイクロソ

フト株式会社は、日本において当社の製品及びサービスを販売している。

日本マイクロソフト株式会社の払込資本金額は、2025年６月30日現在、４億9,950万円である。

３【事業の内容】

当社は、デジタル・テクノロジーと人工知能（以下「AI」という。）をより広く普及させ、責任をもってそれを実現

することを約束するテクノロジー企業である。当社の使命は、地球上の全ての人々と全ての組織がより多くのことを

達成できるように力を与えることである。

当社は、クラウドコンピューティング、生産性及びコラボレーション並びにパーソナル・コンピューティングにわた

り進化する顧客のニーズに応える、安全で信頼性が高くかつ革新的なプラットフォーム及びツールに焦点を当てた個

人及び企業向けのテクノロジーソリューションの幅広いポートフォリオを開発及びサポートしている。当社は、世界

中のあらゆる国において、機会、成長、影響を生み出すよう努めている。

AIは、全ての個人、組織及び産業の生産性を根本的に変革している。当社が提供するAIサービスは、技術スタックの

全ての層にわたり、各セクターにおいて変革的な成果を実現し、すべての国、地域社会、そして個人にチャンスをも

たらす。

当社は、AIがパワフルであるのと同様に、力を与えるものであるべきだと信じており、最初から安全性とセキュリ

ティを確保しながら責任を持って設計及び展開することを約束している。

当社の事業領域

当社は、1975年に設立され、顧客に新たな価値をもたらし、人々及び事業のすべての潜在価値の実現を支援するソフ

トウェア、サービス、デバイス及びソリューションを開発しサポートしている。

当社は、多くのサービスを提供しており、これには、顧客に対してソフトウェア、サービス、プラットフォーム及び

コンテンツを提供するクラウドベースのソリューション並びにコンサルティングサービスが含まれている。さらに、

当社は、世界中のユーザーに対し、関連のあるオンライン広告を掲示している。

当社の製品には、オペレーティング・システム、クロスデバイス・プロダクティビティ及びコラボレーション・アプ

リケーション、サーバー・アプリケーション、ビジネス・ソリューション・アプリケーション、デスクトップ及び

サーバーの管理ツール、ソフトウェア開発ツール並びにビデオゲームが含まれている。また、当社は、PC、タブレッ

ト、ゲーミング及びエンターテイメント・コンソール、その他のインテリジェントデバイス及び関連アクセサリーを

含むデバイスを設計及び販売している。

デジタルトランスフォーメーション及びAIの導入が、世界中のあらゆる分野の組織においてより多くのビジネス・

ワークストリームに革命をもたらし続けている。企業にとって、デジタル・テクノロジーは従業員に力を与え、業務

を最適化し、顧客を引き付け、場合によっては製品及びサービスの中核部分を変更するものである。

Microsoftクラウドは、開放性を提供し、評価にかかる時間を改善し、コストを削減し及び機敏性を向上させると同

時に、技術スタックの統合を提供する。当社のクラウド事業は、３種類の規模の経済から利益を受けている。すなわ

ち、小規模なデータセンターよりも非常に低い１ユニット当たりのコストでコンピューティングのリソースを展開す

る大規模なデータセンター、多様な顧客、地理的要因及びアプリケーションの需要のパターンをコーディネートし統
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合して、コンピューティング、ストレージ及びネットワークのリソースの活用を改善する大規模なデータセンター、

並びに、アプリケーション・メンテナンスの人件費を低下させるマルチ・テナンシーの施設である。

当社は何よりもセキュリティを優先し、顧客に対して、マルチクラウド、アプリケーション及びデバイス資産全体に

わたり、セキュリティ、コンプライアンス、アイデンティティ、管理及びプライバシーに対応する統合されたAI駆動

型製品を提供している。

オペレーティング・セグメント

当社は、プロダクティビティ＆ビジネス・プロセス、インテリジェント・クラウド及びモア・パーソナル・コン

ピューティングの３つの各セグメントに基づいて事業を行い、業績を報告している。当社のセグメントは、当社の主

要事業の包括的な財務的状況の概観を経営陣に提供するものである。セグメントは開発、販売、マーケティング及び

サービスの各組織にわたる横断的な戦略と目的の調整を可能にするものであり、かつ、事業におけるタイムリーかつ

合理的な資源の分配の枠組を提供する。

2024年８月、当社はセグメント構成の変更を発表した。かかる変更は、当社のセグメントを現在の事業管理方法に合

わせるものであり、特にMicrosoft 365のコマーシャル部分をプロダクティビティ＆ビジネス・プロセス・セグメン

トにまとめるものである。2025会計年度より、当社の最高経営意思決定者がリソースの配分及び業績評価の目的で定

期的に提供され、検討する情報は、これらのセグメント変更を反映している。

オペレーティング・セグメントの追加情報、並びに地域別及び製品別の情報は、「第６　経理の状況」の財務諸表に

対する注記18「セグメント情報及び地域別情報」に記載されている。

当社の報告セグメントは、以下のとおりである。

プロダクティビティ＆ビジネス・プロセス

プロダクティビティ＆ビジネス・プロセス・セグメントは、様々なデバイス及びプラットフォームにわたる生産性、

コミュニケーション及び情報サービスのポートフォリオに属する製品及びサービスにより構成される。このセグメン

トは、主として、次のものにより構成されている。

・　Microsoft 365 Commercial製品及びクラウドサービス：Microsoft 365 Commercialクラウド（Microsoft 365

Commercial、Enterprise Mobility + Security、Windows Commercialのクラウド部分、Power BIの各ユーザー

部分、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、 Microsoft 365 Security and Compliance及びMicrosoft

365 Copilotで構成される。）並びにMicrosoft 365 Commercial製品（Windows Commercialオンプレミス及び

Officeオンプレミス・ライセンスで構成される。）を含む。

・　Microsoft 365 Consumer製品及びクラウドサービス：Microsoft 365 Consumerのサブスクリプション、Office

オンプレミス・ライセンス及びその他の消費者向けサービスを含む。

・　LinkedIn ：Talent ソリューション、マーケティング・ソリューション、プレミアム・サブスクリプション及

びセールス・ソリューションを含む。

・　Dynamics製品及びクラウドサービス：Dynamics 365（ERP、CRM、Power Apps及びPower Automateを横断するイ

ンテリジェントなクラウドベースのアプリケーションの集合で構成される。）並びにERP及びCRMオンプレミ

ス・アプリケーションを含む。

Microsoft 365 Commercial製品及びクラウドサービス

Microsoft 365 Commercialは、Office、Windows、Microsoft 365 Copilot、Enterprise Mobility + Securityを統合

したAI駆動型のビジネス及び生産性ソリューションプラットフォームであり、企業による従業員の能力向上を支援す

る。成長は、第一線の労働者、中小規模の企業及び成長市場において新しい顧客を獲得すること、並びに、コミュニ

ケーション、コラボレーション、分析、セキュリティ、コンプライアンス及びその他AIによるビジネス生産性の各カ

テゴリーにおいて核となる製品及びサービス提供にAI対応のツール、性能及びエージェントシナリオを付加する当社

の能力にかかっている。Microsoft 365 Commercialの売上は、主として、継続したインストール・ベースの増加と
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ユーザーの拡張ごとの平均売上の組み合わせ、及びオンプレミスでライセンスされたOfficeからMicrosoft 365への

継続した移行によって影響を受ける。

Microsoft 365 Consumer製品及びクラウドサービス

Microsoft 365 Consumerは、様々な製品及びサービスを通じて、個人の生産性及び創造性を向上させるためにデザイ

ンされている。その成長は、新しい顧客を獲得すること、AIツールを含む新しい機能を有する中心的な製品セットの

付加価値を高めること、及び、当社の製品及びサービスを新たな市場に拡大することに左右される。Microsoft 365

Consumerクラウドの売上及びOffice Consumer製品の売上は、主として、新しいデバイスと同時にOfficeを購入する

顧客の割合及び従前から続いているオンプレミスでライセンスされたOffice から Microsoft 365 Consumerサブスク

リプションへの移行によって影響を受ける。Microsoft 365 Consumerクラウドの売上も、サブスクリプション及び広

告によって大きく左右される、Outlook.com及びOne Driveを通じたコミュニケーション及びストレージに対する需要

によって影響を受ける。

LinkedIn

LinkedInは、世界中の専門家をつなぎ、彼らをより生産的にして成功させるものであり、顧客が、雇用、マーケティ

ング、販売及び学習する方法を劇的に変化させる。LinkedInは、無料のサービスだけでなく、AI対応の洞察及び生産

性を提供するためにデザインされた有料のソリューション、すなわち、タレント・ソリューション、マーケティン

グ・ソリューション、プレミアム・サブスクリプション及びセールス・ソリューションを提供している。事業の成長

は、当社がLinkedInのプラットフォーム上における会員のエンゲージメントを拡大できるか否か、及び当社が会員及

び顧客に対して価値のある洞察及びAI対応サービスを提供し続けられるか否かに左右される。LinkedInの売上は、主

として企業及び専門家からのタレント・ソリューション、セールス・ソリューション及びプレミアム・サブスクリプ

ションに対する需要によって影響を受け、さらに、会員のエンゲージメント及びマーケティング・ソリューションの

原動力となるスポンサーのコンテンツの品質によっても影響を受ける。

Dynamics製品及びクラウドサービス

Dynamicsは、小規模及び中規模の企業、大規模な組織及びグローバル企業の各部門向けの、財務管理、エンタープラ

イズリソース管理（ERP）、顧客関係管理（CRM）及びサプライチェーンの管理並びにエージェンティックAI及びその

他のローコード・アプリケーション開発プラットフォームのためのクラウドベースの又はオンプレミスのビジネス・

ソリューションを提供するものである。その売上は、ライセンスを取得したユーザーの人数及び使用されたアプリ

ケーションの数、ユーザーごとの平均売上の拡大及びクラウドベースのインテリジェント・ビジネス・アプリケー

ション（Power Apps及びPower Automateといったローコード開発プラットフォームを含む。）を統合させたDynamics

365への移行によって大きく左右される。

競争

Officeに対する競合企業には、ソフトウェア及び世界的なアプリケーションのベンダー、ウェブベース及びモバイ

ル・アプリケーション企業、AIファーストのアプリケーション企業並びにローカルアプリケーションの開発者が含ま

れる。当社は、包括的なソリューションを創造し、顧客がオンプレミスで又はクラウド上ですでに有しているテクノ

ロジーと共に円滑に動作する、安全で、業界の特性が組み込まれ、利用が簡単な生産性及びコラボレーションに関す

るツール及びサービスを提供することによって、競争力を発揮している。

Windowsは、様々なソフトウェア製品や、代替プラットフォーム及びデバイスと競合している。Microsoft Defender

for Endpointはエンドポイント・セキュリティ・ソリューション・プロバイダーと競合している。

当社のEnterprise Mobility + Security（EMS） のサービスは、アイデンティティ・ベンダー、セキュリティ・ソ

リューション・ベンダー及びその他の多数のセキュリティ・ポイント・ソリューション・ベンダーなど、様々な競合

他社の製品と競合している。

LinkedInは、オンラインのプロフェッショナル・ネットワーク、人材紹介、人材マネジメント及び人事サービス企

業、求人・求職サイト、学習及び開発に関する製品及びサービスを提供する企業、広告主やマーケティング主から売
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上をあげるオンライン及びオフライン媒体、リードジェネレーション並びにカスタマーインテリジェンス及びカスタ

マーインサイトを持つ企業向けのオンライン及びオフライン媒体と競合している。

Dynamicsは、クラウドベース及びオンプレミスのソリューションのプロバイダーと競合している。

インテリジェント・クラウド

インテリジェント・クラウド・セグメントは、最新式のビジネス及び開発者の動力となる、パブリックな若しくはプ

ライベートな又はこれらのハイブリッドなサーバー製品及びクラウドサービスにより構成される。このセグメント

は、主として、次のものにより構成されている。

・　サーバー製品及びクラウドサービス：Azure及びその他のクラウドサービス（クラウド及びAI消費ベース・サー

ビス、GitHubクラウドサービス、Nuanceヘルスケア・クラウドサービス、バーチャル・デスクトップ・サービ

ス、その他のクラウドサービスで構成される。）並びにサーバー製品（SQLサーバー、Windowsサーバー、ビ

ジュアル・スタジオ、システム・センター、関連するクライアント・アクセス・ライセンス（以下「CALs」と

いう。）及びその他のオンプレミスのサービスで構成される。）を含む。

・　エンタープライズ及びパートナー・サービス：エンタープライズ・サポート・サービス、インダストリー・ソ

リューションズ、Nuanceプロフェッショナル・サービス、Microsoftパートナー・ネットワーク及びラーニン

グ・エクスペリエンスを含む。

サーバー製品＆クラウドサービス

Azureは、開発者、ITプロフェッショナル及び企業に対し、プラットフォーム又はデバイスを問わず、アプリケー

ションを開発し、展開し、管理する自由を提供する一連のクラウドサービスである。顧客は、当社のコンピューティ

ング、ネットワーキング、ストレージ、モバイル及びウェブ・アプリケーション・サービス、AI、モノのインター

ネット、コグニティブ・サービス及び機械学習の世界的なネットワークを通じて、Azureを利用することができる。

Azureによって、顧客は、オンプレミス（自社保有運用）のハードウェア及びソフトウェアの管理に対してではな

く、その顧客の組織に利益をもたらすアプリケーションの開発及び利用に対してより多くのリソースを傾けることが

できるようになる。Azureの売上は、主として、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）及びプラット

フォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）のような消費ベースのサービスによって影響を受ける。

Azure AI製品は、企業がAIによって自身の事業を最適化及び拡大するための方法を追求する際に、競争的優位性を提

供する。当社は、急速に拡大しているAIクラウドサービス（最新モデルを含む。）及びハードウェアのポートフォリ

オを備えた、大規模なワークロードを実行するためのAI向けスーパーコンピューティング能力を提供しており、これ

にはカスタム設計のシリコン及びチップメーカーとの強力なパートナーシップが含まれる。Azure AI Foundryは、開

発者がAIアプリケーションやエージェントを設計、カスタマイズ及び管理するための統合プラットフォームである。

当社のサーバー製品は、ITプロフェッショナル、開発者及び彼らのシステムをより生産的で効率的にするようにデザ

インされている。サーバー・ソフトウェアは、Windowsサーバー・オペレーティング・システム上に構築されたソフ

トウェア・アプリケーションをサポートするためにデザインされた統合サーバー・インフラ／ミドルウェアである。

その中には、サーバー・プラットフォーム、データベース、ビジネス・インテリジェンス、ストレージ、マネジメン

ト及びオペレーション、仮想化、サービス指向型アーキテクチャ・プラットフォーム、セキュリティ及び認証情報管

理ソフトウェアが含まれる。そのほか、当社は、ソフトウェア・アーキテクト、開発者、テスター、及びプロジェク

ト・マネジャーのためのスタンドアローン（独立方式）のソフトウェア開発ライフサイクルツールもライセンスして

いる。サーバー製品の売上は、主として、ボリュームライセンス・プログラムを通じた購入、OEMに販売されたライ

センス及び小売パッケージ製品によって影響を受ける。CALsは、SQLサーバー及びWindowsサーバーを含む一定のサー

バー製品にアクセスする権利を提供する。CALsの売上は、付随するサーバー製品又はOffice製品とともに報告され

る。

GitHub及びNuanceヘルスケアは、クラウド及びオンプレミス両方のサービス提供を含む。GitHubは、開発者がソフト

ウェアの開発ライフサイクル全体においてコードを管理し、AI及びエージェントベースのツールを組込むためのコラ

ボレーション・プラットフォームを提供している。Nuanceヘルスケアは、ヘルスケア業界向けにAIソリューションを

提供している。
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エンタープライズ及びパートナー・サービス

エンタープライズ・サポート・サービス、インダストリー・ソリューションズ、Nuanceプロフェッショナル・サービ

ス、Microsoftパートナー・ネットワーク及びラーニング・エクスペリエンスを含むエンタープライズ及びパート

ナー・サービス事業は、開発者及びIT専門家に当社の製品に関するトレーニング及び認証を提供すると共に、マイク

ロソフト・サーバー・ソリューション、マイクロソフト・デスクトップ・ソリューション並びにNuanceの会話型AI及

びアンビエント・インテリジェンス・ソリューションの開発、展開及び管理において顧客を支援している。

競争

Azureは、クラウドサービス・プロバイダー及びオープンソース製品との多様な競争にさらされている。競争におけ

るAzureの優位性には、ハイブリッドなクラウドを利用可能にしていること、パブリック・クラウドを備えた当社の

既存のデータセンター群を単一かつ結合したインフラへと展開することを可能にしていること、及び、あらゆるサイ

ズ及び複雑さを持つ企業のニーズに合致するスケールで運用できる能力を有することが含まれている。当社のAI製品

は、ハイパースケーラーによるAI製品並びにその多くが当社の現在又は将来のパートナーでもあるその他の新興競合

企業及びその他のオープンソースサービスによる製品と競争している。当社のAzureセキュリティ・サービスには、

当社のクラウド・セキュリティ・サービス及びセキュリティ情報・事象管理ソリューションが含まれており、これら

はサイバーセキュリティ及びクラウドセキュリティー分野のプロバイダーと競合している。当社は、当社のクラウド

の世界規模が、当社の幅広いアイデンティティとセキュリティ・ソリューションのポートフォリオと相まって、当社

の顧客の複雑なサイバーセキュリティの課題を効果的に解決することができ、競合他社との差別化につながると考え

ている。

当社のサーバー製品は、幅広いマーケットアプローチを持つ企業が提供する様々なサーバー・オペレーティング・シ

ステム及びサーバー・アプリケーションとの競争に直面している。垂直統合型コンピューター製造業者は、サー

バー・ハードウェアにプレインストールした自社独自のUnixオペレーティング・システムを提供しており、ほぼすべ

てのコンピューター製造業者がLinuxオペレーティング・システム用のサーバー・ハードウェアを提供している。

当社は、企業規模のコンピューティングやポイント・ソリューションの提供に関して数多くの商用ソフトウェア・ベ

ンダーと競争しており、このようなベンダーは、ソリューション・テクノロジーやミドルウェア・テクノロジーのプ

ラットフォーム、接続用のソフトウェア・アプリケーション、セキュリティ、ホスティング、データベース、及びe-

ビジネスサーバーを提供している。

当社のデータベース、ビジネス・インテリジェンス及びデータ・ウェアハウジング・ソリューション製品は、データ

及び分析業界のプロバイダーによる製品と競合している。当社のシステム管理製品は、サーバー管理及びサーバー仮

想化プラットフォームプロバイダーと競合している。当社のソフトウェア開発者向けの製品は、大手テクノロジー・

プロバイダーや代替オープンソースの製品と競合している。

当社は、当社のサーバー製品は、顧客に対し、優れたアプリケーション、開発ツール、幅広いハードウェア及びソフ

トウェア・アプリケーションに対する互換性、セキュリティ並びに管理可能性を提供することにより、パフォーマン

ス、全体の保有コスト及び生産性における優位性を提供するものと考えている。

当社のエンタープライズ及びパートナー・サービス事業は、多国籍コンサルティングファームや特定の技術に集中し

た小規模でニッチな企業を含む、企業戦略及びビジネスプラン、アプリケーション開発並びにインフラストラク

チャーサービスを提供する様々な企業と競合している。

モア・パーソナル・コンピューティング

モア・パーソナル・コンピューティング・セグメントは、当社のテクノロジー体験の中心に顧客を据えた製品及び

サービスにより構成される。このセグメントは、主として、次のものにより構成されている。

・　Windows及びデバイス：Windows OEMライセンス（OEMチャネルを通じて販売されたWindows Pro及びnon-Proライ

センス）並びにデバイス（Surface及びPCアクセサリーで構成される。）を含む。
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・　ゲーミング：Xboxハードウェア、Xboxコンテンツ及びサービス（ファーストパーティ及びサードパーティのコ

ンテンツ（ゲーム及びゲーム内コンテンツを含む。）、Xbox Game Pass及びその他のサブスクリプション、

Xboxクラウド・ゲーミング、広告並びにその他のクラウドサービスで構成される。）を含む。

・　検索及びニュース広告：Bing及びCopilot、Microsoft News、Microsoft Edge及びサードパーティ提携者からな

る。

 

Windows及びデバイス

Windowsオペレーティング・システムは、体験、アプリケーション及びユーザーの複数のデバイスの間にまたがる情

報の整合を可能にすることにより、ユーザーに対し、さらなる個人的なコンピューティング体験を提供できるように

設計されている。

Windows OEMの売上は、OEMが、自社の販売するハードウェアにプレインストールするために購入するWindowsオペ

レーティング・システムのライセンス数に大きな影響を受ける。Windows OEMの売上は、コンピューティング・デバ

イス市場の規模のほか、以下の事項により影響を受ける：

・　フォーム・ファクター及び画面サイズに基づくコンピューター・デバイスのミックス（組み合わせ）

・　成熟した市場と成長中の市場の間のデバイス市場における需要の相違

・　AI PC分野の成長・　出荷されるデバイスへのWindowsの搭載

・　顧客における消費者、中小規模の企業及び大企業のミックス（組み合わせ）

・　OEMチャンネルにおける在庫水準の変化

・　価格設定の変更及び販売促進、製造されるデバイスのミックス（組み合わせ）が局地的なシステム ビルダーか

ら巨大な多国籍OEMにシフトする時に発生する価格設定の多様化、並びに、ライセンスされるWindowsのバー

ジョンごとに異なる価格設定

・　デバイスの部品のサプライチェーンにおける制約

・　海賊版

 

当社は、Surface（Copilot＋ PCを含む。）及びPCアクセサリーなどのデバイスを設計及び販売している。当社のデ

バイスは、人々や組織が、Windows及び統合された当社の製品とサービスを使用して、最も重要な人々やコンテンツ

と接続することを可能にするものである。Surfaceは、組織、学生及び消費者の生産性向上を支援できるようにデザ

インされている。デバイス事業の成長は、PCの総出荷台数、新規顧客を引きつける力、当社の製品ロードマップ、そ

して新たなカテゴリーへの拡大にかかっている。

ゲーミング

当社は世界中で数十億人がPC、コンソール、モバイル及びクラウド上でビデオゲームにアクセス及びプレイする方法

を拡大している。当社のゲームコンテンツを開発しているのは、象徴的で差別化されたゲーム体験を創造するファー

ストパーティスタジオの集合体である。当社は、知的財産ロードマップを拡大し、新たなコンテンツクリエイターを

活用するために、ゲーム開発スタジオやコンテンツへの投資を続けている。こうしたユニークなゲーミング体験が、

ファースト及びサードパーティのゲームタイトルで構成されるライブラリにアクセスできるサブスクリプションサー

ビス及びゲーミング・コミュニティであるXbox Game Passの礎になっている。

Xboxのエコシステムの中核はプレイヤーである。当社は、ファースト及びサードパーティのコンテンツや、サブスク

リプション、広告、デジタル・ストアにまたがる事業の多様化を通じて、様々な異なるエンドポイントでプレイヤー

を魅了する新たな機会を模索している。当社は、ファースト及びサードパーティのコンテンツや、サブスクリプショ

ン、広告、デジタル・ストアといったビジネスの多様化を通じて、さまざまなエンドポイントにゲーマーを引きつけ

る新たな機会を特定している。サードパーティ・メーカーが提供する新しいデバイスや、PC及びモバイルの主要なエ

ンドポイントが、プレイヤーが最も便利な方法でプレイできるよう支援するのに役立っている。当社は、できるだけ

多くのプレイヤーを取り込むため、プラットフォームの成長と新たなエコシステムへの拡大に注力している。

Xboxは、人々をオンラインゲームの体験へと接続してこれを共有できるようにするもので、Xboxコンソール、

Windowsの稼働するデバイス及びその他のデバイスからアクセスすることができる。Xbox認証済みのアプリケーショ

ン及びサービスのネットワークへのアクセスを提供することによってユーザーの利益を生み、膨大な顧客ベースへの
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アクセスを提供することによって開発者及びパートナーのエコシステムの利益も生むようにデザインされている。

Xboxの売上は、主として、サブスクリプション及びファーストパーティ及びサードパーティのコンテンツの販売に左

右され、広告にも左右される。ゲーム事業の成長は、Xboxによって可能となったコンテンツを通じた全てのアクティ

ブ ユーザー ベース、ゲームが入手可能であること、ゲームの利用者が求める優れたゲームコンテンツの提供、当社

のコンテンツ及びサービスへのアクセスに使用されるデバイスの計算処理能力及び信頼性、並びに、新たな体験を創

出する能力によって左右される。

検索及びニュース広告

当社の検索及びニュース広告事業は、世界中のオーディエンスに対し、関連する検索広告、ネイティブ広告及びディ

スプレイ広告を届けるようにデザインされている。Microsoft Copilotは情報を提供し、楽しませ、インスピレー

ションを与えるように設計されたデジタルアシスタントである。Copilotを搭載した当社のMicrosoft Edgeブラウザ

及びBing検索エンジンは、当社のテクノロジープラットフォームがデジタル広告ソリューションの提供を促進すると

共に当社ユーザーの獲得及び取り込みを可能にする主要なツールである。ファーストパーティのツールに加え、当社

は、企業との間で複数のパートナーシップを有しており、これを通じて、当社は、検索サービスを提供し収益化して

いる。検索連動型広告の成長は、当社の新しいユーザーを惹きつけ、意図を理解し、その意図を広告サービス上の関

連あるコンテンツと結び付ける能力に左右される。

競争

Windowsは、様々なソフトウェア製品及び代替的なプラットフォームやデバイスとの競争に直面している。当社は、

Windowsは選択性、価値、柔軟性、セキュリティ、親しみやすく使用が容易なインターフェイス、及び、多様なハー

ドウェア及びソフトウェア・アプリケーション（生産性をもたらすものを含む。）との互換性を顧客に提供すること

で効果的に競争していると考えている。

デバイスは、様々な価格帯において高品質の工業デザインと革新的なテクノロジーとのユニークな組み合わせを提供

している様々なコンピューター、タブレット及びハードウェアの製造業者との競争にさらされている。これらの製造

業者の多くが、WindowsのOEＭを含む当社の現在のパートナーや顧客でもあり、又は、当社の将来的なパートナーや

顧客となる可能性もある。

Xbox及び当社のクラウド・ゲーミング・サービスは、様々なオンラインゲームエコシステム及びゲームストリーミン

グサービスとの競争に直面している。また、ビデオ・ストリーミング・プラットフォームなどの他のエンターテイン

メントサービス・プロバイダーとも競合している。当社のゲーミング・プラットフォームは、その他のコンソール・

プラットフォームと競合している。当社のゲーム・プラットフォームは、ハードウェアのアーキテクチャ、ユーザー

インターフェース、開発者向けのツール、オンラインのゲームとエンターテイメントのサービス、当社独自のファー

ストパーティゲームフランチャイズによる従前から強力なコンテンツ及びその他のデジタルコンテンツ製品に基づい

て、競合製品に対する競争力のある位置にあり、また独自性のある差別化が図られていると当社は考えている。

当社の検索及びニュース広告事業は、検索エンジン及び様々なウェブサイト、ソーシャル・プラットフォーム並びに

エンドユーザーにコンテンツとオンライン・サービスを提供するポータルと競合している。

人的資源

2025年６月30日現在、当社の従業員数は常勤ベースで約22万8,000人、そのうち米国では12万5,000人、米国外では10

万3,000人であった。全従業員のうち、製品サポート及びコンサルティングサービス、データセンター運営並びに製

造及び流通などの業務部門が８万9,000人、製品研究開発部門が８万人、販売及びマーケティング部門が４万4,000

人、一般管理部門が１万5,000人である。当社の従業員の一部は団体交渉契約を締結している。

当社は、優秀な人材を引きつけ、報酬を付与し、維持すると同時に、従業員の継続的な成長を促進し当社の組織的な

文化及び価値観を強化するようにプログラムを設計している。当社の総合的な報酬制度は、市場において大きく差別

化されかつ競争力があり、当社は、複数の側面から給与の公平性も監視している。当社は従業員の福利厚生に多額の

投資を行っており、身体的、精神的及び経済的なウェルネスのための多数のプログラムを含む差別化された福利厚生

パッケージを提供している。さらに、幅広い社内外のコンテンツを通じて継続的な学習機会を提供し、役割や専門分

野を超えたプロフェッショナルな成長を支援している。従業員の意見を収集するシステムを通じて従業員から直接
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フィードバックを収集し、リアルタイムの洞察を活用してグローバルにプログラムを適応させ、従業員のニーズに対

応している。加えて、当社の文化は顧客及び当社の双方のセキュリティを優先し、この責任をすべてのチームと機能

に組み込んでいる。

業務管理

当社は南北アメリカ、アジア太平洋、欧州及び中東に地域オペレーション・サービス・センターを有し、顧客との契

約及び注文処理、請求、クレジット処理及び債権回収、顧客ライフサイクルAI及びクラウド業務、並びにベンダー管

理及びロジスティクスを含む当社の事業運営をサポートしている。

当社は、オペレーション・センターに加えて、これらの各地域においてデータセンターを運営している。当社は、と

りわけAIサービスに対する需要の伸びを考慮し、顧客の進化するニーズに合わせて引続きデータセンターの所在地及

びサーバー容量の整合性を図っている。当社のデータセンターは、許可された建設可能な土地、予測可能なエネル

ギー、ネットワーク供給、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）やその他のコンポーネントを含む

サーバーの利用可能性に依存している。

当社は、第三者メーカーにデバイスの製造を委託しており、生産拠点を地理的に移転できる能力を含め、サプライ

チェーンの効率性及びレジリエンスを強化するための施策を実施している。

当社のサーバー及びデバイスの部品の一部については、能力のあるサプライヤーが限られている。これらのサプライ

ヤーにおいて長期的又は予期せぬ混乱が発生した場合、当社のデータセンターの運営や顧客の需要に応えて適時にデ

バイスを製造する当社の能力に影響を及ぼす可能性がある。

流通・販売・マーケティング

当社の顧客には個人消費者、中小規模の組織、大規模なグローバル企業、政府機関、サービス・プロバイダー、アプ

リケーション開発者及びOEMが含まれる。当社は、以下のチャンネルを通じて当社の製品とサービスのマーケティン

グ・販売を行っている：直接販売、販売業者、小売業者及びOEM。当社の営業担当部署は、世界中の営利企業や公共

団体とともに彼らのテクノロジーやデジタルトランスフォーメーションに対する要求を特定しこれを満足させるよう

直接に働くこと、システム・インテグレーター、独立のソフトウェア・ベンダー並びに当社の顧客に対して販売し、

コンサルティングし及び当社の製品及びサービスのために役割を果たすその他のパートナーをサポートすること、並

びにOEMとの関係を管理することを含む、様々な役割を担っている。

直接取引

当社の製品やサービスをライセンスしている数多くの組織が、システム・インテグレーター、独立のソフトウェア・

ベンダー、ウェブ・エージェンシー及び当社の製品やサービスのライセンスについて組織に助言をするパートナー

（“Enterprise Agreement Software Advisors”、以下「ESA」という。）などの販売サポートを受けながら、エン

タープライズ・アグリーメントやエンタープライズ・サービス契約を通じて、当社と直接に取引を行っている。当社

は、再販のチャンネルを通じた提供だけでなく、小規模な顧客、中規模な顧客及び企業顧客などをターゲットとした

直接販売プログラムを提供している。パートナー・アドバイザーのネットワークによって、このような販売の多くが

サポートされる。

当社は、クラウドサービス、検索及びゲームなどの企業向け及び一般消費者向けの製品及びサービスを、デジタル

マーケットプレイス及びオンラインストアを通じて、顧客に対して直接に販売している。さらに、当社のマイクロソ

フト・エクスペリエンス・センターは、当社のパートナー及び顧客との業界を横断した深いエンゲージメントを促進

するためにデザインされている。

販売業者と再販業者

多くの組織が間接的に当社の製品及びサービスをライセンスしているが、それは主にライセンシング・ソリューショ

ン・パートナー（以下「LSP」という。）、販売業者、付加価値再販業者（以下「VAR」という。）、OEM及び小売業

者を通じてである。各タイプの再販パートナーがあらゆる規模の組織と取引することができるが、LSPは主に大規模

な組織と取引し、販売業者は主にVARに再販し、VARは通常小規模及び中規模の組織と取引している。ESAは通常、LSP

にも認定されており、当社のボリュームライセンス・プログラムの再販業者として活動している。マイクロソフト・
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クラウド・ソリューション・プロバイダーは、当社のクラウドサービスの再販売において中核となるパートナー・プ

ログラムである。

当社のDynamicsソフトウェア商品は、バーティカル・ソリューションと専門的なサービスを提供するチャンネル・

パートナーのグローバル・ネットワークを通じて企業にライセンスされている。当社は主に、独立系非独占的販売業

者、公認リプリケーター、再販業者及び小売店を通じて当社の小売パッケージ製品を販売している。個々の消費者は

主に、小売店を通じてこれらの製品を入手している。当社は、当社のデバイスを、サードパーティの小売店を通じて

販売している。当社は、販売業者や再販業者から注文を取り製品のトレーニングと販売サポートを提供する、販売代

理店とフィールドサポート担当者とのネットワークを有している。

当社のDynamicsビジネス・ソリューションもまた、バーティカル・ソリューションと専門的なサービスを提供する

チャンネル・パートナーのグローバル・ネットワークを通じて企業にライセンスされている。

OEM

当社は、販売する新しいデバイス及びサービスに当社のソフトウェアをプリインストールしているOEMを通じて、当

社の製品及びサービスを販売している。OEM事業の大部分を占めるのは、デバイスにプリインストールされたWindows

オペレーティング・システムである。OEMはまた、その他のMicrosoft製品をプリインストールしたデバイスを販売し

ているが、プリインストールされるMicrosoft製品及びサービスには、Officeなどのアプリケーション及びMicrosoft

365コンシューマーのサブスクリプションの権利などがある。

OEMには2つの大きなカテゴリーがある。もっとも大きいカテゴリーはダイレクトOEMであり、当社とダイレクトOEMと

の関係は、MicrosoftとそのOEMとの直接的な契約を通じて管理される。当社は、１つ又は複数の当社製品に関する販

売契約を、デル（Dell）、ヒューレット・パッカード（Hewlett-Packard）、レノボ（Lenovo）を含むほぼすべての

多国籍OEMと締結しており、また、多くの地域的なOEMとも締結している。OEMの2番目に大きいカテゴリーは、PCの生

産数がより少ない製造業者で構成されるシステム・ビルダーであり、システム・ビルダーは、プリインストール及び

地域で再販するためのMicrosoftソフトウェアを、Microsoftとの直接的な契約や関係を通じてではなく、主に

Microsoftの販売業者チャンネルを通じて調達している。

ライセンスのオプション

当社は、当社のクラウドサービス及びオンプレミスのソフトウェアの購入を希望する様々な規模の組織に対し、オプ

ションを提供している。当社は、ボリュームライセンス契約に基づきこれらの組織に対しライセンスを付与してお

り、顧客は、小売チャンネルを通じて個別のライセンスを取得することなく、製品及びサービスの複数のライセンス

を取得することができる。これらのボリュームライセンス・プログラムは、顧客のニーズに最適に対応するため、さ

まざまなプログラム要件と利点を備えている。

ソフトウェア・アシュアランス（以下「SA」という。）は、契約で定める期間にリリースされた新しいソフトウェア

及び永続的なライセンスのアップグレードの権利を含んでいる。また、サポート、ツール、トレーニング、及びその

他のライセンスメリットを提供することで、顧客がソフトウェアを効率的にデプロイし、使用できるよう支援する。

SAは、特定のボリュームライセンス契約と共に購入しなければならないが、その他についての購入はオプションであ

る。

ボリュームライセンス・プログラム

エンタープライズ・アグリーメント

エンタープライズ・アグリーメントは、規模の大きい組織に対し、１個の契約に基づきクラウドサービスとソフト

ウェア・ライセンスを購入できる柔軟性を持った管理の容易なボリュームライセンス・プログラムを提供する。エン

タープライズ・アグリーメントは、組織全体で３年間にわたって当社の製品及びサービスをライセンスしたいと希望

する中規模又は大規模の組織のためにデザインされている。組織は、永続的なライセンス（SAの対象となる。）の購

入及び／又はクラウドサービスのサブスクリプションを選択することができる。

マイクロソフト・カスタマー・アグリーメント
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マイクロソフト・カスタマー・アグリーメントは、デジタル体験を通じて提示され、承諾され、保存される簡素化さ

れた購入契約である。マイクロソフト・カスタマー・アグリーメントは、パートナー経由であるかマイクロソフトか

らの直接購入であるかにかかわらず、すべての顧客を長期にわたってサポートするように設計された無期限の契約書

である。

マイクロソフト・オンライン・サブスクリプション・アグリーメント

マイクロソフト・オンライン・サブスクリプション・アグリーメントは、ウェブ経由で継ぎ目なく直接にクラウド

サービスを申込み、有効にし、配布及び維持することを望む中小企業のために設計されている。これらの契約は、顧

客がクラウドベースのサービスを月間又は年間ベースで申し込むことを可能にしている。

マイクロソフト・プロダクト・アンド・サービス・アグリーメント

マイクロソフト・プロダクト・アンド・サービス・アグリーメントは、１個の有効期限のない契約に基づき、組織全

体ではなく必要に応じて、クラウドサービス又はオンプレミスのソフトウェアをライセンスしたいと希望する中規模

から大規模の組織のためのものである。組織は、永続的なライセンスを購入し又はライセンスをサブスクリプション

する。SAは、永続的なライセンスを購入する顧客のためのオプションである。

オープン・バリュー

オープン・バリュー・アグリーメントは、マイクロソフトの最新のテクノロジーを得ることのできるシンプルで費用

効果の高い方法である。かかるアグリーメントは、３年の期間にわたりクラウドサービス及びオンプレミスのソフト

ウェアをライセンスしたいと希望する小規模又は中規模の組織のためにデザインされている。オープン・バリュー・

プログラムにおいては、組織は、永続的なライセンスの購入又はライセンスのサブスクリプションを選択することが

でき、SAが含まれている。

セレクト・プラス

セレクト・プラス・アグリーメントは、政府及び教育機関のためのものであり、ひとつの組織としての利点を持ちつ

つ、下位組織又は部門を単位としてオンプレミスのライセンスを取得することができる。組織は永続ライセンスを購

入し、SAはオプションである。

パートナー・プログラム

Microsoft Cloud Solution Provider プログラムは、顧客に対し、顧客のシステム・インテグレーター、マネージド

サービス・プロバイダー又はクラウド再販売パートナーが提供する付加価値のついたサービスと組み合わせるために

顧客が必要とするクラウドサービスのライセンスを受けるための簡単な方法を提供する。このプログラムのパート

ナーは、パートナーの製品及びサービスを簡単にパッケージして、直接に顧客のサブスクリプションを提供し、管理

し、サポートすることができる。

Microsoft Services Provider License Agreementは、当社の適格なソフトウェア製品をライセンスしたいと考えて

いるホスティング・サービス・プロバイダー及び独立系ソフトウェア・ベンダーに、最終顧客に対してホスト・アプ

リケーション及びソフトウェア・サービスを提供することを可能にするものである。当該パートナーは、ソフトウェ

アを３年間にわたりライセンスし、ライセンスされたユニットについて月ごとに課金される。

独立系ソフトウェア・ベンダー・ロイヤルティ・プログラム（Independent Software vendor Royalty Program）

は、パートナーがマイクロソフトのソフトウェアをベンダー自身のソフトウェアプログラムの中で使用できるように

するプログラムである。

政府の規制

当社は、米国及び世界中で幅広い法律、規制及び法的要件の適用を受けており、これには当社の製品及びオンライ

ン・サービスに適用されるものや、ユーザーのプライバシー、通信、データの保存及び保護、広告並びにオンライン

コンテンツに関連する要件が含まれる。これらの要件は常に進化しており、不明確な場合及び法域によって大きく異

なる場合がある。当社は、こうした変化に適応し、顧客及び規制当局の信頼を維持するため、事業全体で包括的な法
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令遵守プログラムを実施している。世界中の規制動向を監視し、ポリシー、管理策及び技術的な保護措置を導入する

ことで、当社の事業、製品及びサービスが適用される法的基準を満たすようにしている。当社の事業チームは法的サ

ポートを受けて法令遵守プログラムを管理し、社外向けの規制報告及び商業報告を作成し、内部監査チームはプログ

ラム及びプロセスのレビューを実施している。当社は規制遵守に対して統一的なアプローチを採用しているが、一部

のプログラム及びプロセスは、例えば、欧州連合（以下「EU」という。）デジタル市場法及びEUデジタルサービス法

で要求される当社の遵守状況を監督、監視及び評価するための独立したコンプライアンス機能の設置など、特定の規

制義務に対応するために調整されている。

規制上の事項に関連して当社が直面するリスクについては、「第３　事業の状況－３.事業等のリスク」を参照され

たい。
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４【関係会社の状況】

 

(1）親会社

 

親会社はない。

 

(2）子会社　(2025年６月30日現在)

 

名　　称 業　　種
主たる事務所の

管轄国

株式払込剰余金

(単位:千ドル)
出資比率

当社との

事業上の関係

マイクロソフト・グローバ

ル・ファイナンス・アンリ

ミティッド・カンパニー

(Microsoft Global Finance

Unlimited Company)

投資管理
アイルランド

ダブリン
0

0%

(1)
当社の投資会社

マイクロソフト・アイルラ

ンド・オペレーションズ・

リミティッド

(Microsoft Ireland

Operations Limited)

ソフトウェ

ア・ライセン

ス

アイルランド

ダブリン
464

0%

(2)

マイクロソフト製品の

ライセンサー

マイクロソフト・アイルラ

ンド・リサーチ・アンリミ

ティッド・カンパニー

(Microsoft Ireland

Research Unlimited

Company)

研究及び開発
アイルランド

ダブリン
2,084

0%

(3)

当社のソフトウェア

製品の開発

マイクロソフト・オンライ

ン・インク

(Microsoft Online, Inc.)

オンライン広

告

米国

ネバダ州

リノ

1,720,690
0%

(4)
広告サービスの提供

リンクトイン・コーポレー

ション

（LinkedIn Corporation）

求人ネット

ワークのウェ

ブサイト

米国

カリフォルニア

州

サニーベール

24,762,939
100%

(5)

消費者向けネットワー

キングサービスの提供

リンクトイン・アイルラン

ド・アンリミティッド・カ

ンパニー

（LinkedIn Ireland

Unlimited Company）

オペレーショ

ン・センター

アイルランド

ダブリン
6,083,306

0%

(6)

リンクトイン事業のオ

ペレーション・セン

ター

アクティビジョン・ブリ

ザード・インク

（Activision Blizzard,

Inc.）

ゲーム開発

米国

カリフォルニア

州

サンタモニカ

75,408,111
100%

(7)
ゲームスタジオ

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 20/199



アクティビジョン・パブ

リッシング・インク

（Activision Publishing,

Inc.）

ゲーム開発

米国

カリフォルニア

州、

サンタモニカ

68,728,988
0%

(8)
ゲームスタジオ

全体からみて、重要性の乏しい子会社は省略してある。子会社の総数は758社である。

（1）アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワン・アンリミティッド・カン

パニー(Microsoft Round Island One Unlimited Company)の100%子会社である。マイクロソフト・ラウンド・アイラ

ンド・ワン・アンリミティッド・カンパニーは、アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・アイルラン

ド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパニー（Microsoft Ireland Investments Unlimited Company）に

100%保有されている。マイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパニーは、ネバ

ダ州法人のMOLコーポレーション(MOL Corporation)の100%子会社である。MOL コーポレーションは、その91.0075%を

当社に、5.3845%をネバダ州のジェネラル パートナーシップであるマイクロソフト ライセンシング ジーピー

（Microsoft Licensing, GP）に、3.0815%をデラウェア州法人であるリンクトイン・コーポレーション（LinkedIn

Corporation）に、0.5265%をデラウェア州法人であるニュアンス・コミュニケーションズ・インクに保有されてい

る。マイクロソフト・ライセンシング・ジーピーは、その99%を当社に、１%をネバダ州の有限責任組合であるマイク

ロソフト・マネジメント・エルエルシー（Microsoft Management, LLC）に保有されている。マイクロソフト・マネ

ジメント・エルエルシーは、当社の100%子会社である。リンクトイン・コーポレーションは、デラウェア州法人であ

り当社の100%子会社である。ニュアンス・コミュニケーションズ・インクはデラウェア州法人であり当社の100%子会

社である。

（2）アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・アイルランド・リサーチ・アンリミティッド・カンパ

ニー(Microsoft Ireland Research Unlimited Company)の100%子会社である。マイクロソフト・アイルランド・リ

サーチ・アンリミティッド・カンパニーは、アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・ラウンド・アイラ

ンド・ワンの100%子会社である。マイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワン・アンリミティッド・カンパニー

は、アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カ

ンパニー（の100%子会社である。マイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパ

ニーは、ネバダ州法人のMOLコーポレーションの100%子会社である。MOL コーポレーションは、その91.0075%を当社

に、5.3845%をネバダ州のジェネラル パートナーシップであるマイクロソフト ライセンシング ジーピーに、

3.0815%をデラウェア州法人であるリンクトイン・コーポレーションに、0.5265%をデラウェア州法人であるニュアン

ス・コミュニケーションズ・インクに保有されている。マイクロソフト・ライセンシング・ジーピーは、その99%を

当社に、1%をネバダ州の有限責任組合であるマイクロソフト・マネジメント・エルエルシーに、保有されている。マ

イクロソフト・マネジメント・エルエルシーは、当社の100%子会社である。リンクトイン・コーポレーションは、デ

ラウェア州法人であり当社の100%子会社である。ニュアンス・コミュニケーションズ・インクはデラウェア州法人で

あり当社の100%子会社である。

（3）アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワン・アンリミティッド・カン

パニーの100%子会社である。マイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワン・アンリミティッド・カンパニーは、ア

イルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパ

ニーの100%子会社である。マイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパニーは、

ネバダ州法人のMOLコーポレーション(MOL Corporation)の100%子会社である。MOL コーポレーションは、その

91.0075%を当社に、5.3845%をネバダ州のジェネラル パートナーシップであるマイクロソフト ライセンシング ジー

ピー（Microsoft Licensing, GP）に、3.0815%をデラウェア州法人であるリンクトイン・コーポレーションに、

0.5265%をデラウェア州法人であるニュアンス・コミュニケーションズ・インクに保有されている。マイクロソフト

ライセンシング ジーピーは、その99%を当社に、１%をネバダ州の有限責任組合であるマイクロソフト マネジメント

エルエルシーに保有されている。マイクロソフト・マネジメント・エルエルシーは、当社の100%子会社である。リン
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クトイン・コーポレーションは、デラウェア州法人であり当社の100%子会社である。ニュアンス・コミュニケーショ

ンズ・インクはデラウェア州法人であり当社の100%子会社である。

（4） 同社は、ワシントン州法人のアクアンティブ・インク(aQuantive, Inc.)の100%子会社である。アクアンティ

ブ・インクは当社の100%子会社である。

（5） 同社は、当社の100%子会社である。

（6） 同社の持分の99%は、マイクロソフト・アイルランド・リサーチ・アンリミティッド・カンパニーに、１%はリ

ンクトイン・ワールドワイド（LinkedIn Worldwide）に、それぞれ保有されている。マン島の無限責任会社であるリ

ンクトイン・ワールドワイドは、マイクロソフト・アイルランド・リサーチ・アンリミティッド・カンパニーの

100％子会社である。アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・アイルランド・リサーチ・アンリミ

ティッド・カンパニーは、アイルランドの無限責任会社であるマイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワン・アン

リミティッド・カンパニーの100%子会社である。マイクロソフト・ラウンド・アイランド・ワンは、アイルランドの

無限責任会社であるマイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパニーの100%子会

社である。マイクロソフト・アイルランド・インベストメンツ・アンリミティッド・カンパニーは、ネバダ州法人の

MOLコーポレーション(MOL Corporation)の100%子会社である。MOL コーポレーションは、その91.0075%を当社に、

5.3845%をネバダ州のジェネラル パートナーシップであるマイクロソフト ライセンシング ジーピーに、3.0815%を

デラウェア州法人であるリンクトイン・コーポレーションに、0.5265%をデラウェア州法人であるニュアンス・コ

ミュニケーションズ・インクに保有されている。マイクロソフト ライセンシング ジーピーは、その99%を当社に、

１%をネバダ州の有限責任組合であるマイクロソフト マネジメント エルエルシーに保有されている。マイクロソフ

ト・マネジメント・エルエルシーは、当社の100%子会社である。リンクトイン・コーポレーションは、デラウェア州

法人であり当社の100%子会社である。ニュアンス・コミュニケーションズ・インクはデラウェア州法人であり当社の

100%子会社である。

（7） 同社は、Activision Blizzard, Inc.の100%子会社である。Activision Blizzard, Inc.は当社の100%子会社で

ある。

（8） 同社は、Activision Entertainment Holdings, Inc.の100%子会社である。Activision Entertainment

Holdings, Inc.は、Activision Blizzard, Inc.の100%子会社である。Activision Blizzard, Inc.は当社の100%子会

社である。

 

５【従業員の状況】

　「３　事業の内容　－　人的資源」を参照のこと。

　当社の日本の子会社である、日本マイクロソフト株式会社は以下の情報を公表している。

　取締役及び執行役に占める女性の割合：26.3%（取締役／執行役のうち女性の数：５人、取締役／執行役全体：

19人）（2025年６月現在）

　男性の育児休業取得率：85%（2024年７月１日から2025年６月30日まで）

　男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合：85.8%（2024年７月１日から2025年６月30日まで）
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第３【事業の状況】

 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の原動力となる目標

当社は、当社のビジョンを達成するため、研究開発において互いに関連する３つの目標に注力している。

・　生産性及びビジネス・プロセスを再構築し、組織と個人がより安全かつ効率的に働き協力できるよう支援する

・　インテリジェント・クラウド及びインテリジェント・エッジのプラットフォームを構築し、ハイブリッドへの適

合性、開発者の生産性、データ及びAIの性能並びに信頼されたセキュリティ及びコンプライアンスを含む当社顧

客のデジタルワークロードのための基盤を提供する

・　よりパーソナルなコンピューティングを創造し、ユーザーがより直感的で魅力的、かつダイナミックな方法でテ

クノロジーと相互作用することを可能にする

 

将来の機会

当社は、顧客がMicrosoft Cloudの広さと深さを活用して、デジタル投資から最大の価値を引き出せるよう支援する

ことに注力するとともに、当社のソリューション分野全体でAIプラットフォームの波をリードしていく。当社は、ビ

ジネスを保護しIT管理を簡単にしつつ、人々が生産性を有し、協同して働く力を与える完璧でインテリジェントなソ

リューションの開発を続けている。

当社の目標は、複数の注目すべきテクノロジーの領域を、長い期間にわたってリードすることであり、当社は、この

ことが持続可能な成長へと変化していくものと考えている。

当社は、以下のことに多くのリソースを投資している。

・　職場を一変させ、新しい現代の単位のビジネスアプリケーションを提供し、より深い洞察を得ること、並びに

人々のコミュニケーション、コラボレーション、学び、仕事及び他者との相互作用のあり方を改善すること

・　企業と個人に対し、新たな体験と機会を提供するためのユビキタス・コンピューティングを用いた方法によ

り、クラウドベースのサービスを構築し運用すること

・　AIとアンビエント・インテリジェンスを活用することで、洞察力を高め、さまざまな業務やビジネス・プロセ

スに革命をもたらし、Microsoft 365 Copilot及びエージェントを用いて生産性を大幅に向上させること

・　生成AIでのトレーニングの提供並びにスキリングプログラム及びイニシアチブ、補助金及びLinkedInラーニング

パスを通じたデジタル学習及びリソースへのより幅広いアクセスの提供

・　あらゆるデバイスにおいて、人々に、周りの人々とともにゲームへの愛を分かち合う新たなゲームの体験を発

明し、コンソール及びPCゲームのイノベーションを押し上げること

・　Windowsを当社のクラウド ビジネスの促進、PC市場における当社のシェア拡大、及びMicrosoft Edge、Bing、

Copilot、Microsoft Teams、Microsoft 365 Consumer、Xbox Game Passなどの当社のサービスとの関係の促進

に利用すること

・　全てのクラウド及びプラットフォームを横断して、セキュリティ、コンプライアンス、アイデンティティ及び

マネジメントにわたる当社の統合されたエンドツーエンドのソリューションにより、あらゆる角度からセキュ

リティに取り組むこと

 

当社の将来の成長は、当社が現時点の製品カテゴリー、ビジネスモデル及び販売活動の定義を超越することができる

かどうかに左右される。

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

サステナビリティへのコミットメント

当社はサステナビリティに取り組んでおり、気候変動に対する当社の取組みは、当社の事業自体の持続可能性から始

まった。2020年、当社は2030年までにカーボンネガティブ、ウォーターポジティブ、及び廃棄ゼロを達成するという

目標を発表した。
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この目標を発表して以来、当社は意味のある進展を遂げると同時に、テクノロジー分野においても、目標を達成する

ために何が必要かという理解においても、大きな変化を目の当たりにしてきた。これらの目標に向けた進捗について

は、当社の年次環境サステナビリティレポートに記載されている。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

 

ガバナンス

 

当社は、長期的な価値を生み出す、原則に基づき、透明性が高く、説明責任を果たす方法で事業を行うよう努めてい

る。当社は、サステナビリティをガバナンス構造に深く組み込むなど、事業の一部と位置づけている。当社は、環境

の持続可能性に関する問題を含め、当社の事業及び社会に最もプラスの影響を与えることができる取組みに注力して

いる。

 

当社の取締役会及び経営幹部は、コーポレートガバナンスと、差し迫った環境及び社会的課題への効果的なビジネス

対応との間に相互関係があることを認識している。これらの課題を検討するにあたり、当社は積極的に投資家と関わ

り、彼らの視点から学び、当社のアプローチを共有するとともに、同業他社、パートナー、顧客、及びより広範なビ

ジネスコミュニティからのベストプラクティスを検討してきた。当社の取締役会と経営陣は、当社が環境及び社会的

なさまざまな分野で行っている活動が、当社の長期的な事業機会に重要な貢献をしていることを理解している。当社

は、健全な地球を育み、全ての人のさらなる成長機会を支える、より包括的なグローバル経済を推進するための戦略

を構築し、実行することを約束する。

取締役会による監視

 

当社取締役会の環境・社会・パブリックポリシー委員会（以下「ESPP委員会」という。）は、当社の環境サステナビ

リティ戦略と取組みに関する監督と指導を行う。

 

ESPP委員会は、当社の「会社、特に顧客、従業員及び一般市民との信頼を維持する能力に重大な影響を及ぼす可能性

のある主要な非財務規制リスク」を監督する上で取締役会を支援することを任務としている。具体的には、ESPP委員

会の憲章には、その責務としてとりわけ以下の項目が挙げられている：「気候変動や環境の持続可能性など、主要な

環境・社会問題を検討し、取締役会及び経営陣に指針を提供する。」

 

ESPP委員会は少なくとも年３回会合を開催する。毎年少なくとも１回、また必要に応じて、副会長兼プレジデント及

び最高サステナビリティ責任者が当該委員会で、環境持続可能性に関する全般的な議題及び目標を提示する。当社の

2025年環境サステナビリティレポート（2024会計年度）（注１）の作成に関するTCFDの推奨に基づき、当社の最高サ

ステナビリティ責任者は、マイクロソフトの環境サステナビリティ戦略と目標、ネット・ゼロ排出量への道筋で世界

が直面するグローバルな課題、気候目標の達成に役立つ生成AIなどの新技術の有望性などのトピックについて、ESPP

委員会に説明を行った。

 

（注１）当社の会計年度は７月１日から６月30日までである。

 

経営陣の責任

 

当社の副会長兼プレジデントは、当社の法律、パブリックポリシー及び社会的責任に関する部門であるCELA

（Corporate, External, and Legal Affairs）グループを率いる。CELAグループは、環境サステナビリティの分野を

含め、マイクロソフトの顧客、投資家及び利害関係者との信頼関係の構築と維持に注力している。副会長兼プレジデ

ントの責務には、対外的なサステナビリティ目標（2030年までにカーボンネガティブ、ウォーターポジティブ、廃棄

物ゼロの生態系保護企業を目指すなど）の幅、範囲及び時期の策定が含まれる。

 

副会長兼プレジデント及び最高サステナビリティ責任者は、共に事業チームと連携して環境リスク管理に関する上級

管理職としての説明責任を担っており、最終的には事業全体の環境リスク軽減を管理する。副会長兼プレジデント

は、最高サステナビリティ責任者との定期的なビジネス・レビューや、適宜個別ミーティングを通じて、環境サステ

ナビリティの課題と関連目標に対する当社の進捗状況を監視している。
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最高サステナビリティ責任者は環境サステナビリティチームのトップであり、環境サステナビリティ・ビジョン、規

制戦略、プログラムの実行を全体的に指揮している。最高サステナビリティ責任者は、副会長兼プレジデントに直接

報告を行い、環境サステナビリティ戦略及び進捗状況を定期的に報告する。また最高サステナビリティ責任者及びエ

ネルギー調達チームは、四半期ごとに（再生可能エネルギーの購入や二酸化炭素除去オフセットを通じた）二酸化炭

素削減や戦略的投資の進捗状況を最高財務責任者に報告している。

 

環境サステナビリティチームは、事業、製品、パートナー及びポリシーに焦点を当て、当社の環境フットプリントの

削減に努めている。このチームは環境サステナビリティ・イニシアチブを計画、発展及び実行し、環境サステナビリ

ティ・プログラムの進捗状況を評価し、環境サステナビリティ目標への全社的な取組みと達成を支援する。また、環

境サステナビリティチームは、エネルギー効率、再生可能エネルギーの調達、ウォーター・スチュワードシップ（責

任ある水資源管理）、気候変動リスク及び循環型経済などの関連トピックについて話し合うために、マイクロソフト

全体からリーダーを集めている。

 

グローバルに変化するダイナミクスに関する指針として、当該チームは、社内の財務、規制/政策、テクノロジー及

び環境の専門家を含む世界中の専門家と連携している。加えて、当該チームは、進化するサステナビリティの状況に

ついて理解を深めるため、外部のリソースとも連携している。当社のアプローチには、サステナビリティを主題とす

る研究をリードする主要な学術機関や非政府組織（NGO）とのパートナーシップが含まれる。このような社内外のリ

ソースとの強固なネットワークは、環境サステナビリティチームやその他の管理職がサステナビリティ関連の問題に

ついて常に情報を得るのに役立っている。

 

また、環境サステナビリティチームは、企業リスク管理（ERM）フレームワークにも参加している。このフレーム

ワークは、リスクオーナーや主題専門家（SME）が会社の最も重要なリスクを特定、評価、優先順位付けし、定期的

な報告や議論を通じて、当社の上級管理職や取締役会によるリスク管理を支援している。環境サステナビリティチー

ムは、当社の気候関連のリスクと機会を特定するために、気候関連のシナリオ分析を継続的に行っている。これらの

分析結果は、全社的なERMプロセスに反映される。これらの分析に関する詳細は、以下の「戦略」セクションを参照

されたい。

 

戦略

 

マイクロソフトの気候変動戦略は、当社のビジネスと顧客へのサービス提供能力に影響を与える気候変動による事業

運営リスク、法務リスク及び風評リスクを理解し、軽減し、管理することに重点を置いている。その重要性は、2030

年までにカーボンネガティブとし、2050年までに1975年の当社設立以来、マイクロソフトが直接又は電力消費によっ

て排出したすべての二酸化炭素と同量の二酸化炭素を大気中から除去することを目標とし、気候変動を当社の戦略的

優先事項の一つに据える全社的な決定にも反映されている。

 

水と水リスクも同様に、当社にとって重要なテーマである。水は生命維持に不可欠であると同時に、多くの事業に

とって重要な投入物でもある。水リスクが激化する中、当社は事業運営上のリスクだけでなく、事業を展開する地域

社会における水使用による外部への影響を軽減するため、多面的なアプローチをとっている。2020年、当社は2030年

までにウォーターポジティブな企業になることを目指すことを発表した。当社にとって、ウォーターポジティブと

は、(1) 直接事業全体におけるウォーター・フットプリントの削減、(2) 事業全体における消費量以上の水の補充、

(3) 水及び衛生サービスへのアクセスの向上、(4) イノベーションとデジタル化によるウォーター・ソリューション

の拡大、(5) 効果的かつ革新的な水政策の提唱を意味する。当社は、淡水資源や影響を受ける生態系を改善及び保護

し、地域社会の支援に役立つプロジェクトに投資することで、当社が事業を展開する地域における水ストレス（注

２）への対処を支援する重要な役割を担っていると考えている。

 

当社は、生態系の未来と地球が支える豊かな生物多様性が、人間の影響によってますます危険にさらされていると認

識している。健全に機能する生態系は、企業活動を含む人間の生活と活動を支えている。したがって、気候変動によ

るリスクを軽減し、その影響に適応するためには、生態系が不可欠である。当社の2025年環境サステナビリティ報告

書（https://cdn-dynmedia-

1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/msc/documents/presentations/CSR/2025-Microsoft-

Environmental-Sustainability-Report.pdf）において、当社が17,000エーカー以上の土地を法的に恒久的に保護す

る契約を結び（保護地役権及び土地信託を含む。）、当社の土地保護目標の11,900エーカーを30％超上回ったことを
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報告した。当社は現在、このコミットメントを継続し、さらなる自然保護のために良い仕事を積み重ねようとしてい

る。

 

同様に、当社は可能な限り削減と再利用を優先することで、原料のライフサイクルに関連する廃棄物と温室効果ガス

（GHG）排出量を削減することが急務であると認識している。デバイスを製造し、キャンパスやデータセンターを建

設し、業務で製造品を使用する企業として、当社はより責任ある設計と材料の調達に取り組み、2030年までに廃棄物

をゼロにするという目標を達成するために、ますます循環型のアプローチを追求している。削減と再利用を最優先と

するこの戦略により、当社は使用する素材の寿命を延ばし、結果として廃棄物とGHG排出量を削減することができ

る。

 

本書の「戦略」並びに「リスク及び機会の管理」のセクションでは、気候変動と水の両方を取り上げている。生態系

や廃棄物、循環型社会など、当社のサステナビリティ活動の詳細については、2025年環境サステナビリティ報告書

（https://cdn-dynmedia-

1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/msc/documents/presentations/CSR/2025-Microsoft-

Environmental-Sustainability-Report.pdf）を参照されたい。

 

（注２）パシフィック・インスティテュート（Pacific Institute）によれば、水ストレスとは淡水に対する人間

及び生態系からの需要を満たす能力又はその不足をいう。水ストレスは、水不足よりも包括的かつ広範な概念で

あり、（水不足と同様に）需要と、水質障害によって供給が損なわれている場合の両方を考慮する。

 

リスク及び機会の管理

 

リスク及び機会の管理は、当社が事業を行う上で重要な要素である。当社の全社的な企業リスク管理（ERM）組織

は、エグゼクティブ・リスクオーナーと連携し、また、社内の関連事項の専門家（SME）の支援を受けながら、企業

リスク管理プロセス全体を推進している。ERMフレームワークは、リスクオーナーとSMEがリスクを特定、評価及び優

先順位付けし、定期的な報告と議論を通じて、当社の上級管理職や取締役会のリスク管理を支援している。環境サス

テナビリティチームは、この報告をサポートするため、社内のSMEから意見を集めている。（注３）

 

（注３）本書の「戦略」並びに「リスク及び機会の管理」のセクションでは、気候と水の両方を取り上げてい

る。生態系や廃棄物、循環型社会など、当社のサステナビリティ活動の詳細については、当社の2025年環境サス

テナビリティ報告書を参照されたい。

 

気候及び水に関連するリスク及び機会の特定及び評価

 

最高サステナビリティ責任者が率いる当社のコーポレート環境サステナビリティチームは、定量的・定性的な分析を

用いて、マイクロソフトの事業ポートフォリオ全体における気候及び水に関連する物理的及び移行的なリスク並びに

機会を特定及び評価する。これらの分析結果は、本書の「戦略」のセクションで述べられており、当社全体（データ

センター、職場、エコノミスト及びサプライヤーの各チームを含むがこれらに限定されない。）のSMEとの協議を通

じて評価・検証される。

 

かかるリスク及び機会の分析結果は、ERMフレームワークに基づき、最高サステナビリティ責任者を含むエグゼク

ティブ・リスクオーナーが主導する検討プロセスに反映され、マイクロソフトの中核的な事業機能と業務に対する潜

在的なリスク（気候や水に関連するリスクを含む。）の重要性の特定、評価及び優先順位付けが行われる。ERM組織

は、定期的な報告と議論（年２回以上）を通じて、エグゼクティブ・リスクオーナーと協力し、経営陣と取締役会の

リスクガバナンスをサポートする。ERMのリスク評価プロセスでは、リスクを、その固有の影響度に応じて、「信用

又は評判」、「業務範囲」、「法務、コンプライアンス及び環境」、「企業価値」の４つのカテゴリーに分類する。

リスクは次に、固有の確率に応じて評価される。これら２つの格付けは、固有のリスク・スコアを作成するために使

用され、その後、残留リスク計算のために、マネジメント・アクション／コントロールの有効性格付けと集計され

る。このプロセスでは、特定されたリスクが、財務上、戦略上、業務上、又は法律上、当社に影響を及ぼす可能性が

あるかどうかを判断する。ERMのフレームワークでは、分析期間はリスクやシナリオによって異なるが、主に約３年

先（短期）のリスクに焦点を当てている。持続可能性リスクカテゴリーで利用可能であるような、より長期的な評価

データがあれば時間軸を延長することができる。
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事業グループは、それぞれの事業運営リスクの特定及び評価プロセスを進め、エグゼクティブ・リスクオーナーに情

報を提供する。例えば、当社のインテリジェント・クラウド部門では、当社のデータセンター・インフラストラク

チャ・グループが新しいデータセンターの設計及び設置、並びに水及びエネルギーの利用可能性を含む継続的な運用

中のリスクを特定し、評価するための定義されたプロセスを有している。当社のクラウドハードウェアグループは、

サプライチェーンチームを通じて、コンプライアンス基準や削減目標に対するサプライヤーの指標を監視することに

より、クラウドインフラストラクチャの材料や化学物質の設計、調達、製造、輸送、使用、及び使用終了時の選択が

排出量に与える影響に関するリスクを特定し、管理する。モア・パーソナル・コンピューティング・セグメントで

は、既存及び計画中のマイクロソフトブランドのハードウェア及び関連デバイス並びに梱包について、グローバル、

国、地域、現地レベルで、エネルギー効率やその他の環境要件の観点から、ISO 14001及びISO 50001認証を目指す当

社プロセスの一環としてリスクと機会を評価している。当社の子会社は、地域的及び地理的要因（地域の規制など）

に基づいて自社のプロセスを管理する。

 

気候リスク及び水関連リスクの管理

 

リスクに関する意思決定を行うために、当社は、事業継続とサービス回復力の観点から、ERMリスクの優先順位付け

基準を使用している。この基準には、影響の範囲（評判、規制及びコストなど）、潜在的な投資利益率、変更を実施

するために必要な時間とリソースが含まれる。環境サステナビリティチームは、特定されたリスクの軽減、移転、受

容又は制御に関する経営陣の決定に沿って、社内全体からリーダーを集めている。当社は、当社の事業継続、災害復

旧、及び全体的な回復力を実施するための基本要件を定める専用プログラムを有しており、顧客の期待に応える当社

の能力に影響を及ぼす大規模又は壊滅的な事業中断が発生した場合の当社の準備、回復及び実行能力を強化するのに

役立つ。

 

当社のERMフレームワークによって把握されたリスク領域の例には、以下が含まれる。

・　政策及び規制リスク

・　テクノロジーリスク

・　市場リスク

・　評判リスク

・　急性及び慢性物理的リスク

 

詳細については、当社の2025年環境サステナビリティレポート（https://cdn-dynmedia-

1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/msc/documents/presentations/CSR/2025-Microsoft-

Environmental-Sustainability-Report.pdf）を参照されたい。

 

気候及び水に関する機会の管理

 

当社の環境サステナビリティチームは、機会を実現するための経営陣の決定に沿って、社内全体からリーダーを集め

ている。

 

検討される機会の領域の例には以下が含まれる。

・　低排出エネルギー資源

・　低排出製品及びサービス

・　より効率的な建物及び社用車

・　新興市場へのアクセス

・　気候変動に対するレジリエンス

 

詳細については、当社の2025年環境サステナビリティレポート（https://cdn-dynmedia-

1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/msc/documents/presentations/CSR/2025-Microsoft-

Environmental-Sustainability-Report.pdf）を参照されたい。

 

指標と目標

 

当社は持続可能性に関連するさまざまな指標を測定し、環境サステナビリティと事業戦略全般に役立てている。当社

は、持続可能性の中心となる４つの重要分野（炭素、水、廃棄物、生態系）について野心的な目標を設定し、当社の
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事業とバリューチェーンにおける効率性を監視している。かかる目標とそれを裏付けるターゲットの要約は、下表を

参照のこと（当該リストは本書における気候及び水に関する焦点を超えることに留意されたい）。当社の環境指標と

目標達成状況の包括的な説明は、環境サステナビリティ報告書及び当社のCDP回答書で毎年開示している。詳細につ

いてはそれらを参照されたい。

 

トピック 目標 ターゲット

炭素 2030年までにカーボン

ネガティブ

- 2025年までに、スコープ１及びスコープ２の排出量をほぼゼロにす

る。

- 2030年までに、スコープ３排出量を2020年を基準として半分以上削減

する。

- 2025年までに、当社の電力消費量の100パーセントを、直接的再生可

能エネルギーで賄う。

- 2030年までに、当社の排出量を超える炭素を除去する。

- 2050年までに、1975年の設立以来、当社が直接的に又は電力消費に

よって排出してきた全ての二酸化炭素を大気中から除去する。

 

水 2030年までにウォー

ターポジティブ

- 2030年までに、当社が事業を行っている水ストレス地域を中心に、当

社の世界中の事業全体で消費する量を超える水を補充する。

- 2030年までに、清潔な水及び衛生サービスに対するアクセスを150万

人に提供する。

廃棄物 2030年までに廃棄物ゼ

ロ

- 2030年までに、所有するデータセンター及びキャンパスにおける事業

廃棄物の90%の転換を達成する。

- 2030年までに、全ての建設及び解体プロジェクトに関する廃棄物の

75%の転換を達成する。

- 2025年までに、当社の循環センターによる支援を受け、全てのクラウ

ドハードウェアに関するサーバー及びコンポーネントの90%を再利用及

びリサイクルする。

- 2025年までに、マイクロソフトの全ての一次製品及びクラウドの梱包

材から使い捨てプラスチックを排除する。

- 2030年までに、OECD諸国において、Surfaceデバイス、Xbox製品及び

付属品、並びに全ての当社製品の梱包材を100%リサイクル可能にする。

生態系 2025年までに当社が使

用する面積を超える土

地の保護

- 2025年までに当社が使用する面積を超える土地を保護することで、当

社の直接的な事業が生態系に与える影響に責任を持つ。

 

進捗状況

炭素

・　当社のスコープ１及びスコープ２の排出量は、2020年（基準年）から30%減少した。この結果は、クリーンエ

ネルギー調達の推進、グリーン料金プログラム及びアンバンドル型再生可能エネルギー証書の利用に向けた

当社の継続中の取り組みによるものである。

・　当社のバリューチェーン、すなわちスコープ３の排出量は、2020年（基準年）から26%増加した。当社は、サ

プライチェーン全体で炭素フリー電力市場を拡大することや、鉄鋼、コンクリート並びにデータセンターで

使用されるその他の建材及び燃料など、削減が困難なセクターの脱炭素化に投資する取り組みを続けてい

る。

・　2024年には、16か国で19ギガワットの再生可能エネルギーの追加を契約し、当社のエネルギーポートフォリ

オをさらに多様化した。また、当社は原子力エネルギー分野にも進出し、2024年９月にCrane Clean Energy

Centerとの間で当社初の大規模原子力エネルギーPPA（電力購入契約）を締結した。この契約は、2019年に閉

鎖されたペンシルベニア州の835メガワットの原子力施設の再稼働を可能にし、当社のデータセンターにとっ

て重要なエネルギー地域であるPJM電力網に、新しく信頼性の高いCFE（炭素フリー電力）の大規模供給が可

能になる。
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・　2024年度において、当社は2030年度までに実現予定の二酸化炭素除去量2.8百万メトリックトンを追加で契約

した。さらに、2030年以降及び／又は2050年目標に向けて、カーボンネガティブ目標に適用する予定の17.4

百万メトリックトンを契約した。

水

・　2024年度において、当社は資金提供したプロジェクト数を50%以上増加させ、これらのプロジェクトの存続期

間を通じて50百万立方メートルを超える水量の便益を提供すると見積もられる27の補充プロジェクトに出資

した。このプログラムの開始以来、契約済みのプロジェクトは、その存続期間において100百万立方メートル

を超える補充量を提供すると見積もられている。

・　2024年度において、当社は新たに７件のプロジェクトを追加し、13件のイニシアチブを有するポートフォリ

オとなった。これらが完全に実施された場合、ブラジル、インド、インドネシア、メキシコ、チリ、米国、

マレーシア、ケニア及びナイジェリアにおいて160万人以上にサービスを提供することになる。

・　2022年（基準年）以降、稼働中のデータセンターは水使用強度を18%削減しており、2030年までに水使用強度

を40%削減するという目標に向けて前進している。

廃棄物

・　2024年度において、当社は自社保有のデータセンター及びキャンパスにおける事業廃棄物のうち25,603メト

リックトン（88.1%）を埋立地及び焼却施設から転換した。

・　建設及び解体廃棄物についても85.3%を転換し、目標を前倒しで達成した。

・　クラウドハードウェア全体におけるサーバー及び部品の再利用及びリサイクル率は2024年度に90.9%に達し、

年間目標を１年前倒しで達成した。

・　2025年末までに当社製品の包装における使い捨てプラスチックを排除する取り組みの一環として、2024年度

において当社製品の包装ポートフォリオ全体で使い捨てプラスチックの使用率を4.0%に抑えた。同年度中、

当社製品の包装における再生材の使用率は53.8%、包装材のリサイクル可能率は94.8%を達成した。

・　Surface Copilot+ PCは筐体に100%再生アルミニウム合金を、磁石に100%再生レアアースメタルを採用してい

る。当社の新しいデバイスは業界で最も修理可能なノートPC及びタブレットの一部であり、少なくとも11種

類の交換部品を備えている。新しいSurface Pro第11世代及びLaptop第７世代は、iFixitから修理容易性スコ

ア8/10を獲得した。

・　2024年には、クラウドハードウェアのパッケージにおいてリサイクルが困難なプラスチックベース発泡ポリ

エチレン（EPE）フォームの削減を開始し、よりリサイクル可能な紙やパルプ代替品に置き換えた。また、埋

立地から2,500メトリックトン以上のパッケージ廃棄物を転換した。

生態系

・　当社は11,900の土地保護目標を30％以上超過した。

 

人財資源の持続可能性

 

「第２　企業の概況－３.事業の内容」の「人的資源」を参照のこと。

 

３【事業等のリスク】

　

2025年６月30日現在、2025年６月30日に終了した会計年度の10-Kの年次報告書において開示されたように、当社の経

営や財務成績は、以下に述べる事柄を含む様々なリスクや不確定要素に左右されている。そうしたリスクや不確定要

素は、当社の事業、業務、財政状態、経営成績、流動性、及び当社の普通株式の取引価格に悪影響を与える可能性が

ある。

戦略及び競争リスク

当社は、当社の製品及びサービスの全市場において激しい競争に直面しており、これにより経営成績が悪影響を受け

る可能性がある。

テクノロジーセクターにおける競争
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当社の競合他社の規模は、大きな研究開発リソースを持った多角的なグローバル企業から、より狭い製品展開によっ

て技術、マーケティング及び財務のリソースを効率的に分配できる専門化された小規模な企業にまでわたっている。

当社の事業の多くは、参入する際の障壁が低い。当社が競争を行っている分野の多くは、テクノロジーの変化や混

乱、ユーザーのニーズの移り変わり、新しい製品やサービスの頻繁な投入によって急激に発達する。当社が革新を継

続できない場合や、企業及び消費者にとって魅力のある製品、デバイス及びサービスを提供できない場合、競争力を

維持することができない可能性があり、当社の事業、財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性がある。

プラットフォーム・ベースのエコシステムに関する競争

多くの参加者たちが多様なソリューションを構築できるようなプラットフォーム・ベースのエコシステムを創造する

ことが、当社のビジネスモデルにとって重要な要素である。適確に構築されているエコシステムによって、ユー

ザー、アプリケーションの開発者及び成長を加速させることのできるプラットフォームのプロバイダーの間に有益な

ネットワーク効果が生じる。消費者の需要に対応し、魅力的な伸びしろを獲得し維持するためには、市場において相

当な規模を確立することが必要である。当社は、競合するプラットフォームを提供している他社との間の激しい競争

に直面している。

・　当社と競合する垂直統合型モデルが、PC、タブレット、スマートフォン、ゲーム用コンソール、ウェアラブル

デバイス及びエンドポイント・デバイスなどの消費者向け製品において成功している。垂直統合型モデルは、

製品及び関連サービスのハードウェアとソフトウェアという双方の要素をひとつの企業がコントロールするモ

デルである。このようなモデルを追及している競合他社は、統合された市場を通じて販売されるアプリケー

ション及びコンテンツなど、ハードウェアとソフトウェアのプラットフォームに統合されたサービスからも売

上を得ている。また、当該競合他社は、その垂直的に統合されたサービスの提供によるセキュリティ及び性能

上の利点を主張することができる。当社も、垂直統合型のハードウェア及びソフトウェア製品並びにサービス

を提供している。当社が事業の一部を垂直統合型モデルへとシフトすることにより、当社の売上原価が増加

し、営業利益率が減少する可能性がある。

・　当社は、PCに搭載されたWindowsオペレーティング・システムのライセンスから大きな売上を得ている。当社

は、スマートフォン及びタブレットなどの新しいデバイス及びフォームファクタ向けに開発された競合プラッ

トフォームからの激しい競争に直面している。このようなデバイスが、価格や、デバイスとそのプラット

フォームの有効性の認知など、複数の側面で競争している。ユーザーは、かつてはPCによって行われていた機

能を利用するのに、このようなデバイスへと移行し続けている。多くのユーザーがこのようなデバイスはPCの

補足品だと考えているとしても、このようなデバイスが普及することにより、アプリケーションの開発者を当

社のPC用オペレーティング・システムのプラットフォームに惹きつけることがより困難になる可能性がある。

低価格又は無償でライセンスされるオペレーティング・システムとの競争によって、当社のPC用オペレーティ

ング・システムの利益が減少する可能性がある。競合プラットフォームで提供される人気の製品又はサービス

によって当該競合プラットフォームの競争上の地位が強化される可能性がある。さらに、当社のデバイスのう

ちの一部は当社のOEMパートナーが作る製品と競合するので、当該パートナーによる当社のプラットフォームへ

の参画に影響を及ぼす可能性がある。

・　競合するプラットフォームは、スケールと大きなインストール・ベースを持つコンテンツ及びアプリケーショ

ン・マーケットプレイスを持っている。ひとつのプラットフォームで入手できる多様で統一されたコンテンツ

及びアプリケーションは、デバイスを購入するかどうかを決めるにおいて重要である。ユーザーは、プラット

フォームを切り替える際に、データ移行と新しいコンテンツ及びアプリケーションにかかる費用を負担するこ

とがある。当社が競争するためには、開発者をうまく集めて当社のプラットフォーム用のアプリケーションを

開発し、そのアプリケーションが確実に高い品質、セキュリティ、消費者への訴求力及び価値を備えたもので

あるようにしなければならない。競合他者のコンテンツ及びアプリケーション・マーケットプレイスと競争す

るための取組みによって、当社の売上原価が増加し、営業利益率が低下する可能性がある。競合他社のコンテ

ンツ及びアプリケーション・マーケットプレイスを統制する規則により、当該マーケットプレイスを通じて、

当社の技術及びビジネスモデル目標に従って製品及びサービスを流通させる能力が制限される可能性がある。

 

これらすべての理由により、当社は現在及び将来の競合他社と成功裏に競争できない可能性があり、当社の事業、業

務、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

ビジネスモデルにおける競争

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 30/199



競合他社は、発展する多様なビジネスモデルに基づいて当社と競合している。

・　当社の事業の重要な部分には、様々なコンピューター・デバイスで利用可能なクラウドベースのサービスが含ま

れている。当社及び競合他社は、消費者及び企業顧客向けのクラウドベースの戦略及びサービスを開発及び展

開するために多大なリソースを投入し続けており、価格設定及び配布モデルは進化している。

・　当社は全社的にAIに投資しており、当社の消費者向け及びコマーシャル部門向け製品に生成AI機能を注入して

いる。AI技術及びサービスは競争が激しく、急速に進化する市場であり、新たな競合他社による市場参入が続

いている。当社は、顧客のニーズを満たすために必要なAIモデル、AIサービス、AIプラットフォーム、及びAI

インフラストラクチャを構築しサポートするために、多大な開発・運営コストを負担することになる。効果的

に競争するためには、技術的変化、新たな及び潜在的な規制の進展、並びに社会的監視にも対応しなければな

らない。

・　当社はより多くの事業をインフラ、プラットフォーム及びソフトウェアとしてのサービス・ビジネスモデルに

転換しているが、なお、著作権のあるソフトウェアのライセンスを基本としたビジネスモデルは、当社のソフ

トウェアの売上の大部分を生み出している。当社は、オリジナルのアイデアをソフトウェア製品へ変換するた

めの費用を研究開発への投資を通じて負担しており、当社はこの費用を製品のライセンスによる売上と相殺し

ている。競合他社の多くも、このモデルに基づいてソフトウェアを開発し、企業及び消費者に販売している。

・　無料のアプリケーション、オンライン・サービス及びコンテンツを提供している競合他社もあり、第三者に対

し広告を販売することによって利益を上げている。広告収入は、競合他社がユーザーにほぼ無償で提供する製

品やサービスの開発資金となり、当社の収益を生み出す製品と直接競合する。

・　オープンソースソフトウェアを修正した上でエンドユーザーに対して無料又は無料に近い価格で配布し、オー

プンなAIモデルを開発し、利用可能にし、利用し、広告又は統合された製品及びサービスで売上を上げる方法

により当社と競合している会社もある。これらの会社は、そのオープンソース製品の研究開発費の全額を負担

していない。オープンソース製品の中には、当社の製品の特徴や機能を模倣しているものもある。

 

以上のような競争圧力によって、販売量の減少、価格の下落並びに研究開発費、マーケティング及び販売インセン

ティブなどの営業費用の増加が生じる可能性があり、その結果、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能

性がある。

当社はクラウドベース及びAIのサービスに注力しているため、実行リスク及び競争リスクを抱えている。当社は、ク

ラウドベース及びAIのサービスをサポートするインフラの構築と維持のために多額の費用を負担しており、営業利益

率を減少させている。当社がクラウドベース及びAIのサービスで成功するか否かは、いくつかの領域における当社の

遂行度合いにかかっているが、その領域には以下のものが含まれる：

・　トラフィック・シェアとマーケット・シェアの増加を生み出す魅力的なクラウドベース及びAIのサービス並び

に製品の市場投入を続けること

・　PC、スマートフォン、タブレット、ゲームコンソール及びその他のデバイスなど多様化するコンピューター デ

バイスにおける当社のクラウドベース及びAIのサービスの有用性、互換性及び性能を維持すること

・　サードパーティの開発者が当社のクラウド・プラットフォームに対して感じる魅力を高め続けること

・　当社のクラウドベースのサービスが、顧客の期待する信頼性及び個別の要件を満たし、顧客のデータのセキュ

リティを維持することを保証することとともに、顧客がコンプライアンス上のニーズを満たすことを支援する

こと

・　クラウド ベースのサービスをプラットフォームに依存しないものとし、競合他社のものを含めた様々なデバイ

ス及びエコシステムで利用可能にすること

 

当社の戦略がユーザーを継続的に引き付けるか又は成功のために必要となる売り上げを生み出すか否かは不確実であ

る。もし当社が組織及び技術の変更を実行して効率性を高めイノベーションを加速することを効率的に行えなかった

場合、又は、当社が新しい製品及びサービスの十分な利用を生み出すことができなかった場合は、当社は、上記で述

べたインフラストラクチャ及び開発投資に見合った売上の増加を実現できない可能性がある。このことにより、当社

の業務、財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性がある。

当社のAIシステムは、ユーザーにパワフルなツールと機能を提供する。しかしながら、これらのシステムが意図され

ない方法又は不適切な方法で使用される場合があるかもしれない。また、一部のユーザーが、当社のクラウドベース

及びAIのサービスを通じて、不正アクセス、支払詐欺、又は暗号通貨マイニングやサイバー攻撃の開始といった利用

規約違反など、詐欺行為や不正行為を行う可能性もある。当社では、クラウドベース及びAIのサービスにおけるこの
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ような悪用を検知し制御することに尽力しているが、当社の努力が効果的でない可能性があり、当社の評判が損なわ

れたり、当社の事業及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。

当社事業の進展に関するリスク

当社は製品及びサービスに多額の投資を行っているが、それは予想どおりの利益を生じないかもしれない。当社は、

AIベースの製品及びサービスを含む現行の製品、サービス及び技術の研究、開発及びマーケティングに多額の投資を

続けるつもりである。当社はまた、生産性向上、コミュニケーション及びエンターテイメント用の様々なハードウェ

ア（PC、タブレット及びゲーム デバイスを含む。）の開発及び買収に対する投資も行っている。新しいテクノロ

ジーに対する投資にはリスクが伴う。商業的に成功するかどうかは、革新、開発者のサポート並びに効果的な販売及

びマーケティングなど、多くの要素によって決まる。顧客が当社の最新の製品は重要な新機能や何らかの価値を提供

するものでないと考えた場合には、顧客は新しいソフトウェア及びハードウェアの購入やアップグレードを減らし、

売上に悪い影響を与える可能性がある。新しい製品及びサービスへの投資から売上が発生したとしても、数年の間

は、有意な売上にはならないかもしれない。新しい製品及びサービスが利益を上げられない可能性や、当社がこれま

でに経験してきたような高い営業利益率を達成できない可能性がある。当社は、販売後の収益化の機会をもたらす一

定の領域において、エンゲージメントを得られないかもしれない。当社の製品及びサービスに関するデータ処理のプ

ラクティスは、引き続き精査されるだろう。当社のプラクティス又は製品の体験に対する規制当局の活動又は否定的

な公の反応を原動力とする不始末に対する認識は、製品及び機能の導入に悪影響を及ぼすかもしれない。新しいテク

ノロジーの開発は、複雑なものであり、開発と試験に長い時間を要する可能性がある。新製品の発売の大幅な遅れ又

は新たな製品若しくはサービスの作成における重大な問題が発生する可能性がある。これらの要因は、当社の事業、

財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

買収、合弁事業及び戦略的提携は当社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、長期的な事業戦略の一環

として、引き続き買収を行い、合弁事業に参加し、及び、戦略的提携を結ぶ予定である。例えば、当社は2023年10月

にはActivision Blizzardの買収を完了した。2023年１月、当社はOpenAIとの戦略的提携の第三段階について発表し

た。買収及びその他の取引や取決めは、大きな困難とリスクを伴う。例えば、当該取引が当社の事業戦略を進展させ

ないこと、投資に対する満足なリターンを得ることができないこと、新たなコンプライアンス関連の義務及び課題を

発生させること、新しい従業員、事業システム及びテクノロジーの統合及び維持に困難が生じること、経営陣の注意

が他の事業からそれること、又はかかる公表済みの取引が完了しない場合があることなどである。これらの取決めを

行うにあたり、変化する状況や当事者の利害を適切に予測できなかった場合には、これらが早期に終結したり再交渉

が必要になったりする可能性がある。また、当社が取り決めを締結した第三者をコントロールする又は影響を及ぼす

当社の能力も限定されており、期待される利益を実現する能力に影響を及ぼす可能性がある。このような取引や取決

めが成功するか否かは、部分的には、これらを活用して当社の既存の製品及びサービスを向上させ、又は、魅力的な

新サービス及び新製品を開発できるかどうか、並びに、当社が買収した会社がデータ統制、プライバシー、デジタル

セーフティ、責任あるAI及びサイバーセキュリティなどの分野における当社の方針や手続に合わせることができるか

どうかにかかっている。売上の増加又は効率性の向上といった十分な経済的利益をこのような取引や取決めから実現

するには予想以上に長い時間がかかるかもしれず、また最終的に、そうした利益は当社の予期していたものよりも少

ないかもしれず、のれん又は無形資産の減損を生じさせるかもしれない。当社は、のれん又は償却可能な無形資産の

減損が確定された期間の連結財務諸表に相当な損失を計上したことがあり、また、将来計上する必要があるかもしれ

ず、それが当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、買収が完了した後でも、買収が争点となる可能

性がある。こうした出来事は、当社の事業、業務、財政状態及び経営成績に悪影響を与えるおそれがある。

サイバーセキュリティ、データプライバシー及びプラットフォーム悪用リスク

サイバー攻撃及びセキュリティの脆弱性が売上の減少、費用の増加、賠償請求、又は当社の評判若しくは競争力に対

するダメージにつながる可能性がある。

当社の情報技術のセキュリティ

セキュリティに対する脅威には、様々な形態がある。個人やグループのハッカー及び能力を持った組織（国家組織、

国家から支援を受けている組織又はサイバー犯罪グループを含む。）などの脅威行為者が、当社の顧客及び当社の社

内インフラに対する脅威を生じさせる攻撃を継続的に行っており、当社は、これらの行為者が顧客のシステム及び

データを含む当社のシステム及びデータへの不正アクセスを行ったサイバーセキュリティ・インシデントを経験した

ことがある。これらの行為者は、当社の製品及びサービスを攻撃し、若しくは、当社のネットワークとデータセン
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ターにアクセスするために、悪意あるソフトウェアを開発・配布し、若しくは、当社若しくは第三者のハードウェ

ア、ソフトウェアその他のインフラにおける既知の及び潜在的な脆弱性若しくは意図的に設計されたプロセスを悪用

し、当社の従業員、ユーザー、パートナー若しくは顧客にパスワードなどの機密情報を開示させるため、若しくは、

その他の行動を起こさせて当社のデータ、当社のユーザー若しくは当社の顧客のデータへのアクセスを得るために

ソーシャル・エンジニアリングのテクニックを使い、又は、共同して行動したり、組織的攻撃を行うことを含む、多

様な方法を用いている。例えば、2024年１月19日に証券取引委員会に提出され、2024年３月８日に修正された当社の

Form 8-Kで以前に開示されたように、2023年11月下旬から、国家に関連する脅威行為者がパスワードスプレー攻撃を

使ってレガシーのテスト用アカウントを侵害し、マイクロソフトの電子メールアカウントにアクセスした。この脅威

行為者は、入手した情報を使用して、当社のソースコードリポジトリ及び内部システムの一部に不正アクセスしてお

り、今後もこの情報及びその他の情報を利用して当社システムへのアクセスを試みたり、当社の事業及び経営成績に

悪影響を及ぼすことを継続する可能性がある。このインシデントは、当社の評判と顧客関係に悪影響を及ぼしてお

り、今後もその可能性がある。国家及び国家の支援を受ける行為者は、悪意のある活動を長期的に継続することがで

き、攻撃を計画及び実行するために十分なリソースを配備することができる。当社が顧客、その他の利害関係者及び

一般大衆に対してサイバー攻撃に関する透明性を保っていることにより、また、選挙期間中又は外交若しくは武力紛

争が激しい時期には、当社、当社の顧客又は当社のパートナーに対する国家による攻撃が激化しており、今後もそれ

が継続する可能性がある。ライフサイクル及びサポートが終了した機器を含め、当社のシステムに接続されているす

べてのハードウェアや機器にセキュリティパッチを適用する際の課題や失敗は、当社のシステムやデータへの不正ア

クセスの原因となっており、今後もその可能性がある。サイバー・インシデントやサイバー攻撃は、個別に又は全体

として、当社の財政状態、経営成績、競争上の地位及び評判に悪影響を及ぼす可能性があり、また当社を法的リスク

又は規制上のリスクにさらす可能性がある。

アカウントのセキュリティ又は組織のセキュリティの管理方法が不十分である場合、それが当社により買収された会

社又は当社が利用する第三者における管理方法である場合を含め、当社のシステム及びデータ（顧客のシステム及び

データを含む。）への不正アクセスの結果をもたらしたことがあり、そうなる可能性がある。例えば、パスワードが

変更されていなかったり、従業員のアクセス権が適時更新又は削除されていない可能性がある。従業員又は第三者が

当社若しくは当社のユーザーのセキュリティ若しくはシステムに意図的に不正アクセスし、又は、機密情報を漏えい

する可能性があり、また、外国の法律は当社の利益に反してそのような当事者による行動を強制する可能性があり、

当社の救済手段を制限する可能性がある。悪意のある行為者は、ソフトウェアのアップデート又は不正アクセスされ

たサプライヤーのアカウント若しくはハードウェアを通じてマルウェアを侵入させるためにサプライチェーンを使用

する可能性がある。

サイバー世界の脅威は、常に進化しており、ますます高度化かつ複雑化し、そのため、脅威を探知しうまく防御する

ことが困難になりつつある。脅威行為者は、AIや機械学習といった新しい技術を利用する可能性もある。当社の現在

の能力では、特定の脆弱性又は新たな攻撃手法を探知できない可能性があり、当該脆弱性や攻撃手法が長期間にわ

たって存続するかもしれない。サイバー・インシデントに起因する被害を調査し、軽減し、抑制し、修復するための

最善の方法を判断することは困難である可能性がある。このような努力は成功しない可能性があり、当社は誤りを犯

したり、必要な措置を講じなかったりする可能性がある。脅威行為者が内部システムに足がかりを築いた後、他の

ネットワークやシステムに検知されずにアクセスする可能性がある。サイバー・インシデント及びサイバー攻撃は、

当社だけでなく、当社のパートナーや顧客の内部ネットワーク及びシステムにまでわたりスピードを増して拡大する

ような連続的な影響を有する可能性がある。さらに、とりわけ高度な攻撃に関して、当社がインシデントによる全て

の影響を調査し評価するためには相当な時間がかかる可能性がある。これら及びその他の要因により、当社は、顧

客、パートナー、規制当局及び一般市民に対し、インシデントに関する迅速かつ完全で信頼できる情報を提供するこ

とができない可能性がある。当社の施設、ネットワーク又はデータセキュリティが突破されると、当社のシステム及

び業務アプリケーションが混乱及び破壊され、当社の顧客に対するサービス提供及び顧客のデータのプライバシー保

護の能力が毀損され、製品開発が遅延し、営業秘密や技術情報が漏えいし、当社の知的財産権若しくはその他の資産

が盗まれ若しくは悪用され、当社がランサムウェア攻撃の対象となり、当社にとって技術の改善若しくは攻撃による

影響の修復に対してより多くの資源を割り当てることを余儀なくさせ、又は、その他当社の事業に悪影響を及ぼす可

能性がある。さらに、インシデントを修復するために取られた措置が、停止、データ損失及びサービスの中断につな

がる可能性もある。

当社の内部環境は進化し続けている。当社は新しいデバイスとテクノロジーを早い段階から採用することが多い。当

社は、社内において、又はソーシャル・ネットワーキングその他の消費者向けテクノロジーを利用しているパート

ナーや顧客との間において、データの共有やコミュニケーションを行う新しい方法を受け入れている。社内のシステ
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ムにおいて生成AIモデルの使用が増加することにより、攻撃者にとって新たな攻撃対象領域や手法が生まれる可能性

がある。新たな脅威又は世界中の地域における新たなサイバーセキュリティ規制が発生したときは、当社のビジネス

ポリシーや内部セキュリティ・コントロールがこれらの変化に追いつけない可能性がある。

当社の製品、サービス、デバイス及び顧客のデータのセキュリティ

当社の製品及びサービスに関するセキュリティは、顧客がクラウド及びオンプレミス環境において当社の製品又は

サービスを購入若しくは使用する決定を行う際に重要となる。セキュリティ上の脅威は、技術的な製品及びサービス

の他者への提供を事業とする当社のような会社にとっては重大な課題である。上記「当社の情報技術のセキュリ

ティ」で述べた国家による攻撃のように、当社が所有するインフラに対する脅威又は攻撃は、当社の顧客にも影響を

及ぼしており、今後もそうである可能性がある。当社のクラウドベースのサービスの信頼性及び顧客のデータの保護

は当社のインフラ（サードパーティにより提供されるハードウェア及び他のエレメントを含む）のセキュリティ次第

である。攻撃者は、当社のもの及び機密情報を有する顧客も含め、最も普及しているオペレーティング・システム、

プログラム及びサービスを標的にする傾向にあり、今後もそうであり続けると当社は予想している。さらに、攻撃者

は当社の顧客のオンプレミス又はクラウド環境を攻撃することができ、以前は知られていなかった(「ゼロデイ」)脆

弱性を利用することがある。顧客が最新のアップデートをインストールしていない場合、又は攻撃者がパッチを適用

する前の脆弱性を攻撃し追加のマルウェアをさらに顧客のシステムに侵入させる場合、当社がセキュリティパッチを

公開した後でも、製品の脆弱性は存続する可能性がある。攻撃者は、顧客がデジタルトランスフォーメーションを受

け入れるにつれ、当社のクラウドサービスを利用して顧客への攻撃を継続するだろう。ユーザーのアカウント情報を

取得した攻撃者は、そのアカウントとユーザーの当社におけるアカウントがパスワードなどの情報を使いまわしてい

る場合を含め、そのアカウント情報を利用して当社のユーザーのアカウントの安全性を低下させることができる。不

十分なアカウント・セキュリティの慣行は、機密情報への不正アクセスの結果をもたらす可能性がある。また、ユー

ザーの行動により、ランサムウェアその他の悪意のあるソフトウェアが顧客の当社製品又はサービスの使用に影響を

与える可能性がある。当社の開発プロセスにおける弱点が、当社製品の脆弱性をもたらす可能性がある。オープン

ソースソフトウェアにも脆弱性が含まれる可能性があり、当社がますますオープンソースソフトウェアを製品に組み

込むようになるにつれ、当社の製品がサイバー攻撃の影響を受けやすくなるかもしれない。さらに、生成AIに依存す

る機能は、セキュリティ上の脅威に対して脆弱である可能性がある。

当社の顧客は、長年にわたって取得したシステムを含む可能性のある複数のベンダーからの第三者製のハードウェア

及びソフトウェアを備えた複雑なシステムを運用している。彼らは、当社の製品やサービスが、現在の最強のセキュ

リティの進歩や標準をもはや取り入れていないものを含め、これらすべてのシステムや製品をサポートすることを期

待している。その結果、より安全な代替手段が利用可能であるという理由だけで、製品、サービス、標準、又は機能

に関する当社のサービスのサポートを中止できない可能性がある。最新のセキュリティの進歩や標準を利用できない

場合、攻撃に対する顧客の脆弱性が高まる可能性がある。さらに、規模及び技術的洗練度合が多種多様な顧客が当社

の技術を利用しているため、最先端のサイバーセキュリティ実務及び技術を採用し実行するのに役立つ能力及び資源

がまだ限定されている可能性がある。さらに、セキュリティのデフォルト設定を含む、当社の製品及びサービスのデ

フォルト設定を定義する際には、この多様な技術的洗練度合を考慮しなければならない。これらの設定は、運用の他

の側面に限定されたり、影響を与えたりする可能性があり、また、一部の顧客はこれらのデフォルトを見直し、再設

定する能力が限られている可能性があるためである。

サイバー攻撃は、当社の製造サービスが直接侵害されない場合でも、顧客に悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、

顧客のシステムが影響を受けていることに気づき、顧客が自身を守るための実用的な情報を入手次第、顧客に周知す

ることに努めている。また当社は、検出、追跡及び修復に関する指針及びサポートを提供することにも注力してい

る。とりわけ、攻撃が顧客のコンピューティング環境に対する可視性が全くない又は限定されているエクスチェンジ

サーバーのようなオンプレミス・ソフトウェアに関係する場合には、当社は、すべての顧客に対するこれらの攻撃の

存在や範囲を検出することができない可能性や、攻撃を検出又は追跡する方法に関する情報を得ることができない可

能性がある。

上記の事象のいずれも、評判の悪化、収益の喪失、費用の増加、又は当社の事業、財政状態及び経営成績に対する悪

影響につながる可能性がある。

防御方法の開発及び展開
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当社の社内インフラ、当社のクラウドベースのサービス及び当社の顧客のシステムに対するセキュリティの脅威に対

する防御のため、当社は、複雑で多面的なアプローチを用いなければならない。これには、継続的にセキュリティの

より高い製品及びサービスを開発すること並びにセキュリティ、脅威の検知及び信頼性の機能を強化することが含ま

れる。また、当社及び他社の製品におけるセキュリティの脆弱性を解消するための開発プロセス並びにソフトウェ

ア・アップデートの配信を適時に拡大及び改善しなければならない。さらに、ソフトウェア・アップデートが配信さ

れていない場合であっても顧客を攻撃から守るために役立つ減災技術を開発し、当社のネットワーク、製品及びサー

ビスの完全性を保護するデジタル セキュリティ・インフラを維持しなければならない。そして、ファイアウォー

ル、アンチウィルス・ソフトウェア及び高度セキュリティなどのセキュリティツール及びセキュリティ対策の実施の

必要性及びその実施の影響に関する情報を提供しなければならない。

製品を保護するこれらの方策及び顧客対応サービスにかかる費用により、当社の営業利益が減損する可能性がある。

以上のようなことをうまく行えなかった場合、当社のプロセス、製品及びサービスにおける現実の又は認識されたセ

キュリティの脆弱性、データの毀損、又は、性能の低下によって、当社の評判が毀損され、顧客が当社に対し契約上

若しくはその他の救済手段を行使することや、顧客が今後の製品購入やサービス利用を減らす若しくは延期するこ

と、並びに競合する製品又はサービスを利用することにつながる可能性がある。顧客及びその顧客のシステムへのア

クセスを許可された第三者は、自分たちのシステムのアップデートを行わず、当社がサポートを終了したソフトウェ

アやオペレーティング・システムの使用を続ける可能性があり、また、セキュリティパッチを適切なタイミングでイ

ンストールせず、若しくは有効にしない、又は、その他適正なセキュリティ対策を行わない可能性がある。顧客が、

既存のコンピューター・システムを攻撃から守るための費用を増額させる可能性もあり、それが製品やサービスの追

加採用を遅らせるかもしれない。金融サービス、医療及び政府など、特定の業界の顧客には、当社が製品及びサービ

スを開発及び設計する際に満たすべき、通常より高度な又は特異的な期待及び必要条件を有している。これらのいず

れもが、当社の評判及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。現実の又は認識された脆弱性は、当社に対する賠

償請求を引き起こす可能性がある。当社のライセンス契約はたいてい責任を排除又は制限する条項を含んでいるが、

こうした条項が訴訟に対抗しうる保証はない。時には、事業上の目的を達成するため、当社は、より顧客への責任の

大きな契約を締結するかもしれない。

当社の製品は、サードパーティの広範なエコシステムにおける製品及び構成部品と連動して動作し、それらによって

左右される。それらの構成部品の一つの中にセキュリティ上の脆弱性があり、それを狙ってセキュリティ上の突破を

図られる場合、当社は、経営成績、評判又は競争上の地位への悪影響に直面する可能性がある。

個人情報の開示及び悪用が、責任を発生させ、当社の信用を損なうかもしれない。クラウドベースの商品の数、幅と

規模が増加するにつれて、当社は顧客及びユーザーの個人情報をますます大量に蓄積・処理するようになっている。

注目を集めるデータ漏洩が連続的に発生していることから、外部環境がますます情報セキュリティにそぐわなくなっ

てきていることは明らかである。事業グループと事業地全般にわたってセキュリティ・コントロールを改善しようと

している当社の努力にかかわらず、当社による個人データに対するコントロール、データ セキュリティに係る従業

員とサードパーティに対する教育及び当社が行うその他の手段によっても、当社又は当社のベンダーが保存し管理し

ている顧客又はユーザーの情報の不正開示又は不正利用を防止することができない可能性がある。関連して、セキュ

リティ管理を継続的に改善する当社の努力にもかかわらず、当社のシステム又は顧客及びユーザーのデータの悪用に

つながる内部脅威活動を特定又は軽減できない可能性がある。さらに、当社の顧客又はユーザーの情報へのアクセス

を制限されている第三者が、権限なくその情報を利用する可能性がある。不正開示又は悪用により、当社の信用が損

なわれ、顧客又はユーザーに対する法的リスクが発生し、個人情報を保護する法律に基づく責任が当社に課されるか

もしれず、その結果、費用の増加と売上の減少が生じるかもしれない。当社のソフトウェア製品及びサービスもま

た、顧客及びユーザーが個人データを蓄積・処理することを可能にしており、それはオンプレミス又は当社がホスト

するクラウドベースの環境で行われることがある。政府の機関が、当社に対して、強制力を有する法律上の命令にし

たがって顧客及びユーザーのデータを提出するよう求めることがある。米国においてもその他の場所においても、当

社は、このような要求に関する透明性の確保と、政府の機関による開示の強制の制限を提唱している。顧客及びユー

ザーのデータを保護しようとする努力にかかわらず、個人情報の収集、利用及び保有が十分に保護されていないと認

識されることによって、当社の製品やサービスの販売が妨げられ、又は、消費者、企業及び政府機関が当社のクラウ

ドベースのソリューションの採用を制限する可能性がある。顧客若しくはユーザーの懸念に対するセキュリティ対策

を追加的にとること、又は、顧客若しくはユーザーの期待や政府の規定若しくは訴訟への対応としてデータセンター

の運用場所や運用方法を決定する際のフレキシビリティが制限されることにより、費用が増加し、又は、当社の製品

及びサービスの販売が阻害される可能性がある。
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当社は、当社の製品及びサービスにおける情報を第三者の使用から保護できないかもしれない。LinkedIn並びに他の

当社製品及びサービスは、契約上の制限又は技術的な対策によって保護される様々な情報及びコンテンツを包含して

いる。一定の場合において、当社は、この情報へのアクセス又は利用を制限することを、当社のメンバー及びユー

ザーに確約してきた。法律又は法律の解釈の変更によって、第三者がボット又はその他の手段を用いて情報又はコン

テンツを取得又は収集し、それを自身の利益のために使うことを防止する当社の能力は弱まる可能性があり、その結

果、当社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社のプラットフォームの悪用は当社の評判又はユーザーのエンゲージメントに悪影響を及ぼすかもしれない。

広告、プロフェッショナル、マーケットプレイス及びゲーミング・プラットフォームの悪用

サードパーティに由来し、又は、サードパーティの影響を受けるコンテンツ又はホスト広告を提供するプラット

フォーム製品及びサービスについて、敵対的又は不適切な行動によって、当社の評判又はユーザーのエンゲージメン

トは、悪影響を受けるかもしれない。この行動は、ユーザーの他の人々や組織へのなりすまし（AI技術の使用による

ものも含む。）、誤解を招く若しくはユーザーの意見を操作することを意図していると思われる情報の拡散、又は、

当社の利用規約に違反するか、好ましくない若しくは違法な結果のために当社の製品やサービスを利用することから

生じる可能性がある。これらの行為を防止又は対処するためには、人材及び技術への相当な金額の投資が必要となる

可能性があり、これらの投資が成功しないことにより、当社の事業、財政状態及び経営成績は悪影響を受けるかもし

れない。

その他のデジタルセーフティの悪用

当社の企業向けサービス及び消費者向けサービスは、当社の利用規約又は適用される法令に違反する有害又は違法な

コンテンツを発見、生成、保存又は拡散するために利用される可能性がある。当社は、規模や既存の技術の限界及び

法制度の矛盾からこのようなコンテンツをあらかじめ発見することができないかもしれない。ユーザー等によって発

見された場合には、かかるコンテンツは当社の評判、ブランド及びユーザーのエンゲージメントに悪影響を及ぼす可

能性がある。有害なコンテンツをオンラインで防止又は排除する責任をプラットフォームに負担させるための規制及

びその他の取り組みが実施されており、これは子どもの安全に焦点を当てて今後も続くと予想される。同時に、表現

の自由に関する規制及び取り組みがこのようなコンテンツ管理の規制と矛盾する可能性がある。この分野における法

令及び規制上の環境は複雑であり、複数の法域において進化を続けている。その結果、現在及び将来の法令遵守義務

に関し著しい不確実性が存在している。当社がコンテンツ要件を遵守できない場合、規制当局による一層の監督、民

事若しくは刑事責任の対象となったり、又は評判が悪化する可能性があり、当社の事業、財政状態及び経営成績が悪

影響を受けるかもしれない。

当社の製品及びサービス、それらを顧客がどのように利用するか、またサードパーティ製品及びサービスがそれらと

どのように相互作用するかによってセキュリティ、プライバシー及び執行のリスクが生じる。当社の製品及びサービ

スは、デザイン、製造、又は運用に欠陥を有し、その欠陥によって、その意図した目的の達成は不安定又は非効率的

なものになるかもしれない。例えば、顧客はAI製品を含む当社の製品及びサービスを顧客の環境下で管理しており、

ハイリスク・シナリオの中で展開したり、不適切な使用をする可能性がある。また当社の製品は、顧客又は規制当局

の要件を満たさない可能性のある方法で大量のデータを集めるかもしれない。当社の顧客はまた、複数のベンダーか

らのサードパーティ製ハードウェア及びソフトウェアによる複雑なシステムを運用しており、当該ベンダーの製品又

は人員が当社の製品及びサービスの信頼性又はセキュリティに影響のある行動を取ったり、取らなかったりする可能

性がある。当社の製品及びサービスが意図した通りに機能せず、意図されていない方法で利用され、法律に違反し、

又は、個人又は事業に害をなす場合、当社は、法的請求又は強制的な措置の対象になるかもしれない。これらのリス

クは、仮に実現した場合、当社の費用の増加、当社の評判の毀損、又は当社の経営成績に悪影響を及ぼすかもしれな

い。

AIの開発、導入及び利用に関する問題が当社の信用若しくは競争力を損ない、又は法的責任を発生させるかもしれな

い。当社は、生産性向上サービスを含む当社のサービスにAIを組み込んでおり、また、顧客が構築するソリューショ

ンで使用できるようにAIを提供している。このAIは当社又は当社の戦略的パートナーであるOpenAIを含む他社によっ

て開発される場合がある。当社の事業におけるこの領域は成長するものと予想している。当社は、将来的に、デバイ

ス、アプリケーション及びクラウドで動作するAIによって、当社の顧客の仕事及び私生活をより生産的なものにする

支援ができるものと予測している。多くの革新から分かるとおり、AIには、その採用に影響を与えうるリスク及び困

難があり、そのため、当社の事業にも影響が及び得る。AIのアルゴリズムやトレーニング手法には欠陥があるかもし
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れない。データセットは、広範すぎたり、不十分であったり又は偏りのある若しくは不適切な情報を含むかもしれな

い。AIシステムによって生成されたコンテンツが、攻撃的、違法、不正確又はその他有害なものである可能性があ

る。当社又は他者によって効果的でない若しくは不適切なAIの開発又は展開がなされた場合、AIソリューションへの

支持を弱めたり、個人、顧客若しくは社会に損害を与える事象を引き起こしたり、又は当社の製品及びサービスが目

的通りに機能しない可能性がある。自律的に行動することが可能なエージェンティックAIシステムに関するものを含

め、特定のインプット及びアウトプットについては人による見直しが必要となる可能性がある。当社がAIシステムを

導入することは、法的責任、規制上の措置、ブランド、評判若しくは競争力の毀損、又はその他の悪影響をもたらす

可能性がある。これらのリスクは、知的財産権、データプライバシー並びにAIのトレーニング及びアウトプットに関

連したその他の主張に関する問題から生じる可能性がある。それは進化し続ける規制環境によってさらに複雑化して

おり、欧州連合（EU）を含め、世界的に新たな法律が制定されている。いくつかのAIの展開によって倫理的な問題が

生じており、社会に多大な影響を及ぼす可能性がある。これらの問題や影響への対応方法について世界的に乖離が広

がっており、その結果、当社は各地域にまたがるさまざまな緊張関係の網を乗り越えていく必要がある。最後に、当

社が、顧客及びパートナーによる意図していない結果、意図していない使用方法若しくはカスタマイズを有する、当

社の責任あるAIポリシー及びプラクティスに反する、又は、人権、プライバシー、雇用又は他の社会的、経済的若し

くは政治的問題に影響を与えるため論争の対象となるAIソリューションを利用可能にし、又は販売する場合、当社の

評判、競争的地位、事業、財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性がある。

オペレーショナル・リスク

適切なオペレーション・インフラが維持できない場合、当社はオンライン・サービスについて、大規模なサービスの

停止、データの消失、及びサービスの中断が生じるかもしれない。当社のユーザー・トラフィックの増加、サービス

の増加並びに当社の製品及びサービスの複雑性により、より高度なコンピューター処理能力が必要となっている。当

社は、データセンター及び設備を設置、購入又は賃借するため、また当社の技術とネットワークのインフラをアップ

グレードして、当社のウェブサイトとデータセンターにおいてより多くのアクセス量を処理するために、多額の費用

を支出している。当社のデータセンターは、許可された建設可能な土地の有無、予測可能なエネルギー、ネットワー

クの供給並びにグラフィックス・プロセッシング・ユニット及びその他のコンポーネントを含むサーバーに依存して

いる。これらの依存に関するコスト又は利用可能性は、クリーンエネルギー経済への移行、地方及び地域的な環境法

制並びに地政学的混乱などの様々な要因により悪影響を受ける可能性がある。このような需要は、当社が新しい製品

とサービスを導入し、AIの特徴及び／又は機能を搭載させることなどにより既存のサービスの成長及び拡大のサポー

トを行うにしたがって、増加し続けている。当社は、サードパーティがそのエンドユーザーに対して提供するサービ

スについて、プラットフォーム及びバックエンド・ホストを提供する事業を急速に拡大している。このインフラの維

持、そのセキュリティ確保及びその拡張は、多額の費用を要し、且つ複雑であり、さらには安全上及び信頼性のリス

クがより高い地形におけるデータセンター構築のための原則の策定が必要である。当社は、進化を続ける競争上の及

び規制上の制約の中で強固で信頼性のあるインターネット接続のインフラストラクチャ並びにストレージ及び計算能

力を維持することを求められている。顧客のデータの一時的若しくは永久的な消失、停電、インターネット接続の不

十分さ、電力若しくは水供給の不十分さ若しくは利用できないこと、又はストレージ及び計算能力の不十分さを含む

非効率やオペレーションの失敗は、当社の製品、サービス及びユーザー エクスペリエンスの質を低下させる可能性

があり、その結果、契約責任、顧客及びその他の第三者からの請求、規制措置、当社の信用へのダメージ、並びに既

存の又は潜在的なユーザー、会員及び広告主の喪失が生じ、そのいずれによっても当社の事業、業務、財政状態及び

経営成績に悪影響が及ぶおそれがある。

当社は、供給や品質の問題を抱える可能性がある。一定のデバイス及びデータセンターの構成部品に関するサプライ

ヤーの数は限定されている。当社は、顧客の進化するニーズに応えるため、とりわけAIサービスに対する需要の増加

を考慮して、データセンター拠点の拡大及びサーバーの容量の増加の機会を引き続き特定し、評価する。競合他社が

ハードウェア構成部品に関して一部当社と同じ供給業者及び原材料を使用しているため、当社が利用可能なキャパシ

ティが影響を受ける可能性がある。仮に、構成部品が遅れたり、入手不可能となった場合、供給業者の供給能力の縮

小、業界における欠品、供給源を制限する法律若しくは規制の変更又は他の原因があったとしても、当社は代替物を

適時に確保することができず、当社の売上は減少し、又は当社製品及びサービスを出荷し継続的に開発するための

データセンターの能力が不十分になるかもしれない。構成部品の不足、過剰在庫若しくは陳腐化した在庫、又は、在

庫調整をもたらす価格の低下により、当社の売上原価が増加するおそれがある。データセンター・サーバー、Xbox

コンソール、Surfaceデバイス及びその他のハードウェアは、アジア及びその他サプライチェーンの途絶が起こる可

能性のある地域で組立てが行われており、当社の事業、業務、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある不

足につながるかもしれない。当社が設計及び販売するその他のデバイスなど、当社のハードウェア製品は非常に複雑
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であるため、設計や製造或いは関連ソフトウェアに欠陥がみつかる可能性がある。設計、検査、保証修理によってこ

うした欠陥を予防し、発見し又は解決にあたらなければ、当社はリコール、安全上の警告、製造物責任の請求の結果

として莫大な支出、売上の減少、及び信用の悪化を被る可能性がある。

当社のソフトウェア製品及びサービスにおいても、品質又は信頼性の問題が発生しており、将来においても発生する

可能性がある。当社がソフトウェアの開発に用いるプロセスは完璧ではない。全てのソフトウェアがそうであるよう

に、当社のソフトウェアにはそのソフトウェアによって意図されていた業務を妨害するようなバグやその他の欠陥が

あるかもしれない。当社の顧客は、重要な事業機能及び多数の作業について当社への依存度を高めている。当社の多

くの製品及びサービスは、互いに依存している。当社の製品及びサービスはサードパーティ製品及びサービスとの相

互作用によって影響を受ける可能性がある。また当社の顧客は、当社の製品及びサービスとの相互作用によって信頼

性が左右される自社又はサードパーティの製品及びサービスを利用する場合もある。これらの状況のそれぞれが、品

質又は信頼性の問題の影響を悪化させる可能性がある。当社のプロセスにある脆弱性が、当社が発売前のテストで発

見できず修正していない欠陥につながる可能性があり、それにより販売量の減少、当社の評判の下落、修理若しくは

回復のための費用、新製品若しくは新バージョンの発売の遅延、又は法的責任の発生などが引き起こされる可能性が

あり、当社の事業、財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性がある。当社のライセンス契約は大抵そのような

責任を排除又は制限する条項を含んでいるが、こうした条項があらゆる訴訟に対抗しうる保証はない。

当社が設計及び販売するXbox コンソール、Surfaceデバイスその他のデバイスなど当社のハードウェア製品は、非常

に複雑である。設計、製造又は関連するソフトウェアの欠陥を防止、発見又は対処できなかった場合、リコール、安

全警告又は製造物責任賠償請求が発生し、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

法律、規制及び訴訟に関するリスク

当社は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある新しい、既存の及び進化する様々な法的及び規制要件に服してい

る。当社は、当社の製品及びオンライン・サービスに適用される可能性のある、並びにユーザーのプライバシー、電

気通信、データの保存及び保護、デジタル・アクセシビリティ、広告並びにオンラインセーフティに関連する要件を

課す、米国及び世界中の広範な法律、規制及び法的要件の適用を受けている。欧州電子通信コード（European

Electronic Communications Code）に基づくEU加盟国の法律を含むいくつかの地域の法律では、当社のサービスの一

部を規制対象サービスとして定義する傾向が強まっている。この傾向は続き、当社のサービスに追加的なデータ保

護、セキュリティ、デジタルセーフティ、法執行機関の監視及びその他の義務が課される可能性がある。規制当局及

び民事訴訟当事者は、当社による顧客データ及びその他の情報の収集、使用及び管理が、クッキーなどの技術による

ユーザーの追跡に適用される法律を含め、それぞれの法律及び規制に抵触していると主張する可能性がある。さら

に、法執行機関や政府当局からの強制的な法的要求に応じて顧客データを検索及び提出することを求める法律は拡大

しており、当社が直面する要求の量と複雑さが増している。

新しい、既存の及び進化する法律及び規制又は当社の解釈若しくは慣行と矛盾するような既存の法律及び規制の解釈

若しくは適用が、当社の製品及びサービスの変更、事業モデル及び業務の改変、費用の増加、評判の毀損、並びに民

事若しくは刑事責任につながる可能性がある。例として、以下に関する法律や規制が含まれる。

・　競争法及び新たな市場規制：米国及び外国の競争法の下で、政府関連機関は当社を厳しく監視している。政

府は、競争法令を積極的に執行し、デジタル市場に介入する新たな市場規制を定めており、これには、EU、

英国、米国及び中国などの市場が含まれる。いくつかの国では、競合他社や顧客が競争法違反行為を告発し

て訴訟を起こすことが認められている。米国内外の競争法当局は、当社の事業に対して、かつて強制力を持

つ訴訟を起こしたことがあり、現在も調査を続けている。競争法の執行措置や新たな市場規制に沿った裁判

所の決定は、罰金をもたらす可能性、又は、消費者や企業に対して自社のソフトウェアの利便性を提供する

当社の能力を妨げる可能性があり、当社の製品の魅力とその売上を減少させる可能性がある。市場規制制度

に基づく新たな競争法の訴訟又は義務が発生する可能性は存在し、先行する訴訟を先例として利用されるか

もしれない。

・　AI：AIに関する立法及び規制措置が出てきており、それにより費用が増加したり、機会が制限されたりする

可能性がある。例えば、EUのAI法によって費用が増加する、又は欧州市場における当社のAIモデル及びAI

サービスの提供若しくは運用に影響を及ぼす可能性がある。AI規制の領域にはモデル及びシステムの開発及

び導入、フロンティア・モデルの安全性、透明性及びコンテンツの出所が含まれる。
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・　汚職防止：　米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）及びその他の法令（以下「腐敗防止法」という。）によ

り、当社の従業員、ベンダー又は代理人が汚職的な支払いをすることが禁じられており、FCPAの会計規定

は、当社に正確な帳簿及び記録と適切な内部統制を維持することを求めている。当社は、米国又はその他の

場所において、当社の事業活動及び汚職防止法の遵守について、従業員又は第三者からの報告に基づく可能

性のある当局からの問い合わせを受けることがある。定期的に、当社はそのような通報を直接受け、調査を

行っており、また米国及び海外の法執行当局による捜査への協力も行っている。

・　貿易：貿易関連法、政策、制裁及びその他の規制上の要件の増加もまた、貿易及び投資に関する当社の米国

外における活動に影響を与える。米国、EU及びその他の国々における経済制裁によって、規制対象である法

人又は国との事業のほとんどが禁止されている。米国の輸出規制は、当社が多くの製品及びサービスを特定

の国の特定の法人に対し提供すること又はそれらに投資を行うことを制限している。米国の輸入制限は、当

社が特定の情報通信技術を当社のサプライチェーンに統合することを制限し、敵対国とみなされる国からの

情報通信技術に関する取引について政府が審査することを認めている。サプライチェーン規制は、商品の入

手可能性に影響を与えたり、さらなる規制当局による精査につながる可能性がある。データフロー及び対外

投資の制限並びに顧客のセンシティビティは、当社が特定の法域でサービスを提供するためにグローバルな

エンジニアリング拠点の一部を活用する能力を制限する可能性がある。地政学的な不安定性の増大と米国政

府の優先事項の変化は、予測困難な貿易環境を生み出している。米国の関税及びAI拡散規則（AI Diffusion

Rule）のような輸出管理政策の変化は、業務コストを増加させ、当社製品の継続性に不確実性をもたらし、

国際的なパートナーや顧客の間で主権イニシアチブを加速させる可能性がある。米国の関税の変動は経済的

不確実性を引き起こし、クラウド及びデバイスのサプライチェーンのコスト競争力に影響を与える可能性が

ある。最近撤回されたAI Diffusion Ruleの代替策やその他のAI関連の規則制定の可能性は、当社の事業、

戦略及び業務に悪影響を及ぼす可能性がある。現在進行中のウクライナにおける紛争やイスラエル-ハマス

紛争のように、外交又は軍事紛争が起きている期間には、(1)新たなかつ急速に発展する制裁措置及び貿易

制限を引き起こす可能性があり、それにより制裁対象である個人及び国家との貿易が損失を被る可能性があ

り、(2)当社の顧客、パートナー及び当社の間の地域的貿易エコシステムが悪影響を受ける結果となる可能

性がある。

・　サイバーセキュリティ：サイバーセキュリティに関連する立法及び規制上の措置は、当社の製品やサービス

の開発、実装又はセキュリティ確保に伴うコストを増加させる可能性がある。かかる分野における法的及び

規制上の環境は複雑であり、複数の法域にわたり進化を続けている。その結果、現在及び将来の法令遵守義

務については相当な不確実性が存在する。この不確実性により、当社が追加の業務コストを負担し、規制当

局による執行措置に直面し、又は製品の開発及び展開において課題に直面するリスクが高まっている。

・　個人データの取扱い：個人データの収集、保存、取扱い及び移転に関する法的要件は、国際的に進化し続け

ている。当社のインターネット・ベースのサービス及びクラウドベースのサービスの国際的な増加は、国境

をまたぐデータの移動に依存している。EU及びその他の市場におけるデータ保護規制当局及び各国政府は、

国境を超えるデータの移転を含むサービスの利用を制限及び／又は阻止したことがあり、再び制限及び／又

は阻止する可能性がある。国境を超えるデータの移動に関する新たな及び進化する規則並びに規制は、当社

の製品及びサービスの供給の費用及び複雑性を増加させる可能性がある。さらに、EU一般データ保護規則

（以下「GDPR」という。）及びその他の類似する規制は、個人データの処理に関する一定の範囲の遵守義務

を課すものである。データ法を含むデータ使用に関する新たな要件によって、当社の製品及びサービスにお

けるデータ使用について追加の規則及び規制が加わっている。

・　環境、社会及びガバナンス：環境、社会及びガバナンスに関連する法律、規制及び方針は、欧州、米国、そ

の他の地域で策定され正式なものとなりつつあり、それらには温室効果ガス排出及びエネルギー利用の上

限、並びに具体的な目標に基づく環境、社会及びガバナンスの枠組みや開示要件が含まれる場合がある。さ

らに、当社は、2030年までにカーボンネガティブ、ウォーターポジティブ及び廃棄物ゼロとする目標を2020

年に発表した。当社がサステナビリティ目標を達成できなかった場合若しくは様々なサステナビリティ関連

の規制要件を満たせなかった場合、又は達成できなかった若しくは満たせなかったとみなされた場合、請求

や訴訟、規制当局による措置、罰則、又は当社の評判に対する損害を招く可能性があり、これらのいずれも

当社の事業、業務、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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これらの法律及び規制が当社の事業にどのように適用されるかは不明確であることが多く、変更される可能性があ

り、時には法域ごとに一貫性がない可能性がある。加えて、各国政府の施行に対するアプローチや当社の製品・サー

ビスは進化し続けている。既存の、拡大しつつある、又は新たな、法律や規制を遵守することは、多大なコストや業

務上の努力を伴うか又は製品や事業慣行の変更が必要となり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。法令違反

があった場合、罰則、刑事罰又は違反しているとされる活動の中止命令を課される結果となる可能性がある。当社製

品が顧客の期待や法的要件を満たさない場合、当社は規制又は法的措置に直面する可能性があり、当社の事業、業

務、財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性がある。

当社は請求や訴訟を受けており、これは悪い結果をもたらすかもしれない。当社は様々な請求や訴訟の対象となって

いる。これらの請求は、新たな主要製品の発売、AIサービス、重要なビジネス上の取引、保証又は製品クレーム、雇

用の方法及び規制など、様々な業務遂行や取り組みから生じる可能性がある。当社が事業及びサービス提供の拡大を

続けるにつれて、全く新しい法的請求に直面する可能性がある。こうした請求の一部又は全部において悪い結果が出

れば、当社は多額の損害賠償責任を負うかもしれず、また当社の業務遂行能力に悪影響を及ぼす差止命令を受けるか

もしれない。訴訟やその他の請求は元来不確実であり、それらの問題に対する経営陣の見解は将来において変わるか

もしれない。当社の財政状態及び経営成績への悪影響は、好ましくない結果の可能性が高まり、合理的に見積もるこ

とが可能になる時期において生じる可能性がある。

政府顧客とのビジネスは、不確実性を増す可能性がある。当社は、政府との契約から大きな売上を上げている。政府

との契約及び規制上の要件は、民間の契約には存在しないリスク及び課題を生じさせる可能性がある。例えば、当社

は当該契約に関連する政府の監査及び調査を受けており、当社の製品及びプロセスについて保証及び証明を提供する

ことが求められている。当社が契約上の又は規制上の要件を満たすことができない場合、政府の請負業者としての活

動を一時停止又は禁止され、民事制裁金及び罰金刑並びに刑罰を科せられ、一定の状況下で契約が取り消される可能

性がある。契約の中には、政府が理由なく終了することを認め、特定の損失についてより高い責任限度額を設定する

ものもある。契約によっては、予算の定期的承認、削減、取消又は遅延の対象となる場合があり、当社の製品及び

サービスに対する公的部門の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの事象が発生した場合、当社の財政状態、

経営成績及び評判に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社に追加税が課せられる可能性がある。当社は、米国及び米国以外の多くの国で法人所得税を課されている。当社

の全世界的な法人所得税の引当金の決定には重要な判断が必要とされる。当社の業務において、最終的な税判断が不

明である取引や算定が数多く存在している。世界的な税制枠組みの変更を含め、様々な法域における税法、規制、行

政慣行及び原則の変更により、当社は追加的な税金費用を認識し、追加的な税金負債を負担する可能性がある。近

年、大規模な多国籍企業に対し、より大きな税負担を課すため、複数の国内及び国際的な税制案が提案された。例え

ば、経済協力開発機構（OECD）は、グローバルミニマム税の設立を含む国際課税に関する提案や指針を継続的に発展

させている。

当社は様々な国において、税務当局により定期的に税務調査されている。当社は、法人税等の引当金及び税務上の見

積りは合理的であると考えているが、税務当局は当社が行った一定の立場に異議を唱える可能性がある。さらに、

様々な国において、税収を増加させようとする経済及び政治の圧力により、租税に関する紛争の有利な解決がより困

難になる可能性がある。当社は現在、内国歳入庁（以下「IRS」という。）による過年度の税務調査を受けており、

2004年から2013年までの課税年度についてIRSから調整案通知（以下「NOPA」という。）を受領した。NOPAによる主

要な問題は、関連会社間移転価格に関するものである。NOPAにおいて、IRSは289億ドルの追加税に加えて罰金及び利

息の支払いを求めている。当該調整案の最終決定及びその他の監査又は訴訟は、当社の連結財務諸表に計上された金

額と異なる可能性があり、当該決定が行われた期間に関する当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社は多額の営業利益を米国外から得ている。異なる法定税率を有する国における収益及び損失の割合の変更、当社

の事業若しくは構造の変更、又は特定の国における一定の課税協定の失効若しくは当該協定に関する紛争によって、

企業はより高い実効税率で課税される可能性がある。さらに、米国連邦及び州の税法又は多国籍企業に適用される国

際租税法、米国を含む多くの国において検討されている他の国際的な基本的法律の改正、及び課税権のある法域にお

ける公的解釈の変更、決定、方針及び立場の変更によって、当社の財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があ

る。

知的財産に関するリスク
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当社は、当社の事業及び経営成績に悪影響を与える可能性のある、知的財産の保護及び利用に関連するリスクにさら

されている。世界的規模で、当社の知的財産権を保護し、当社のソフトウェア、ソースコード及びその他の知的財産

の違法なコピーや使用に対抗することは難しい。同様に、特許法の不統一は、特許権の一貫した尊重の確保をより難

しくしている。

法令の改正により、特許技術の利用を防止する当社の能力が継続的に弱くなる可能性がある。当社のオープンソー

ス・ソフトウェアに関するエンゲージメントの増加によって、当社は、特定の状況において当社の知的財産権をライ

センスすることになる可能性もある。当社が、当社の知的財産を保護できない場合、当社の経営成績が悪影響を受け

る可能性がある。

当社のオペレーティング・システム及びその他のソフトウェア・プログラムに対する詳細なプログラム・コマンドで

あるソースコードは、当社のビジネスに不可欠なものである。仮に当社のソースコードが漏洩すれば、当社はその

コードに対する今後の企業機密保護を潜在的に失う可能性がある。そして、第三者が当社の経営成績に悪影響を及ぼ

すような機能のコピーを行うことが容易になる可能性がある。ソースコード若しくはその他知的財産への不正なアク

セス又は開示によっても、これら事業等のリスクの別項で説明するセキュリティのリスクが増大する。

第三者が当社に対し知的財産を侵害していると主張する可能性がある。第三者から当社に対し、時々、AIのトレーニ

ング及びアウトプットに起因する現在の著作権侵害及びその他の請求を含め、当社が知的財産権を侵害しているとい

う主張がなされる。こうした主張を解決するために、当社は現在よりも不利な条件でロイヤルティが発生するデータ

アクセス契約又はライセンス契約を結び、問題となる製品又はサービスの販売停止又は設計変更を行い、補償義務の

履行として顧客に損害賠償金を支払う可能性がある。金銭的損害だけでなく、技術侵害をしている当社の製品及び

サービスの輸入、マーケティング及び販売を制限し又は差し止める救済命令といった不利な結果を招く可能性もあ

る。当社は、リスク管理戦略の一環として、テクノロジーや知的財産権の使用に関するクレームの解決及び知的財産

権の獲得に大きな金額を支払ってきており、今後もそのようにしていく可能性があり、それにより当社の経営成績に

悪影響を及ぼす可能性がある。

一般的なリスク

当社の評判又は当社のブランドがダメージを受けた場合、当社の事業及び経営成績は悪化する。当社の評判及びブラ

ンドは世界的に認知されており、当社の事業にとって重要なものである。当社の評判及びブランドは、消費者、企業

顧客及び公的部門の顧客を誘引し、維持する当社の能力に影響を及ぼす。当社の評判又はブランドが毀損されるよう

な事態は数多く存在し得る。それらの中には、製品の安全性若しくは品質の問題、当社の環境への影響及び持続可能

性、サプライチェーンの実践又は人権問題が含まれている。当社は、顧客、政府機関、人権団体、従業員及びその他

の当社の製品の供給の決定、政治的立場又は企業としての慈善活動に反対する利害関係人から反発を受けるかもしれ

ない。当社の評判又は当社のブランドの毀損は、その他の事項によって引き起こされるかもしれない：

・　顧客、ユーザー、又はパートナーが好まない新たな機能、製品、サービス、又は契約条件の導入。

・　ユーザーのプライバシー、データプラクティス、コンテンツ又はAIの開発及び展開に関する当社の決定への公

の監視。

・　パートナー又は個々の従業員によるデータセキュリティの違反、サイバーセキュリティ・インシデント、責任

あるAIの失敗、法令遵守の怠慢又はその他の行動。

 

ソーシャルメディアによって、否定的なブランドイベントの発生頻度、速さ、大きさが増す可能性がある。当社のブ

ランド又は評判が毀損された場合、当社の事業、経営成績又は最も優秀な人材を引き付ける能力に悪影響が及ぶかも

しれない。

経済又は市場の情勢の悪化が当社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。インフレーション、景気後退、パンデミッ

ク又はその他の経済状況の変化といった経済情勢の悪化は、IT関連の支出を減少させ、当社の経営成績に悪影響を及

ぼす可能性がある。コンピューティング・パワー、PC、サーバー及びその他のコンピューター・デバイスの需要が落

ち込んだ場合、或いは顧客や企業がそうした製品に支出する金額を減らした場合、当社の経営成績に悪影響が出る可

能性がある。
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当社の製品の販売システムは、パートナー及び小売店の幅広いネットワークに依拠している。当社のソフトウェアを

稼働させるデバイスを製造しているOEMも、重要な販売の手段である。主要な販売業者、OEM又は小売業者の倒産な

ど、経済情勢が当社のパートナーに及ぼす影響は、販売チャンネルの途絶をもたらす恐れがある。

困難な経済情勢はまた、購入した製品やサービスに対する顧客の支払能力を低下させるかもしれない。その結果、貸

倒引当金や売掛債権の償却が増加する可能性がある。

当社は、様々な持分・種類・満期の投資ポートフォリオを保有している。これらの投資は一般的な信用リスク、流動

性リスク、市場リスク及び金利リスクにさらされているが、こうしたリスクは景気の悪化又は世界的な金融市場に影

響を及ぼす事態によって悪化する可能性がある。当社の投資ポートフォリオの相当部分は米国債で構成されている。

世界的な金融市場が長期にわたって衰退した場合、又は、国債が現実にデフォルトし若しくはそのおそれがあるため

に米国債が格下げされた場合、当社の投資ポートフォリオは悪影響を受け、公正価値が下落していると判断される当

社の投資は増加する可能性がある。その場合、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす減損損失の計上が必要

となるかもしれない。

大惨事や地政学的情勢によって当社の事業に混乱が生じる可能性がある。大地震、天災、サイバーアタック、テロ攻

撃、パンデミックなどの大惨事によって当社のシステム、業務又はサプライチェーンに混乱や不具合が生じた場合、

販売の履行やサービスの提供、或いはその他の極めて重要な機能の遂行に遅滞が生じる可能性がある。当社の本社、

研究開発活動拠点の大部分、並びに不可欠な事業拠点の一部はワシントン州のシアトル地区にあり、またその他の事

業拠点はカリフォルニア州のシリコンバレー地区にあるが、両都市ともに地震の起こりやすい地域である。当社の重

要な事業若しくはシステム又はパワー・グリッドなどそれらが依存するインフラ若しくはシステムを破壊・切断する

大災害は、当社の通常業務遂行能力に悪影響を及ぼす又は当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。当社が顧

客に対してクラウド上でより多くのサービスとソリューションを提供することによって、システムの回復力と事業継

続管理計画の強固さが重要となり、長期間のサービス停止による潜在的なマイナスの影響が増している。

突然の政変、テロ活動、及び現在進行中のウクライナにおける紛争などの軍事衝突は、経済的リスク及びその他のリ

スクをもたらすため、かかる事象により直接的及び間接的に影響を受ける市場において、当社が顧客に販売しそれら

の顧客から回収する当社の能力が悪影響を受け、当社の営業費用が増加し、又は当社の業務が中断するかもしれな

い。こうした状況はまた、顧客が技術投資を決定するタイミングとその予算を一層不確かにする可能性があり、ま

た、ハードウェア製造業者のサプライチェーンを途絶させる可能性がある。地政学的な変動によって、当社の経営戦

略、国内、地域及び世界市場へのアクセス、雇用及び収益性に影響を与えるおそれのある規制制度及び要件の変更並

びに市場介入という結果が引き起こされる可能性がある。地政学的な不安定性によって、制裁措置及びある市場にお

いて又はある公的部門の顧客と事業を行う能力への影響がもたらされる可能性がある。これらの変化のいずれかが発

生することにより、当社の経営成績が悪影響を受ける可能性がある。地政学的状況の変化もまた、これら事業等のリ

スクで説明されたセキュリティ・リスクを増加させている。

感染症の地域的流行又はCOVID-19のような世界的パンデミックの発生は、当社の事業、業務、財政状態及び経営成績

に悪影響を及ぼす可能性がある。世界的なパンデミックが今後どの程度当社の事業に影響を与えるかは、パンデミッ

クの期間及び範囲、政府、企業及び個人のパンデミックへの対応並びに景気後退や金融市場の不安定化の可能性を含

む経済活動への影響などの要因に左右される。世界的なパンデミックを防ぐための措置は、こうした影響及びこれら

事業等のリスクに説明されたその他のリスクを深刻化させる可能性がある。

気候変動が世界経済及び特にIT産業に対して及ぼす長期的な影響は不明である。環境規制、又はエネルギー若しくは

その他の資源の需要供給若しくは供給源の変化は、天然資源など、当社の事業運営に必要な物やサービスの入手可能

性又は費用に影響を与える可能性がある。当社が事業を行う場所での気候の変化は、ソフトウェアの開発やクラウド

ベースのサービス提供のために当社が使用するコンピューター ハードウェアの起動や冷却にかかる費用を増加させ

る可能性がある。

当社の世界規模の事業によって、当社が業務上の及び経済上のリスクにさらされる。当社の顧客、従業員及びインフ

ラは、世界中に存在しており、当社の収益の相当部分は海外の売上から得られる。当社の事業は世界規模のものであ

るため、業務上、経済的及び地政学上のリスクが生じる。世界的、地域的及びローカルな経済成長、金融政策、とり

わけ米国と欧州との間の地政学的緊張、国際取引規制（関税及びその他の輸出入管理など）、インフレ、不景気、政

治的及び軍事的紛争によって、当社の経営成績が悪影響を受ける可能性がある。制裁措置を遵守しない場合及び一般
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的なエコシステムの混乱は、当社の評判が損なわれ、業務の遅延、罰金、収益の喪失、費用の増加、輸出特権の喪失

又は刑事処罰などにつながる可能性があり、当社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、当社の国際的成長戦略は、発展途上にある特定の市場を包含するものであるが、その市場には、国や地域に

おける社会情勢、政治情勢、労働情勢及び経済情勢の悪化や、海外事業における雇用や管理の難しさなどを含む複数

のリスクが生じる。一定の国における新たな国粋主義及び保護主義の傾向並びに人権、環境及び政治的表現に関する

懸念によって、取引及び商業環境が著しく変動する可能性がある。大衆迎合主義、保護主義又は経済的な国粋主義に

よる通商政策又は協定の変更は、関税の増加、現地での部品調達の取組み、及び現地以外での部品調達の制限、輸出

管理、投資制限、又はその他の外国における当社の事業運営や製品の販売を困難にする変化をもたらすかもしれな

い。先進国又は新興国の市場におけるこのような断絶は、当社の製品及びサービスの需要に悪影響を及ぼし、特定の

地域において業務を行う当社の能力を損ない、又は営業費用を増加させるかもしれない。当社は国際的な為替リスク

の一部をヘッジしているが、米国ドルと外国通貨の為替レートの大幅な変動が当社の営業成績に悪影響を及ぼす可能

性がある。

当社のビジネスは才能のある従業員を惹きつけ雇用し続ける当社の能力に依存している。当社のビジネスの基礎は、

異なる背景、経験及びスキルセットを有し、才能のある従業員を惹きつけ、教育し、雇用し続けることにある。この

産業界では、高いスキルを持った労働者及びリーダーの獲得競争が非常に激しい。当社のブランドと評判を維持する

とともに、すべての従業員が活躍できるインクルーシブな職場環境を維持することは、当社の従業員を採用し定着さ

せるために重要である。当社の国外求人能力もまた、制限的な米国移民法によって制限を受けている。米国の移民政

策又は法律の変更によるものを含め、技術的及び専門的に優れた者の流入が制限された場合、人員を研究開発活動に

適切に配置する当社の能力が阻害される可能性がある。人材募集がうまくいかない場合、又は、高い能力を有する労

働者及び重要なリーダーを雇用し続けることができない場合、ヒット製品及びヒットサービスを開発・提供する当社

の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。主要な従業員を参加させた効果的な知識の移行と円滑な承継を確かなものに

できなければ、当社の戦略の計画や実行が阻害されるかもしれない。労働に関する法令が当社の従業員に対してどの

ように解釈され又は適用されるかによって、当社の営業費用の増加及び当社が従業員のニーズに応える方法の柔軟性

の低下が生じるかもしれない。当社のグローバルな従業員は、大部分が労働組合を組織していないが、米国内外には

いくつかの組合や労働者会議に代表される従業員もいる。米国では、労働者が組合を結成したり、組合に加入したり

する権利を行使することが一般に増加している。相当数の従業員が組合に加入することにより、状況の変化に対応

し、労働者の代表と新たな関係を構築するために必要なコストの増加やその他の業務上の変更を余儀なくされる可能

性がある。

市場リスクに関する定量的及び定性的開示情報

リスク

　当社は、為替レート、金利、信用リスク及び株価から発生する経済的リスクにさらされる。当社は、これらのリス

クを管理するためにデリバティブ商品を利用しているが、そのリスクが当社の連結財務諸表に影響を与える可能性が

ある。

為替

　一定の予定取引、資産及び負債は、為替リスクにさらされる。当社は、ヘッジを含む為替ポジションの経済的有効

性を最大化するために、為替エクスポージャーを日々監視している。主な為替エクスポージャーにはユーロ、日本

円、英ポンド、カナダ・ドル及びオールトラリア・ドルがある。

金利

　当社の固定利付ポートフォリオが保有している証券は、その満期に応じて異なる利率が適用される。当社は、一定

のグローバルの債券指数に連動する経済的利益を達成するために、固定利付ポートフォリオの平均残存期間を管理し

ている。

信用

　当社の固定利付ポートフォリオは多様化しており、主として投資適格証券から構成されている。当社は、広範囲に

わたる指数に関連する信用リスクを管理し、ポートフォリオの多様化を促している。
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株式

　当社の株式の投資ポートフォリオが保有している株式は、価格変動リスクの影響を受ける。

感度分析

　以下の表は、関連する市場利率又は価格が変化したと仮定した場合に、関連するデリバティブを含む将来における

収益又は公正価値の潜在的な損失を記載している。

（単位：百万）

リスク カテゴリー 仮定上の変動 2025年６月30日 影響

外貨 - 収入 外国為替相場が10%下落 $(11,596) 収益

外貨 - 投資 外国為替相場が10%下落 $(17) 公正価値

利率 米国債金利が100ベーシス・ポイント上昇 $(1,415) 公正価値

信用 信用スプレッドが100ベーシス・ポイント拡大 $(436) 公正価値

株式 株式市場価格の10%下落 $(1,213) 収益

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

概　要

マイクロソフトは、世界中の全ての個人と全ての組織がより多くのことを達成できるようにすることを使命とし、デ

ジタル技術と人工知能（以下「AI」という。）を広く普及させ、責任をもってこれを実現することに尽力するテクノ

ロジー会社である。当社は、AIを活用したプラットフォーム及びツールを開発し、顧客の進化するニーズに応える革

新的なソリューションを提供する。

当社は、人々及び企業に対する様々なクラウドベースのソリューション、コンテンツ及びその他サービスの提供、

様々なソフトウェア製品のライセンス及びサポート、世界中のオーディエンスに対する適確なオンライン広告の提

供、並びにデバイスの設計及び販売によって収益を得ている。当社の最も重要な費用は、従業員への給与支払い、

データセンター業務を含む当社のクラウドベースのサービスに対するサポート及び投資、当社のその他の製品とサー

ビスのデザイン、製造、マーケティング及び販売、並びに法人所得税に係る費用である。

2024会計年度との比較における2025会計年度の重要な事項として、次のものがある。

・　Microsoft Cloudの売上高は、1,689億ドル（23%）増加した。

・　Microsoft 365 Commercialクラウドの売上高が15%増加したことによりMicrosoft 365 Commercial製品及びクラ

ウドサービスの売上高が14%増加した。

・　Microsoft 365 Consumerクラウドの売上高が11%増加したことによりMicrosoft 365 Consumer製品及びクラウド

サービスの売上高が11%増加した。

・　LinkedInの売上高は９%増加した。

・　Dynamics 365の売上高が19%成長したことによりDynamics製品及びクラウドサービスの売上高が15%増加した。

・　Azure及びその他のクラウドサービスの売上高が34%成長したことによりサーバー製品及びクラウドサービスの

売上高が23%増加した。

・　Windows OEM及びデバイスの売上高は３%増加した。

・　Xboxのコンテンツ及びサービスの売上高は、16%増加した。

・　トラフィック獲得費用を除く検索及びニュース広告の売上高は、20%増加した。

業界の動向及び機会
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当社の業界は動的で競争が激しく、テクノロジーとビジネスモデルの双方が頻繁に変化する。業界の変化はいずれ

も、業界と当社のビジネスを更に変化させ得る新しい製品、新しいテクノロジー、又は新しいアイデアを着想する機

会となる。当社は、顧客及びユーザーの需要の変化、業界の動向及び競争力を特定してこれらに対処することを目指

した広範囲にわたる研究及び開発活動を通じて、実現可能な領域を押し広げている。

Microsoft及びOpenAIは、2019年に設立された長期的な戦略的パートナーシップを維持している。MicrosoftはOpenAI

の主要な投資者であり、両社は相互の収益分配の取り決めを有している。当社は、自社製品への統合のために、モデ

ルやインフラを含むOpenAIの知的財産に関する権利を保有している。OpenAIのAPIはAzure専用であり、Azure上で稼

働し、Azure OpenAI Serviceを通じて利用可能である。また、当社はOpenAIの新たなキャパシティニーズに対して優

先購入権を有している。

経済的な状況、挑戦及びリスク

ソフトウェア、デバイス及びクラウドベースのサービスの市場は動的であり、競争が激しい。当社と競合する企業

は、新しいソフトウェア及びデバイスを開発しており、また、競争力を備えたクラウドベースのサービスも消費者及

び企業向けに展開している。顧客が好むデバイス及びフォームファクタは急速に発展し、クラウドにあるサービスに

対するユーザーのアクセス方法と、場合によってはいずれのクラウドベースのサービスのスイート（組み合わせ）を

使用するかというユーザーの決定にまで影響する。世界のマクロ経済及び地理的な要因は引き続き流動的であり、当

社のソフトウェア、サービス及びデバイスに対する全体の需要もこれらと相互関係がある。当社は、長期間にわたっ

て、変化する環境に合わせて進化し、適応しなければならない。

当社がクラウド及びAIのインフラストラクチャ及びデバイスに対して行う投資は、引き続き当社の営業費を増加さ

せ、営業利益率を低下させる可能性がある。当社は、特にAIサービスに対する需要の高まりを踏まえ、顧客の進化す

るニーズに対応するため、データセンターの拠点を拡大し、サーバー容量を増やす機会を特定し、評価し続けてい

る。当社のデータセンターは、許可された建設可能な土地、予測可能なエネルギー、ネットワーク供給、グラフィッ

クス・プロセッシング・ユニット（GPU）やその他のコンポーネントを含むサーバーの利用可能性に依存している。

当社のデバイスは主に第三者委託製造業者によって製造されている。当社の製品の大部分について、当社は、既存の

ベンダーが利用できなくなった場合又は当社の要件を満たすことができなくなった場合に、他の製造業者を利用する

ことが可能である。ただし、当社の製品の中には適格なサプライヤーが非常に少ない特定の部品を含むものがある。

これらのサプライヤーにおける混乱が長引いた場合、顧客の要求に応じて適時にデバイスを製造する当社の能力が影

響を受ける可能性がある。

当社の成功は、ふさわしい能力のある従業員を惹きつけ雇用し続ける当社の能力にかかっている。当社は、世界中の

大学や産業界の優秀な人材を採用している。当社は、優れた労働環境、顧客への到達率の高さ、リソースの規模、

様々な製品及び事業にまたがる個人のキャリア構築の可能性並びに競争力のある報酬及び福利厚生を提供することに

よって、世界中で優秀な人材の獲得競争をしている。

当社の国際的な事業は、当社の全体の売上及び費用のうち、相当な部分を占めている。これらの売上及び費用の多く

は、米国ドル以外の通貨建てである。その結果、外国為替レートの変動により売上及び費用が相当な影響を受ける可

能性がある。特定の外貨に対する米国ドルの変動は、2025会計年度において当社の国際事業から報告される売上高又

は費用に重要な影響を与えなかった。

さらに、世界的、地域的及び地方的な経済動向や、国際貿易に関する制限など（関税その他の輸出入管理を含む。）

の世界貿易政策の変化は、サプライチェーン上の課題の増加、コストの変動性、消費者及び経済の不確実性を招き、

当社の営業成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

これらの要因及びその他のリスクに関する議論については、上記３「事業等のリスク」を参照されたい。

季節性

当社の売上は、四半期ごとに変動し、当社の会計年度の第４四半期が通常高くなる。第４四半期の売上は、その期間

に締結される複数年の契約の販売量の増加が要因となっている。

報告セグメント

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 45/199



当社は、プロダクティビティ＆ビジネス・プロセス、インテリジェント・クラウド及びモア・パーソナル・コン

ピューティングの各セグメントに基づいて当社の業績を報告する。本「４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析」における各セグメントの額は、当社の内部経営報告に基づいて表されている。

2024年８月、当社はセグメント構成の変更を発表した。かかる変更は、当社のセグメントを現在の事業管理方法に合

わせるものであり、特にMicrosoft 365のコマーシャル部分をプロダクティビティ＆ビジネス・プロセス・セグメン

トにまとめるものである。2025会計年度より、当社の最高経営意思決定者がリソースの配分及び業績評価の目的で定

期的に提供され、検討する情報は、これらのセグメント変更を反映している。前会計年度のセグメント情報は、2025

会計年度における当社の内部的な事業管理及び監督の方法に合わせて再構成されている。

報告セグメントの追加情報、並びに地域別及び製品別の情報は、「第６　経理の状況」の財務諸表に対する注記18

「セグメント情報及び地域別情報」に記載されている。

測定基準

当社は、事業の業績を評価し、資源の配分に関する情報に基づいた意思決定を行う際に、測定基準を用いている。当

社は、投資家が当社の目標に照らした進捗を評価し、業績動向に透明性を提供し、当社の製品及びサービスの継続的

な進化を反映できるよう、測定基準を開示している。当社の商業及びその他の事業の測定基準は、顧客が当社の製品

及びサービスをどのように利用するかに基づいて根本的に連結されている。測定基準は、本「４　経営者による財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」又は「第６　経理の状況」の財務諸表に対する注記で開示さ

れる。財務指標は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」という。）に従い作成された財務諸

表に基づいて算出されており、成長比較は前年同期との比較である。

2025会計年度第１四半期において、当社は先に述べたセグメント変更に関連して当社の指標をアップデートした。か

かる変更は、当社の指標を特定の事業の管理・監視方法に合わせるために行われた。主な変更点は、Microsoft 365

のコマーシャル部分を統合し、Microsoft 365 Commercialクラウドの売上高の成長に関する新たな指標を作成したこ

とである。その他の変更点としては、Windows OEM及びデバイスを一つの売上高成長指標に統合し、PC市場主導型事

業からの収益を一つにまとめたこと、並びにクラウドの売上高の成長指標をクラウド成長への戦略的焦点に沿うよう

に引き上げたことが挙げられる。

コマーシャル

当社のコマーシャル事業は、主にサーバー製品とクラウドサービス、Microsoft 365 Commercial製品及びクラウド

サービス、LinkedInのコマーシャル部分、Dynamics製品及びクラウドサービス、並びにEnterpriseサービス及びパー

トナー・サービスで構成されている。当社の商用測定基準により、経営陣と投資家は当社のコマーシャル事業の全体

的な健全性を評価することができ、当該測定基準には、将来の業績の先行指数が含まれている。

コマーシャル事業の残存

履行義務

前受収益及び将来の期間において売上高として請求及び認識される金額を含む残存履

行義務に配分される売上高のコマーシャル事業に関する部分

Microsoftクラウドの売上

高及び売上高の成長

Microsoft 365 Commercialクラウド、Azure及びその他のクラウドサービス、

LinkedInのコマーシャル部分、及びDynamics 365からの売上高

Microsoftクラウドの粗利

益率
Microsoftクラウド事業の売上総利益率

 

プロダクティビティ＆ビジネス・プロセス及びインテリジェント・クラウド

当社のプロダクティビティ＆ビジネス・プロセス及びインテリジェント・クラウドのセグメントに関する測定基準

は、これらのセグメントにおける当社の中核事業の健全性を評価する。当該測定基準は、主に当社のクラウドサービ

ス全体の成長を反映している。
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Microsoft 365 Commercialクラウド売上

高の成長

Microsoft 365 Commercialサブスクリプション（Microsoft 365

Commercial 、 Enterprise Mobility + Security 、 Windows

Commercialのクラウド部分、Power BIのユーザー別の部分、

Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Microsoft 365セキュリ

ティ及びコンプライアンス、並びにMicrosoft 365 向けCopilotで構

成される。）からの売上高

 

Microsoft 365 Commercialシート数の成

長

シートがMicrosoft 365 Commercialサブスクリプションでカバーさ

れる支払済みユーザーである場合の、期末現在のMicrosoft 365

Commercialのシート数

 

Microsoft 365 Consumerクラウド売上高

の成長

Microsoft 365 Consumerサブスクリプション及びその他の消費者向

けサービスからの売上高

Microsoft 365 Consumerサブスクライ

バー数

期末現在のMicrosoft 365 Consumerのサブスクライバー数

 

LinkeInの売上高の成長 タレント・ソリューション、マーケティング・ソリューション、プ

レミアム・サブスクリプション、及び販売ソリューションを含む、

LinkedInからの売上高

 

Dynamics 365の売上高の成長 Dynamics 365（ERP、CRM、Power Apps及びPower Automateを横断す

る一連のインテリジェント・クラウドベースのアプリケーションを

含む。）からの売上高

 

Azure及びその他のクラウドサービスの売

上高の成長

Azure及びその他のクラウドサービス（クラウド及びAIの消費ベース

サービス、GitHubクラウドサービス、Nuanceヘルスケア・クラウド

サービス、バーチャルデスクトップ製品、及びその他クラウドサー

ビスを含む。）からの売上高

 

モア・パーソナル・コンピューティング

 

当社のモア・パーソナル・コンピューティング・セグメントに関する測定基準は、当社の主要なコンシューマー事業

を評価する。

 

Windows OEM及びデバイスの売上高の成長 OEMチャネルを通じて販売されたWindows Pro及びnon-Proライセン

ス並びにファーストパーティ・デバイス（Surface及びPC付属品を

含む。）の販売による売上高。

 

Xboxコンテンツ及びサービスの売上高の

成長

Xboxコンテンツ及びサービス（ゲーム及びゲーム内コンテンツを含

む、ファーストパーティ及びサードパーティのコンテンツ、Xbox

ゲーム・パス及びその他のサブスクリプション、Xboxクラウド・

ゲーミング、広告、並びにその他のクラウドサービスで構成され

る。）からの売上高

 

検索・ニュース広告売上高の成長（TACを

除く。）

Bing Adsネットワーク・パブリッシャー及びニュース提携者に支払

われたトラフィック獲得コスト（以下「TAC」という。）を除く、

検索・ニュース広告からの売上高。

 

業績の概要

（単位：百万、但しパーセンテージ及び１株当たり金額を除く。）

 2025年 2024年 変化率

    

売上高 $  281,724 $  245,122 15%
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売上総利益 193,893 171,008 13%

営業利益 128,528 109,433 17%

純利益 101,832 88,136 16%

希薄化後１株当たり利益 13.64 11.80 16%

 

2025会計年度と2024会計年度との比較

当社の各セグメント全体の成長により、売上高は366億ドル（15%）増加した。インテリジェント・クラウドの売上高

は、Azureの寄与により増加した。プロダクティビティ＆ビジネス・プロセスの売上高は、Microsoft 365

Commercialクラウドの寄与により増加した。モア・パーソナル・コンピューティングの売上高は、ゲーミング及び検

索・ニュース広告により増加した。

売上原価は、Microsoftクラウドの成長により137億ドル（19%）増加した。

売上総利益は、当社の各セグメント全体での成長により、229億ドル（13%）増加した。

・　売上総利益率は、モア・パーソナル・コンピューティングにより一部相殺されたが、インテリジェント・

クラウドによりわずかに減少した。

・　Microsoftクラウドの売上総利益率は、Azureの効率性改善により一部相殺されたが、当社のAIインフラの

拡張の影響により低下し69%となった。

 

営業費用は、Activision Blizzardの買収の影響を含め、クラウド及びAIエンジニアリング並びにゲーミングへの投

資により38億ドル（６%）増加した。

営業利益は、各セグメント全体での成長により、191億ドル（17%）増加した。

セグメント業績

（単位：百万。但し、パーセンテージを除く。）

 2025年 2024年 変化率

プロダクティビティ＆ビジネス・プロ

セス

   

売上高 $ 120,810 $ 106,820 13%

売上原価 22,422 19,611 14%

営業費用 28,615 27,548 4%

営業利益 $ 69,773 $ 59,661 17%

    

インテリジェント・クラウド    

売上高 $ 106,265 $ 87,464 21%

売上原価 40,171 29,611 36%

営業費用 21,505 20,040 7%

営業利益 $ 44,589 $ 37,813 18%

    

モア・パーソナル・コンピューティン

グ

   

売上高 $ 54,649 $ 50,838 7%

売上原価 25,238 24,892 1%

営業費用 15,245 13,987 9%

営業利益 $ 14,166 $ 11,959 18%

    

合　計    

売上高 $ 281,724 $ 245,122 15%

売上原価 87,831 74,114 19%
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営業費用 65,365 61,575 6%

営業利益 $ 128,528 $ 109,433 17%

 

報告セグメント

 

2025会計年度と2024会計年度との比較

 

プロダクティビティ＆ビジネス プロセス

 

売上高は140億ドル（13%）増加した。

・　Microsoft 365 Commercial製品及びクラウドサービスの売上高は、108億ドル（14%）増加した。Microsoft 365

Commercialクラウドの売上高は、中小企業及び現場労働者向け製品に後押しされたMicrosoft 365 Commercial

のシート数の６%の成長並びにユーザー当たりの売上高の増加によって15%の増加となった。Microsoft 365

Commercial製品の売上高は、Microsoft 365スイートの売上におけるWindows Commercialオンプレミス部分及び

Office 2024の発売に伴うOfficeトランザクション購入の増加によって牽引され、７%増加した。

・　Microsoft 365 Consumer製品及びクラウドサービスの売上高は、756百万ドル（11%）の増加となった。

Microsoft 365 Consumerクラウドの売上高は、Microsoft 365 Consumerのサブスクライバー数が８%増加して

89.0百万人となったこと及び2025年１月に発表した価格引き上げによりユーザー当たり売上高が成長したこと

により、11%増加した。

・　LinkedInの売上高は、全ての事業ラインの成長により14億ドル（９%）増加した。

・　Dynamics製品及びクラウドサービスの売上高は、Dynamicsオンプレミス製品の減少により一部相殺されたもの

の、Dynamics 365の成長によって996百万ドル（15%）の増加となった。Dynamics 365の売上高は、全ワーク

ロードの成長により、19%増加した。

 

営業利益は、101億ドル（17%）の増加となった。

・　売上原価は、Microsoft 365 Commercialクラウドの成長によって28億ドル（14%）増加した。

・　売上総利益は、Microsoft 365 Commercialクラウドの成長によって112億ドル（13%）の増加となった。売上総利

益率は、Microsoft 365 Commercialクラウドにおける効率化により一部相殺されたものの、主に当社のAIイン

フラの拡張の影響を受けてわずかに減少した。

・　営業費用は、主にクラウド及びAIエンジニアリング並びに商業販売への投資により11億ドル（４%）増加した。

 

インテリジェント・クラウド

売上高は、188億ドル（21%）増加した。

・　サーバー製品及びクラウドサービスの売上高は、Azure及びその他のクラウドサービスにより186億ドル（23%）

の増加となった。Azure及びその他のクラウドサービスの売上高は、当社のサービスのポートフォリオに対する

需要に牽引され、34%増加した。サーバー製品の売上高は、顧客がクラウドサービスへ引き続きシフトしたこと

に伴うトランザクション購入の減少により、３%減少した。

・　Enterpriseサービス及びパートナー・サービスの売上高は、インダストリー・ソリューションの減少により一部

相殺されたものの、エンタープライズ・サポートサービスの増加に牽引され、166百万ドル（２%）の増加と

なった。

 

営業利益は、68億ドル（18%）の増加となった。

・　売上原価は、Azureの成長によって106億ドル（36%）の増加となった。

・　売上総利益は、Azureの成長により82億ドル（14%）の増加となった。売上総利益率は、Azureの効率性改善によ

り一部相殺されたが、当社のAIインフラの拡張の影響により減少した。

・　営業費用は、クラウド及びAIエンジニアリングへの投資により15億ドル（７%）増加した。

 

モア・パーソナル・コンピューティング

売上高は、38億ドル（７%）増加した。
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・　Windows及びデバイスの売上高は、288百万ドル（２%）増加した。Windows OEM及びデバイスの売上高は、デバイ

スの減少によって一部相殺されたが、Windows OEMの成長によって３%増加した。

・　ゲーミングの売上高は、Xboxハードウェアの減少により一部相殺されたが、Xboxコンテンツ及びサービスの成長

により20億ドル（９%）増加した。Xboxコンテンツ及びサービスの売上高は、Activision Blizzardの買収の影

響及びXboxゲームパスにより16%増加した。Xboxハードウェアの売上高は、販売されたコンソールの数量の減少

により25%減少した。

・　検索・ニュース広告の売上高は、16億ドル（13%）増加した。トラフィック獲得費用を差引いた検索・ニュース

広告の売上高は、検索数の増加及び検索１件当たり売上高の増加により20%増加した。

 

営業利益は、22億ドル（18%）増加した。

・　売上原価は、検索・ニュース広告の成長により346百万ドル（１%）増加した。

・　売上総利益は、全ての事業における成長により35億ドル（13%）の増加となった。売上総利益率は、全ての事業

における改善に伴い上昇した。

・　営業費用は、Activision Blizzardの買収の影響を含め、ゲーミングにより13億ドル（９%）増加した。

 

営業費用

研究開発費

（単位：百万、パーセンテージを除く） 2025年 2024年 変化率

研究開発費
$32,488 $29,510 10%

売上高に占める割合 12% 12% 0ppt

研究開発費には、製品開発に携わる社員の給与、福利厚生費、株式報酬、及びその他の人件費が含まれる。研究開発

費にはまた、AIトレーニング及びその他のインフラ費用などの技術開発費用、外注した開発とプログラミングの費用

並びに購入したソフトウェア・コード及びサービス・コンテンツの償却費が含まれる。

2025会計年度と2024会計年度との比較

研究開発費は、クラウド及びAIエンジニアリング並びにActivision Blizzardの買収の影響を含むゲーミングへの投

資により、30億ドル（10%）増加した。

販売費

（単位：百万、パーセンテージを除く） 2025年 2024年 変化率

販売費 $25,654 $24,456 5%

売上高に占める割合 9% 10% (1)ppt

販売費には、販売担当従業員の給与、福利厚生費、株式報酬及びその他の人件費、並びに広告、宣伝、見本市、セミ

ナー及びその他のプログラムに係る費用が含まれる。

2025会計年度と2024会計年度との比較

販売費は、Windows広告における減少により一部相殺されたものの、商業販売への投資及びActivision Blizzardの買

収の影響を含むゲーミングにより12億ドル（５%）の増加となった。

一般管理費

（単位：百万、パーセンテージを除く） 2025年 2024年 変化率

一般管理費 $7,223 $7,609 (5)%

売上高に占める割合 3% 3% 0ppt

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 50/199



一般管理費には、財務、法務、施設管理、一部の人事及びその他の管理部門の従業員の給与、福利厚生費、株式報

酬、コーポレートプログラムの一環として負担した従業員退職金費用、及びその他の人件費、一定の税金、並びに法

務費用及びその他の管理費用が含まれる。

2025会計年度と2024会計年度との比較

一般管理費は、Activision Blizzardの買収の影響を含むゲーミングにより386百万ドル（５%）減少した。

その他の収益（費用）、純額

その他の収益（費用）、純額の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万）   

６月30日に終了した会計年度 2025年 2024年

配当金及び受取利息 $ 2,647 $ 3,157

支払利息 (2,385) (2,935)

投資実現純損失 (349) (118)

デリバティブ純損失 (260) (187)

為替差（損）益純額 (171) (244)

その他の費用、純額 (4,725) (1,319)

　合計 (4,901) (1,646)

 

当社は、為替、金利、株価、及び信用に関連したリスクの管理、投資収益の向上、及びポートフォリオの多様化の促

進を目的として、デリバティブを利用している。ヘッジ手段として指定されていないデリバティブの公正価値の変動

から生じる損益は、主としてその他の収益（費用）、純額に認識される。

2025会計年度と2024会計年度との比較

受取利息及び配当金は、主にポートフォリオ残高が減少したことにより減少した。支払利息は、ファイナンス・リー

スの支払利息の増加により一部相殺されたが、主にコマーシャルペーパーの満期及び負債支払利息の資本化の増加に

より減少した。投資実現純損失は、当期の株式投資利益の増加により一部相殺されたが、主に減損の増加により増加

した。デリバティブ純損失は、主に当期の株式デリバティブに係る損失の増加により、増加した。その他、純額は、

主に、OpenAIを含む持分法投資に係る実現純損失を反映している。

法人所得税

実効税率

2025会計年度及び2024会計年度における当社の実効税率は、いずれも18%であった。当社の2025会計年度の実効税率

は、米国と諸外国との間の当社の所得と税金費用の組み合わせの変化により影響を受けた。

当社の実効税率は、米国連邦法定税率よりも低かったが、これは主に、アイルランドの海外地域オペレーションセン

ターを通じて当社の製品及びサービスを生産及び販売したことにより米国以外の国において米国より低い税率で課税

されたことを要因とするものである。

米国内の税引前利益と米国外における税引前利益のミックス（組み合わせ）は、当社の製品及びサービスを地域ごと

に販売していること、及び、当社の製品及びサービスに対して地域ごとに顧客の需要があることの結果として、当社

の実効税率に影響を及ぼした。2025会計年度の当社の米国内の税引前利益は692億ドルであり、米国外における税引

前利益は544億ドルであった。2024会計年度の当社の米国内の税引前利益は629億ドル、米国外における税引前利益は

449億ドルであった。
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経済協力開発機構（OECD）は、モデル規則「経済のデジタル化から生じる税務上の課題 - グローバルな税源浸食防

止モデル規則（第２の柱）」を公表し、特定の多国籍企業に対するグローバルな最低法人税率を15%に設定した。多

くの国が第２の柱の法制化を実施済又は実施の過程にあり、当社には2025会計年度から適用されている。現時点では

当社の連結財務諸表へ重大な影響を与えるとは考えていないが、各国が法律を施行し、OECDが追加のガイダンスを提

供するのに伴い、当社は引き続き影響を監視していく。

当社は、現在、2025年７月４日に制定された「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」の評価を行っている。OBBBA

は、2027会計年度から当社の米国のグローバル無形資産低課税所得の実効税率を14％と定めている。また、2025年１

月19日以降に稼働を開始した特定の資産に対する追加償却や、米国内で発生した研究開発費又は実験費を費用計上す

る選択肢も定めている。

不確実な税のポジション

当社は2014年から2017年の課税年度についてIRSの監査を受けている。2004課税年度から2013課税年度までの税務調

査に関しては、2023年９月26日にIRSから調整提案通知書（以下「NOPA」という。）を受領した。NOPAの主な争点は

企業間移転価格に関するものである。NOPAにおいて、IRSは289億ドルの追加納税に加えて罰金及び利息の支払いを求

めている。2025年６月30日現在、当社は、当社の法人所得税の偶発税金債務に対する引当金は適切であったと考えて

いる。当社は当該調整案に同意しておらず、IRSの行政控訴事務所を通じて、また必要であれば司法手続きを通じ

て、NOPAに強く異議を申し立てるつもりである。当社は、この争点が今後12か月以内には解決しないと考えている。

当社は、現在入手可能な情報に基づいて、この争点に対する法人所得税の偶発債務が今後12か月以内に大きく増加又

は減少することはないと考えている。

当社は、アメリカ国外において、様々な国の法人所得税に服しており、そのうちの一部は現在現地の課税庁による監

査を受けているところである。かかる監査の結論は、当社の連結財務諸表に重大な影響を及ぼすことはない見込みで

ある。当社のアイルランドにおける業務は、2020年以降の課税年度につき引き続き調査の対象となっている。

流動性及び資本資源

当社は、既存の現金、現金同等物、短期投資、営業活動によるキャッシュ・フロー及び資本市場へのアクセスが、少

なくとも今後12ヶ月間、その後も当面の間は、配当、株式の買戻し、借入債務の満期到来、重大な資本支出及びTCJA

に関連する移行課税など、当社の営業活動及び投資・財務活動に係るキャッシュ コミットメントへの資金供給に十

分なものであり続けると予測している。

現金、現金同等物及び投資

現金、現金同等物及び短期投資の総計は、2025年６月30日現在及び2024年６月30日現在、それぞれ946億ドル及び755

億ドルであった。株式投資及びその他投資は、2025年６月30日現在及び2024年６月30日現在、それぞれ154億ドル及

び146億ドルであった。当社の短期投資は、主に、流動性の促進と資本の温存を目的としている。それは主に、産業

界ごと及び発行者ごとに分散した、流動性の高い投資適格の固定利付有価証券で構成されている。投資は主に米国ド

ル建て証券であるが、リスクを分散するため外貨建て証券も含まれている。当社の固定利付投資は、金利リスクと信

用リスクにさらされる。信用リスクと当社の固定利付ポートフォリオの平均残存期間は、一定の銘柄で構成される債

券指数に連動する経済的利益を達成するために管理されている。当該投資に係る決済リスクは、保有する短期投資が

主に流動性の高い投資適格の固定利付有価証券であることを考慮すると重要ではない。

評価

通常、及び該当する場合、当社は同一の資産又は負債について活発な市場の相場価格を使用して当社の金融商品の公

正価値を決定している。この価格決定方法は、米国国債、普通及び優先株式及び投資信託といった、当社のレベル１

の投資に適用される。同一の資産又は負債について公正価値を決定するための活発な市場の相場価格が入手不可能で

ある場合には、当社は類似した資産若しくは負債の相場価格、又は相場価格以外のインプットで直接的若しくは間接

的に観察可能なものを使用する。この価格決定方法は、コマーシャル ペーパー、預金証書、米国政府機関証券、外

国国債、モーゲージ担保証券及び資産担保証券、ノート及び社債並びに地方債といった、当社のレベル２の投資に適

用される。レベル３の投資は、観察不能なインプットを用いた内部開発モデルを使用して評価される。観察不能なイ
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ンプットを用いて経常的な公正価格で測定される資産及び負債は、当社のポートフォリオのわずかな部分を占めるの

みである。

当社の投資の大部分は、プライシング・ベンダーによってプライシングされている。これらのベンダーは、プライシ

ングにおいて、大幅な修正を適用せずに活発な市場の相場価格を提供するか或いは観察可能なインプットを使用する

ため、当該投資は通常レベル１かレベル２となる。ブローカー・プライシングは、主に、相場価格が入手不可能な場

合、投資がプライシング・ベンダーによってプライシングされない場合、或いはブローカー価格が投資取引が行われ

る市場の公正価値をより反映している場合に使用される。ブローカーによってプライシングされる当社の投資は、通

常レベル２の投資に分類される。なぜなら、ブローカーは大幅な修正を適用せずに、類似した資産に基づいてこれら

の投資をプライシングするからである。さらに、ブローカーによってプライシングされる当社の投資すべてにおい

て、使用される公正価値がこれらの投資にとって適切であることを証明するのに充分なレベルの取引高がある。当社

の公正価値プロセスには、適切な公正価値の計上を保証することを意図した統制が含まれる。当該統制には、モデル

の検証、主要なモデル インプットの再検討、前期比変動の分析、適宜行われる価格の独立再計算が含まれる。

キャッシュ・フロー

2025会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、サプライヤー及び従業員への支払現金の増加並びに

法人所得税の支払いに使用された現金により一部相殺されたが、顧客から受領した現金の増加を主たる要因として、

176億ドル増加の1,362億ドルとなった。2025会計年度において、財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、主に

借入債務の償還（手取金控除後）に使用された現金が95億ドル増加したことにより、139億ドル増加して517億ドルと

なった。2025会計年度において、投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、投資の購入、売却及び満期（純額）

に使用された現金が223億ドル増加したこと並びに有形固定資産の購入が201億ドル増加したことにより一部相殺され

たが、主に企業買収（取得及び処分現金控除後）並びに無形資産及びその他の資産の購入に使用された現金が632億

ドル減少したことにより、244億ドル減少して726億ドルとなった。

借入債務手取金

当社は、当社の信用格付けを反映した借入債務市場の好ましいプライシングと流動性を利用するために、借入債務を

発行する。当該発行の収入は、全社的な目的（取り分け、運転資本の増額、資本支出、株式の買戻し、買収及び既存

債務の返済を含むことがある。）に使用される予定であるか、又は、すでに使用された。「第６　経理の状況」の財

務諸表の注記10「借入債務」を参照のこと。

前受収益

前受収益は、主に、ボリューム ライセンス プログラムに係る前受収益で構成されており、その中にはクラウドサー

ビス及びSoftware Assurance （以下「SA」という。）に係る前受収益も含まれることがある。前受収益は、通常、

複数年契約の各契約期間の初めに毎年請求書が送られ、対象期間にわたって按分して売上計上されている。前受収益

には、当社が前払いを受けており、当社が製品又はサービスのコントロールを移転したときに収益を獲得するその他

の商品に係る受取額も含まれている。「第６　経理の状況」の財務諸表の注記１「会計方針」を参照のこと。

以下の表は、2025年６月30日現在の前受収益について予想される今後の認識の概要を示している。

（単位：百万）

以下の日に終了する３か月間  

　 2025年９月30日 $　　25,191

　 2025年12月31日 19,733

　 2026年３月31日 13,742

　 2026年６月30日 5,889

　 それ以降 2,710

　　合計 $　　67,265
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当社の顧客が、トランザクション ベースの製品及びサービスのライセンスではなくクラウド ベースの製品及びサー

ビスのライセンスを選択する場合、関連する売上は、該当する場合において、トランザクションの時点の認識からサ

ブスクリプション期間又は消費時点の認識に変動する。「第６　経理の状況」の財務諸表の注記12「前受収益」を参

照のこと。

重要な資金需要及びその他の債務

契約上の債務

以下の表は、2025年６月30日現在における当社の契約上の未払債務について、満期時の支払いを会計年度別にまとめ

たものである。

（単位：百万） 2026年 その後 合計

長期借入債務：
(a)

　　元金支払 $　3,000 $　46,206 $　49,206

　　利子支払 1,509 25,527 27,036

建設支出約定
(b) 26,859 5,290 32,149

オペレーティング・リー

ス及びファイナンス・

リース（利子を含む）

(c)

12,798 165,903 178,701

購入約定
(d) 103,940 6,013 109,953

　合計
$　148,106 $　248,939 $　397,045

(a) 第６ 「経理の状況」 の財務諸表に対する注記10「借入債務」を参照のこと。

(b) 第６ 「経理の状況」 の財務諸表に対する注記６「有形固定資産」を参照のこと。

(c) 第６ 「経理の状況」 の財務諸表に対する注記13「リース」を参照のこと。

(d) 購入約定は主にデータセンターに関連し、上記の建設支出約定として計上されていない見計らい購入注文及びテ

イク・オア・ペイ契約を含む。

 

法人税

 

TCJAのもたらす結果として、当社は、これまではアメリカの法人所得税の対象ではなかった外国からの資金の送金に

ついて、一度の移行課税を支払う必要がある。TCJAにおいて、移行課税は、無利息で８年にわたって無利息の分割で

支払うことができ、最初の５年目までについては毎年８%、６年目については15%、７年目については20%及び８年目

については25%の支払期日が到来する。2025年６月30日現在、当社の８年目の分割移行課税額は44億ドルであり、短

期で2026会計年度の第１四半期中に支払いを行う。

株式の買戻し

2025会計年度及び2024会計年度中、当社は、株式買戻しプログラムに基づき、当社普通株式31百万株及び32百万株を

それぞれ130億ドル及び120億ドルで買い戻した。すべての買い戻しは、現金資金を使用して行われた。2025年６月30

日現在、当社の600億ドル株式買戻しプログラムのうち573億ドルが残存している。「第６　経理の状況」の財務諸表

の注記15「株主資本」を参照のこと。

配当
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2025会計年度及び2024会計年度中、当社の取締役会は総額がそれぞれ247億ドル及び223億ドルの配当を宣言した。当

社は、取締役会による宣言に従い、株主に対し配当金の形式による資本の返還を継続するつもりである。「第６　経

理の状況」の財務諸表の注記15「株主資本」を参照のこと。

その他の資本利用計画

当社は販売、マーケティング、製品サポートインフラ並びに既存及び先進分野のテクノロジーに継続して投資し、当

社の事業戦略に合致する買収を継続する予定である。有形固定資産の取得は引続き行われる予定であり、その中には

研究開発、販売マーケティング、製品サポート及び管理部門のスタッフのための新しい施設、データセンター及びコ

ンピューター・システムが含まれる。当社は、当社のクラウド製品及びAIインフラとトレーニングへの投資の増加を

サポートするための資本投入を続ける予定である。当社は、データセンター、会社のオフィス、研究開発施設、マイ

クロソフト・エクスペリエンス・センター及び設備の一部をオペレーティング又はファイナンス・リースにより調達

している。当社は、資本資源の流動性若しくは利用可能性に重大な影響を与える合理的な可能性のある関連当事者間

取引又は非連結法人若しくはその他の個人との取り極めに従事していない。

重要な会計上の見積り

当社の連結財務諸表及びその注記は、GAAPに基づいて作成されている。連結財務諸表を作成する上では経営者による

見積りや仮定が必要とされ、資産、負債、収益、及び費用の報告金額はそれにより影響を受ける。重要な会計上の見

積りはかなりのレベルの見積りの不確実性を伴う見積りであり、当社の財政状態又は業績に重大な影響を及ぼす可能

性がある。当社は、収益の認識、投資証券の減損、のれん、研究開発費、法的及びその他偶発事象、並びに法人所得

税について重要な会計上の見積りを行っている。

収益の認識

当社の顧客との契約には、多くの場合、複数の製品及びサービスを顧客に移転する約束が含まれている。製品及び

サービスを、別々に会計処理する別個の履行義務として扱うか、又は一括して会計処理するかを決定するには、重要

な判断が要求される場合がある。クラウドベースのサービスがオンプレミスのソフトウェアライセンスとクラウド

サービスの両方を含む場合には、当該ソフトウェアライセンスを別個のものと判断して別々に会計処理するか、又は

別個のものではなくクラウドサービスと併せて会計処理し、時間の経過とともに認識するかを決定するには判断が要

求される。主にOffice 365等の一定のクラウドサービスは、デスクトップ・アプリケーションとクラウドサービスの

重要な水準での統合、相互依存及び相互関連性に依存しているため、単一の履行義務として一括して会計処理されて

いる。Office 365の売上は、クラウドサービスが提供される期間にわたって按分して認識される。

別個の履行義務ごとの独立販売価格（以下「SSP」という。）を決定するには判断が要求される。当社は、SAと併せ

て販売されるオンプレミス・ライセンス又は追加費用なしで提供されるソフトウェアのアップデートを含む、別々に

販売されない製品のSSPを見積もるに当たっては、単一の金額を使用している。各製品及びサービスを別々に販売し

ている場合に、様々な製品及びサービスの相対的SSPに基づいて配分すべき割引があるかどうかを決定する必要があ

る場合には、当社はSSPを見積もるために一定範囲内の金額を使用している。

製品又はサービスを別々に販売しない場合等、SSPが直接的に観察可能でない場合には、当社は市況及びその他の観

察可能なインプットを含む情報を利用してSSPを決定する。個々の製品及びサービスは顧客別及び状況別に階層化さ

れるため、当社は、これらの製品及びサービスに関して通常は複数のSSPを有している。このような場合、当社はSSP

の決定に際して、顧客の数や地域等の情報を利用することがある。

当社のSAプログラムから得られる様々な便益及び当該プログラムの性質により、当社の顧客のポートフォリオ全体に

おける一定の便益の行使パターンを含む引渡しのパターンの評価には判断が要求される。

当社の製品は通常、返品権付きで販売されており、当社はその他にも値引又はインセンティブを提供する場合があ

り、一定の場合には、当社は顧客による当社の製品及びサービスの利用度を見積もっている。これらは認識すべき収

益の金額を決定する場合に、変動対価として会計処理される。返品及び値引は、契約開始時に見積もられ、追加情報

が入手可能となった場合には、各報告期間末に更新される。当社の変動対価の見積額の変更は、表示期間において重

要ではなかった。
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投資証券の減損

当社は債券投資の信用損失及び減損について、四半期ごとに検討している。投資の取得原価が公正価値を上回る場合

には、当社は、とりわけ市況全般、負債証券の発行体の信用度、公正価値が取得原価を下回る程度といった要因につ

いて評価する。この決定には、重要な判断が要求される。この判断を行うに当たって、当社は投資の潜在的な減損の

評価において入手可能な定量的及び定性的証拠を考慮する体系的方法を適用している。さらに、当社は、投資先の財

務健全性及び事業見通しに関連した特定の不利な状況について考慮する。当社に当該投資を売却する計画があるか又

は回復前に当該投資の売却が必要となる可能性が50%を超える場合、取得原価を下回る公正価値の下落は「その他の

収益（費用）、純額」において減損費用として計上され、当該投資の新たな取得原価が決定される。市場、産業、及

び/又は投資先の状況が悪化した場合には、当社は将来において減損を被る可能性がある。

公正価値を容易に決定できない持分投資は、定性的評価の結果、投資が減損し公正価値が帳簿価額を下回ることが示

された場合には、公正価値まで評価減される。当社は定性的評価を定期的に実施している。当社は、減損損失の金額

を決定するために、投資の公正価値を見積ることが要求されている。投資が減損したと決定された時点で、減損損失

が「その他の収益（費用）、純額」に計上される。

のれん

当社は、企業結合から便益を受けると予想される報告単位に基づいて、のれんを報告単位に割り当てている。当社は

年次ベースで報告単位を評価し、必要な場合には、相対的公正価値配分法を使用してのれんを再配分する。のれんの

減損テストは、報告単位レベル（オペレーティング・セグメントあるいはその１つ下位のレベル）で年に一度（５月

１日に）実施されるが、報告単位の公正価値をその帳簿価額を下回るまで下落させる可能性が50%を超える事象又は

状況の変化が発生した場合には年次テスト時以外にも実施される。それらの事象や状況には、事業の状況、法的要

素、業績指標、競争における重要な変化や、報告単位の重要な一部の売却又は処分が含まれ得る。

のれんの減損テストの適用には判断を要し、その判断には報告単位の特定、報告単位への資産及び負債の割当、報告

単位へののれんの割当、及び各報告単位の公正価値の決定が含まれる。各報告単位の公正価値は、主に割引キャッ

シュ・フロー法を使用して見積もられる。この分析には、内部的な予測に左右される将来キャッシュ・フローの見積

り、当社の事業の長期的な成長率の見積り、キャッシュ・フローが生じる耐用年数の見積り、及び当社の加重平均資

本コストの決定を含む重要な判断が必要とされる。

報告単位の公正価値の計算に使用される見積りは、営業成績、市況及びその他の要素に基づいて毎年変更される。そ

れらの見積り及び仮定の変更は、各報告単位の公正価値の決定及びのれんの減損に重要な影響を与える可能性があ

る。

研究開発費

社外ユーザー向けに売出し又は販売されるソフトウェア製品の研究開発を行う際に内部で生じるコストは、その製品

の技術的実現可能性が確立されるまで費用計上される。一旦技術的実現可能性が確立されると、ソフトウェアのコス

トは製品が顧客に一般販売されるまでの間は資産計上される。製品の技術的実現可能性の確立時期の決定には、判断

が要求される。当社では、ソフトウェア製品の技術的実現可能性は、リスクの高い開発上の問題のすべてがコーディ

ング及びテストを通じて解決された時点で確立されると判断している。これは通常、製品が生産工程向けにリリース

される直前である。これらのコストの償却額は、製品の見込有効期間にわたって売上原価に計上される。

法的及びその他の偶発事象

当社に対して提起されている法的手続及び請求の結果は、極めて不確実である。資産が減損しているか、あるいは負

債が生じている可能性が高く、かつ、その損失金額を合理的に見積ることができる場合には、その損失をもたらしう

る偶発事象（法的手続や請求など）から生じる見積損失を、損益を通じて引当計上している。損失を引当計上するか

どうかを決定する際に、当社はとりわけ不利な結果が生じる可能性の度合いと、損失金額を合理的に見積る能力を評

価している。それらの要因の変化は、当社の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

法人所得税
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法人所得税の会計処理の目的は、当会計年度に支払うべき又は還付を受けられる税額、並びに企業の財務諸表上又は

税務申告書上に認識されている事象に係る将来の税効果による繰延税金負債・資産を認識することである。当社は、

不確実な税務ポジションからの税金ベネフィットを、当該ポジションの技術的利点に基づき、当該税務ポジションが

税務当局の調査において支持される可能性が50%を超える場合にのみ認識する。財務諸表に認識されるこうしたポジ

ションからの税金ベネフィットは、最終的な解決時に実現される可能性が50%超であるベネフィットの最大額に基づ

いて測定される。会計基準等ではまた、税金資産・負債の認識の中止、繰延税金資産・負債の分類、税務ポジション

に関連する利息及びペナルティ（加算税）の会計処理、並びに法人所得税の開示についての指針も規定している。当

社の連結財務諸表上又は税務申告書上に認識されている事象に係る将来の税効果の評価には判断が要求される。これ

らの将来の税効果に関して実際の結果が相違する場合には、当社の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があ

る。
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５【重要な契約等】

 

該当事項なし

 

 

６【研究開発活動】

 

製品及びサービスの開発

 

当社の成長の基礎となるのは、ユーザーにとって新しくて魅力的な製品、サービス及び体験を創造する当社の能力、

破壊的テクノロジーの動向を作り出し取り入れる当社の能力、新しい地域市場及び新しい製品市場に参入する当社の

能力、当社の製品及びサービスの幅広い採用を促進する当社の能力である。当社は、重要な技術のトレンドに関する

評価に基づき、デジタルワーク及びライフエクスペリエンス、クラウドコンピューティング、AI、デバイス、セキュ

リティ及びオペレーティングシステムにわたるツール及びプラットフォームを含め、新規及び既存の製品、サービス

及びテクノロジーの研究開発に多額の投資を行っている。

当社は、自社の製品及びサービスの多くを社内で開発することにより、製品の差別化並びに製品及びサービスに対す

るより徹底した技術統制によってもたらされる競争上の優位性を保っている。当社はまた、社内開発によって、いか

なる変更と拡張が最重要でそれがいつ実行されるべきかを自由に決めることができる。当社は、ソフトウェア及び

ハードウェアの設計に影響を与える可能性のある、使用形態の変化とハードウェアの進歩について、できる限り早い

段階でその情報を得るよう努めている。当社は、新しいソフトウェア プラットフォームをリリースする前及び既存

のプラットフォームに重要な変更を加える際に、アプリケーション ベンダーに対して、開発、トレーニング、テス

トのための様々なリソースとガイドラインを提供している。

当社は今後も広範な製品の研究開発活動に多額の投資を行う予定であり、また、適宜、事業セグメントを横断して研

究開発を調整し、その成果を全社的に活用する予定である。これには、今後の動向について独自の視点を当社に提供

し、当社のイノベーションに貢献する、基礎研究の支援を継続することが含まれている。

知的財産

当社は様々な方法で知的財産権への投資を保護している。当社は、当社のソフトウェア及びハードウェア製品、サー

ビス、事業計画並びにブランディングに適用される著作権、特許、商標、企業秘密及びその他の保護の強化を確たる

ものとするため、米国内外において積極的に活動している。当社は、社内で開発した知的財産権の多くを当社の製

品／サービスに採用しているが、一方でライセンシーの製品に組み込まれる特定の特許技術ライセンスを付与するこ

とも行っている。当社は、特許群全体を対象としたより広範なクロス ライセンス契約を適宜他のテクノロジー会社

と締結している。当社はまた、当社の製品及びサービスに組み込む技術を購入又はライセンスする可能性がある。場

合により、業界標準を進歩させたり、相互利用性を促進したり、社会的及び／又は環境的努力を支援したり、外部の

開発コミュニティを引き付けて利用できるようにするなどの戦略上の目標を達成するため、一部の知的財産を選択し

て、これを無償で又は低額の費用で広く提供することがある。当社のオープン・ソース・ソフトウェアへのエンゲー

ジメントによって、一定の場合において、当社は、当社の知的財産権を広くライセンスしている。

今後、当社の製品及びサービスの様々な面に係るライセンスを獲得又は更新する必要があるかもしれないが、当社

は、過去の経験と産業界の実務に基づき、そうしたライセンスは通常、商業上合理的な条件で取得できると考えてい

る。継続的な研究と製品開発は、当社製品の開発に係る単一のライセンスや第三者とのその他の契約に大きく依存し

ていないと当社は考えている。
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第４【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】

 

2025年６月30日現在の当社の有形固定資産は以下の通りであった。

 

(単位：百万)

土地 $    9,338

建物及び改良費 137,921

リース資産改良費 12,117

コンピューター機器及びソフトウェア 132,836

器具及び備品 6,407

合計、取得原価 298,619

減価償却累計額 (93,653)

合計、純額 $ 204,966

 

2025会計年度において、減価償却費は220億ドルであった。

 

当社は、2025年６月30日現在、有形固定資産の購入に関する買掛金は69億ドルであった。2025年６月30日現在、主

にデータセンターに関連して、新しい建物の建築、建物の改修及びリース資産の改善に321億ドルを使用している。

 

２【主要な設備の状況】

 

当社の営業上の本社は、ワシントン州レドモントにある。当社は、ワシントン州キング郡に約15百万平方フィート

のスペースを有しており、これはエンジニアリング、販売、マーケティング及び一般管理業務のために使用されて

いる。この施設は、当社の営業上の本社が所有する約530エーカーの土地に置かれた当社所有の約12百万平方フィー

トのオフィス・スペースと、賃借している約３百万平方フィートのオフィス スペースである。

 

当社は米国内外において、特にオフィス、データセンター及び研究開発のためにその他の施設を所有又は賃借して

いる。当社が米国外に所有する施設で最大のものには、中国、インド、アイルランド及びオランダにある施設が含

まれる。米国外で賃借している資産のうち最大のものが置かれている場所には、オーストラリア、カナダ、中国、

フランス、ドイツ、インド、アイルランド、イスラエル、日本、オランダ及び英国が含まれる。当社の研究開発施

設の詳細については「第３　-　６　研究開発活動」を参照されたい。

 

次の表は、2025年６月30日現在、当社が米国内及び米国外において所有し又は賃借している不動産の面積を表して

いる。

（百万平方フィート）    

場所 所有 賃借 合計

米国内 34 23 57

米国外 13 27 40

合計 47 50 97

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 

2025会計年度末現在、当社には上記の「２　主要な設備の状況」で述べた以外に、特に重要な施設の新設、除却、拡

大、補修又は売却についての計画はない。
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第５【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2025年６月30日現在）

株式の種類 授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

普通株式（額面0.00000625ドル） 24,000,000,000 7,434,158,655 16,565,841,345

優先株式（額面0.01ドル） 100,000,000 0 100,000,000

 

②【発行済株式】

（2025年６月30日現在）

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数（株）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

額面0.00000625ドル

記名株式
普通株 7,434,041,032

ナスダック株式市場

(Nasdaq Stock Market)

額面0.00000625ドル

無記名株式
普通株 117,623 なし

 

備考

 

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

マイクロソフトコーポレーション従業員ストック・パーチェス・プラン（以下「本プラン」という。）は、毎年の１月１

日、４月１日、７月１日及び10月１日をオファリング日とするそれぞれ個別の連続する３ヶ月の期間で構成されるオファ

リングを運用する。給与の１%から15%の範囲内で各参加者が指定する整数%の割合で参加者が承認したオファリング期間

中の給与天引による積立金（以下「拠出」という。）を用いて、参加者は、オファリングの最終の通常営業日（以下「購

入日」という。）の公正市場価格の90%に等しい購入価格で当社の普通株式を購入することができる。ただし、各適格従

業員は、公正市場価格で換算して１暦年当たり25,000ドルを超える株式を購入することはできない（各オファリング期間

の開始日時点で計算される。）。

 

「公正市場価格」とは、当社の普通株式に関して、ナスダックの米国市場気配相場自動システム又は他の主要取引市場で

報告された売値の終値である。

 

本新株予約権は、適用される購入期間中、参加者が承認した給与天引による積立金を用いて、購入日における公正市場価

格の90%に等しい購入価格で普通株式１株を購入する権利を表章する（ただし、各適格従業員は、公正市場価格で換算し

て１暦年当たり25,000ドルを超える株式を購入することはできない。）。実際の購入価格は、購入日まで明らかにはなら

ない。

 

(ⅰ)したがって、当社普通株式の価格が下落した場合、本新株予約権の購入価格も下落し、よって「新株予約権の目的と

なる株式の数」は増加する。しかしながら、拠出金額は確定しており、株価によって変動することはない。

 

(ⅱ)「新株予約権の目的となる株式の数」は、適用ある購入期間中の拠出金額を、購入日における普通株式の公正市場価

格の90%に等しい購入価格で割ることにより算出される。ただし、上記のとおり、拠出金額は株価によって変動しない。

 

(ⅲ) 本プランに基づき本新株予約権を付与する目的は、当社の株主になることを希望する適格従業員に対し、当社の株

主になるための便宜的な方法を付与することにある。従業員が当社の事業の所有に参加することは従業員及び当社双方の

相互の利益になると考えられる。本プランへの参加は任意であり、「本新株予約権の行使時の払込金額の総額」は、参加
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者が指定した拠出割合（１%から15%）で参加者が承認した給与天引による積立金により決定される（ただし、各適格従業

員は、公正市場価格で換算して１暦年当たり25,000ドルを超える株式を購入することはできない。）。よって、「本新株

予約権の行使時の払込金額の総額」の下限は定められていない。

 

さらに、本プランに基づき発行可能な普通株式総数は、本書提出日現在61,003,961株である。

 

概要

(イ) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締

結する予定の取決めの内容

条件等は本プラン及び取締役会又は報酬委員会が用意する登録申込書に定められる。

 

(ロ) 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

 

(ハ) 提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決

めがあることを知っている場合にはその内容

該当事項なし

 

(ニ) その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

 中間会計期間

(2025年１月１日から2025年６

月30日まで)

2025会計年度

(2024年７月１日から2025年６

月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等の数

2,844,000.1411個 5,323,734.2129個

当該期間の権利行使に係る交付株式数 2,844,000.1411株 5,323,734.2129株

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等 385.36ドル 385.31ドル

当該期間の権利行使に係る資金調達額 1,095,959,759.39ドル 2,051,279,037.09ドル

当該期間の末日における権利行使された当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計

－ 22,344,619.3962個（注）

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数

－ 22,344,619.3962株（注）

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額

等

－ 304.54ドル（注）

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額

－ 6,804,735,835.84ドル（注）

当該期間の末日において残存する当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数

－ 0

（注）2022年１月１日より有効となった本プランに基づく累計の数値を記載している。

 

（３）【発行済株式総数、資本金の推移】

   （単位：百万）
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年月日
発行済株式数 資本金

増減数 残高 増減額 残高

2021年６月30日(注1) - 7,519株 - $83,111

2022年６月30日(注1) (55) 7,464株 $3,828 $86,939

2023年６月30日(注1) (32) 7,432株 $6,779 $93,718

2024年６月30日(注2) 2 7,434株 $7,205 $100,923

2025年６月30日(注3) 0 7,434株 $8,172 $109,095

（注1）発行済株式数は、株式発行により一部相殺されたものの、主に株式買戻しの結果減少した。資本金は、株式買戻

しによる減少があったものの、主に株式報酬費用及び株式発行の結果、増加した。

（注2）発行済株式数は、株式買戻しにより一部相殺されたものの、主に株式発行の結果増加した。資本金は、株式買戻

しによる減少があったものの、主に株式報酬費用及び株式発行の結果、増加した。

（注3）資本金は、株式買戻しによる減少があったものの、主に株式報酬費用及び株式発行の結果、増加した。

 

ストック・オプションについては、「第６ 経理の状況」の 財務諸表の注記17「従業員ストックプラン及び貯蓄プラン」

を参照のこと。
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（４）【所有者別状況】

（2025年６月30日現在）

種　類 株主数 所有株式数（株）
発行済株式

総数に対する割合

役員・取締役 0 0 0%

金融機関 1 9 0%

ブローカー 1 7,407,122,130 99.64%

会　　社 179 277,587 0%

個人その他 77,032 26,758,929 0.36%

(注)　上記の役員・取締役の保有株式数は、個人名義で登録されているものである。役員・取締役がブローカーの名義で

実質的に所有しているものは、上記のブローカー所有の株式数に含まれている。

 

（５）【大株主の状況】

（2025年９月30日現在）

氏　　名 住　　所 所有株式数（株）
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(%)

ザ・ヴァンガードグルー

プ・インク（The Vanguard

Group, Inc.）

アメリカ合衆国

ペンシルヴァニア州マル

ヴァーン、ヴァンガード・ブ

ルバード100

664,882,153
(1) 8.95%

ブラックロック・インク

（BlackRock, Inc.）

アメリカ合衆国

ニューヨーク州ニューヨー

ク、ハドソン・ヤード50

540,020,228
(2) 7.30%

(1) ザ・ヴァンガードグループ・インクに関する一切の情報は、2024年２月13日に米国証券取引委員会に提出された

スケジュール13G/Aに基づくものである。ザ・ヴァンガードグループ・インクは、普通株式に係る単独の議決権を有

さず、普通株式633,135,715株に係る単独の財産処分権、普通株式9,755,991株の共有議決権及び普通株式31,746,438

株の共有の財産処分権を有すると報告した。

(2) ブラックロック・インクに関する一切の情報は、2024年２月13に米国証券取引委員会に提出されたスケジュール

13G/Aに基づくものである。ブラックロック・インクは、普通株式487,219,696株に係る単独の議決権及び普通株式

540,020,228株に係る単独の財産処分権を有し、当社普通株式の共有議決権又は共有の財産処分権を有しないと報告

した。

 

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 63/199



 

２【配当政策】

 

2025会計年度に当社の取締役会は以下の配当を宣言した。

宣言日 基準日 支払日 １株当たり配当
合計金額

（単位：百万）

2024年９月16日 2024年11月21日 2024年12月12日 $0.83 $6,170

2024年12月3日 2025年２月20日 2025年３月13日 $0.83 $6,169

2025年３月11日 2025年５月15日 2025年６月12日 $0.83 $6,169

2025年６月10日 2025年８月21日 2025年９月11日 $0.83 $6,170

合計   $3.32 $24,678

 

 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

　顧客、パートナー、株主及びその他の利害関係者からの信頼を得ることは、当社の事業成功の基盤であり、地球上の全

ての人、全ての組織に、より多くのことを達成する力を与えるという当社の使命を実現するための基本である。テクノロ

ジーを利用してポジティブな影響を生み出すためには、人々が、使用するテクノロジー及びそれを提供する企業を信頼で

きなければならない。当社は、人工知能（以下「AI」という。）の責任ある利用、プライバシーの保護並びにデジタル

セーフティ及びサイバーセキュリティの向上に取り組んでいる。取締役会は、強力なコーポレート・ガバナンス、効果的

な監督及び戦略的関与を通じて信頼を構築することに注力している。

　また当社は、原則に基づき透明性が高く、説明責任を果たす方法で業務を遂行するという当社の長年のコミットメント

による信頼を獲得している。これらのコミットメントの基礎は、aka.ms/policiesandguidelinesで閲覧できる、世界中の

従業員、役員、取締役会並びに当社の子会社及び関連会社に適用される、「Microsoft企業行動基準」（以下「信頼性規

範」という）に記載されている。

　当社は、当社のコミットメントと責任をどのように果たしているかを利害関係者に知らせるために、当社の方針、実

行、実績を公表することにより、説明責任を果たしている。microsoft.com/transparencyで入手できる当社の「レポー

ト・ハブ（Reports Hub）」は、環境の持続可能性から人権及び政治的関与に至るまで、幅広いトピックに関する報告を

総合的かつ包括的に提供している。

 

取締役会の監督責任

　株主は、自らの長期的な利益に役立てるために、及び経営を監督するために、取締役会を選任する。当社の取締役会及

び各委員会は、経営陣と緊密に協力し、長期的な戦略、リスク及び機会、株主からのフィードバックに関連した監督、レ

ビュー及び助言を行っている。

 

戦略

　CEOを中心に、上級経営陣が事業戦略を策定し実行する。上級経営陣は、当社の業務を管理し、当社の望ましい文化を

モデル化し、革新的な製品を生み出し、説明責任を確立し、リスクをコントロールするように努めている。また、当社の

CEOと上級経営陣は、当社の組織、業務運営、人員、方針及びコンプライアンスの取り組みを、当社のミッション、優先

順位及び文化に合わせて調整する。

　経営陣による当社戦略の策定及び実行の監督は、当社の取締役会の主要な責務の一つである。取締役会は上級経営陣と

緊密に協力し、ダイナミックなビジネス環境に対応している。経営陣は、補完的な資質、専門性、属性を有する取締役の

多様な構成の洞察と視点から恩恵を受ける。上級経営陣及び当社全体の他のリーダーは、定期的な戦略重点会議を通じ

て、取締役会に業務及び戦略の最新情報を提供する。取締役会はまた、年間を通じた会議において、当社の予算及び資本

計画、事業上の取組み並びに戦略的買収と統合プロセスの戦略的整合性を評価する。セキュリティ、品質及びAIイノベー

ションに対するアプローチのような重要な取組みについては、取締役会が戦略的視点、投資、パートナーシップ、資金需

要及びリスクについて経営陣と協議する。
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リスク監視

　効果的なリスク管理は、当社がその使命を達成する上で非常に重要である。取締役会は、当社に対する戦略的リスク、

及び取締役会の委員会に委任されていないその他のリスク領域を直接監視する。取締役会は、委員会の専門知識を活用し

て、各委員会が重点的に取り組んでいる領域で戦略的監視を行う。委員会は、特定のリスク監視領域を担当し、取締役会

全体に定期的に報告する。

　取締役会

　取締役会は、業務、誠実性、リスク管理、CEO後継者計画、及び取締役会全体の権限に属するその他の事項を監督し、

CEOの年次評価を実施する。

監査委員会 報酬委員会 環境・社会・パブリックポ

リシー委員会

ガバナンス・指名委員会

当社のリスク管理プロセ

ス、当社の財務諸表、法規

制及び当社の方針と統制

（財務報告、コンピュータ

化された情報システム及び

セキュリティに関する統制

を含む。）の順守並びに独

立監査人及び内部監査機能

の監督。

 

報酬・福利厚生プログラ

ム、人的資本管理及び文化

原則及びプログラム、上級

経営陣の後継者育成計画及

び報酬の監視、CEO報酬に

関する取締役会への助言。

 

主要な非財務規制リスクの

監視、主要な環境及び社会

問題（気候変動及び環境的

持続可能性、競争及び反ト

ラスト、プライバシー、国

家安全保障、取引、デジタ

ルセーフティ、責任ある

AI、アクセシビリティ、人

権及び責任ある調達を含

む。）に関する経営方針及

びプログラムの監視、並び

に政府広報活動及び公共政

策アジェンダの見直し。

 

取締役の選任・継承計画、

取締役会の実効性・独立

性、委員会の機能・憲章、

コーポレート・ガバナンス

体制の遵守、並びにその他

のコーポレート・ガバナン

スに関する事項の監視。

 

 

会社の経営

　取締役会は、各委員会と協議のうえ、リスク管理責任を果たすべく、会社の経営を監視する。

 

　取締役会は、上級経営陣に依存して、社内のリスク管理活動を監督する。上級経営陣は、当社のビジネス目標を追求す

る上で適切なレベルのリスクを特定し、管理するために、リスク意識の実践を継続的に改善する文化を開発する責任があ

る。取締役会及び各委員会は、定期的に、上級経営陣、当社の最高リスク管理責任者及び当社の最高コンプライアンス責

任者、その他の経営陣とリスクに関する対話を行い、相互に関連するリスク、リスクごとの幅広い戦略的及び業務上の議

論を行っている。さらに、当社の統合的な企業リスク管理アプローチは、事業部門内の業務管理、コンプライアンス及び

調査チーム、企業及び業務リスクチーム、内部監査及び外部監査レビュー並びに当社の法務部門によってサポートされて

いる。また、当社は、事全世界の従業員に適用される強固な企業行動基準を設定し、従業員がリスクに関する懸念を経営

陣に直接、又は匿名のチャネルを通じて上げるための数多くの方法を提供している。

内部監査 統合企業リスク管理 規制ガバナンス
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当社がリスクに適切に対処している

ことを保証するために設計された独

立した客観的な監査、調査、及びア

ドバイザリーサービスを提供する。

また、体系的で規律のあるテクノロ

ジーを活用したアプローチで、企業

のリスク管理、ガバナンス、制御、

及び業務の有効性を評価、調査、及

び改善することにより、上級管理職

と取締役会が目標を達成できるよう

支援する。可視化の確保と報告の迅

速化のため、AIツール及び自動化が

監査プロセスに組み込まれている。

監査委員会は、四半期ごとに内部監

査評価をレビューする。

当社の統合的な企業リスク管理アプ

ローチは、事業部門間並びにコンプ

ライアンス、監査及び法務機能にお

ける明確な責任を確立し、協働を促

進している。上級管理職は、割り当

てられたリスクオーナーの支援を受

け、業務管理、業務リスクチーム及

び専門分野の有識者からの意見を踏

まえて、当社にとって最も重要なリ

スクの特定、評価、優先順位付け及

び軽減を主導している。企業リスク

管理チームは、全社にわたるリスク

評価を調整し、内部監査と連携して

最も重要なリスクへの注力を確保し

ている。監査委員会は、半年ごとに

企業リスク管理評価をレビューす

る。

加速する世界的な規制義務に準拠す

るため、当社は事業全体にわたり包

括的なコンプライアンス・プログラ

ムを導入し、これらの変化に適応す

るとともに、顧客及び規制当局の信

頼を維持している。当社は世界中の

規制動向を監視し、方針、統制及び

技術的な安全措置を実施すること

で、当社の事業、製品及びサービス

が適用ある法的基準を満たすように

している。当社のビジネスチーム

は、法務サポートを受けてコンプラ

イアンス・プログラムを管理し、外

部規制及び商業レポートを準備し、

当社の内部監査チームがプログラム

とプロセスのレビューを実施する。

 

主な監督分野

サイバーセキュリティ 取締役会は、サイバーセキュリティ・リスクに対する直接的な監督を維持している。取
締役会は、サイバーセキュリティ・ガバナンス・プロセス、社内サイバーセキュリティ
強化プロジェクトの状況、当社が顧客に提供する製品及びサービスのセキュリティ機
能、並びにセキュリティ侵害シミュレーションの結果に関して経営陣からの定期的な最
新情報を受け取り、フィードバックを提供する。取締役会によるサイバーセキュリ
ティ・レビューは、少なくとも四半期ごとに実施される予定であり、必要又は望ましい
と判断された場合には、より頻繁に実施される。取締役会はまた、業界全体で最近発生
したインシデントや新たな脅威の状況についても議論する。

AI戦略、ガバナンス及
び規制

取締役会はAI戦略リスクに対する直接的な監督を維持している。環境・社会・パブリッ
クポリシー委員会は、マイクロソフトのAIガバナンスと規制リスクの監督において取締
役会を支援し、マイクロソフトの責任あるAIポリシーとプログラムに関する監督とガイ
ダンスを提供する。同委員会は、責任があり顧客の期待に応え規制要件を満たす方法で
AIを設計、構築、使用及びアクセスする能力に関して経営陣からの定期的な最新情報を
受け取り、フィードバックを提供する。

データセンターのサプ
ライチェーンとキャパ
シティ

監査委員会及び環境・社会・パブリックポリシー委員会は、マイクロソフトのデータセ
ンターのサプライチェーンとキャパシティ・リスクの監督において取締役会を支援す
る。同委員会は、リソース可用性の管理、ネットワークの提供、サプライヤーの多様化
及び政治的緊張への対応など、サプライチェーンネットワーク管理について経営陣と定
期的に意見交換を行う。

ソフトウェア及びサー
ビスの質並びに可用性

取締役会は、当社がミッションクリティカルに対応可能で、かつ顧客の期待に応える又
はそれを上回る製品及びサービスを提供する能力について直接的な監督を維持してい
る。取締役会は、設計、エンジニアリング及び継続的な可用性を確保するための運用の
一部である当社の製品及びサービスのレジリエンスに関する経営陣からの定期的な最新
情報を受け、フィードバックを提供する。

デジタルセーフティ及
びサービスの不正使用

当社の環境・社会・パブリックポリシー委員会は、マイクロソフトのデジタルセーフ
ティ及びサービスの不正使用リスクの監督において取締役会を支援する。同委員会は、
マイクロソフトのサービス上でコンテンツや行為から生じる精神的、身体的又はその他
の被害からユーザーを保護することに関する経営陣からの定期的な最新情報、並びに進
化する規制の状況を受け取り、フィードバックを提供する。

カルチャー、職場及び
人材管理

報酬委員会は、当社の人的資本管理の監督において取締役会を支援している。取締役会
及び報酬委員会は、人事部門の管理職を含む上級管理職とともに、人的資本管理に関す
る幅広いトピックについて連携している。経営陣は、取締役会とともに、文化、後継者
計画及び人材育成、報酬、福利厚生、従業員の採用及び定着、並びに文化を含む多様な
資料を作成し、レビューしている。報酬委員会及び監査委員会はまた、経営陣のセール
スインセンティブ報酬ガバナンス委員会の業務のレビューも含め、報酬方針及び慣行に
関連するリスクについて、経営陣による年次評価を検討している。
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持続可能性 当社の環境・社会・パブリックポリシー委員会は、当社の環境持続可能性に関するコ
ミットメントの監督において取締役会を支援している。同委員会は、気候、水、廃棄物
及び生物多様性にわたる環境持続可能性に関するコミットメントの進捗、並びに新たな
規制及びその他の要件について、経営陣からの最新情報を受け、フィードバックを提供
する。

 

当社のガバナンス構造

枠組み

当社のガバナンスの枠組みは、事業運営の検討・評価と経営陣から独立した決定に必要な権限とプラクティスを、取締役

会に確保させるように設計され、当社はその枠組みを整備してきた。当社の目的は、取締役と経営陣の利益を株主の利益

に一致させること、及び、ナスダック株式市場（以下「ナスダック」という）及び適用法の要求に適合し又はこれを上回

ることである。この枠組みは、取締役会の構成、取締役の選任、取締役会の会議及び上級管理職の関与、取締役の報酬、

最高経営責任者（CEO）の業績評価、経営継承計画及び取締役会の委員会に関して取締役会の運用を確立するものであ

る。取締役会は、継続的に改善の機会を探求することに尽力している。毎夏、取締役会は、株主からのフィードバック、

年次株主総会の結果、取締役会及び各委員会の年間評価、ガバナンスのベストプラクティス並びに規制の動向に基づい

て、当社のコーポレート・ガバナンスの枠組みを更新する。取締役会は、下記に掲げる当社におけるコーポレート・ガバ

ナンスに関係する指示及び手続を記載した様々な書類を管理している。これらの書類は、当社のウェブサイトにおいて入

手可能である（aka.ms/policiesandguidelines）。

・　定款

・　付属定款

・　コーポレート・ガバナンス・ガイドライン

・　取締役の独立に関するガイドライン

・　専門家の行為に関するマイクロソフト財務規則

・　マイクロソフト企業行動基準（「信頼性規範」）

・　監査委員会の憲章及び職務一覧

・　報酬委員会の憲章

・　環境・社会・パブリックポリシー委員会の憲章

・　ガバナンス・指名委員会の憲章

・　業務執行役員の株式の所有に関する指針

・　業務執行役員の報酬に関する払い戻しに関する指針

・　報酬コンサルタントの独立に関する基準

株主の権利

Microsoftは、株主の権利におけるベストプラクティスを実践し、会社と取締役会が株主の長期的利益に合致するよう努

力している。当社は、取締役会、株主、及びその他のガバナンスの専門家からの意見を基に、コーポレート・ガバナンス

の枠組みを長期間にわたって強化してきた。株主権には以下が含まれる：

・　１株につき１つの議決権を付与された単一種類の株式

・　全ての取締役の毎年の選任（期差選任制の取締役会ではない）

・　非競争選挙における取締役について、過半数による投票基準

・　秘密投票ポリシー

・　社外流通株式の15%以上を所有する株主の特別総会を招集する権限

・　プロキシー・アクセスの付属定款では、少なくとも３年は３%の株式を保有する20名までのグループが、プロキ

シー・ステートメント及び定時株主総会での選任投票に含めるために、２人又は取締役会の20%（いずれか大き

い方）の候補を指名することが認められている

 

会社と株主の長期的利益を一致させるその他の要件には、以下のものがある：

・　取締役、業務執行役員及びその他の上級役員に対する重要な持株要件
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・　業務執行役員、その他の上級役員及び当社の最高会計責任者に適用される厳格な「無過失」の役員報酬回収（ク

ローバック）ポリシー

・　当社の株主資本又は債券に関連するオプション、プット、コール又はその他のデリバティブ商品など、当社の取

締役及び業務執行役員による当社株式の権利のヘッジについての厳格な禁止及び誓約。また、取締役及び業務執

行役員は、当社の株式を信用買いすること、証拠金勘定に保有されている当社の株式で借り入れること及び金銭

の借入れの担保として当社の株式に質権を設定することを禁止されている。

・　取締役会の独立取締役の平均任期を一つの集団として10年以内とすることを目指した取締役会任期ポリシー

・　取締役が十分な能力を持つことができる状況がない限り、一般に他の公開会社３社以上には就任しないという、

公開会社の取締役会への就任ガイドライン。現CEOである取締役の場合は、他に公開会社一社以上の取締役に就

任するべきではない。

 

株主のエンゲージメント

効果的なコーポレート・ガバナンスには、株主の視点を積極的に求め、かつ、株主からの問い合わせに答えるために、株

主との間で定期的に建設的な対話を行うことが含まれる。当社は、戦略、業績、リスク、カルチャー及び職場のテーマ、

報酬の慣行、広範な環境及び社会的トピックを含む問題について、多様な着眼点を十分に考慮するよう、株主との積極的

な対話を維持している。毎夏、取締役会は、株主からのフィードバックを含む多くのインプットに基づいてコーポレー

ト・ガバナンスの枠組みを更新している。

当社の会社秘書役は、IR室との株主エンゲージメントを調整し、環境・社会及びガバナンス（以下「ESG」という。）に

関するすべてのフィードバックのサマリーを取締役会に提供する。2025会計年度において、当社は、当社株式の約50％を

保有する様々な株主とESG問題について交流を行った。筆頭独立取締役と報酬委員会委員長はまた、マイクロソフトの

様々な大口機関投資家との間で、ガバナンス及び役員報酬に関する継続的な協議を行っている。さらに、年間を通じて、

当社のIR室は、当社の会長兼CEOであるサティア・ナデラ氏及び当社のCFOであるエイミー・フッド氏とともに、頻繁に株

主との対話を行っている。

当社はまた、IRウェブサイト、年次報告書、プロキシー・ステートメント、レポート・ハブ及びMicrosoft On the

Issuesブログなどを通じて、関係のある情報を共有している。

取締役会のリーダーシップ

取締役会の独立取締役は会長兼CEOにサティア・ナデラ氏を、サンドラ・ピーターソン氏を筆頭独立取締役として選任し

た。

この役割において、ナデラ氏は事業に対する深い理解を活用して、正しい戦略的機会を高め、取締役会のレビューのため

の主要なリスクと軽減アプローチを明確にする。ピーターソン氏は、筆頭独立取締役として、明確に定義された一連の責

任及び重要な権限を保持し、独立した取締役会のリーダーシップを発揮している。主要な責任及び権限は、次のとおりで

ある。

・　エグゼクティブ・セッションで議長を務め、独立取締役の活動を調整すること

・　CEOの年次業績評価において取締役会全体を主導すること

・　緊急承継計画の維持を含む、取締役会によるCEO継承計画の監督を調整すること

・　取締役会の議題と日程を策定し、検討し、最終的な承認をすること

・　年次株主総会の議長を務めること

・　独立取締役と会長兼CEOの間の連絡役を務めること

・　社外カウンセル、顧問、又は取締役会に直接報告するその他コンサルタントの採用を承認すること

・　会長兼CEOが欠席の際、取締役会を主導すること

・　独立取締役の会合を招集すること

・　要求があった場合、株主を含む内部及び外部の者とともに取締役会を代表すること

 

取締役会は、会長が独立取締役であるべきか、関連取締役であるべきか、経営陣の一員であるべきかについての方針を定

めていない。独立取締役は毎年、取締役会会長を指名する。取締役会における強固な独立したリーダーシップを確保する

ため、会長に指名された個人が独立取締役でない場合、又は独立取締役が会社にとって最善の利益であると判断した場
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合、独立取締役はまた、毎年、筆頭独立取締役を指名する。当社取締役会は、経営陣と当社取締役会の独立取締役との間

で権限、責任及び監督を効果的に配分していることから、現在のリーダーシップ構造が適切であると考えている。そのた

めに、当社の会長兼最高経営責任者（CEO）に対し、当社の事業運営上のリーダーシップと戦略的方向性に対する第一義

的な責任を与えるとともに、筆頭独立取締役が当社の取締役会による経営の独立した監督を促進し、経営陣と当社の取締

役会とのコミュニケーションを促進し、当社の主要なガバナンス問題に対する取締役会の検討を支援するようにする。取

締役会は、上記「リスク監視」の項で述べた通り、リスクを監視するためのプログラムが、様々なリーダーシップの枠組

みの下で有効であり、したがって構造の選択に実質的な影響を及ぼさないと考えている。

CEOの継承

取締役会の主要な責務は、CEOの継承計画と、上級リーダーシップ・チーム（以下「SLT」という。）の他のメンバーの特

定と育成を監督することである。取締役会及び報酬委員会は、CEO及び最高人事責任者と協力して、継承計画を立案す

る。CEOの継承計画は、社内外の候補者の特定と、社内の候補者に対する専門的及びリーダーシップの育成計画を対象と

する。取締役会は毎年、CEOの継承計画を検討する。CEO候補者の評価基準は、当社の経営戦略に基づき、戦略的ビジョ

ン、リーダーシップ、業務執行などの観点から策定している。取締役会は、CEO候補者に含める、非常に有能な女性やマ

イノリティ・グループからの個人を積極的に求めることに熱心に取り組む。取締役会は、緊急時の継承対応プランを維持

し、これは取締役会及びガバナンス・指名委員会によって毎年見直される。このプランでは、不測の事態によってCEOの

業務継続が妨げられた場合に行為する個人の役割と責任を明確にする。報酬委員会はCEOと共にプランを検討し、SLTの他

のメンバーの育成及び継承計画について取締役会に報告する。取締役会は、育成及び継承計画について、必要又は望まし

いと判断した場合、より頻繁に検討を行うことができる。

毎年の取締役会及び委員会の評価プロセス

取締役会は厳格な自己評価プロセスにコミットしている。毎年、ガバナンス・指名委員会は、取締役会の実績を評価す

る。2025会計年度の評価には、取締役会及び各委員会の業績に関する各取締役からのフィードバックを求めるための第三

者ファシリテーターの活用が含まれる。その結果は取締役会及び関連する各委員会に報告され、議論された。

当社の評価プロセスは、取締役会及び各委員会のプロセス、構造、構成及び有効性に関するフィードバックを引き出すこ

とを目的としている。評価結果は、次年度における取締役会の重点分野の明確化、当社の持続可能成長戦略に対する注

力、管理職の育成及び継承計画並びに取締役会及び委員会の構成や採用に関する意見など、取締役会及び委員会の有効性

を高めることを促進した。

取締役の出席

当社の取締役会は、四半期に１度、委員会と取締役会で構成される２日間の会議を開催する。四半期ごとの定例取締役会

議では、独立取締役が経営陣抜きで集まる時間が設けられている。経営陣による会議が必要に応じて追加で開催される。

通常、四半期ごとの会議のほかに、定期的に開催される他の取締役会及び委員会並びに毎年数回の特別会議がある。2025

会計年度に、取締役会の会議は６回開催された。さらに、取締役会は、プレゼンテーション及びSLTメンバー及びその他

上級経営陣との討議を含む、戦略的なテーマに特化した定期的な会議を開催した

各取締役は、すべての2025会計年度中の取締役会及び各自が所属する委員会に、少なくとも75％以上出席した。2025会計

年度に、計27回の取締役会及び委員会が開催された。併せて、取締役は、すべての2025会計年度中の取締役会及び各自が

所属する委員会に、少なくとも90％以上出席した。

取締役は、可能であれば、定時株主総会への出席を期待されている。2024年の定時株主総会には、取締役の全員が出席し

た。

取締役のオリエンテーション及び継続教育

当社のオリエンテーション プログラは、新しい取締役が、当社の事業、戦略及び方針を熟知し、かつ、当社と業界に関

する知識を獲得して取締役会における職務を最適化させることを目的としている。

当社は、取締役が責任を果たすために活用する技能及び知識を向上させるプログラムを提供することにより、継続的な教

育を支援している。これらのプログラムは、当社が開発したプログラム又は第三者が提供するプログラムを含んでいる。

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

 69/199



過去のセッションでは、ビジネスアプリケーション及びプラットフォームから当社のプロフェッショナル・ネットワーク

戦略の進化及びマーケティングにおける戦略的転換まで、さまざまなトピックが取り上げられた。

取締役による株式所有に関する方針

取締役と株主の利益を一致させるために、各取締役は、当社の株式を少なくとも取締役に支払われる年次基本報酬（現金

報酬及び株式報酬）の３倍と同じ価値分所有することが必要とされている。各取締役は、所有すべき最少株式数の要件に

達するまで、年次基本報酬から得られるすべての株式の50%（税引き後）を保持しなければならない。非従業員取締役対

象の繰延報酬プランに基づいて繰延べられた株式は、最少株式数の要件に対する取締役の所有する株式にカウントされ

る。当社の各取締役は、2025会計年度において、当社の株式所有に関する方針を遵守していた。

デリバティブ取引、ヘッジ及び質入れ

取締役及び業務執行役員は、当社の株又は負債に係るオプション、プットオプション、コールオプション又はその他のデ

リバティブ商品の取引が禁止されている。また、取締役及び業務執行役員は、当社の株式を信用買いすること、証拠金勘

定に保有されている当社の株式で借り入れること及び金銭の借入れの担保として当社の株式に質権を設定することを禁止

されている。執行役員以外の従業員は、通常、市場リスクをヘッジ又は相殺するために設計された取引を行うことが認め

られている。

インサイダー取引の方針と手続き

当社は、取締役、役員及び従業員に適用されるインサイダー取引方針と手続きを採用し、インサイダー取引に関する法

律、規則、規制、及びナスダック上場基準の遵守を促進するために合理的に設計されていると当社が考えるプロセスを導

入している。当社の一般的インサイダー取引に関する方針では、当社の従業員、関係者及び関係団体が、重要な未公開情

報を保有しながらマイクロソフトやその他の企業の証券を取引することを禁止している。また、当社の一般的インサイ

ダー取引に関する方針では、当社の従業員が、マイクロソフト又は他の上場企業の重要な非公開情報を、その情報に基づ

いて取引を行う可能性のある他者に開示することも禁止している。取引ウィンドウ制限ポリシーでは、当社の特定の役員

（コーポレート・ヴァイス・プレジデント以上)及びその他の指定された従業員は、限定的な例外を除き、オープンウィ

ンドウ期間中のみマイクロソフトの証券を取引することを義務付けられている。さらに、当社の特定の役員は、マイクロ

ソフトの証券の取引について事前に承認を得る必要がある。また、当社の執行役員及び取締役は、追加の取引制限にも従

わなければならない。上記の当社のインサイダー取引方針及び手続きの概要は、完全なものではなく、当社の一般的イン

サイダー取引に関する方針、取引ウィンドウ制限ポリシー、マイクロソフト第16条役員・取締役向けインサイダー取引コ

ンプライアンス及び事前承認ポリシー（これらの写しは、2025年６月30日終了会計年度のForm 10-Kに添付されてい

る。）を参照することで、適切なものとなる。

取締役会の独立

取締役会の独立性は、取締役会がその監督責任を果たす上で客観的及び批判的であることを可能にする。当社のコーポ

レート・ガバナンス・ガイドラインは、取締役の実質過半数が独立取締役でなければならないと規定している。独立取締

役は毎年、筆頭独立取締役を任命し、取締役会による経営の監督を促進し、経営陣と取締役会とのコミュニケーションを

促進し、株主との対話を進め、主要なガバナンス事項の検討を主導している。取締役会の独立の主要な要素には以下のも

のが含まれる。

・　12名の取締役のうち11名が独立取締役である－当社は、当社及び経営陣から独立した取締役が実質過半数を維持

できるよう尽力している。当社の会長兼CEOであるサティア・ナデラ氏を除き、すべての取締役は独立取締役で

ある。

・　取締役会の在任期間－当社は、取締役会のリフレッシュに努めている。当社に関する深い知識を持った取締役を

採用することと新しい知見を備えた取締役を追加することとのバランスをとるため、取締役会は、独立取締役の

在任期間の平均値をグループとして10年以下に維持することを目指している。当社の独立取締役の平均在任期間

は6.8年である。ナデラ氏を含めた場合、平均在任期間は、7.1年である。

・　取締役会の多様性－当社は、取締役及びCEOの候補者として可能性のある集団に、資格要件を満たした女性及び

マイノリティ・グループ出身の個人が含まれるように、積極的に尽力している。
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・　四半期ごとの独立取締役による非公開の会議－四半期ごとの取締役会において、独立取締役は、経営陣の出席し

ないエグゼクティブ・セッションを行っている。必要に応じて、追加のエグゼクティブ・セッションが開くこと

ができる。

・　委員会の独立－取締役会の委員会のメンバーは、独立取締役に限られる。各委員会は、定期的にエグゼクティ

ブ・セッションを行っている。

・　独立の報酬コンサルタント－報酬コンサルタントの独立基準に定められたとおり、報酬委員会が雇用する報酬コ

ンサルタントは当社及び当社の経営陣から独立している。

・　筆頭独立取締役－上記「取締役会のリーダーシップ」において記載のとおり、筆頭独立取締役は、明確に定義さ

れた一連の責任、重要な権限を持ち、独立した取締役会のリーダーシップを発揮する。

 

取締役会の委員会

効果的なコーポレート・ガバナンスを支援するため、取締役会は、委員会に一定の責任を委任している。委員会は、取締

役会に対してその活動を報告している。これらの委員会は、その責任を遂行するために適切と判断した場合には、法律顧

問又はその他のアドバイザー若しくはコンサルタントを従事させる権限を有している。当社の取締役会には、４つの委員

会、すなわち監査委員会、報酬委員会、環境・社会・パブリックポリシー委員会並びにガバナンス・指名委員会がある。

以下の表は、2025年12月５日開催の定時株主総会直前の各委員会の構成と、各委員会の責任の概要をまとめたものであ

る。各委員会は、具体的な責任を記載した憲章を有しており、当社のウェブサイト（aka.ms/boardcommittees）にて確認

することができる。

 

取締役 監査委員会 報酬委員会

環境・社会・パブ

リックポリシー

委員会

ガバナンス・

指名委員会

レイド G. ホフマン 委員

ヒュー F. ジョンストン 委員長、財務専門家

テリ L. リスト 財務専門家、委員 委員

キャサリン・マクレガー  委員 委員  

マーク A.L. メイソン    委員

サティア・ナデラ

サンドラ E. ピーターソン 委員 委員長

ペニー・S. プリツカー 委員長

カルロス・A. ロドリゲス
* 財務専門家、委員 委員長   

チャールズ W. シャーフ 委員 委員

ジョン W. スタントン 委員 委員

エマ・N・ウォルムズレー 委員 委員

2025会計年度における会議

の開催回数
8 5 4 4

＊ロドリゲス氏は、2025会計年度の年次株主総会における再選を求めていない。ジョン・デイヴィット・レイニー氏は、

年次株主総会における取締役選任の候補に指名されている。取締役会は、レイニー氏が取締役に選出された際の委員会へ

の任命について検討する。

 

監査委員会
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・　会計機能及び財務報告に対する内部統制の監督

・　内部監査のプロセスの監督

・　重大なリスクに関する調査、企業リスク評価とリスク管理に関する方針の検討、並びに監督が取締役会の他の

委員会に割り当てられたリスク又は取締役会が保持するリスクを除き、経営陣がこれらのリスクを管理するた

めにとった手段の評価

・　当社の投資ポートフォリオに関する経営陣の方針、実践方法、コンプライアンス及びリスクのレビュー

・　当社のビジネスの継続性、復元性及び災害対策計画について経営陣とともに行う検討

・　重要な関連法規、倫理及び規制上の要件の遵守（当社の連結財務諸表又は財務報告に関する内部統制に重大な

影響を及ぼす可能性のある規制上の問題に関するものを含む。）についての検討

 

監査委員会は、当社の連結財務諸表及び財務報告の内部統制に係る監査報告書の発行に携わる独立監査人の報酬、

維持及び監督について責任を負う。監査委員会は、監督の職務を遂行するにあたり、経営陣、内部監査人及び独立

監査人の専門知識に依拠する。

 

取締役会は、各監査委員が、監査委員会の委員を務めるための財務及び監査に関する十分な知見を有していると判

断している。監査委員会の現メンバーは全員、財務の高度化に関するNasdaq株式市場の上場基準を充足しており、

３名は証券取引委員会（SEC）の規則に基づく「監査委員会財務専門家」である。

 

当社のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインに規定されているように、監査委員会のメンバーは、通常、マイ

クロソフトを含めて３社以上の株式公開会社の監査委員会を務めることはできない。公開会社の取締役会又は監査

委員会における勤務の計算において、親会社及びその実質的に所有する子会社の取締役会又は監査委員会における

勤務は、単独の取締役会又は監査委員会における勤務としてカウントされる。３社以上の株式公開会社の監査委員

会を当社の監査委員が務めることは、当該委員が当社の監査委員会に有効な役割を果たすことができると取締役会

が判断することを条件とする。ガバナンス・指名委員会及び取締役会は、リスト氏が、４社の公開会社の監査委員

として勤めることを、リスト氏の専門職の資格、公開会社の最高財務責任者としての以前の経験、同氏が現役の職

務から退いているという事実、及び他の取締役会での勤務の性質と時間等を含めて検討した。かかる審査の結果、

取締役会は、リスト氏が当社の監査委員会において継続して有効に任務を果たすことができると判断した。

 

報酬委員会
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・　取締役会が最高経営責任者の年間目標を設定することをサポートする。

・　最高経営責任者のパフォーマンスを毎年評価するプロセスを確立する。

・　独立の取締役に対して最高経営責任者の報酬の承認を勧告する。

・　当社の最高経営責任者以外のSLTのメンバーの毎年の報酬、年間目標及び目的を承認し、かつ最高経営責任者

と協議の上、パフォーマンスの評価を監督する。

・　最高経営責任者と検討・協議し、最高経営責任者以外のSLTのメンバーのための発展・承継プランを取締役会

に報告する。

・　当社の株式に基づく報酬及び退職プランの運営を監督する。

・　SLTの報酬に関するポリシーを含め、委員会が適切と判断した場合には、当社の報酬及び福利厚生の仕組みを

監視し、評価する。

・　取締役会及び経営陣に対し、カルチャーについての会社のプログラム、及び人的資源の管理について監督及び

助言する。

・　非従業員取締役に支払われる報酬を定期的にレビューし、取締役に対して調整のための勧告をする。

・　上級役員に対しセクシャルハラスメントに関する苦情があった際の調査プロセスの監視及び結果のレビューを

行う。根拠に基づく決定及び懲戒その他の措置につながる調査結果について取締役全員に報告を行う。

 

当社の人事担当の上級役員が報酬委員会の仕事をサポートする。当委員会は、その権限を小委員会及び1名以上の指定

された委員に委譲することができる。報酬委員会は、１名以上の業務執行役員に、業務執行役員でない個人に株式報酬

を付与する権限及び当社の株式報酬プランを管理する権限を委譲することができる。報酬委員会は、SLTのメンバーで

もセクション16の役員でもない従業員に株式を付与し、当社の株式報酬プランを管理する権限を上級役員に委譲した。

 

独立の報酬コンサルタント　－　報酬委員会は、2025会計年度を通じて独立した報酬コンサルタントとして、ペイ・ガ

バナンス・エルエルシーを雇った。コンサルタントは、業務執行役員の報酬の市場動向、報酬プログラムに関する経営

陣の提案及び業務執行役員の報酬の決定について委員会に助言を行う。コンサルタントはまた、原則として、非従業員

の取締役、その他の上級役員の報酬及び株式報酬プログラム全体の評価を行っている。コンサルタントは、最高経営責

任者の報酬に関する取締役会への勧告について、報酬委員会と協議し、報酬委員会に対して直接責任を負っている。コ

ンサルタントのアドバイスの独立性を維持するため、当該コンサルティング・ファームは、上述したもの以外の当社向

けのサービスは一切提供していない。報酬委員会では、報酬コンサルタントの独立性基準を採用しており、当該基準は

当社のウェブサイト（aka.ms/policiesandguidelines）に掲載している。これらの基準は、報酬委員会が報酬コンサル

タントの独立性を毎年評価することを求めている。以下の要件を満たすコンサルタントは、独立しているものとみなさ

れる。

 

コンサルタント（サービスを提供するコンサルタントの個々の従業員を含む）は、

・　報酬委員会によって雇用され、雇用終了され、同委員会によって報酬を決められ、報酬委員会に対してのみ報

告を行う。

・　当社から独立している。

・　報酬委員会の委員長の要請を受けた場合にのみ、同委員会の代理人の資格で、当社の経営陣のために仕事を行

う。

・　当社及び当社の関係会社、又はその経営陣に対して、関係のないサービスや製品を提供しない。ただし、コン

サルタント・ファームから調査サービスを購入した場合は除く。

 

コンサルタントの独立性を評価するにあたり、報酬委員会は、当委員会のためにその年に遂行された業務の性質及び金

額、当社のために遂行された何らの関連もない業務の性質、並びに当該コンサルタント・ファームの総売上との関係に

おけるそれらの業務に対して支払われた手数料を考慮する。コンサルタントは、毎年、基準に基づくコンサルタントの

独立性を保証及び確認する旨の、独立性に関する書簡を報酬委員会のために作成している。報酬委員会は、ペイ・ガバ

ナンスは委員会の任務の間独立していたと信じている。

 

環境・社会・パブリックポリシー委員会
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・　当社並びに顧客、従業員及び市民の信頼を維持する当社の能力に重大な影響を及ぼす可能性のある主要な非財

務規制リスクの監視において取締役会を補佐すること。

・　気候変動及び環境持続可能性、競争及び反トラスト、プライバシー、国家安全保障、取引、デジタルセーフ

ティ、責任あるAI、アクセシビリティ、人権及び責任ある調達を含む重要な環境及び社会問題に関わる経営方

針及びプログラムを監視すること。

・　当社の政府関連の活動並びに政治に関する活動及び支出をレビューすること。

・　重要なパブリックポリシーの問題について、当社のパブリックポリシーの議題と位置づけをレビューするこ

と。

 

ガバナンス・指名委員会

・　定時株主総会において取締役の選任の被指名者リストを決定し、推薦する。

・　候補者を定め、リクルートし、取締役会に推薦する。

・　各委員会のメンバー構成について見直し、取締役会に勧告を行う。

・　取締役会の業績と有効性の年次評価を行う。

・　各取締役の独立性を毎年評価する。

・　コーポレート・ガバナンスの枠組みが遵守されているかを監視し、当該枠組みを見直し、発展させ、その修正

を提案する。

・　株主との交流について、取締役会の監督と交流のための枠組みに関するガイドラインを見直し、取締役会及び

経営陣に指示を行う。

・　各委員会の憲章を毎年再検討し、各委員会と協議の上、取締役会に適切な変更の提言を行う。

・　取締役会及び最高経営責任者に対するセクシャルハラスメントの苦情の調査に関しプロセスの監視及び結果の

レビューを行う。根拠に基づく決定及び懲戒その他の措置につながる調査結果について取締役全員に報告を行

う。

 

取締役の選任及び資格

株主は毎年、当社の取締役会を選任する。年１回の取締役指名の決定にあたって、取締役会の目的は、多様な経験と知見

を活かした健全な判断の行使を通じて当社の事業の継続的な成功を確かなものとし株主の利益を代表できる最も優れたグ

ループを推薦することである。

ガバナンス・指名委員会は、取締役会に対し、定時株主総会において指名及び選任のため又は欠員を充足するため、取締

役の候補者を推薦する。当該委員会は、当社の取締役会と協力し、短期、中期及び長期にわたり取締役会に必要とされる

構成及びスキルを戦略的に検討する。その際に、当該委員会は、多様な経歴、スキル及び経験を有する取締役会を有する

ことを目的として、取締役会全体及び各メンバーの特徴、スキル及び経験を決定する。取締役会に候補者を推薦するにあ

たって、ガバナンス・指名委員会は、以下に詳述されている取締役会メンバーシップ基準を適用して、個々の取締役候補

者の資質を考慮する。同委員会は、将来的な候補者の特定に関与するスカウト会社を起用し、その会社に対する支払いを

承認する。

すべての取締役には、独立したマインドセット、誠実さ、私人及びプロフェッショナルとしての倫理、経営判断並びに取

締役会に十分な時間を割く能力と意欲が必要である。個々の取締役候補者の適格性を評価するにあたって、取締役会は、

グローバルビジネス、販売及びマーケティング、財務及び今日のビジネス環境で株式公開大会社が成功するのに必要なそ

の他の分野の一般的な理解、当社の事業及び技術の理解、学歴及び職歴、個人的な業績、地理的・性別・年齢・民族の多

様性といった多くの要素を考慮する。

プロキシー・ステートメントには、取締役の候補者指名の決定において現在最も関係のある重要な資格、スキル及び属性

について概要を示した表が掲載されている。取締役会は、多様なスキル及び属性を維持するよう努めるとともに、各取締

役が、当社が直面する事業、リスク及び規制上の重要な問題の範囲を理解し、その監視に有意義に貢献できることを期待

している。経営陣の責任には、このような広範な課題に対する効果的な監視を可能にする方法で取締役会に対し啓蒙し伝

達することが含まれている。取締役会は、新たな取締役候補者が選ばれる集団に、高度に適確性を有する女性及びマイノ

リティ・グループ出身の個人が含まれるように、積極的に尽力している。当委員会に提供される候補者リストに多様な候

補者が含まれることを確実にするため、当委員会は当社の調査会社と協働している。
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取締役会は、取締役は毎年再選されることを予期すべきでない、と考えている。取締役の再選を推薦するか決めるにあた

り、ガバナンス・指名委員会は、取締役会の活動への参加率及び貢献度、取締役会の直近の評価の結果、並びに会議への

出席率を考慮する。

委員会が新しい取締役を募集する場合、採用のプロセスは、通常は、調査会社又はガバナンス・指名委員会のメンバーの

いずれかが、候補者の関心及び就任可能性を評価するために、候補者に連絡する。次に、候補者は、取締役会のメンバー

及びナデラ氏と面談し、適宜、経営陣のメンバーとも面談する。同時に、ガバナンス・指名委員会及び調査会社は、通

常、候補者の身元照会先に連絡をする。候補者の経歴チェックは、取締役会による候補者の指名により完了する。

株主は、前回、レイニー氏を除くすべての取締役会のメンバーを選任した。レイニー氏の採用に際し、委員会は、取締役

候補者の特定及びその他関連サービスの提供を支援するサーチファームであるスペンサー・スチュアートを起用した。

ガバナンス・指名委員会は、通常の職務の一部として、効果的で多様な人員構成の取締役会を維持する取り組みに対する

評価を行っており、これには毎年行われる以下のことが含まれる：

・　取締役会の業績と実効性について取締役会に報告する

・　定時株主総会の取締役選任で推薦する個人を取締役会に提示する

・　ガバナンス・指名委員会独自の業績を評価する

 

株主による取締役候補者の推薦及び指名

　推薦

ガバナンス・指名委員会は、上記と同じ基準を使用して、株主の推薦する取締役候補者を検討する。推薦する取締役候補

者の氏名は、略歴、選任された場合には取締役を務める意思が候補者にあることを示す書類、及び指名した株主が当社株

式を所有することの証明と共に、「98052-6399ワシントン州レドモンド、ワン・マイクロソフト・ウェイ　マイクロソフ

トコーポレーション　会社秘書役のオフィス　MSC 123/9999」宛に送られなければならない。

当社取締役会とガバナンス・指名委員会は、管理上の要件及び証拠の要件に関して、全ての候補者が公平に扱われるべき

と考えている。従って、取締役会が提案した候補者であれ、株主が推薦した候補者であれ、すべての候補者は同じ基準と

情報提供の要件に従うものとする。

　指名

当社の付属定款には、適格を有する株主による取締役候補者の指名（プロキシー・アクセス）が定められている。候補者

を正式に指名したい株主は、当社のプロキシー・ステートメントに記載するか否かにかかわらず、当社付属定款の第１条

に記載された手続きに従わなければならない。適切に指名されたプロキシー・アクセスの候補者又は当社の付属定款の事

前通知条項及びSEC規則第14a-19条の両方を遵守する候補者は、当社のプロキシー・ステートメントに含まれ、投票の対

象となる。

取締役会の構成及び多様性

当社の取締役会は、監督責任を果たすためには、補完的な資格、専門知識及び属性を持つ多様な取締役を混在させること

が不可欠であると考えている。下表のうちマークがあるものは、取締役会が信頼をおいている特定の専門分野又は熟達分

野を示す。マークがなくともその取締役がその資質を欠いているということを意味するものではない。下記「（２）役員

の状況」における当社の取締役の経歴は、各取締役の背景と関連する経験についてより詳細に記述している。

 

資質及び専

門性（注）

ホフマ

ン

ジョン

ストン
リスト

マクレ

ガー

メイソ

ン
ナデラ

ピー

ターソ

ン

プリツ

カー

レイ

ニー

シャー

フ

スタン

トン

ウォル

ムズ

レー

取締役会の

多様性
  ● ● ● ● ● ●    ●
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ファイナン

ス
● ●  ●   ● ● ●

グローバル

ビジネス
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

リーダー

シップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

M&A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

販売及び

マーケティ

ング

● ●  ● ●  ● ●

テクノロ

ジー
●   ● ●  ● ●

 

（注）

・　取締役会の多様性：当社の顧客、パートナー、従業員、政府及びその他の世界中のステークホルダーのニーズや

考え方に対する取締役の理解を深めるようなジェンダー、民族又はその他の特徴を持つこと。

・　ファイナンス：金融会社におけるリーダーシップ又は企業の財務部門のマネジメント経験があり、複雑な金融マ

ネジメント、資本分配及び財務報告プロセスに熟達していること。

・　グローバル ビジネス：世界中の市場における事業を成功に導いた経験を持ち、多様な事業環境、経済状況、文

化及び規制の枠組みに対する理解と、世界の市場におけるチャンスに対する広い視点を有すること。

・　リーダーシップ：大規模な企業における長期間にわたるリーダーシップにより、組織、プロセス、戦略プランニ

ング及びリスク管理に対する実務的な理解を有すること。才能ある者を伸ばし、成功への計画を立案し、変革と

長期間にわたる成長をけん引することにおいて、実証された強みを有すること。

・　M&A：買収及びその他の事業結合を通じた成長をリードした経験があり、「ビルド・オア・バイ」の決定を評価

し、企業の戦略及び文化に対する対象企業の適合性を評価し、取引を正確に評価し、業務の統合計画を評価する

能力を有すること。

・　販売及びマーケティング：販売及び市場シェアの拡大、ブランド力及びブランド価値の確立及び企業のレピュ

テーションの向上のための戦略を推進した経験を有すること。

・　テクノロジー：技術分野で働いた豊富な経験を有し、技術トレンドの予測、人工知能のような破壊的テクノロ

ジーを通じたイノベーションの創出、新しいビジネスモデルの拡張又は創出、又はサイバーセキュリティのよう

な複雑なリスクを予測するための知識を得ていること。

 

取締役の属性

 

・　平均在職年数：7.1年

・　平均年齢：60歳

・　総合的な多様性：58%

　女性候補者：５名

　民族的に多様な候補者：２名

 

（２）【役員の状況】

 

①　　取締役及び業務執行役員の略歴並びに実質所有株式数

取締役（提出日現在）

男性７名、女性５名

取締役全体に占める女性の割合：41.7％
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氏　　名

（生年月日）
地　　位

実質所有普通

株式数

(2025年９月

30日現在)
(1)

(2)

略　　歴

レイド・ジー・ホフマン

（Reid G. Hoffman）

（1967年８月５日）

グレイロック・パート

ナーズ（Greylock

Partners）のパートナー

 

リインベント・キャピタ

ル（Reinvent Capital）

のアドバイザリー・パー

トナー

15,905
(3) ・　略歴

グレイロック・パートナーズ（ベンチャー

キャピタルファーム）（2009年－現在）

パートナー（2023年－現在）

ジェネラル・パートナー（2009年－2023年）

リインベント・キャピタル（2019年－現在）

アドバイザリー・パートナー（2019年－現

在）

リンクトイン・コーポレーション（LinkedIn

Corporation）（2003年－2016年）

共同創業者兼会長（2003年－2016年）

エグゼクティブ・チェアマン（2009年）

最高経営責任者（CEO）（2003年－2007年及

び2008年－2009年）

製品担当プレジデント（2007年－2008年）

ペイパル・ホールディングス・インク

（PayPal Holdings, Inc.）（2000年－2002

年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

（2000年－2002年）

 

・　当社の委員会への所属状況

環境・社会・パブリックポリシー委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

オーロラ・イノベーション・インク（Aurora

Innovation, Inc.）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

ジョビー・アビエーション・インク（Joby

Aviation, Inc.）

リインベント・テクノロジー・パートナーズ

Z
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ヒュー・エフ・ジョンス

トン

（Hugh F. Johnston）

（1961年８月16日）

ウォルト・ディズニー・

カンパニー （The Walt

Disney Company）のシニ

ア・エグゼクティブ・

ヴァイス・プレジデント

兼最高財務責任者）

8,032
(4) ・　略歴

ウォルト・ディズニー・カンパニー（2023年

－現在）（メディア及びエンターテインメン

ト）

シニア・エグゼクティブ・ヴァイス・プレジ

デント兼最高財務責任者（2023年－現在）

ペプシコ・インク（1987年－1999年及び2002

年－2023年）

副会長（2015年－2023年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（CFO）（2010年－2023年）

グローバル・オペレーション担当エグゼク

ティブ・ヴァイス・プレジデント（2009年－

2010年）

ペプシコーラ北アメリカ（Pepsi-Cola North

America）社長 （2007年－2009年)

権限の拡大を伴うその他の様々な役職を歴任

（1987年－1999年及び 2002年－2007年）

メルク＆カンパニー・インク（Merck &

Company, Inc.）（1999年－2002年）

メルク・メドコ・マネージド・ケア・エルエ

ルシー（Merck-Medco Managed Care LLC）の

リテールマーケティング担当ヴァイス・プレ

ジデント（1999年－2002年）

 

・　当社の委員会への所属状況

監査委員会（委員長）

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

HCAヘルスケア・インク（HCA Healthcare,

Inc.）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし
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テリ・エル・リスト

(Teri L. List)

(1963年２月12日)

ギャップ・インク（The

Gap, Inc.）の前エグゼ

クティブ・ヴァイス・プ

レジデント兼最高財務責

任者

25,600
(5) ・　略歴

ギャップ・インク（2016年－2020年）（衣類

及びアクセサリーの小売業）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（2016年－2020年）

ディックス・スポーティング・グッズ・イン

ク（Dick’S Sporting Goods, Inc.）（2015

年－2016年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（2015年－2016年）

クラフト・フーズ・グループ・インク

（Kraft Foods Group, Inc.）（2013年－

2015年）

シニア・アドバイザー（2015年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（2013年－2015年）

シニア・ヴァイス・プレジデント（2013年）

ザ・プロクター＆ギャンブル・カンパニー

（The Procter & Gamble Company）（1994年

－2013年）

シニア・ヴァイス・プレジデント兼会計役

（2009年－2013年）

その他の様々な役職の歴任により権限の拡大

を経験（1994年－2009年）

 

・　当社の委員会への所属状況

監査委員会

ガバナンス・指名委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

ダナハー・コーポレーション（Danaher

Corporation）

ルルレモンアスレティカ・インク

（lululemon athletica inc.）

ビザ・インク（Visa Inc.）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

ダブルヴェリファイ・ホールディングズ・イ

ンク（DoubleVerify Holdings, Inc.）

オスカー・ヘルス・インク（Oscar Health,

Inc.）

 

・　その他の役職

米国財務会計財団（Financial Accounting

Foundation）の元評議員（Trustee）

財務会計基準審議会の（Financial
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Accounting Standards Board）の元実務フェ

ロー（Practice Fellow）

キャサリン・マクレガー

（Catherine

MacGregor）

（1972年８月７日）

エンジー・エス・アー

(Engie S.A.)のグループ

最高経営責任者兼取締役

0 ・　略歴

エンジー・エス・アー（エネルギー企業）

（2021年－現在）

グループ最高経営責任者兼取締役（2021年－

現在）

テクニップFMC・ピーエルシー（TechnipFMC

plc）（2019年－2020年）

テクニップ・エナジーズ（Technip

Energies）社長（2019年－2020年）

シュルンベルジェ・エヌ・ヴイ

（Schlumberger N.V.）（1995年－2018年）

掘削グループ（ロンドン）担当プレジデント

（2017年）

貯留層特性評価グループ（フランス）担当プ

レジデント（2016年）

欧州＆アフリカ、防衛（フランス）担当プレ

ジデント（2013年）

シュルンベルジェ・ワイアライン、有線（フ

ランス）担当プレジデント（2009年）

グループ・ヒューマンリソース・ディレク

ター（フランス）（2007年）

その他の様々な役職の歴任により権限の拡大

を経験（コンゴ、英国、マレーシア、米国及

びフランス）（1995年－2007年）

 

・　当社の委員会への所属状況

報酬委員会

環境・社会・パブリックポリシー委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

エンジー・エス・アー（Engie S.A.）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし
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マーク・エー・エル・メ

イソン

(Mark A. L. Mason)

(1969年６月24日)

シティグループ・インク

（Citigroup Inc.）の最

高財務責任者

1,400 ・　略歴

シティグループ・インク（2001年－現在)

（銀行業、金融サービス業）

最高財務責任者（2019年－現在）

機関投資家グループ、最高財務責任者（2014

年）

シティ・プライベート・バンク、最高経営責

任者（2013年）

シティ・ホールディングス、最高経営責任者

（2012年）

シティ・ホールディングス、最高業務責任者

（2009年）

グローバル・ウェルス・マネージメント担当

最高財務責任者兼戦略及びM&A部門長（2006

年）

その他の様々な役職の歴任により権限の拡大

を経験（2001年－2006年）

 

・　当社の委員会への所属状況

ガバナンス・指名委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

なし

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし
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サティア・ナデラ

（Satya Nadella）

（1967年８月19日）

マイクロソフトコーポ

レーションの取締役会

長、最高経営責任者

（Chairman, Chief

Executive Officer）

900,572
(9) ・　略歴

マイクロソフトコーポレーション（1992年－

現在）

取締役会長兼最高経営責任者（2021年－現

在）

最高経営責任者兼取締役（2014年－2021年）

クラウド及びエンタープライズ担当エグゼク

ティブ・ヴァイス・プレジデント（2013年－

2014年）

サーバー＆ツール担当プレジデント（2011年

－2013年）

オンラインサービス部門担当シニア・ヴァイ

ス・プレジデント（2009年－2011年）

検索・ポータル及び広告担当シニア・ヴァイ

ス・プレジデント（2008年－2009年）

権限の拡大を伴うその他様々な役職を歴任

（1992年-2008年）

 

・　当社の委員会への所属状況

なし

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

なし

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

スターバックス・コーポレーション

（Starbucks Corporation）
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サンドラ・イー・ピー

ターソン

(Sandra E. Peterson)

(1959年２月25日)

マイクロソフトコーポ

レーションの筆頭独立取

締役

 

クレイトン・ダブリエ・

エンド・ライス・エルエ

ルシー（Clayton,

Dubilier & Rice, LLC）

のオペレーティング・

パートナー

30,682 ・　略歴

クレイトン・ダブリエ・エンド・ライス・エ

ルエルシー（2019年－現在）（投資会社）

オペレーティング・パートナー（2019年－現

在）

ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson

& Johnson）（2012年－2018年）

グループ・ワールドワイド・チェア兼エグゼ

クティブ・コミッティーのメンバー（2012年

－2018年）

バイエル・クロップ・サイエンス・アーゲー

（Bayer CropScience AG）（2010年－2012

年）

最高経営責任者兼役員会の会長（2010年－

2012年）

役員会のメンバー（2010年）

バイエル・ヘルスケア・エルエルシー

（Bayer HealthCare LLC）（2005年－2010

年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

メディカル・ケア担当プレジデント（2009年

－2010年）

糖尿病ケア部門プレジデント（2005年－2009

年）

メドコ・ヘルス・ソリューションズ・インク

（Medco Health Solutions, Inc.）（1999年

－2004年）

グループ・プレジデント・オブ・ガバメント

（2003年－2004年）

メルク・メドコ・マネージド・ケアLLC

（Merck-Medco Managed Care LLC）ヘルス事

業部門シニア・ヴァイス・プレジデント

(2001年－2003年)

メルク・メドコ・マネージド・ケアLLC

（Merck-Medco Managed Care LLC）マーケ

ティング及び戦略担当シニア・ヴァイス・プ

レジデント（1999年－2001年）

 

・　当社の委員会への所属状況

報酬委員会

ガバナンス・指名委員会（委員長）

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

なし

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況
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コヴェトラス・インク（Covetrus, Inc.）

ジマージェン（Zymergen, Inc.）

ペニー・エス・プリツ

カー

（Penny S. Pritzker）

（1959年５月２日）

ピーエスピー・パート

ナーズ・エルエルシー

（PSP Partners, LLC）

の設立者兼会長

プリツカー・リアル

ティ・グループ

（Pritzker Realty

Group）の共同設立者兼

会長

インスパイアード・キャ

ピタル・パートナーズ

（Inspired Capital

Partners）の共同設立者

兼会長

25,552
(6) ・　略歴

アメリカ合衆国商務長官（United States

Secretary of Commerce）（2013年－2017年)

ピーエスピー・パートナーズ・エルエルシー

（現在）（プライベート投資ファーム）

設立者兼会長（現在）

プリツカー・リアルティ・グループ

（Pritzker Realty Group）（現在）

共同設立者兼会長（現在）

インスパイアード・キャピタル・パートナー

ズ（Inspired Capital Partners）（現在）

共同設立者兼会長（現在）

アルテミス・リアル・エステート・パート

ナーズ（Artemis Real Estate Partners）

（2009年－2013年；2017年－2025年）

共同設立者（2009年－2013年；2017年－2025

年）

ザ・パーキング・スポット（The Parking

Spot）（1998年－2011年）

共同設立者兼会長（1998年－2011年）

ヴィー・シニア・リビング（Vi Senior

Living）（1987年－2011年）

設立者兼会長（1987年－2011年）

 

・　当社の委員会への所属状況

環境・社会・パブリックポリシー委員会（委

員長）

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

なし

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし

 

・　その他の役職

プリツカー・トラウバート・ファウンデー

ション

共同設立者
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ジョン・デイヴィット・

レイニー

（John David Rainey）

（1970年９月５日）

ウォルマート・インク

（Walmart Inc.）のエグ

ゼクティブ・ヴァイス・

プレジデント兼最高財務

責任者

6,498 ・　略歴

ウォルマート・インク（Walmart Inc.）

（2022年－現在）（小売業）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（2022年－現在）

ペイパル・ホールディングス・インク

（PayPal Holdings, Inc.）（2015年－2022

年）

最高財務責任者兼グローバル・カスタマー・

オペレーションズ担当エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント（2015年－2022年）

 

ユナイテッド・エアラインズ・インク

（United Airlines, Inc.）（2010年－2015

年）

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼

最高財務責任者（2012年－2015年）

ファイナンシャル・プラニング及び分析担当

シニア・ヴァイス・プレジデント（2010年－

2012年）

 

・　当社の委員会への所属状況

なし

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

なし

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

ナスダック・インク（Nasdaq, Inc.）
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チャールズ・ダブ

リュー・シャーフ

（Charles W. Scharf）

（1965年４月24日）

ウェルズ・ファーゴ・ア

ンド・カンパニー

（Wells Fargo &

Company）の最高経営責

任者、社長、取締役

45,142
(7) ・　略歴

ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー

（Wells Fargo & Company）（2019年－現

在） （銀行・金融サービス会社）

最高経営責任者、社長兼取締役（2019年－現

在）

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・

コーポレーション（The Bank of New York

Mellon Corporation）（2017年－2019年）

会長兼最高経営責任者（2018年－2019年）

最高経営責任者兼取締役（2017年）

ビザ・インク（Visa Inc.）（2012年－2016

年）

最高経営責任者（CEO）兼取締役（2012年－

2016年）

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

（JPMorgan Chase & Co.）（2004年－2012

年）

プライベート・インベストメント部門である

ワン・エクイティ・パートナーズ（One

Equity Partners）のマネージング・ディレ

クター（2011年－2012年）

リテール・フィナンシャル・サービスの最高

経営責任者（CEO）（2004年－2011年）

バンク・ワン・コーポレーション（Bank One

Corporation）（2000年－2004年）

リテール部門の最高経営責任者（CEO）

（2002年－2004年）

最高財務責任者（CFO）（2000年－2002年）

シティグループ・インク（Citigroup,

Inc.）（1999年－2000年）

グローバル・コーポレート・アンド・インベ

ストメント・バンク（Global Corporate and

Investment Bank）部門の最高財務責任者

（CFO）（1999年－2000年）

 

・　当社の委員会への所属状況

報酬委員会

ガバナンス・指名委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし
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ジョン・ダブリュー・ス

タントン

（John W. Stanton）

（1955年７月31日）

トリロジー・パートナー

シップス（Trilogy

Partnerships）の設立者

兼会長

82,252
(8) ・　略歴

トリロジー・パートナーシップス（2005年－

現在)（投資会社）

創業者兼会長（2005年－現在）

クリアワイヤ・コーポレーション

（Clearwire Corp）（2008年－2013年）

取締役会長（2011年－2013年）

臨時の最高経営責任者（CEO）（2011年）

取締役（2008年－2011年）

ウェスタン・ワイヤレス・コーポレーション

（Western Wireless Corporation）（1992年

－2005年）

創業者、最高経営責任者（CEO）兼会長

（1992年－2005年）

ヴォイスストリーム・ワイヤレス・コーポ

レーション（VoiceStream Wireless

Corporation）（1995年－2003年）

最高経営責任者（CEO）兼会長（1995年－

2003年）

 

・　当社の委員会への所属状況

監査委員会

環境・社会・パブリックポリシー委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

コストコ・ホールセール・コーポレーション

（Costco Wholesale Corporation）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

トリロジー・インターナショナル・パート

ナーズ・インク（Trilogy International

Partners, Inc.）

 

・　その他の役職

シアトルマリナーズ（Seattle Mariners）の

オーナーであるファースト アヴェニュー・

エンターテインメント・エルエルピー

（First Avenue Entertainment LLP）の会長

（2016年－現在）
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エマ・エヌ・ウォルムズ

レー

（Emma N. Walmsley）

（1969年６月９日）

GSKピーエルシー（GSK

plc）の最高経営責任者

（CEO）兼取締役

9,913 ・　略歴

GSKピーエルシー（ヘルスケア会社）（2010

年－現在）

最高経営責任者兼取締役（2017年－現在）

コンシューマー・ヘルスケア部門の最高経営

責任者（2015年－2016年）

コンシューマー・ヘルスケア部門の社長

（2012年－2015年）

ヨーロッパにおけるコンシューマー・ヘルス

ケア部門の社長（2010年－2012年）

ロレアル・エスエー（L’Oreal, S.A.）

（1994年－2010年）

中国における消費者向け製品部門のゼネラ

ル・マネージャー（2007年－2010年）

米国におけるメイベリン部門のグローバル・

ブランド・ヘッド（2002年－2007年）

ガルニエ／メイベリン部門の英国のゼネラ

ル・マネージャー（1999年－2002年）

権限の拡大を伴う様々な役職を歴任（1994年

－1999年）

 

・　当社の委員会への所属状況

報酬委員会

環境・社会・パブリックポリシー委員会

 

・　他の公開会社の取締役への就任状況

GSKピーエルシー（GSK plc）

 

・　過去５年間における他の公開会社の取締役へ

の就任状況

なし

 

業務執行役員（提出日現在）

男性：４名、女性：３名

執行役員全体に占める女性の割合：42.9%

氏　　名

（生年月日）
地　　位

実質所有普通株

式数

(2025年９月30日

現在)
(1)(2)

略　　歴

サティア・ナデラ

（Satya Nadella）

(1967年８月19日)

会長兼最高経営責任者 900,572
(9)

上記の取締役の表のサティア・ナデラ氏の項を参

照されたい。
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ジュドソン・ビー・

アルトフ

（Judson B.

Althoff）

（1972年10月28日）

 

エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント兼

最高コマーシャル責任

者（Chief Commercial

Officer）

82,187

アルトフ氏は2021年７月にエグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント兼最高コマーシャル責任者に

就任した。同氏は2017年７月から2021年７月ま

で、ワールドワイド・コマーシャル業務担当エグ

ゼクティブ・ヴァイス・プレジデントを務めた。

それ以前は、アルトフ氏は北米マイクロソフトの

社長を務めた。アルトフ氏は2013年３月、北米マ

イクロソフトの社長としてマイクロソフトに入社

した。アルトフ氏はまたエコラブ・インクの取締

役も務めている。

エイミー・エル・

コールマン

（Amy L. Coleman）

（1971年12月19日）

エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント兼

最高人事責任者

16,800

コールマン氏は2025年３月にエグゼクティブ・

ヴァイス・プレジデント兼最高人事責任者に任命

された。それ以前は、2021年１月より人事及び

コーポレート・ファンクションズ担当コーポレー

ト・ヴァイス・プレジデントを務めていた。その

前は、2020年９月より人事及びコーポレート・

ファンクションズ担当ヴァイス・プレジデントを

務めていた。2009年にマイクロソフトに入社して

以来、コールマン氏は様々な役職を歴任し、権限

を増大してきた。

キャスリーン・

ティー・ホーガン

(Kathleen T.

Hogan)

(1966年２月６日)

エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント

（戦略及びトランス

フォーメーション・オ

フィス）

130,743

ホーガン氏は、2025年３月にエグゼクティブ・

ヴァイス・プレジデント（戦略及びトランス

フォーメーション・オフィス）に任命された。そ

れより前は、同氏は2023年６月からエグゼクティ

ブ・ヴァイス・プレジデント兼最高人事責任者を

務めていた。ホーガン氏は2014年11月から、人事

担当のエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

を務めていた。その前には、同氏は、マイクロソ

フト・サービスのコーポレート・ヴァイス・プレ

ジデントであった。同氏は、カスタマーサービス

及びサポートのコーポレート・ヴァイス・プレジ

デントも務めた。ホーガン氏は、2003年に当社に

入社した。ホーガン氏は、アラスカ・エア・グ

ループ・インク(Alaska Air Group, Inc.)の取締

役を務めている。

エイミー・イー・

フッド

(Amy E. Hood)

(1971年12月22日)

エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント、

最高財務責任者

465,746

フッド氏は、2013年５月に最高財務責任者に任命

され、続いて、2013年７月にはエグゼクティブ・

ヴァイス・プレジデント兼最高財務責任者に任命

された。フッド氏は、2010年から2013年まで、マ

イクロソフト ビジネス部門の最高財務責任者を務

めていた。2002年に当社に参加して以来、フッド

氏は、サーバー＆ツール事業及びコーポレート

ファイナンス組織で財務部門の職務を務めた。
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沼本　健

（Takeshi Numoto）

(1971年１月25日)

エグゼクティブ・ヴァ

イス・プレジデント、

最高マーケティング責

任者

32,582

沼本氏は、2023年10月にエグゼクティブ・ヴァイ

ス・プレジデント兼最高マーケティング責任者に

任命された。2020年３月からエグゼクティブ・

ヴァイス・プレジデント兼コマーシャル部門最高

マーケティング責任者を務めていた。沼本氏は

2012年１月からクラウド マーケティング担当コー

ポレート・ヴァイス・プレジデントを務めた。そ

れ以前は、沼本氏は2004年からOffice 365マーケ

ティング担当コーポレート・ヴァイス・プレジデ

ントを務め、従来のオンプレミスのパッケージ化

されたソフトウェアからOffice 365 の導入に向け

た変革を主導した。1997年にマイクロソフトに入

社して以来、沼本氏はWindows プログラム管理及

びOfficeマーケティングにおける複数の役割を

担っている。

ブラッドフォード・

エル・スミス

(Bradford L.

Smith)

(1959年１月17日)

副会長兼プレジデント 402,131

スミス氏は、2021年９月に、副会長兼プレジデン

トに任命された。それ以前は、2015年９月からプ

レジデント兼最高法務責任者を務めた。2011年か

ら2015年まで、エグゼクティブ・ヴァイス・プレ

ジデント兼ジェネラル・カウンセル兼秘書役を務

めていた。同氏は、2001年から2011年までは、シ

ニア・ヴァイス・プレジデント兼ジェネラル・カ

ウンセル兼秘書役を務めていた。スミス氏は、

2002年に、当社の最高コンプライアンス責任者に

も指名された。スミス氏は、1993年に当社に入社

して以来、ワールドワイド セールス部門ジェネラ

ル カウンセル代理を務めていたが、それ以前はパ

リにおいてヨーロッパ地域の法務部を統括してい

た。スミス氏は、ネットフリックス・インク

（Netflix, Inc.）の取締役も務めている。

(1) 実質所有は単独議決権と投資権限を表している。

(2) 取締役については、2025年９月30日から60日以内に割当て可能になる非従業員取締役向け繰延べ報酬プランに基づき

保証された株式（ジョンストン氏の282株、リスト氏の22,925株、ピーターソン氏の25,282株、プリツカー氏の13,552株

及びロドリゲス氏の4,381株）を含む。

(3) 家族信託が所有する15,905株を含む。

(4) ジョンストン氏が受益権者であることを否認している家族信託によって所有される68株を除く。

(5) 家族信託が所有する2,675株を含む。

(6) 家族信託が所有する12,000株を含む。

(7) 家族信託が所有する525株を含む。

(8) 家族信託が所有する3,622株を含む。

(9) グラントー・リテインド・アニュイティ・トラストが保有する109,720株を含む。

 

取締役の報酬

報酬委員会は、定期的に、非従業員取締役に支払われる通常の年次リテイナーを検討し、必要に応じて、取締役会全員に

対し調整の提言を行う。当社が非従業員取締役に報酬を支払う目的は、取締役会の利益と株主の利益とをさらに一致させ

るため、報酬の大部分を株式で支給し、頻繁に微調整をするのではなく、数年ごとに重要な調整を行うことである。2025

会計年度において、当社は、下記のとおり基本年次報酬及び筆頭独立取締役の報酬を、2022会計年度以来初めて引き上げ

た。当社のCEOであるナデラ氏は、取締役又は取締役会長としての職務に対し報酬を受け取っていない。
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2025会計年度（2024年12月９日まで）の非従業員取締役に対する報酬の内容  

標準報酬  

　基本年次報酬（総額） $360,000

　　現金 $125,000

　　ストックアワード $235,000

委員会の報酬（ガバナンス・指名委員会のストックアワードを除く現金）  

　監査委員会委員長の年次報酬 $45,000

　委員長でない監査委員会メンバーの年次報酬 $15,000

　報酬委員会委員長の年次報酬 $35,000

　環境・社会・パブリックポリシー委員会委員長の年次報酬 $25,000

　ガバナンス・指名委員会委員長の報酬 $25,000

筆頭独立取締役の報酬（他の報酬以外のストックアワード） $40,000

2025会計年度（2024年12月10日から）の非従業員取締役に対する報酬の内容  

標準報酬  

　基本年次報酬（総額） $375,000

　　現金 $125,000

　　ストックアワード $250,000

委員会の報酬（ガバナンス・指名委員会のストックアワードを除く現金）  

　監査委員会委員長の年次報酬 $45,000

　委員長でない監査委員会メンバーの年次報酬 $15,000

　報酬委員会委員長の年次報酬 $35,000

　環境・社会・パブリックポリシー委員会委員長の年次報酬 $25,000

　ガバナンス・指名委員会委員長の年次報酬 $25,000

筆頭独立取締役の報酬（他の報酬以外のストックアワード） $60,000

 

 

当社は、取締役会関連の活動のために発生した合理的な費用の償還を行う。取締役は、慈善寄付のために当社のマッチン

グギフトプログラムに参加することができる。

取締役の報酬は、四半期ごとに後払いされる。四半期は、定時株主総会から起算する。当社は、年次株主総会後最初の四

半期について、１月の最終取引日に各取締役に対する年次報酬の総額の25%を支払う。当社は、残りの四半期について、

各四半期末に各取締役に対する年次報酬の総額の25%を各取締役に支払う。報酬として与えられる株式の数は、四半期ご

とに、ストック アワードの米国ドルによる価格を各四半期の最終営業日現在の当社の普通株式の市場価格で除す方法に

よって決定される。四半期のうちに取締役となり若しくは取締役でなくなり、又は、取締役会における役職が変更された

取締役に対しては、報酬は按分される。

取締役は、従業員でない取締役に対する繰延プランに従って、年次現金報酬の全部又は一部を繰延べて繰延株式に変換す

ること並びに年次株式報酬の全部又は一部の受領を繰延べることを選択できる。繰延額は記帳口座に入金されて当社普通

株式への投資とみなされ、みなし投資額の配当金も当社普通株式への投資とみなされる。付与される株式数は、繰延べら

れた分配額を当初の支払予定日における普通株式の市場における終値で除することによって算出している。当該プランの

口座は当社普通株式に配分され、取締役離職日を第１回とする分割払いか、取締役離職後５年以内の一括払いで交付され

る。

取締役の報酬

以下の表は、2025会計年度に在任していた各非従業員取締役に支払われた年次報酬の現金報酬部分及び株式報酬部分を表

している。ナデラ氏は、取締役として及び取締役会長としての報酬を一切受け取っていない。同氏の報酬は、下記「指定

業務執行役員の報酬」にその全部が記載されているため、以下の表からは除かれている。
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氏名

取得された

又は支払われた

現金報酬
(1)

(ドル)

ストック

アワード
(2)

(ドル)

その他の報酬
(3)

(ドル)

総額

(ドル)

レイド・G.ホフマン
(4) 125,000 242,500 0 367,500

ヒュー・F.ジョンストン
(5) 170,000 242,500 0 412,500

テリ・L・リスト 140,000 242,500 15,000 397,500

キャサリン・マクレガー
(6) 125,000 242,500 0 367,500

マーク・A.L.メイソン 125,000 242,500 0 367,500

サンドラ・E. ピーターソン
(7) 125,000 317,500 15,000 457,500

ペニー S. プリツカー
(8) 150,000 242,500 0 392,500

カルロス A. ロドリゲス
(9) 175,000 242,500 0 417,500

チャールズ W. シャーフ 125,000 242,500 0 367,500

ジョン W. スタントン 140,000 242,500 15,000 397,500

エマ N. ウォルムズレー
(10) 125,000 242,500 0 367,500

（1） ストック アワードのうち、現金で支払われる端株の価値は、「ストック アワード」欄に記載されている。

（2） 各取締役の「ストック アワード」欄の報酬総額は、４つの四半期の報酬の合計を表す。最初の２四半期について

は、FASB ASCのトピック718に基づく付与日現在の公正価値58,750ドルを表しており、最後の２四半期については

62,500ドルを表している。ただし、例外として、筆頭独立取締役であるピーターソン氏は、最初の２四半期につ

いてFASB ASCトピック718に基づく付与日現在の公正価値75,000ドル、及び最後の２四半期については83,750ドル

の報奨を受領した。

（3） この項目の金額は、2025会計年度における当社の寄付プログラムに基づくマッチング・チャリタブル拠出（暦年当

たり15,000ドルを上限とする取締役からの寄付金の額に一致）の金額である。

（4） ホフマン氏は、現金及び株式の報酬を繰り延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社の普通株式849株

に転換された。

（5） ジョンストン氏は、現金及び株式の報酬を繰延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社の普通株式953

株に転換された。

（6） マクレガー氏は、現金及び株式の報酬を繰延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社の普通株式849株

に転換された。

（7） ピーターソン氏は、現金及び株式の報酬を繰延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社の普通株式

1,023株に転換された。

（8） プリツカー氏は、現金及び株式の報酬を繰延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社の普通株式906株

に転換された。

（9） ロドリゲス氏は、現金及び株式の報酬を繰延べることを選択した。繰延べられた報酬は、当社の普通株式964株に

転換された。

（10）ウォルムズレー氏は株式報酬を繰延べることを選択した。繰り延べられた報酬は、当社普通株式559株に転換され

た。

筆頭独立取締役の報酬

2023年３月、独立取締役はサンドラ・ピーターソン氏を筆頭独立取締役に選任した。筆頭独立取締役の報酬は、上記

「（１）コーポレート・ガバナンスの概要－取締役会のリーダーシップ」に記載のとおり、筆頭独立取締役独自の責任を

考慮し、筆頭独立取締役として追加的にかかる時間が反映されている。
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指定業務執行役員の報酬

2025年度報酬表

報酬概要表

以下の表には、2025年、2024年及び2023年の各６月30日に終了した会計年度に指定業務執行役員に付与された報酬に関す

る情報が含まれている。当該会計年度にストック オプション又は移転費用の立替払い又は税金のグロスアップを受領し

た指定業務執行役員はいなかった。

氏名及び

主要な役職
年度

給与

（ドル）

賞与

（ドル）

ストック ア

ワード
(1)

（ドル）

非株式インセン

ティブ

プラン報酬
(2)

（ドル）

その他全ての報

酬
(3)

（ドル）

合計

（ドル）

サティア・ナ

デラ

会長兼最高経

営責任者

2025 2,500,000 0 84,245,496 9,555,000 196,294 96,496,790

2024 2,500,000 0 71,236,392 5,200,000 169,791 79,106,183

2023 2,500,000 0 39,236,137 6,414,750 361,650 48,512,537

エイミー・E．

フッド

エグゼクティ

ブ・ヴァイ

ス・プレジデ

ント兼最高財

務責任者

2025 1,000,000 0 25,037,360 3,421,000 23,191 29,481,551

2024 1,000,000 0 21,094,956 3,642,750 61,500 25,799,206

2023 1,000,000 0 16,450,701 2,295,250 156,946 19,902,897

ジュドソン・

B.アルトフ

エグゼクティ

ブ・ヴァイ

ス・プレジデ

ント兼マイク

ロソフト・コ

マーシャルCEO

2025 993,333 0 23,708,619 3,398,194 98,588 28,198,734

2024 960,000 0 18,515,353 3,497,040 77,934 23,050,327

2023

 

960,000 0 12,848,921 2,243,520 152,277 16,204,718

沼本　健

エグゼクティ

ブ・ヴァイ

ス・プレジデ

ント、最高

マーケティン

グ責任者

2025 800,000 0 9,005,380 2,056,000 15,250 11,876,630

ブラッド

フォード・L.

スミス

副会長兼プレ

ジデント

2025 1,000,000 0 23,734,545 3,421,000 111,750 28,267,295

2024 1,000,000 0 18,684,175 3,642,750 112,868 23,439,793

2023 1,000,000 0 14,524,413 2,378,500 212,777 18,115,690
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（1） ストック アワード及びパフォーマンス ストック アワードの金額は、付与日現在の株式の市場価格に基づき、

財務会計基準審議会（FASB）の会計基準の編纂書（ASC）のトピック718に従って計算された付与日現在の公正価

値を含む。ストック アワードの金額は、権利確定までストック アワードの対象株式に配当金が支払われないた

め、将来の配当予想額の現在価値が減額される。パフォーマンス ストック アワードの金額は、独立した第三者

により付与日を基準として行われたモンテカルロ シミュレーションによる評価を使用して計算される。付与日

は、パフォーマンス ストック アワードのパフォーマンス ターゲットが承認され、2025会計年度、2024会計年

度及び2023会計年度それぞれのパフォーマンス ターゲットが承認された時点で到来するので、この欄の金額に

は、(ⅰ)2025会計年度について、2025会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、2024会計年度の

パフォーマンス ストック アワードの33.33%及び2023会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、

(ⅱ)2024会計年度について、2024会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、2023会計年度のパ

フォーマンス ストック アワードの33.33%及び2022会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、並

びに(ⅲ)2023会計年度について、2023会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、2022会計年度の

パフォーマンス ストック アワードの33.33%及び2021会計年度のパフォーマンス ストック アワードの33.33%、

が含まれている。

（2） インセンティブ プランの現金報酬から成る。

（3） 2025会計年度の「その他全ての報酬」の詳細は、以下の表に明記されている。
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その他全ての報酬の内容

指定業務執行役員

退職金プランへ

の当社の拠出金

(A)

（ドル）

包括的福利厚生

プログラムに基

づく

帰属所得
(B)

（ドル）

チャリタブル

ギフト
(C)

（ドル）

個人旅行のセ

キュリティ
(D)

（ドル）

総額

（ドル）

サティア・ナデラ 11,750 0 100,000 84,544 196,294

エイミー・E. フッド 11,750 1,241 10,200 0 23,191

ジュドソン・B. アル

トフ
11,700 1,652 85,236 0 98,588

沼本　健 11,750 1,500 2,000 0 15,250

ブラッドフォード・

L. スミス
11,750 0 100,000 0 111,750

(A) 401(k)プランへのマッチング拠出金を含む。

(B) 米国内の当社の従業員の全員に実質的に提供されるプログラムの下で、スポーツクラブの会員資格及び放棄された

生命保険の控除の代わりに支払われる金額が含まれる。

(C) 当社の寄付プログラムに基づくマッチング チャリタブル拠出を含む。

(D) 個人旅行に関連する個人のセキュリティ関連のコストと経費を含む。

 

プランに基づいて付与された報酬

次の表は、2025年６月30日に終了した会計年度において何らかのプランに基づいて指定業務執行役員に付与された報酬に

関する情報を表している。
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指定業務

執行役員

アワード

(1)
付与日

非株式インセンティブプラン

報酬に基づく将来の支払いの

見込み(2)

株式インセンティブプラン報

酬に基づく将来の支払いの見

込み(3)

その他

の全ス

トック

アワー

ド

(#)

ストック・ア

ワードの付与

日現在の公正

価格(4)($)

基

準

値

($)

目標値

($)

最大値

($)

基準値

(#)

目標値

(#)

最大値

(#)

サティ

ア・ナデ

ラ

2025現金

インセン

ティブ

 0 7,500,000 15,000,000

     

2025PSA 9/16/2024    2,247 39,955 119,865  19,099,130

2024PSA 9/16/2024    2,860 50,850 152,550  26,721,850

2023PSA 9/16/2024    3,586 63,743 191,229  38,424,516

エイ

ミー・E.

フッド

2025現金

インセン

ティブ

 0 2,500,000

 

5,000,000

   

 

 

2025PSA 9/16/2024    438 7,791 23,373  3,724,413

2024PSA 9/16/2024    501 8,899 26,697  4,676,425

2023PSA 9/16/2024    627 11,155 33,465  6,724,346

2025ス

トック

アワード

9/16/2024    

   

23,374 9,912,177

ジュドソ

ン・B.

アルトフ

 

2025現金

インセン

ティブ  

0

 

2,483,334

 

4,966,667

   

 

 

2025PSA 9/16/2024    438 7,791 23,373  3,724,413

2024PSA 9/16/2024    476 8,462 25,386  4,446,606

2023PSA 9/16/2024    525 9,332 27,996  5,625,423

2025ス

トック

アワード

9/16/2024    

   

23,374 9,912,177
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沼本　健

2025現金

インセン

ティブ

 0 1,600,000 3,200,000

   

  

2025PSA 9/16/2024    160 2,837 8,511  1,356,143

2024PSA 9/16/2024    203 3,611 10,833  1,897,405

2023PSA 9/16/2024    200 3,555 10,665  2,142,588

2025ス

トック

アワード

9/16/2024    

   

8,511 3,609,244

ブラッド

フォー

ド・L.

スミス

2025現金

インセン

ティブ

 

0

 

2,500,000 5,000,000

   

 

 

2025PSA 9/16/2024    438 7,791 23,373  3,724,413

2024PSA 9/16/2024    443 7,882 23,646  4,141,991

2023PSA 9/16/2024    556 9,881 29,643  5,955,964

2025ス

トッ ク

アワード

9/16/2024    

   

23,374 9,912,177

（1） すべてのアワードは、エグゼクティブ インセンティブ プランに基づいて付与されている。ストック アワード及

びパフォーマンス ストック アワードは、2017年ストック プランに基づいて付与された。

（2） この項目は、2025会計年度現金インセンティブを示している。

（3） これらの項目は、2025会計年度に付与日が到来したパフォーマンス ストック アワードにおける基準値、目標値及

び最大値を表している。パフォーマンス ストック アワードの業績目標が承認された場合に付与日が発生するた

め、報告される株式数は、パフォーマンス ストック アワードのうちパフォーマンスの目標値が2025会計年度中

に設定されている部分（2025年、2024年及び2023年のパフォーマンス ストック アワードの各33.33%）にかかる

株式の目標値として計算されている。基準値は、最少の加重メトリック（2025年のパフォーマンス ストック ア

ワードの15%加重）のみが充足されたと仮定して算定しており、またこの値は当社の株主総利回りがS&P500を下

回った場合の最大調整割合が適用された場合の仮定に基づき25%減額されている。最大値は、全部の最大の目標値

が充足され、関連する株主総利回りによる変数が最大に享受されることを仮定して算定されている。

（4） 報奨の対象となる株式の付与日現在の市場価格に基づいて、FASB ASCトピック718に従って計算されたストック ア

ワード及びパフォーマンス ストック アワードの付与日現在の公正価値を含む。ストック アワードの価値は、当

該報奨に権利確定前に配当を受け取る資格がないため将来の見積配当の現在価値によって減額されている。この

項目のパフォーマンス ストック アワードの金額は、付与日現在に独立した第三者により行われたモンテカルロ

シミュレーションによる評価を使用して算定されている。パフォーマンス ストック アワードの業績目標が承認

された場合にパフォーマンス ストック アワード付与日が発生するため、付与日現在の公正価値はパフォーマン

ス ストック アワードのうち2025会計年度中に業績目標が設定された部分として計算されている（2025年、2024

年及び2023年のパフォーマンス ストック アワードのそれぞれ33.33%）。
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2025年６月30日現在のエクイティ アワード

以下の表は、2025年６月30日現在指定業務執行役員が保有する権利未確定のストック アワード及びパフォーマンス ス

トック アワードに係る情報を提供している。

 ストック アワード

氏名 報奨日

未確定の株式の数

又は株式ユニット

の数
(1)

未確定の株式又は

株式ユニットの市

場価値
(2)

($)

株式インセンティ

ブプラン報奨：未

確定かつ未稼得の

株式、株式ユニッ

ト又はその他の権

利の数
(3)

株式インセンティ

ブプラン報奨：未

確定かつ未稼得の

株式、株式ユニッ

ト又はその他の権

利の市場価値又は

支払額
(2)

($)

サティア・ナデラ

9/19/2022 308,870
(4)

153,635,027   

9/19/2023   305,100 151,759,791

9/16/2024   119,865 59,622,050

エイミー E. フッド

9/13/2021 3,624 1,802,614  

9/19/2022 12,550 6,242,496   

9/19/2022 54,053
(4) 26,886,503   

9/18/2023 16,686 8,299,783   

9/18/2023   53,394 26,558,710

9/16/2024 23,374 11,626,461   

9/16/2024   23,373 11,625,964

ジュドソン・B. ア

ルトフ

9/13/2021 2,609 1,297,743   

9/19/2022 10,499 5,222,308   

9/19/2022 45,220
(4) 22,492,880   

9/18/2023 15,866 7,891,907   

9/18/2023   50,772 25,254,501

9/16/2024 23,374 11,626,461   

9/16/2024   23,373 11,625,964
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沼本　健

9/14/2020 404
(5) 200,954   

9/13/2021 1,155 574,509   

9/19/2022 3,999 1,989,143   

9/19/2022 17,223
(4) 8,566,892   

9/18/2023 6,770 3,367,466   

9/18/2023   21,666 10,776,885

9/16/2024 8,511 4,233,457   

9/16/2024   8,511 4,233,457

ブラッドフォード

L. スミス

9/13/2021 3,210 1,596,686   

9/19/2022 11,116 5,529,210   

9/19/2022 47,877
(4) 23,814,499   

9/18/2023 14,779 7,351,222   

9/18/2023   47,292 23,523,514

9/16/2024 23,374 11,626,461   

9/16/2024   23,373 11,625,964

（1） 別段の注記がない限り、ストック アワードは、報奨日直前の８月の最終日から１年後に25%が権利確定して、その

後は半年ごとに12.5%ずつ権利確定する。

（2） 市場価値は、上記の表に記載された株式数に2025年６月30日の当社の普通株式価格の終値である497.41ドルを乗じ

たものである。

（3） 付与日が2025会計年度及び2024会計年度のパフォーマンス ストック アワードは、2025年６月30日現在、パフォー

マンス・メトリクスの達成総額が目標支払い水準を上回る傾向にあったため、SEC規則に従い、アワードの最大値

の水準における支払いを想定して報告されている。獲得した報奨の株式は、３年間の業績期間の後に全て権利確定

する。

（4） 2025年６月30日終了の３年間の実績期間を有し、2025年８月31日に権利が確定した2023会計年度のパフォーマンス

ストック アワードを反映する。報奨の株式は、2025年８月31日に権利が確定した実際の稼得数として表示されて

いる。報奨の額は2025年６月30日のマイクロソフト普通株式の終値を反映する。

（5） 権利確定の開始日である2020年11月30日以後四半期ごとに５%が権利確定する。

 

権利行使及び権利確定したストック

以下の表は、2025年６月30日に終了した会計年度に権利確定したストック アワードに係る情報を、指定業務執行役員ご

とに集計ベースで提供している。

当社は、2003年以降、買収に関するオプション以外にはストック オプションを付与しておらず、指定業務執行役員のい

ずれも本会計年度中にいかなるストック オプションも有していない。

ストック アワード

氏名
権利確定によって

獲得した株式数

権利確定によって

実現した価値
(1)

($)
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サティア・ナデラ 265,106 110,586,317

エイミー・E. フッド 75,310 31,140,584　　

ジュドソン・B. アルトフ 57,112 23,595,294

沼本　健 26,706 11,053,493

ブラッドフォード・L. スミス 66,635 27,553,223

（1） 権利確定によって実現した価値は、本表に示された株式数に、権利確定日の市場価格を乗じて計算されている。

非適格繰延報酬

以下の表は、2025会計年度の米国における非適格繰延報酬プランに基づいた指定業務執行役員の利益及び残高に係る情報

を提供している。当社は当該繰延報酬プランに拠出していない。

氏名

2025会計年度の業務執行

役員による拠出総額
(1)

($)

2025会計年度の

利益総額
(2)

($)

2025年６月30日の

残高総額
(3)

($)

サティア・ナデラ 0 0 0

エイミー・E. フッド 0 0 0

ジュドソン・B. アルトフ 0 0 0

沼本　健 0 1,180,483 10,002,748

ブラッドフォード・L. スミス 0 0 0

（1） これらの金額は、2025会計年度の報酬概要表に含まれている。

（2） 繰延報酬プランに基づく利益は優遇されず又は市場価格を上回らなかったため、この欄の金額はいずれも、報酬概

要表には含まれていない。

（3） これらの残高のうち、前年度のプロキシー・ステートメントの報酬概要表に報告されているものはない。

 

当社の繰延報酬プランは、非積立且つ無担保である。当該プランにおいて、加入者は基本給及び／又は適格インセンティ

ブ現金報酬の一定割合（基本給は75%が上限、適格インセンティブ現金報酬は100%が上限）を繰延べることができる。繰

延報酬プランへの加入は、米国の指定業務執行役員を含む米国の上級管理職に限られる。当社は繰延報酬プランに拠出し

ておらず、加入者の拠出に係る給付を一切保証していない。

繰延報酬プランへの加入を選択した場合、従業員は、繰延べる基本給及び／又はインセンティブ報奨の割合並びに給付の

時期を明確にしなければならない。適用される法律が認める厳しい財政難のための引き出しを除き、雇用中又は前もって

選択した給付日より前に引き出しを行うことは認められていない。繰延報酬プランに従って繰延べられた金額は、当該プ

ランの下で選択可能とみなされる投資の中から加入者が選択した投資に基づいて仮想投資利益を貸記される。

雇用終了時の支払額

以下の表は、当社の退職後報酬契約に従い、2025年６月30日に正当な理由なく雇用が終了した場合若しくは退職による場

合又は2025年６月30日に死亡若しくは就業不能により雇用が終了した場合に当社の指定業務執行役員に支払われたであろ

う金額を示している。以下の表に表示されるエクイティの価値は2025年６月30日の株価終値（１株当たり497.41ドル）を

使用して評価された。

氏名 正当な理由なし
(1)
($)

退職($) 死亡／就業不能($)

サティア・ナデラ 183,133,036 145,705,316 230,620,167

エイミー・E. フッド 49,071,710 - 69,522,996

ジュドソン・B. アルトフ 44,328,656 - 64,217,123
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沼本　健 19,396,811 - 25,290,811

ブラッドフォード・L. スミス 51,351,340 37,062,019 64,235,527

（1）正当な理由なしの退職には、ストック アワードの権利確定した退職基準株式に関連する増額分として、スミス氏に

ついて6,254,433ドルを含む。

CEOの給与比率

2025会計年度については、（当社のCEOを除く）当社の従業員の年間報酬総額の中央値は200,972ドルであり、CEOの年間

報酬総額は96,496,790ドルであった。この情報に基づくと、2025会計年度においては、CEOの年間報酬総額と従業員の年

間報酬総額の中央値との比は480対１であった。当社は、この比率は、1934年証券取引法に基づくS-K規則402（u）項に

従った方法で計算された合理的な推定であると考える。

当社は、会計年度期末日である2025年６月30日現在における当社の従業員の年間報酬総額の中央値を特定した。従業員の

中央値を特定するために、当社は、以下からなる「総直接報酬」指標を使用した。（i）2025会計年度に勤務を開始した

正社員の年換算年次賃金（有給休暇を除く給与又はパートタイマーの総賃金）（ⅱ）2025会計年度に支払われる目標賞与

及び現金奨励金（手当、転勤費用及び利益分配を除く）及び（ⅲ）2025会計年度に付与されたストック アワード及び目

標パフォーマンス・ストック・アワードの米ドル価額。報酬額は、当社の人的資源及び給与計算システムにより決定され

た。米ドル建てで行われなかった支払いは、その年の12ヶ月平均為替レートを使用して米ドルに変換した。当社の従業員

の中央値を特定するために、当社はグローバルな従業員人口に対する直接的な総報酬額を計算し、異常な報酬特性を有す

る従業員の中央値を除外した。

エクイティ報酬プランに関する情報

以下の表は、株主に承認された株式報酬プランに基づいて発行される可能性のある当社の普通株式及び2025年６月30日現

在の株主（もしいれば）に承認されなかったプランに関する情報を示している。2017年及び2001年のストックプランに基

づき、いかなるオプション及びストック アプリシエーション ライトも、価格改定され、交換され、キャンセルを通じて

再付与され、現金若しくはその他の対価によって買い戻された場合において、その効果がアワードに係る株式の行使価格

を減少させるものであるときは、株主の同意なく修正されることはできない。

プランの種類

未行使のオプション・新株予約

権・新株引受権の行使によって

発行される予定の株式数
(1)

(a)

未行使のオプショ

ン・新株予約権・新

株引受権の加重平均

行使価格
(2)

(b)

株式報酬プランに基づいて将来発

行することが可能な株式の残存数

((a)欄に記載された有価証券を除

く)
(3)

(c)

株主に承認された

株式報酬プラン
81,687,793 $56.41 161,129,962

株主に承認されていない

株式報酬プラン
0 該当なし 0

合計 81,687,793 $56.41 161,129,962　

（1） 2017年及び2001年のストック プランに基づいて付与された未行使のストック アワードの権利確定によって発行可

能となる株式及びFASB ASCトピック718の下で付与日があるパフォーマンス ストック アワード(目標パフォーマン

スを仮定する。)（パフォーマンス ストック アワードに基づく株式及び買収に関連して付与されたオプションを

含む。）を表している。

（2） 未行使のストック アワードの権利確定によって発行可能となる株式は、行使価格がないため、加重平均行使価格

の考慮対象とならない。

（3） 2025年６月30日現在で、同日付のパーチェス・ライトの行使ののち、従業員ストック パーチェス プランに基づい

て発行することができる62,475,861株を含む。
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（３）【監査の状況】

 

①　監査委員会

憲章及び責任

監査委員会は、取締役会が採択した文書化された憲章に基づいて運営されている。憲章は、当社のウェブサイト

（aka.ms/policiesandguidelines）に掲載されている。2023年７月１日付で改正された直近の同規程には、監査委員

会の職務及び責任の概要を記載した日程表が盛り込まれている。監査委員会は、憲章及び日程表を毎年見直し、監査

委員会の進化する役割を必要に応じて反映するため、取締役会と協力して修正を行う。

取締役会は、当社の経営陣に対する監視を含む、効果的なコーポレート・ガバナンスのための基本的な権限を有す

る。監査委員会は、当社の会計・財務報告プロセス、当社の連結財務諸表の監査及び財務報告に係る内部統制、当社

の独立監査人として従事している独立登録公認会計事務所の適格性及びパフォーマンス並びに当社の内部監査人のパ

フォーマンスを監視する責任を果たすことにより、取締役会を支援する。

監査委員会は、その監督責任を遂行するにあたり、経営陣、内部監査人及び独立監査人の専門性及び知識に依拠して

いる。経営者は、当社の連結財務諸表の作成、表示及び完全性、会計及び財務報告の原則、財務報告に係る内部統制

並びに会計基準、適用される法令及び規則の遵守を確保するために設計された開示の統制及び手続について責任を負

う。経営陣はまた、当社の内部統制システムの妥当性、有効性及びクオリティを客観的に見直し、評価する責任を

負っている。当社の独立監査人であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー（Deloitte & Touche LLP）は、

連結財務諸表の独立監査を実施し、それらの財務諸表が米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(「米国

のGAAP」)に準拠しているかどうかについて意見を表明する責任を有する。また、独立監査人は、当社の財務報告に

係る内部統制の有効性について意見を表明する責任を負う。

2025会計年度の活動

2025会計年度の間、監査委員会は、憲章及び付属日程表に示された義務及び責任を果たした。当委員会は、四半期ご

とに2回、すなわち四半期ごとの取締役会に関連して1回及び四半期ごとの10-Q又は年次の10-Kの確認のために1回、

会合を開いている。さらに、監査委員会は、必要に応じて会合を開き、新たに発生する会計、コンプライアンス又は

その他の事項に対処したり、教育研修を実施したりしている。監査委員会は、具体的には、

・　四半期ごとの決算に関するプレスリリース、連結財務諸表及び証券取引委員会（SEC）に提出した関連する定期

報告書について、経営陣及び独立監査人とともに検討及び協議した。

・　財務報告に係る会社の内部統制の有効性に関する経営者の評価及び財務報告に係る会社の内部統制の有効性に関

する独立監査人の意見について、経営陣、内部監査人及び独立監査人とともに検討及び協議した。

・　必要に応じて、監査の範囲並びに内部監査人及び外部監査人双方の監査計画について、経営陣、内部監査人及び

独立監査人とともに検討及び協議した。

・　重大な事業上及び財務報告上のリスクの調査、リスク評価及びリスク管理に関する当社のポリシーの検討並びに

経営陣がこれらのリスクを管理するために採っている手段の評価を行った。

・　各経営陣、内部監査人及び独立監査人との定期的な非公開の会合を行い、独立監査人及び内部監査人による調査

の結果、内部統制についての彼らの評価、財務報告の全体的なクオリティ並びに必要に応じてその他の事項につ

いて議論をした。

・　最高経営責任者及び最高財務責任者と会合を行い、当社の連結財務諸表の正確性及び公正性並びに当社の開示の

統制及び手続、及び、財務報告に係る内部統制の有効性について協議した。

・　当社の重要な会計方針、会計原則の選択又は適用における重要な変更、当社の連結財務諸表に対して規則及び会

計に関する取り組みが与える影響並びに監査中に対応した重要な監査事項について、経営陣及び独立監査人とと

もに検討した。

・　当社の関連当事者取引及び関連当事者取引に関する方針を検討した。

・　財務報告の受領、保持及び処理並びにその他のコンプライアンスに関する懸念について報告を受領した。

・　当社のコンプライアンス及び倫理プログラムの定性的側面を検討及び評価した。

・　連結財務諸表又は財務報告に係る内部統制に対して重要な影響を及ぼす可能性のある法律上及び規制上の事項に

ついて、最高コンプライアンス責任者とともに検討した。
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2025会計年度の財務書類

監査委員会は、2025年６月30日に終了した会計年度に関する当社の連結財務諸表及び関連する注記並びにこれらの財

務諸表に関する独立監査人の報告書について、経営陣及び独立監査人とともに検討及び協議した。経営陣は、当社の

連結財務諸表が米国のGAAPに準拠して作成されたことを監査委員会に表明した。デロイト・アンド・トウシュは、公

開会社の会計監視委員会（PCAOB）の基準及びSECレギュレーションS-Xの規則2-07に基づいて審議が必要な事項を提

示した。この検討には、当社の会計原則のクオリティ（単に許容可能であることを意味しない）、重要な見積り及び

判断の合理性並びに重要な会計方針に関する開示を含む当社の連結財務諸表における開示に関する経営者及び独立監

査人との議論が含まれた。

監査委員会は、上記の検討及び議論に基づき、監査済み連結財務諸表を、2025年６月30日に終了した会計年度に関す

る当社の年次報告書（10-K）に記載し、SECに提出するよう取締役会に勧告した。

独立監査人の任期とローテーション

監査委員会は、監査人のエンゲージメント プロセスの一環として、独立監査法人をローテーションするか否かを検

討する。デロイト・アンド・トウシュは、1986年の当社の新規株式公開以来、当社の独立監査法人である。監査委員

会は、当社の事業、会計方針及び慣行並びに財務報告に係る内部統制についてデロイトが有する膨大な組織的知識に

より強化される監査の質並びに新たな独立監査人を受け入れる際に不可欠である時間及び費用の回避など、当社がデ

ロイトと長期的に契約していることにいくつかの利点があると考えている。デロイトは、リード監査エンゲージメン

ト・パートナーを５年ごとにローテーションし、監査委員会は候補者にインタビューを行い、リード監査エンゲージ

メント・パートナーを選定する。このプロセスに従い、当委員会は、2025会計年度監査から始まるデロイト・アン

ド・トウシュの新たなリード監査エンゲージメント・パートナーを選定した。監査委員会は、当社との豊富な歴史を

有する独立監査人を有することには、重大な利点があると考えている。その利点には以下の点が含まれる：

・　当社の事業及び運営、会計方針及び財政システム並びに内部統制の枠組みに関するデロイト・アンド・トウシュ

の法人としての知見に基づく質の高い監査業務及び会計上の助言。

・　当社の事業へのデロイト・アンド・トウシュの歴史及び精通を理由とする作業の効率性及びその結果としての低

い料金体系。

 

外部の監査法人の独立性及びパフォーマンス

監査委員会は、当社の独立監査人の独立性を事実上も外見上も維持することの重要性を認識しており、独立性を確保

するために多くの措置を講じている。監査委員会は、デロイト・アンド・トウシュと協力し、経営陣からのインプッ

トを得て、リード監査エンゲージメント・パートナーの選定を指揮する。監査委員会は、独立監査人が提供するすべ

てのサービス（監査及び非監査）は、監査委員会又はその代理人の事前承認を必要とする方針を定めている。この方

針は、独立監査人が簿記又は財務システムの設計及び実施などの非監査サービスを提供することを禁じている。当社

の事前承認方針は、下記の「⑥　監査委員会の事前承認及び許容される独立監査人の非監査サービスに関する監査委

員会の方針」の下でより完全に記述されている。当委員会は、提供されたこれらの業務の金額及び性質は、デロイ

ト・アンド・トウシュの独立性を維持することと両立するものであると結論付けた。さらに、デロイト・アンド・ト

ウシュは、独立性に関する独立監査人と監査委員会とのコミュニケーションに関して、PCAOBの適用される要件に

よって要求される開示書類及び書簡を監査委員会に提出した。監査委員会は、これらの資料を検討し、当社とデロイ

ト・アンド・トウシュとの間の独立性について議論した。

監査委員会は、憲章に定められているとおり、デロイト・アンド・トウシュの独立性を評価するだけでなく、2025会

計年度におけるデロイト・アンド・トウシュの独立監査人としてのパフォーマンスの年次評価を行った。監査委員会

は、デロイト・アンド・トウシュのリード監査エンゲージメント・パートナー及び監査チームのパフォーマンスを評

価した。監査委員会は、以下を含む監査のクオリティに関する様々な指標を検討した。

・　デロイト・アンド・トウシュと監査委員会及び経営陣とのコミュニケーションのクオリティ及び誠実さ

・　デロイト・アンド・トウシュがどの程度効果的にその独立性を保ち、独立した判断、客観性及び職業的懐疑心を

用いたか

・　デロイト・アンド・トウシュの各国の事務所が提供するエンゲージメント及び価値の水準
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・　世界的なデロイト・アンド・トウシュの監査チームの眼識及び専門性

・　デロイト・アンド・トウシュによる当社の財務報告に係る内部監査のレビュー及び統制上の不備の是正により実

証された洞察のクオリティ

・　デロイト・アンド・トウシュ及び同業他社に関するPCAOBの報告書並びにそれらの報告に対するデロイト・アン

ド・トウシュの回答を含むクオリティ及びパフォーマンスに関する入手可能な外部データ

・　当社の規模及び複雑性並びに監査の実施に必要なリソースを考慮した上でのデロイト・アンド・トウシュの報酬

の妥当性

・　当社の世界的な事業、会計方針及びプラクティス並びに財務報告に係る内部統制についてのデロイト・アンド・

トウシュの知見

・　デロイト・アンド・トウシュの当社の独立監査人としての在職期間及び独立性を保つためのセーフガード

 

2026会計年度の独立監査法人としてのデロイト・アンド・トウシュの推薦

監査委員会は、その評価の結果、2026会計年度の独立登録会計事務所としてデロイト・アンド・トウシュを選定する

ことは、当社及び当社株主の最善の利益であると判断した。

②　会計監査

当社の会計監査に署名した公認会計士の氏名はダイアン・ウォレスであり、同氏はデロイト・アンド・トウシュ・エ

ルエルピーに所属している。また、当社の会計監査業務に係る補助者は100名であり、公認会計士は30名である。

その他の会計監査に関する議論は①を参照されたい。

③　監査報酬の内容等

外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

以下の表は、2025年及び2024年６月30日に終了した会計年度に係る外国監査公認会計士等に対する報酬を示してい

る。

 2025年 2024年

区分 監査証明業務に

基づく報酬
(1)

非監査業務に

基づく報酬
(2)

監査証明業務に

基づく報酬
(1)

非監査業務に

基づく報酬
(2)

提出会社 $26,619,000 $12,127,000 $32,020,000 $18,423,000

連結子会社 $27,261,000 $12,458,000 $24,260,000 $6,564,000

計 $53,880,000 $24,585,000 $56,280,000 $24,987,000

 

(1) これらの金額は、①当社の年次連結財務諸表の監査、②当社の四半期報告書（Form 10-Q）に含まれる連結財

務諸表のレビュー、③財務報告に係る内部統制の監査、④子会社の監査、法令上の要求、規制当局への書類提出、

及び当該会計年度に係る類似の活動（コンフォート レター、証明サービス、同意、及びSECに提出された書類のレ

ビューの補助など）に関連して独立監査人が慣行的に提供しているサービスに対するデロイト・アンド・トウシュ

（Deloitte & Touche）への報酬を表している。監査報酬には、定期的な財務諸表の監査又はレビュー、及び米国

外の国で要求されている法定監査に関連して又はその結果として生じる会計問題に対するアドバイスも含まれてい

る。

(2) これらの金額には、監査関連報酬、税務報酬及びその他の全報酬が含まれる。

④　その他重要な報酬の内容

該当なし。

⑤　外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

以下の表は、2025会計年度及び2024会計年度にデロイト・アンド・トウシュが提供した非監査業務に対する報酬を表

している。
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６月30日に終了した会計年度 2025年 2024年

監査関連報酬 $ 19,470,000 $ 18,643,000

税務報酬 $ 5,105,000 $ 6,334,000

その他の全報酬 $ 10,000 $ 10,000

 

監査関連報酬

監査関連報酬は、当社の連結財務諸表又は財務報告に係る内部統制の監査又はレビューに合理的に関連した保証と関

連サービスで構成されている。このカテゴリーには、①法律や規則で要求されていない監査及び証明サービス、②当

社の従業員給付プランの監査、③合併、買収及び投資に関するデュー・デリジェンス、④当社の連結財務諸表のレ

ビュー又は監査に関連した、追加収益とライセンス コンプライアンスの手続、⑤クラウド サービスのためのサード

パーティの保証監査、及び、⑥一般に公正妥当と認められる会計原則（GAAP）を提案された取引に適用することにつ

いての会計コンサルティング、に関する報酬を含めることができる。売上保証及びライセンス コンプライアンスに

は、当社が締結した独立会計士によるレビューを定める契約に基づく手続、及び当社のソフトウェア ライセンス売

上の網羅性と正確性に関する統制についてのアドバイスが含まれている。これらのサービスは、収益の認識に係る内

部統制の有効性の評価を裏付け、ライセンス プログラムとライセンス管理に対する独立監査人の理解を高めてい

る。

税務報酬

税務報酬は通常2つのカテゴリーで構成されており、それは①税法遵守と税務申告書作成、及び②税務に係るプラン

ニングとアドバイスである。税法遵守と税務申告書作成サービスは、税務申告書とその修正申告書の作成、及び還付

請求で構成されている。税務に係るプランニングとアドバイスのサービスは、法人所得税の監査中又は調査中のサ

ポートで構成されている。

その他の全報酬

その他の全報酬は、許容されたサービスのうち、上記の項目に当てはまらないもので構成されており、その中には、

トレーニング活動、並びに経済、産業、会計及び人材についての情報の定期購読及び調査が含まれる。

監査委員会は、先に掲げた非監査業務はデロイト・アンド・トウシュの独立性の維持に抵触しないという結論を出し

た。

⑥　監査委員会の事前承認及び許容される独立監査人の非監査サービスに関する監査委員会の方針

監査委員会は独立監査人によって提供されるすべての監査及び許容できる非監査サービスの事前承認に係る方針を確

立してきた。毎会計年度に、監査委員会は、独立監査人が次の会計年度に係る業務を実施する条件を承認している。

監査委員会は、少なくとも四半期ごとに、独立監査人によって実施されるサービスを検討し、もし適切であればそれ

を事前承認し、独立監査人によって提供された会計年度の初めから現在までのサービスを要約した報告書を検討し、

その会計年度の見積報酬の最新予測を検討する。監査委員会は、その事前承認に関する方針で認められているとお

り、監査委員会のメンバーに対して一定の許容されたサービスの承認を適宜委任している。監査委員会は、この委任

による事前承認の決定を四半期ごとに検討する。当社は、この事前承認に関する方針の遵守を促進するため、独立監

査人のサービスに関する当社従業員からの要請をまとめられる集権的内部システムを利用している。

（４）【役員の報酬等】

　該当事項なし。

 

（５）【株式の保有状況】

　該当事項なし。
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第６  【経理の状況】

 

(a) 　添付のマイクロソフトコーポレーションと子会社（以下、「当社」という。）の連結財務諸表は、米国において

一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されている。当社が採用する会計処理の原則及び手続並びに表

示方法と、日本において一般に公正妥当と認められる基準との主な相違点は、第６「４. 日米両国間における会計処

理基準等の相違」において説明されている。

米国では、ある企業が他の企業を支配している場合、連結財務諸表が個別財務諸表より有用であると考えられてい

るため、連結財務諸表は国内と海外の子会社を共に含んで作成される。また、米国1934年証券取引法でも、このよう

な連結財務諸表を要求している。したがって、当社の連結財務諸表は、米国証券取引委員会に提出した当社のForm

10-Kと同様、株主に対する年次報告書にも含まれている。

本書に含まれている英語版の財務書類（以下、「原文の財務書類」という。）は、当社が2025年６月30日終了事業

年度（以下、「2025事業年度」という。）に係るForm 10-Kに掲載するために作成したものと同一のものである。財

務書類の日本語版は原文の財務書類の翻訳である。

ここに含まれている当社の財務書類の日本語版は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963

年大蔵省令第59号「財務諸表等規則」）第328条第１項に準拠している。

 

(b) 　原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」(1948年法律第103号)第１条の３第７項に規定されている

外国監査法人等をいう。）である米国独立登録会計事務所のデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー（Deloitte

& Touche LLP）から、「金融商品取引法」(1948年法律第25号)第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明

に相当すると認められる証明を受けている。独立登録会計事務所の監査報告書は、本有価証券報告書に掲載されてい

る。

 

(c) 　当社の財務書類は、米国ドルで表示されている。日本円で表示された金額については、財務諸表等規則第331条の

規定に従い、2025年10月15日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物売相場と買相場の仲値１ドル＝

151.67円で換算されている。億円未満の金額は四捨五入している。なお、日本円は日本国内における利用者の便宜の

ためのみを目的として付されており、米国ドルが、現在または将来において、当該為替相場または他のいかなる為替

相場によっても日本円に換金可能であることを意味するものではない。

 

(d) 日本円で表示された金額と、第６「３.その他」及び「４.日米両国間における会計処理基準等の相違」で述べた事

柄は、当社の原文の財務書類には含まれておらず、上記(b)で述べた監査の対象になっていない。
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1【財務書類 (マイクロソフトコーポレーション及び子会社の連結財務諸表)】

 
損益計算書

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年  2023年

（百万ドル） （億 円）  （百万ドル） （億 円）  （百万ドル） （億 円）

  (無監査)   (無監査)   (無監査)

売上高：         

製品  $  63,946 96,987  $ 64,773 98,241  $ 64,699 98,129

サービス及びその他  217,778 330,304  180,349 273,535  147,216 223,283

売上高合計  281,724 427,291  245,122 371,777  211,915 321,411

売上原価：         

製品  13,501 20,477  15,272 23,163  17,804 27,003

サービス及びその他  74,330 112,736  58,842 89,246  48,059 72,891

売上原価合計  87,831 133,213  74,114 112,409  65,863 99,894

売上総利益  193,893 294,078  171,008 259,368  146,052 221,517

        

研究開発費  32,488 49,275  29,510 44,758  27,195 41,247

販売費  25,654 38,909  24,456 37,092  22,759 34,519

一般管理費  7,223 10,955  7,609 11,541  7,575 11,489

営業利益  128,528 194,938  109,433 165,977  88,523 134,263

その他の収益(費用)、純額  (4,901) (7,433)  (1,646) (2,496)  788 1,195

税引前利益  123,627 187,505  107,787 163,481  89,311 135,458

法人所得税  21,795 33,056  19,651 29,805  16,950 25,708

当期純利益  $ 101,832 154,449  $ 88,136 133,676  $ 72,361 109,750

         

（ドル） （円）  （ドル） （円）  （ドル） （円）

１株当たり利益： 　  　   　

基本的  $  13.70 2,078  $ 11.86 1,799  $  9.72 1,474  

希薄化後  $   13.64 2,069  $ 11.80 1,790  $  9.68 1,468  

         
 （百万株）   （百万株）   （百万株）  

加重平均社外流通株式数：         

基本的  7,433   7,431   7,446  

希薄化後  7,465   7,469   7,472  

 

財務諸表に対する注記参照。
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包括利益計算書

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年  2023年  

 （百万ドル）（億 円）  （百万ドル）（億 円）  （百万ドル） （億 円）  

  (無監査)   (無監査)   (無監査)  
当期純利益  $ 101,832 154,449  $ 88,136 133,676  $ 72,361 109,750  
その他の包括利益(損失)、税引

後:

  
  

 
  

  

デリバティブに係る純変動額  (5) (8) 24 36  (14) (21)  
投資に係る純変動額  1,574 2,387  957 1,451  (1,444) (2,190)  
為替換算調整等  674 1,022  (228) (346)  (207) (314)  
その他の包括利益(損失)  2,243 3,402  753 1,142  (1,665) (2,525)  

包括利益  $ 104,075 157,851  $ 88,889 134,818  $ 70,696 107,225  
 

財務諸表に対する注記参照。
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貸借対照表

  2025年６月30日現在  2024年６月30日現在

 （百万ドル）  （億 円）  （百万ドル）  （億 円）

    (無監査)    (無監査)

資産     

流動資産:      

現金及び現金同等物   $  30,242  45,868  $ 18,315  27,778

短期投資   64,323  97,559  57,228  86,798

現金、現金同等物及び短期投資計   94,565  143,427  75,543  114,576

受取債権（貸倒引当金944百万ドル及び

830百万ドル控除後）   69,905  106,025  56,924  86,337

棚卸資産   938  1,423  1,246  1,890

その他の流動資産   25,723  39,014  26,021  39,466

流動資産計   191,131  289,888  159,734  242,269

有形固定資産（減価償却累計額93,653百万ドル

及び76,421百万ドル控除後）   204,966  310,872  135,591  205,651

オペレーティング・リース使用権資産   24,823  37,649  18,961  28,758

持分及びその他の投資   15,405  23,365  14,600  22,144

のれん   119,509  181,259  119,220  180,821

無形資産、純額   22,604  34,283  27,597  41,856

その他の固定資産   40,565  61,525  36,460  55,299

資産合計   $ 619,003  938,842  $ 512,163  776,798

         

負債及び株主資本         

流動負債:         

支払債務   $  27,724  42,049  $ 21,996  33,361

短期借入債務   0  0  6,693  10,151

１年以内返済予定の長期借入債務   2,999  4,549  2,249  3,411

未払人件費等   13,709  20,792  12,564  19,056

短期未払法人所得税   7,211  10,937  5,017  7,609

短期前受収益   64,555  97,911  57,582  87,335

その他の流動負債   25,020  37,948  19,185  29,098

流動負債計   141,218  214,185  125,286  190,021

長期借入債務   40,152  60,899  42,688  64,745

長期未払法人所得税   25,986  39,413  27,931  42,363

長期前受収益   2,710  4,110  2,602  3,946

繰延法人所得税   2,835  4,300  2,618  3,971

オペレーティング・リース負債   17,437  26,447  15,497  23,504

その他の固定負債   45,186  68,534  27,064  41,048

負債合計   275,524  417,887  243,686  369,599

コミットメント及び偶発債務         

株主資本:         

普通株式及び株式払込剰余金

授権株式数：24,000百万株

社外流通株式数：7,434百万株及び

7,434百万株   109,095  165,464  100,923  153,070

利益剰余金   237,731  360,567  173,144  262,608

その他の包括損失累計額   (3,347)  (5,076)  (5,590)  (8,478)

株主資本合計   343,479  520,955  268,477  407,199

負債及び株主資本合計   $ 619,003  938,842  $ 512,163  776,798

 
財務諸表に対する注記参照。
キャッシュ・フロー計算書

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年  2023年
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 （百万ドル） （億 円）  （百万ドル） （億 円）  （百万ドル） （億 円）

  (無監査)   (無監査)   (無監査)

営業活動         

当期純利益 $ 101,832 154,449  $ 88,136 133,676  $ 72,361 109,750

当期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：         

減価償却費、償却費及びその他  34,153 51,800  22,287 33,803  13,861 21,023

株式報酬費用  11,974 18,161  10,734 16,280  9,611 14,577

投資及びデリバティブに係る

損失純認識額  609 924  305 463  196 297

繰延法人所得税  (7,056) (10,702)  (4,738) (7,186)  (6,059) (9,190)

営業資産・負債の増減：         

受取債権  (10,581) (16,048)  (7,191) (10,907)  (4,087) (6,199)

棚卸資産  309 469  1,284 1,947  1,242 1,884

その他の流動資産  (3,044) (4,617)  (1,648) (2,500)  (1,991) (3,020)

その他の固定資産  (2,950) (4,474)  (6,817) (10,339)  (2,833) (4,297)

支払債務  569 863  3,545 5,377  (2,721) (4,127)

前受収益  5,438 8,248  5,348 8,111  5,535 8,395

法人所得税  (38) (58)  1,687 2,559  (358) (543)

その他の流動負債  5,922 8,982  4,867 7,382  2,272 3,446

その他の固定負債  (975) (1,479)  749 1,136  553 839

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  136,162 206,517  118,548 179,802  87,582 132,836

        

財務活動         

90日以内期日到来の借入債務の発
行による収入(返済)、純額  (5,746) (8,715)  5,250 7,963  0 0

借入債務の発行による収入  0 0  24,395 37,000  0 0

借入債務の返済  (3,216) (4,878)  (29,070) (44,090)  (2,750) (4,171)

普通株式の発行  2,056 3,118  2,002 3,036  1,866 2,830

普通株式の買戻し  (18,420) (27,938)  (17,254) (26,169)  (22,245) (33,739)

普通株式に係る現金配当支払額  (24,082) (36,525)  (21,771) (33,020)  (19,800) (30,031)

その他、純額  (2,291) (3,475)  (1,309) (1,985)  (1,006) (1,526)

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  (51,699) (78,412)  (37,757) (57,266)  (43,935) (66,636)

         

投資活動         

有形固定資産の取得  (64,551) (97,905)  (44,477) (67,458)  (28,107) (42,630)

企業の取得（取得現金及び売却

事業控除後）並びに無形資産

及びその他の資産の購入  (5,978) (9,067)  (69,132) (104,853)  (1,670) (2,533)

投資の購入  (29,775) (45,160)  (17,732) (26,894)  (37,651) (57,105)

投資の期日償還  16,079 24,387  24,775 37,576  33,510 50,825

投資の売却  9,309 14,119  10,894 16,523  14,354 21,771

その他、純額  2,317 3,514  (1,298) (1,969)  (3,116) (4,726)

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  (72,599) (110,111)  (96,970) (147,074)  (22,680) (34,399)

現金及び現金同等物に対する

為替レート変動による影響  63 96  (210) (319)  (194) (294)

現金及び現金同等物の純増(減)  11,927 18,090  (16,389) (24,857)  20,773 31,506

現金及び現金同等物の期首残高  18,315 27,778  34,704 52,636  13,931 21,129

現金及び現金同等物の期末残高 $  30,242 45,868  $ 18,315 27,778  $ 34,704 52,636

 
財務諸表に対する注記参照。
株主資本計算書

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年  2023年

 (百万ドル) （億 円）  (百万ドル) （億 円）  (百万ドル) （億 円）

  (無監査)   (無監査)   (無監査)
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普通株式及び株式払込剰余金         

期首残高  $ 100,923 153,070  $ 93,718 142,142  $ 86,939 131,860

普通株式の発行  2,056 3,118  2,002 3,036  1,866 2,830

普通株式の買戻し  (5,856) (8,882)  (5,712) (8,663)  (4,696) (7,122)

株式報酬費用  11,974 18,161  10,734 16,280  9,611 14,577

その他、純額  (2) (3) 181 275  (2) (3)

期末残高  109,095 165,464  100,923 153,070  93,718 142,142

         

利益剰余金         

期首残高  173,144 262,608  118,848 180,257  84,281 127,829

当期純利益  101,832 154,449  88,136 133,676  72,361 109,750

普通株式現金配当  (24,677) (37,428)  (22,293) (33,812)  (20,226) (30,677)

普通株式の買戻し  (12,568) (19,062)  (11,547) (17,513)  (17,568) (26,645)

期末残高  237,731 360,567  173,144 262,608  118,848 180,257

         

その他の包括損失累計額         

期首残高  (5,590) (8,478)  (6,343) (9,620) (4,678) (7,095)

その他の包括利益(損失)  2,243 3,402  753 1,142  (1,665) (2,525)

期末残高  (3,347) (5,076)  (5,590) (8,478)  (6,343) (9,620)

株主資本合計  $ 343,479 520,955  $ 268,477 407,199  $ 206,223 312,778

 （ドル） （円）  （ドル） （円）  （ドル） （円）

普通株式１株当たり現金配当

宣言額  $   3.32 504   $   3.00 455  $   2.72 413

 

財務諸表に対する注記参照。
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財務諸表に対する注記

 

注記１　会計方針

会計原則

　当社の連結財務諸表及び添付の注記は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「GAAP」という。）

に準拠して作成されている。

 

連結の原則

　連結財務諸表にはマイクロソフトコーポレーション及び子会社の勘定が含まれている。連結会社間の取引及び残高は消

去されている。

 

一定の過去の期間の情報の再表示

2024年８月、当社はセグメント構成の変更を発表した。これらの変更により、当社のセグメントは、当社の現在の事業

管理方法と整合するものとなっている。最も注目すべき変更としては、Microsoft 365のコマーシャル部分がプロダク

ティビティ＆ビジネス プロセス セグメントに統合されている。2025事業年度より、当社の最高経営意思決定者がリソー

スの配分及び業績評価を目的として定期的に提供され、検討する情報は、これらのセグメント変更を反映したものとなっ

ている。過去の期間のセグメント情報は、2025事業年度における当社の内部的な事業管理及び監視の方法に合わせる目的

で再表示されている。これらの変更は主に注記８「のれん」、注記12「前受収益」及び注記18「セグメント情報及び地域

別情報」に影響を与えた。

過去の期間の情報の再表示による、当社の連結貸借対照表、連結損益計算書、又は連結キャッシュ・フロー計算書への

影響はなかった。

 

見積り及び仮定

財務諸表を作成する上では経営者による見積りや仮定が必要とされ、資産、負債、収益及び費用の報告金額はそれによ

り影響を受ける。見積り及び仮定には、例えば、収益認識の場合には、履行義務の性質及び充足時期の決定、履行義務の

独立販売価格（以下「SSP」という。）、変動対価、並びに製品の返品及び返金等のその他の義務の決定、偶発損失、当

社報告単位ののれん及び無形資産の公正価値及び／又は潜在的な減損、製品のライフサイクル、当社の有形及び無形資産

の耐用年数、貸倒引当金、株式報酬の失効率、当社の製品について技術的実現可能性が確立される時期、当社の連結財務

諸表上又は税務申告上で認識している不確実な税務ポジションの潜在的結果、並びに投資の減損の時期及び金額の判定が

含まれる。実際の結果はリスク及び不確実性により、経営者の見積りや仮定と異なる場合がある。

 

外貨

　外貨で記帳される資産及び負債は、貸借対照表日の為替レートで換算されている。収益及び費用は、期中平均為替レー

トを用いて換算されている。当該換算により生じる為替換算調整額は、その他の包括利益に計上されている。

 

収益

製品売上高並びにサービス及びその他売上高　

製品売上高には、オペレーティングシステム、クロスデバイス プロダクティビティ及びコラボレーション アプリケー

ション、サーバー アプリケーション、ビジネス ソリューション アプリケーション、デスクトップ及びサーバーの管理

ツール、ソフトウェア開発ツール、ビデオゲーム、並びにハードウェア（PC、タブレット、ゲーム＆エンターテインメン

ト コンソール、その他のインテリジェントデバイス及び関連周辺機器等）からの売上高が含まれる。
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サービス及びその他売上高には、顧客にソフトウェア、サービス、プラットフォーム及びコンテンツ（Office 365、

Azure、Dynamics 365、及びゲーム等）を提供するクラウドベースのソリューション、ソリューション サポート、並びに

コンサルティング サービスからの売上高が含まれる。また、サービス及びその他売上高には、オンライン広告及び

LinkedInからの売上高も含まれる。

 

収益の認識

収益は、約束された製品又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点で、これらの製品又はサービスと交換に当社

が受け取ると見込まれる対価を反映した金額により認識される。当社は、様々な製品及びサービスの組み合わせを含みう

る契約を締結しており、通常は当該契約を別個の履行義務として区分し、会計処理することができる。収益は、返品引当

金及び顧客から徴収後政府当局に納付する税金を控除後で認識される。

 

製品及びサービスの性質

オンプレミスソフトウェアのライセンスは、顧客にとって使用可能となった時点で存在するソフトウェアを使用する権

利を顧客に提供する。顧客は永続ライセンスを購入するか又はライセンスのサブスクリプションを購入することができる

が、これらは顧客に同一の機能を提供するものであり、主な相違は顧客が当該ソフトウェアから便益を受ける期間であ

る。別個のオンプレミス ライセンスからの収益は、ソフトウェアが顧客にとって使用可能となった時点で即時認識され

る。アップデートが追加費用なしで提供されることを主な理由として当社がソフトウェアのアップデートに収益を配分す

る場合には、収益は、アップデートが提供されるにつれて認識され、通常は関連するデバイス又はライセンスの見積耐用

年数で按分して認識される。

顧客がホスト型ソフトウェアを所有しなくとも契約期間にわたり当該ソフトウェアを使用することを可能とするクラウ

ドサービスは、サブスクリプション又は消費のいずれかに基づいて提供される。サブスクリプションに基づいて提供され

るクラウドサービスに関連する売上高は、契約期間にわたって按分して認識される。一定期間のストレージ使用量等の消

費に基づいて提供されるクラウドサービスに関連する売上高は、顧客による当該リソースの利用に応じて認識される。ク

ラウドサービスが重要な水準でソフトウェアとの統合及び相互依存を必要とするために、個々の構成要素が別個のもので

はないと判断される場合には、すべての売上高は当該クラウドサービスが提供される期間にわたって認識される。

エンタープライズ アグリーメントを含む一定のボリュームライセンス プログラムには、ソフトウェア アシュアラン

ス（以下「SA」という。）と組み合わせたオンプレミス ライセンスが含まれている。SAは、契約期間中にリリースされ

た新しいソフトウェア及びアップグレードを受け取る権利を含んでおり、顧客が製品の導入及び使用をより効率的に行う

ためのサポート、ツール及びトレーニングを提供している。オンプレミス ライセンスは、SAと併せて販売された場合に

は、別個の履行義務として扱われる。SAに配分された収益は、通常、SAが時間の経過とともに充足される複数の別個の履

行義務から構成されることから、顧客が便益の消費及び享受を同時に行うにつれて、契約期間にわたって按分して認識さ

れる。

検索広告に係る収益は、広告が検索結果に表示された時点、又は収益の稼得に必要とされる行為が完了した時点で認識

される。コンサルティング サービスからの収益は、サービスが提供されるにつれて認識される。

当社のハードウェアは、通常、基盤となっているオペレーティングシステムに高度に依存し、相互関連性を有している

ため、オペレーティングシステムがなければ機能できない。これらの場合には、ハードウェア及びソフトウェアのライセ

ンスは単一の履行義務として会計処理され、収益は所有権が再販業者に又は小売店舗及びオンライン市場を通じて直接的

に最終顧客に移転した時点で認識される。

重要な製品及びサービス別の売上高を含む詳細については、注記18「セグメント情報及び地域別情報」を参照。
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重要な判断

当社の顧客との契約には、多くの場合、複数の製品及びサービスを顧客に移転する約束が含まれている。製品及びサー

ビスを、別々に会計処理する別個の履行義務として扱うか、又は一括して会計処理するかを決定するには、重要な判断が

要求される場合がある。クラウドベースのサービスがオンプレミスのソフトウェア ライセンスとクラウドサービスの両

方を含む場合には、当該ソフトウェア ライセンスを別個のものと判断して別々に会計処理するか、又は別個のものでは

なくクラウドサービスと併せて会計処理し、時間の経過とともに認識するかを決定するための判断が要求される。主に

Office 365等の一定のクラウドサービスは、デスクトップ アプリケーションとクラウドサービスの重要な水準での統

合、相互依存及び相互関連性に依存しているため、単一の履行義務として一括して会計処理されている。Office 365の売

上高は、クラウドサービスが提供される期間にわたって按分して認識される。

別個の履行義務ごとのSSPを決定するには判断が要求される。当社は、SAと併せて販売されるオンプレミス ライセンス

又は追加費用なしで提供されるソフトウェアのアップデートを含む、別々に販売されない製品のSSPを見積もるに当たっ

ては、単一の金額を使用している。各製品及びサービスを別々に販売している場合に、様々な製品及びサービスの相対的

SSPに基づいて配分すべき割引があるかどうかを決定する必要がある場合には、当社はSSPを見積もるために一定範囲内の

金額を使用している。

製品又はサービスを別々に販売しない場合等、SSPが直接的に観察可能でない場合には、当社は市況及びその他の観察

可能なインプットを含む情報を利用してSSPを決定する。個々の製品及びサービスは顧客別及び状況別に階層化されるた

め、当社は、これらの製品及びサービスに関して通常は複数のSSPを有している。このような場合、当社はSSPの決定に際

して、顧客の規模や地域等の情報を利用することがある。

当社のSAプログラムから得られる様々な便益及び当該プログラムの性質により、当社の顧客のポートフォリオ全体にお

ける一定の便益の行使パターンを含む引渡しのパターンの評価には判断が要求される。

当社の製品は通常は返品権付きで販売されており、当社はその他にも値引又はインセンティブを提供する場合があり、

一定の場合には、当社は顧客による当社の製品及びサービスの利用度を見積もっている。これらは認識すべき収益の金額

を決定する際に、変動対価として会計処理される。返品及び値引は、契約開始時に見積もられ、追加情報が入手可能と

なった場合には、各報告期間末に更新される。当社の変動対価の見積額の変更は、表示期間において重要ではなかった。

 

契約残高及びその他の債権

収益認識の時期は、顧客に請求を行う時期と異なる場合がある。当社は、請求前に収益を認識する場合には受取債権を

計上し、請求後に収益を認識する場合には前受収益を計上する。複数年契約の場合、当社は通常は毎年、各対象年次期間

の期首に請求を行う。複数年のオンプレミス ライセンスの認識収益については、当社は将来これらのライセンスについ

て請求を行い、支払を受ける無条件の権利を有する場合に受取債権を計上する。

前受収益は主にボリューム ライセンス プログラムに係る前受収益で構成されており、クラウドサービス及びSAを含む

場合がある。前受収益に関しては、通常、複数年契約の各契約期間の期首に毎年請求を行っており、対象期間にわたって

按分して収益を認識する。また、前受収益にはさらに、将来実施されるコンサルティング サービス、LinkedInのサブス

クリプション、Office 365のサブスクリプション、Xboxのサブスクリプション、Windowsの製品引渡し後のサポート、

Dynamicsビジネスソリューション、並びに当社が前払いを受けており、製品又はサービスに対する支配を移転した時点で

収益を稼得するその他の提供物に係る受取額も含まれている。

セグメント別の前受収益及び期中の前受収益の変動を含む詳細については、注記12「前受収益」を参照。

支払条件は契約の種類によって異なるが、一般的には30日から60日以内の支払義務が含まれる。収益認識時期が請求時

期と異なる場合においては、当社の契約は通常は重要な金融要素を含まないと当社は判断している。当社の請求条件の主

な目的は、当社の製品及びサービスを購入するための簡便かつ予測可能な方法を顧客に提供することであり、当社の顧客

から融資を受けることや、顧客に対して融資を提供することではない。これらの例には、サブスクリプション期間の開始

EDINET提出書類

マイクロソフトコーポレーション(E05817)

有価証券報告書

115/199



時点で請求を行うが収益は契約期間にわたって按分して認識する場合や、毎年請求を行う複数年のオンプレミス ライセ

ンスに係る収益を即時認識する場合が含まれる。

2025年６月30日及び2024年６月30日現在、貸倒引当金控除後の長期受取債権は、それぞれ52億ドル及び49億ドルであ

り、当社の連結貸借対照表のその他の固定資産に含まれている。

2025年６月30日及び2024年６月30日現在、サーバーコンポーネントの購入を促進する活動に関連するその他の債権は、

それぞれ82億ドル及び105億ドルであり、当社の連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれている。

当社は、限られた数の国における融資プログラムを通じて、当社のソフトウェア製品及びサービスを取得するオプショ

ンを一定の顧客に提供する際に、金融債権を計上している。当社の短期及び長期の金融債権の純額は2025年６月30日及び

2024年６月30日現在それぞれ43億ドル及び45億ドルであり、当社の連結貸借対照表のその他の流動資産及びその他の固定

資産に含まれている。

当社は、受取債権及び金融債権の残高に内在する信用損失に対する当社の最善の見積りを反映した貸倒引当金を計上し

ている。当社は、既知の不良債権、過去の実績、及び現時点で入手可能なその他の証拠に基づいて、貸倒引当金を算定し

ている。

 

顧客との契約の獲得に係るコストから認識された資産

当社は、顧客との契約の獲得に係る増分コストについて、当社がこれらのコストから１年を超えて便益を受けると見込

む場合には、当該コストを資産として認識する。当社は、一定の販売インセンティブプログラムが資産計上の要件を満た

すと判断している。契約獲得のためのコストの資産計上額の合計は、表示期間において僅少であり、当社の連結貸借対照

表のその他の流動資産及び固定資産に含まれている。

当社は、顧客との契約の獲得に係るコストの償却期間が１年以内であると見込む場合には、当該コストを発生時に費用

処理する実務上の簡便法を適用している。当社は、年間の人件費は当該年の販売活動に対応すると判断しているため、こ

れらのコストには、社内販売組織報酬プログラム及び一定のパートナー販売インセンティブ プログラムが含まれてい

る。

 

売上原価

売上原価には、クラウドベース及びその他のオンライン製品・サービスのサポート及びメンテナンスに伴って生じるコ

スト（データセンターのコスト及び使用料を含む。）、販売した製品及びライセンス供与したプログラムに係る製造原価

及び配布コスト、製品サポートサービスセンター及び製品物流センターに関連した運営費用、当社ウェブサイトへのトラ

フィックの誘導及びオンライン広告スペースの獲得に伴って生じるトラフィック獲得コスト、並びにコンサルティング・

サービスの提供に関連するコストが含まれている。

 

研究開発費

研究開発費には、製品の開発に関連する給与、従業員給付、株式報酬費用及びその他の人件費が含まれている。研究開

発費にはまた、外部委託の開発及びプログラミングに係るコスト並びに研究開発の実施に使用する資産の減価償却額及び

償却額も含まれている。これらのソフトウェア開発に関連したコストは、製品の技術的実現可能性が確立される時点まで

研究開発費に計上される。当社のソフトウェア製品に係る当該時点は、通常、製品が生産工程向けにリリースされる直前

である。技術的実現可能性が確立されると、これらのコストは資産計上され、その償却額は当該製品の見込有効期間にわ

たって売上原価に計上される。
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販売費

販売費には、販売担当従業員の給与、従業員給付、株式報酬費用及びその他の人件費、並びに広告、宣伝、見本市、セ

ミナー及びその他のプログラムに係る費用が含まれている。広告費は発生時に費用計上されている。広告費の額は2025事

業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、それぞれ21億ドル、17億ドル、及び904百万ドルであった。

 

株式報酬

制限付株式単位（以下「RSU」という。）及び業績連動型株式単位（以下「PSU」という。）を含むストック アワード

に係る報酬費用は、付与日現在の公正価値で測定され、見積失効額を控除後、関連する勤務期間又は業績期間にわたって

費用として認識される。ストック アワードの公正価値は、当社普通株式の付与日現在の相場価格から、権利確定期間中

に受領されない予想配当金の現在価値を控除した額に基づいている。当社はPSUの公正価値を、モンテカルロ評価モデル

を使用して測定している。RSUに係る報酬費用は定額法を適用して認識され、PSUに係る報酬費用は加速法を適用して認識

されている。

従業員ストック パーチェス プラン（以下「ESPP」という。）に係る報酬費用は、従業員が購入時に受けられる割引額

として測定され、購入が行われた期間に認識される。

 

法人所得税

法人所得税費用には、米国及び米国外の法人所得税、並びに不確実な税務ポジションに関連する利息及び加算税が含ま

れている。一定の収益及び費用は、税務申告上と財務諸表上とで異なる年度に認識される。当該一時差異による税効果

は、繰延法人所得税として報告されている。税金ベネフィットが実現しない可能性が50％を超える場合、繰延税金資産は

評価性引当金控除後で報告される。全ての繰延法人所得税は、当社の連結貸借対照表上の固定区分に分類される。

 

金融商品

投資

当社は、購入日現在の満期が３ヶ月以内である流動性の高い利付投資をすべて現金同等物としている。これらの投資の

公正価値は、その帳簿価額に近似している。通常、当初の満期が３ヶ月超で、満期日までの残存期間が１年未満の投資

は、短期投資として分類される。満期が１年超の投資は、流動性が高いという性質に基づき、及び当該市場性のある有価

証券が当期の営業活動に利用できる現金の投資を表すという理由で、短期として分類される場合がある。

債券投資は売却可能に分類され、実現損益は個別法を使用して計上される。公正価値の変動（信用損失及び減損を除

く。）はその他の包括利益に計上される。公正価値は、一般に入手可能な市場情報又は経営者が決定したその他の見積り

に基づいて計算される。投資の原価が公正価値を上回る場合には、当社は、市況全般、負債証券の発行体の信用度、公正

価値が原価を下回る程度といった要因について評価する。当社は、信用損失を決定する際には、入手可能な定量的及び定

性的証拠を考慮する体系的方法を適用している。さらに、当社は、投資先の財務健全性及び事業見通しに関連した特定の

不利な状況について考慮する。当社が当該有価証券を売却する計画がある場合、又は回復前に当該有価証券の売却が必要

となる可能性が50％を超える場合には、原価を下回る公正価値の下落は、減損損失としてその他の収益(費用)、純額に計

上され、当該投資の新たな取得原価が決定される。市場、産業及び／又は投資先の状況が悪化した場合には、当社は将来

において減損を被る可能性がある。

公正価値を容易に決定できる持分投資は公正価値で測定される。公正価値を容易に決定できない持分投資は、持分法を

用いて測定されるか、観察可能な価格変動又は減損損失を加減した原価で測定される（以下「代替的な測定方法」とい

う）。当社は、定性的評価を定期的に実施しており、投資の公正価値が帳簿価額を下回ることを示す十分な兆候があった

場合には、減損を認識する。価額の変動はその他の収益(費用)、純額に計上される。

変動持分事業体（以下「VIE」という。）とみなされる投資は、当社がVIEの主たる受益者であるかどうかを判断するた

めに評価され、主たる受益者である場合には、当社は当該事業体を連結することが要求される。当社は、(1)VIEの経済的

業績に最も重要な影響を与える活動を指図するパワー、及び(2)VIEにとって潜在的に重要となる可能性のある損失を吸収
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する義務又はそのような便益をVIEから受領する権利を当社が有しているかどうかを評価する。当社は、当社のVIE投資の

いかなるものについても、主たる受益者ではないと判断している。したがって、当社のVIE投資は連結されておらず、そ

の大部分は持分法により会計処理されている。当社は、オープン・エーアイ・グローバル・エルエルシー（OpenAI

Global, LLC）（以下「オープンAI」という。）に対して投資を行い、総額130億ドルの資本コミットメントを行ってい

る。当該投資は持分法により会計処理されている。

 

デリバティブ

デリバティブ商品は、資産又は負債のいずれかとして認識され、公正価値で測定される。デリバティブの公正価値の変

動額の会計処理方法は、当該デリバティブの使用目的及びその結果としての指定によって異なる。

公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブ商品に係る損益は、それを相殺するヘッジ対象に係る損益と共にその他

の収益(費用)、純額に認識される。有効性評価から除外されたヘッジ部分に相当する損益は、その他の収益(費用)、純額

に認識される。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ商品に係る損益は、当初はその他の包括利益の一項目とし

て報告され、その後、対応するヘッジ対象に係る損益と共にその他の収益(費用)、純額に認識される。有効性評価から除

外されたヘッジ部分に相当する損益は、その他の収益(費用)、純額に認識される。

ヘッジ指定されていないデリバティブ商品に係る公正価値の変動から生じる損益は、主にその他の収益(費用)、純額に

認識される。

 

公正価値測定

当社は、一定の資産及び負債を公正価値で会計処理している。以下の階層は、公正価値の測定に使用するインプットが

市場においてどの程度観察可能であるかに基づく、公正価値の３つのレベルを示している。当社は、個々の公正価値測定

をこれらの３つのレベルのうちの１つに分類するに当たり、公正価値測定の全体にとって重要であるインプットのうち最

低レベルのものに基づいている。これらのレベルは以下の通りである。

・　レベル１－インプットは、活発な市場における同一商品の調整されていない相場価格に基づく。当社のレベル１

の投資には、米国政府証券、普通株式及び優先株式、並びにミューチュアル・ファンドが含まれている。当社

のレベル１のデリバティブ資産及び負債には、取引所で活発に取引されるデリバティブ資産及び負債が含まれ

ている。

・　レベル２－インプットは、活発な市場における類似商品の相場価格、活発でない市場における同一又は類似商品

の相場価格、及びモデルに基づく評価技法（例えば、ブラック・ショールズ・モデル）で、当該モデルにおけ

る全ての重要なインプットが、資産又は負債のほぼ全ての期間にわたり、市場において観察可能であるか又は

観察可能な市場データによって裏付けられるものに基づく。該当する場合、これらのモデルは、金利カーブ、

信用スプレッド、外国為替レート、通貨の先渡及び直物価格をはじめとした市場に基づく観察可能なインプッ

トを使用して、将来キャッシュ・フローの見積りや、将来の金額の現在価値への割引を行う。当社のレベル２

の投資には、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金、米国政府機関証券、外国国債、モーゲージ及び資産担保

証券、コーポレート・ノート及び社債、並びに地方債が含まれている。当社のレベル２のデリバティブ資産及

び負債には、一定の清算スワップ契約並びに店頭先渡、オプション及びスワップ契約が含まれている。

・　レベル３－インプットは一般に観察不能であり、通常は市場参加者が資産又は負債の価格決定に使用するであろ

う仮定についての経営者の見積りが反映される。このため公正価値は、オプション価格算定モデル及び割引

キャッシュ・フロー・モデルを含む、モデルに基づく評価技法を用いて算定される。当社のレベル３の資産及

び負債には、減損損失の認識により公正価値で計上されている場合のコーポレート・ノート及び社債に対する

投資、地方債、並びにのれん及び無形資産が含まれている。これらのモデルで使用される観察不能なインプッ

トは、当該資産及び負債の公正価値にとって重要である。
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当社は、公正価値を容易に決定できない持分投資を、非経常的に測定している。これらの投資の公正価値は、入手可能

な最善の情報を使用した評価技法に基づいて決定されており、それには市場相場価格、市場における比較対象及び割引

キャッシュ・フロー予測が含まれる場合がある。

当社のその他の流動金融資産及び流動金融負債の公正価値は、その帳簿価額に近似している。

 

有形固定資産

有形固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で計上され、資産の見積耐用年数とリース期間のいずれか短い期間

にわたって定額法により減価償却されている。当社の有形固定資産の見積耐用年数は通常、自社利用目的で開発・取得さ

れたソフトウェアは３年、コンピューター機器は２年から６年、建物及び改良費は５年から15年、リース資産改良費は３

年から15年、器具及び備品は１年から10年である。土地は減価償却されない。

 

リース

当社は、契約がリースであるかどうかをその開始時に決定している。オペレーティング・リースは、当社の連結貸借対

照表のオペレーティング・リース使用権資産、その他の流動負債、及びオペレーティング・リース負債に含まれている。

ファイナンス・リースは、当社の連結貸借対照表の有形固定資産、その他の流動負債、及びその他の固定負債に含まれて

いる。

使用権資産はリース期間にわたって原資産を使用する当社の権利を表し、リース負債は当該リースによって生じたリー

ス料を支払う当社の義務を表している。オペレーティング・リース使用権資産及び負債は、リース期間にわたるリース料

の現在価値に基づいて、リース開始日に認識される。当社の大部分のリースは計算利子率を示していないため、当社は通

常、開始日時点のリース料支払期間と類似する期間にわたる担保付借入金の見積利子率に基づく当社の追加借入利子率を

使用している。オペレーティング・リース使用権資産にはさらに支払済みのリース料が含まれるが、リース・インセン

ティブは除外される。当社のリースの期間は、当社がリースを延長又は解約するオプションを行使することが合理的に確

実である場合には、当該オプションを反映する場合がある。リース料に係るリース費用は、リース期間にわたって定額法

で認識される。

当社はリース要素及び非リース要素を伴うリース契約を有しており、これらは通常は別々に会計処理される。車両等の

一定の設備のリースについては、リース要素及び非リース要素を単一のリースの要素として会計処理している。さらに、

一定の設備のリースについては、オペレーティング・リース使用権資産及び負債を効率的に会計処理するために、ポート

フォリオ・アプローチを適用している。

 

のれん

のれんの減損テストは、報告単位レベル（オペレーティング・セグメント又はその１つ下位のレベル）で年に１回（５

月１日に）行われるが、報告単位の公正価値をその帳簿価額を下回るまで下落させる可能性が50％を超える事象又は状況

の変化が生じた場合には年次テスト時以外にも行われる。
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無形資産

当社の無形資産は、償却の対象となっており、受け取った経済的便益に比例して、見積有効期間にわたって償却され

る。当社は、見積有効期間を改定するのが妥当である可能性、又は資産に減損が生じた可能性を示す事象又は状況を考慮

することにより、定期的に無形資産の回収可能性について評価している。

 

関連当事者間取引

　2024年３月、当社はインフレクション・エーアイ・インク（Inflection AI, Inc.）（以下「インフレクション」とい

う。）と契約を締結し、当該契約に基づき、当社はインフレクションの知的財産に対する非独占的ライセンスを取得し

た。当社取締役のレイド・ホフマン氏はインフレクションの共同創業者であり、同社の取締役を務めている。インフレク

ションとの契約締結日現在、リプログラムド・インターチェンジ・エルエルシー（Reprogrammed Interchange LLC）（以

下「リプログラムド」という。）及びグレイロック・ベンチャーズ（Greylock Ventures）（以下「グレイロック」とい

う。）の傘下にある企業は、それぞれが10％未満のインフレクションに対する資本持分を有していた。ホフマン氏は、こ

れらの企業との関係により、リプログラムド及びグレイロックが保有する株式を実質的に所有しているとみなされる可能

性がある。ホフマン氏は、インフレクションとの取引を検討・承認するための当社取締役会又は委員会会議には一切参加

しなかった。

 

最近の会計指針

最近適用された会計指針

セグメント報告－報告セグメントの開示の改善

2023年11月、財務会計基準審議会（以下「FASB」という。）は、報告セグメントの開示を改善する新しい基準を公表し

た。当該指針は、主に重要なセグメント費用に関する開示の充実を通じて、当社の年次及び中間連結財務諸表における報

告セグメントに要求される開示を拡充するものである。当社は、当該基準を2025事業年度の年次報告から適用している。

この適用により、セグメント報告の開示、特に各報告セグメントの売上原価及び営業費用に関する開示が増加した。注記

18「セグメント情報及び地域別情報」を参照。

 

未適用の最近公表された会計指針

法人所得税－法人所得税の開示の改善

2023年12月、FASBは、法人所得税の開示を改善する新しい基準を公表した。当該指針は、法人所得税納付額の内訳の開

示を要求し、実効税率調整表の構成項目の標準化された分類を規定し、その他の法人所得税に関連した開示を修正するも

のである。当該基準は、2026事業年度の年次報告から当社に適用され、早期適用も認められている。当社は現在、当該基

準が当社の法人所得税の開示に与える影響について評価している。

 

損益計算書－損益計算書費用の細分化

2024年11月、FASBは、損益計算書費用に関する開示を拡充する新しい基準を公表した。当該指針は、当社の連結損益計

算書の各関連費用項目に含まれる特定のコスト及び費用を、中間報告期間及び年次報告期間のそれぞれにおいて、財務諸

表に対する個別の注記に細分化することを要求している。これには、棚卸資産購入、従業員報酬、減価償却費、及び無形

資産償却費の金額が含まれる。当該基準は、2028事業年度の年次報告及びそれ以降の中間期間から当社に適用され、早期

適用も認められている。当社は現在、当該基準が当社の開示に与える影響について評価している。

 

注記２　１株当たり利益

基本的１株当たり利益（以下「EPS」という。）は、期中の社外流通普通株式の加重平均株数に基づいて算出してい

る。希薄化後EPSは、普通株式の加重平均株数に、希薄化効果のある潜在普通株式の期中の未行使残高による影響を自己
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株式方式により加味して算出している。希薄化効果のある潜在普通株式には、ストック オプション及びストック アワー

ドの未行使残高が含まれる。

基本的及び希薄化後EPSの内訳は以下の通りであった。

 

（単位：１株当たり金額を除き百万ドル又は百万株）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

普通株主に帰属する純利益(Ａ) $ 101,832 $ 88,136 $ 72,361

加重平均社外流通普通株式数(Ｂ) 7,433 7,431 7,446

株式報奨による希薄化効果 32 38 26

普通株式及び普通株式相当証券(Ｃ) 7,465 7,469 7,472

１株当たり利益    

基本的(Ａ/Ｂ)（ドル） $   13.70 $ 11.86 $ 9.72

希薄化後(Ａ/Ｃ)（ドル） $   13.64 $ 11.80 $ 9.68

 

希薄化後EPSの計算から除外された、逆希薄化効果を有する株式報奨は、各表示期間において重要ではなかった。

 

注記３　その他の収益(費用)、純額

 その他の収益(費用)、純額の内訳は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

受取利息及び受取配当金 $ 2,647 $ 3,157 $ 2,994

支払利息 (2,385) (2,935) (1,968)

投資利益(損失)純認識額 (349) (118) 260

デリバティブ純損失 (260) (187) (456)

為替差益(損)、純額 171 (244) 181

その他、純額 (4,725) (1,319) (223)

 合計 $ (4,901) $ (1,646) $  788

 

その他、純額は主に、オープンAIを含む持分法適用投資損失純認識額を反映している。
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投資利益(損失)純認識額

債券投資に係る利益(損失)純認識額は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

    

売却可能有価証券の売却による実現利益 $ 40 $ 22 $ 36

売却可能有価証券の売却による実現損失 (65) (98) (124)

減損損失及び信用損失引当金繰入・戻入額 8 23 (10)

 合計 $ (17) $ (53) $ (98)

 

持分投資に係る利益(損失)純認識額は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

売却した投資に係る実現純利益 $   83 $ 18 $ 75

保有する投資に係る未実現純利益 536 146 303

投資の減損 (951) (229) (20)

 合計 $ (332) $ (65) $ 358
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注記４　投資

投資の内訳

投資の内訳は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 

公正価値

レベル

調整後

原価

未実現

利益

未実現

損失 帳簿価額

現金

及び現金

同等物 短期投資

持分及び

その他の

投資

2025年６月30日現在         

その他の包括利益に計上

された公正価値の変動         

コマーシャル・ペーパー レベル２ $ 10,880 $  0 $     0 $  10,880  $  9,939 $   941  $     0

譲渡性預金 レベル２  2,653  0  0  2,653  2,309  344  0

米国政府証券 レベル１  52,878  71  (1,462)  51,487  4,742  46,745  0

米国政府機関証券 レベル２  2,686  0  0  2,686  496  2,190  0

外国国債 レベル２  349  24  (9)  364  0  364  0

モーゲージ及び資産担保

証券 レベル２  2,558  10  (27)  2,541  0  2,541  0

コーポレート・ノート

及び社債 レベル２  10,763  124  (101)  10,786  0  10,786  0

コーポレート・ノート

及び社債 レベル３  2,511  65  (5)  2,571  0  111  2,460

地方債 レベル２  207  1  (7)  201  0  201  0

地方債 レベル３  104  0  (14)  90  0  90  0

 債券投資合計  $ 85,589 $ 295 $ (1,625) $  84,259  $ 17,486 $ 64,313  $  2,460

         

純利益に計上された公正

価値の変動  
       

持分投資 レベル１    $  4,577  $  1,045 $     0  $  3,532

持分投資 その他     9,141  0  0  9,141

　持分投資合計     $  13,718  $  1,045 $      0  $ 12,673

現金     $  11,711  $ 11,711 $     0  $     0

デリバティブ、純額
(a)

     282  0  10  272

　合計     $ 109,970  $ 30,242 $ 64,323  $ 15,405
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（単位：百万ドル）

 

公正価値

レベル

調整後

原価

未実現

利益

未実現

損失 帳簿価額

現金

及び現金

同等物 短期投資

持分及び

その他の

投資

2024年６月30日現在         

その他の包括利益に計上

された公正価値の変動         

コマーシャル・ペーパー レベル２ $ 4,666 $ 0 $     0 $ 4,666 $ 4,666 $     0 $     0

譲渡性預金 レベル２ 1,547 0 0 1,547 1,503 44 0

米国政府証券 レベル１ 49,603 4 (2,948) 46,659 14 46,645 0

米国政府機関証券 レベル２ 17 0 0 17 0 17 0

外国国債 レベル２ 319 3 (16) 306 0 306 0

モーゲージ及び資産担保

証券 レベル２ 944 3 (35) 912 0 912 0

コーポレート・ノート

及び社債 レベル２ 9,106 28 (318) 8,816 0 8,816 0

コーポレート・ノート

及び社債 レベル３ 1,641 0 (1) 1,640 0 140 1,500

地方債 レベル２ 262 0 (13) 249 0 249 0

地方債 レベル３ 104 0 (17) 87 0 87 0

 債券投資合計  $ 68,209 $ 38 $ (3,348) $ 64,899 $ 6,183 $ 57,216 $ 1,500

         

純利益に計上された公正

価値の変動  
       

持分投資 レベル１    $ 3,547 $   561 $     0 $ 2,986

持分投資 その他    10,114 0 0 10,114

　持分投資合計     $ 13,661 $   561 $     0 $ 13,100

現金     $ 11,571 $ 11,571 $     0 $     0

デリバティブ、純額
(a)

    12 0 12 0

　合計     $ 90,143 $ 18,315 $ 57,228 $ 14,600

 

(a) 当社のデリバティブ商品の公正価値の詳細については、注記５「デリバティブ」を参照。

 

上表の「その他」として表示されている持分投資には、公正価値を容易に決定できない投資で観察可能な価格変動若し

くは減損損失を加減した原価により測定するもの、持分法により測定するもの、又は実務上の簡便法として純資産価額を

用いて公正価値で測定され、公正価値の階層に分類されない投資が含まれている。2025年６月30日及び2024年６月30日現

在、公正価値を容易に決定できない持分投資で観察可能な価格変動又は減損損失を加減した原価により測定するものは、

それぞれ29億ドル及び39億ドルであった。2025年６月30日及び2024年６月30日現在、持分法により測定する持分投資はい

ずれも60億ドルであった。
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債券投資未実現損失

12ヶ月未満及び12ヶ月以上にわたって継続的に未実現損失が生じていた債券投資、並びにその関連する公正価値は、以

下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 12ヶ月未満 12ヶ月以上 公正価値

合計

未実現損失

合計 公正価値 未実現損失 公正価値 未実現損失

2025年６月30日現在       

米国政府及び政府機関証券  $ 2,569 $ (51) $ 34,608  $ (1,411)  $ 37,177  $ (1,462)

外国国債  43  (2)  106  (7)  149  (9)

モーゲージ及び資産担保証券  841  (4)  189  (23)  1,030  (27)

コーポレート・ノート及び社債  1,107  (8)  3,105  (98)  4,212  (106)

地方債  0  0  168  (21)  168  (21)

 合計  $ 4,560 $ (65) $ 38,176  $ (1,560)  $ 42,736  $ (1,625)

 

（単位：百万ドル）

 12ヶ月未満 12ヶ月以上 公正価値

合計

未実現損失

合計 公正価値 未実現損失 公正価値 未実現損失

2024年６月30日現在       

米国政府及び政府機関証券 $  529 $ (12) $ 45,821 $ (2,936) $ 46,350 $ (2,948)

外国国債 79 (2) 180 (14) 259 (16)

モーゲージ及び資産担保証券 201 (1) 409 (34) 610 (35)

コーポレート・ノート及び社債 1,310 (9) 5,779 (310) 7,089 (319)

地方債 38 (1) 243 (29) 281 (30)

 合計 $ 2,157 $ (25) $ 52,432 $ (3,323) $ 54,589 $ (3,348)

 

債券の未実現損失は、主に金利の変動に起因している。経営者は、入手可能な証拠の評価に基づいて、未実現損失の残

額はいずれも減損を示すものではないと考えている。

 

債券投資の満期

以下の表は、2025年６月30日現在の債券投資の満期を要約したものである。

（単位：百万ドル）

2025年６月30日現在 調整後原価 見積公正価値

１年以内満期到来  $ 35,108  $ 34,952

１年超５年以内満期到来  42,460  41,481

５年超10年以内満期到来  6,530  6,424

10年超満期到来  1,491  1,402

　合計  $ 85,589  $ 84,259
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注記５　デリバティブ

当社は、為替、金利、株価及び信用に関連したリスクの管理、投資収益の向上、並びにポートフォリオの分散化の促進

を目的として、デリバティブ商品を利用している。当社のデリバティブの保有目的には、可能な限り有効にこれらのエク

スポージャーの経済的影響を軽減、排除し、効率的に管理することが含まれる。当社のデリバティブ・プログラムには、

ヘッジ会計の処理に適格な戦略と適格でない戦略の両方が含まれている。

 

為替

一定の予定取引、資産及び負債は、為替リスクにさらされる。当社は為替ヘッジ・ポジションの経済的有効性を最大化

するために為替エクスポージャーを日々監視している。

一定のユーロ建債務に関連した為替リスクは、キャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定された先物為替予約を使用

してヘッジされている。

また、ヘッジ手段として指定されていない一定のオプション及び先渡取引も、一定の貸借対照表上の金額に係る為替変

動を管理するため、及びその他の為替エクスポージャーを管理するために利用されている。

 

金利

一定の固定利付債に関連した金利リスクは、固定金利を変動金利に変換する効果を有する公正価値ヘッジ手段として指

定された金利スワップを使用してヘッジされている。

当社の債券ポートフォリオ内の有価証券は、その満期日に基づいて、様々な金利リスクの影響を受ける。当社は、一定

の幅広い銘柄で構成される債券指数に連動する経済的利益を達成するために、オプション、先物、及びスワップ契約を使

用して、債券ポートフォリオの平均残存期間を管理している。これらの契約はヘッジ手段として指定されておらず、以下

の表の「その他の契約」に計上されている。

 

株式

当社の持分投資ポートフォリオ内の有価証券は、市場価格変動リスクの影響を受ける。時によって、当社はオプショ

ン、先物、及びスワップ契約を保有する場合がある。これらの契約はヘッジ手段として指定されていない。

 

信用

当社の債券ポートフォリオは分散化されており、主に投資適格証券からなる。当社は、クレジット・デフォルト・ス

ワップ契約を使用して、幅広い銘柄で構成される指数との比較により信用エクスポージャーを管理するとともに、ポート

フォリオの分散化を促進している。これらの契約はヘッジ手段として指定されておらず、以下の表の「その他の契約」に

計上されている。

 

信用リスク関連の偶発的特性

デリバティブ商品に関する一部のカウンターパーティー契約には、当社の長期無担保借入債務の発行済未償還残高が投

資適格の信用格付けを維持すること、及び当社が10億ドルの最低流動性を維持することを要求する規定が含まれている。

当社がこれらの要求事項を満たさない場合には、店頭デリバティブに関連した標準的慣行と同様に、担保の差入れが要求

される。2025年６月30日現在、当社の長期無担保借入債務の格付けはAAAであり、現金投資は10億ドルを超過していた。

そのため、担保の差入れは要求されなかった。
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以下の表は、米ドル相当額で測定された、当社のデリバティブ商品残高の想定元本を示している。

（単位：百万ドル）

 2025年６月30日現在 2024年６月30日現在

ヘッジ手段として指定された商品   
買建為替契約  $ 1,492  $ 1,492

買建金利契約  1,150  1,100

ヘッジ手段として指定されていない商品   

買建為替契約  15,214  7,167

売建為替契約  43,307  31,793

買建株式契約  5,434  4,016

売建株式契約  2,189  2,165

その他の買建契約  2,769  2,113

その他の売建契約  1,242  811

 

デリバティブ商品の公正価値

以下の表は、当社のデリバティブ商品を示している。

（単位：百万ドル）

 

デリバティブ
資産

デリバティブ
負債

デリバティブ
資産

デリバティブ
負債

 2025年６月30日現在 2024年６月30日現在

ヘッジ手段として指定された商品     

為替契約  $  89  $    (44)  $  24  $  (76)

金利契約  15  0  19  0

ヘッジ手段として指定されていない
商品

    

為替契約  248  (809)  213  (230)

株式契約  385  (983)  63  (491)

その他の契約  21  (1)  12  (3)

デリバティブ総額  758  (1,837)  331  (800)

貸借対照表で相殺されているデリバ
ティブの総額  (258)  260  (151)  152

受入現金担保  0  (99)  0  (104)

デリバティブ純額  $ 500  $ (1,676)  $ 180  $ (752)

報告金額     

短期投資  $  10  $     0  $  12  $   0

その他の流動資産  201  0  149  0

持分及びその他の投資  272  0  0  0

その他の固定資産  17  0  19  0

その他の流動負債  0  (1,639)  0  (401)

その他の固定負債  0  (37)  0  (351)

合計  $ 500  $ (1,676)  $ 180  $ (752)

 

当社が相殺することを選択した、法的強制力のあるマスターネッティング契約の対象となるデリバティブ資産及び負債

の総額は、2025年６月30日現在においてそれぞれ452百万ドル及び18億ドル、2024年６月30日現在においてそれぞれ304百

万ドル及び800百万ドルであった。
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以下の表は、当社のデリバティブ商品の公正価値を総額ベースで示している。

（単位：百万ドル）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2025年６月30日現在     

デリバティブ資産  $ 1 $ 474 $ 283  $ 758

デリバティブ負債  0  (1,832)  (5)  (1,837)

2024年６月30日現在     

デリバティブ資産  0  327  4  331

デリバティブ負債  (1)  (799)  0  (800)

 

当社のその他の収益(費用)、純額に認識されたデリバティブ商品に係る利益(損失)は、以下の通りであった。

 （単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年  

公正価値ヘッジ手段として指定された商品     

金利契約     

デリバティブ  $  5  $ (23)  $ (65)  

ヘッジ対象  (45)  (25)  38  

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定された商品     

為替契約     

その他の包括損失累計額からの振替額  103  (48)  61  

ヘッジ手段として指定されていない商品     

為替契約  (938)  367　  (73)  

株式契約  (266)  (177)  (420)  

その他の契約  21  (15)  (41)  

 

当社の連結包括利益計算書に認識されたデリバティブ商品に係る利益(損失)(税引後)は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定された商品    

為替契約    

有効性評価に含まれた金額 $ 77 $ (14) $ 34
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注記６　有形固定資産

有形固定資産の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 2025年６月30日現在 2024年６月30日現在

土地  $   9,338  $   8,163

建物及び改良費  137,921  93,943

リース資産改良費  12,117  9,594

コンピューター機器及びソフトウェア  132,836  93,780

器具及び備品  6,407  6,532

 合計、取得原価  298,619  212,012

減価償却累計額  (93,653)  (76,421)

 合計、純額  $ 204,966  $ 135,591

 

2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において減価償却費はそれぞれ220億ドル、152億ドル及び110億ドルで

あった。

2025年６月30日、2024年６月30日及び2023年６月30日現在、支払債務に計上された有形固定資産の購入額はそれぞれ69

億ドル、43億ドル及び38億ドルであった。2025年６月30日現在、当社は、主にデータセンターに関連する新規建物、建物

改良及びリース資産改良に対して321億ドルの支出を約定していた。

 

注記７　企業結合

アクティビジョン・ブリザード・インク

2023年10月13日、当社は、アクティビジョン・ブリザード・インク（Activision Blizzard, Inc.）（以下「アクティ

ビジョン・ブリザード」という。）を、主に現金で構成される総買収価格754億ドルで取得する取引を完了した。アク

ティビジョン・ブリザードは、ゲーム開発大手で、双方向エンターテインメント・コンテンツの発行者である。当該取得

により、モバイル、PC、コンソール機及びクラウド・ゲーミングにおける当社のゲーム事業の成長が加速する見込みであ

る。アクティビジョン・ブリザードの財務業績は、取得日から当社の連結財務諸表に反映されている。アクティビジョ

ン・ブリザードは、当社のモア パーソナル コンピューティング セグメントの一部として報告されている。

取得資産及び引受負債への買収価格の配分は2024年９月30日に完了した。当社が買収価格を配分した主要な資産及び負

債のクラスは以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

現金及び現金同等物   $ 12,976

のれん   51,001

無形資産   21,969

その他の資産   2,503

長期借入債務   (2,799)

長期未払法人所得税   (1,946)

繰延法人所得税   (4,676)

その他の負債   (3,620)

買収価格合計   $ 75,408
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のれんはモア パーソナル コンピューティング セグメントに配分された。のれんは主にアクティビジョン・ブリザー

ドの統合により達成されると期待されるシナジーの増大に起因していた。当該のれんは、実質的にその全てが法人所得税

上損金不算入となる見込みである。

取得した無形資産に配分された買収価格の詳細は以下の通りである。

（単位：平均耐用年数を除き百万ドル）

 金額 加重平均耐用年数

マーケティング関連 $ 11,619 24年

技術に基づくもの 9,689 ４年

顧客関連 661 ４年

取得した無形資産の公正価値 $ 21,969 15年

　

以下は、この取得が2022年７月１日に完了したと仮定した場合における、マイクロソフトコーポレーションのプロ

フォーマ・ベースの補足的連結財務業績（無監査）である。

（単位：１株当たり金額を除き百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2024年 2023年

売上高 $ 247,442 $ 219,790

純利益 88,308 71,383

希薄化後１株当たり利益（ドル） 11.82 9.55

 

これらのプロフォーマ業績は、当社が合理的と考える見積り及び仮定に基づいている。これらの業績は、表示期間に当

社とアクティビジョン・ブリザードが合併会社であったとした場合に実現したであろう業績ではなく、将来の期間におけ

る当社とアクティビジョン・ブリザードの連結経営成績を必ずしも示すものではない。プロフォーマ業績には、パーチェ

ス法の会計処理に関連する調整（主に無形資産の償却）が含まれている。取得原価及びその他の非経常的な費用は重要で

はなく、表示されている最も古い期間に含まれている。

 

注記８　のれん

のれんの帳簿価額の増減は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 

2023年
６月30日
現在 取得 その他

2024年
６月30日
現在 取得 その他

2025年
６月30日
現在

プロダクティビティ＆
ビジネス プロセス  $ 31,359 $      0  $  2  $  31,361 $  0 $  96 $  31,457

インテリジェント
クラウド  25,676  0  (28)  25,648  0  41  25,689

モア パーソナル
コンピューティング  10,851  51,235  125  62,211  0  152  62,363

　合計  $ 67,886 $ 51,235  $ 99  $ 119,220 $  0 $ 289 $ 119,509

 

当社は、当社の内部的な事業管理及び監視の方法に合わせるために、過去の期間の特定の金額につき再表示を行ってい

る。詳細については、注記１「会計方針」を参照。

取得資産及び引受負債の評価のための測定期間は、取得日時点で存在していた事実及び状況に関する情報が入手され次

第終了するが、最長で12ヶ月間となっている。買収価格配分の修正により、当該修正が決定された期間において、のれん

に配分された金額の変更が必要となる場合がある。
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為替換算及びパーチェス法の会計処理に関する修正から生じたのれんの金額の変更はいずれも、上表の「その他」に表

示されている。「その他」にはさらに、該当する場合には、事業売却及び事業再編によるセグメント間の振替が含まれて

いる。

注記１「会計方針」に記載の通り、当社は2025事業年度第１四半期中にセグメントの変更を行った。これらのセグメン

トの変更の結果、当社の報告単位にも変更が生じた。当社は、相対的公正価値配分法を使用して、影響を受けた報告単位

全体ののれんを再配分した。さらに、当社は、再配分の直前にすべての報告単位における潜在的なのれんの減損の評価を

完了し、減損は存在しないと判断した。

 

のれんの減損

当社は、のれんの減損テストを、年に一度、５月１日に報告単位レベルで、主に同業者を基準とするリスク調整後加重

平均資本コストによる割引キャッシュ・フロー法を使用して実施している。当社は、割引キャッシュ・フロー・アプロー

チは事業の公正価値の指標として最も信頼性があるものと考えている。

当社の2025年５月１日、2024年５月１日及び2023年５月１日付減損テストにおいて、減損事象は識別されなかった。

2025年６月30日及び2024年６月30日現在、のれんの減損累計額は113億ドルであった。

 

注記９　無形資産

無形資産（耐用年数は全て有限）の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日現在

 2025年  2024年

 
帳簿価額
（総額）

償却
累計額

帳簿価額
（純額）

 
帳簿価額
（総額）

償却
累計額

帳簿価額
（純額）

マーケティング関連  $ 16,502  $  (3,901) $ 12,601   $ 16,500  $  (3,101)  $ 13,399

技術に基づくもの  22,560  (14,959)  7,601   21,913  (10,741)  11,172

顧客関連  4,278  (2,050)  2,228   6,038  (3,051)  2,987

契約に基づくもの  217  (43)  174   58  (19)  39

　合計  $ 43,557  $ (20,953) $ 22,604   $ 44,509  $ (16,912)  $ 27,597

 

2025事業年度、2024事業年度又は2023事業年度中において、無形資産の重要な減損は識別されなかった。当社は、無形

資産に関連した重要な残存価額はないと見積っている。

 

各表示期間中に取得した無形資産の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年

 金額 加重平均耐用年数  金額 加重平均耐用年数

マーケティング関連  $    13 10年  $ 11,619 24年

技術に基づくもの  912 ９年  10,947 ４年

顧客関連  0 ０年  660 ４年

契約に基づくもの  171 ５年  38 ４年

　合計  $ 1,096 ９年  $ 23,264 14年
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無形資産償却費は、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度においてそれぞれ60億ドル、48億ドル及び25億ドル

であった。

以下の表は、2025年６月30日現在の保有無形資産に係る将来の償却費見積額の概要である。

 （単位：百万ドル）

６月30日に終了する１年間   

2026年  $  4,594

2027年   2,901

2028年   2,034

2029年   1,851

2030年   1,382

2031年以降   9,842

 合計  $ 22,604
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注記10　借入債務

短期借入債務

2025年６月30日現在、当社はコマーシャル・ペーパーの発行済又は未償還残高を有していなかった。2024年６月30日現

在、当社はコマーシャル・ペーパーの発行済未償還残高67億ドル（加重平均金利5.4％、満期までの期間28日から152日の

範囲内）を有していた。当該コマーシャル・ペーパーの見積公正価値は、その帳簿価額に近似している。

 

長期借入債務

長期借入債務の内訳は、以下の通りであった。

（単位:百万ドル、暦年別発行額）

満期

（暦年） 表面金利 実効金利

2025年６月

30日現在

2024年６月

30日現在

2009年発行、38億ドル 2039 5.20％ 5.24％  $   520 $   520

2010年発行、48億ドル 2040 4.50％ 4.57％  486  486

2011年発行、23億ドル 2041 5.30％ 5.36％  718  718

2012年発行、23億ドル 2042 3.50％ 3.57％  454  454

2013年発行、52億ドル 2043 3.75％-4.88％ 3.83％-4.92％  314  314

2013年発行、41億ユーロ 2028-2033 2.63％-3.13％ 2.69％-3.22％  2,700  2,465

2015年発行、238億ドル 2025-2055 3.13％-4.75％ 3.18％-4.78％  7,555  9,805

2016年発行、198億ドル 2026-2056 2.40％-3.95％ 2.46％-4.03％  7,930  7,930

2017年発行、171億ドル 2026-2057 3.30％-4.50％ 3.38％-5.49％  6,833  6,833

2020年発行、101億ドル 2030-2060 1.35％-2.68％ 2.53％-5.43％  10,111  10,111

2021年発行、82億ドル 2052-2062 2.92％-3.04％ 2.92％-3.04％  8,185  8,185

2023年発行、１億ドル 2026-2050 1.35％-4.50％ 5.16％-5.49％  56  56

2024年発行、33億ドル 2026-2050 1.35％-4.50％ 5.16％-5.49％  3,344  3,344

額面金額合計     49,206  51,221

ディスカウント及び発行費の未償却
残高     (1,155)  (1,227)

ヘッジの公正価値調整額
(a)

    (36)  (81)

借入債務交換に係るプレミアム     (4,864)  (4,976)

借入債務合計     43,151  44,937

１年以内返済予定の長期借入債務     (2,999)  (2,249)

長期借入債務     $ 40,152 $ 42,688

 

(a) 固定利付債に関連した金利スワップに関する詳細については、注記５「デリバティブ」を参照。

 

2025年６月30日及び2024年６月30日現在、長期借入債務（１年以内返済予定額を含む。）の見積公正価値は、それぞれ

404億ドル及び423億ドルであった。当該見積公正価値は、レベル２のインプットに基づいている。

上表中の借入債務は、優先無担保債から成り、当社の他の未償還債務と同等に位置づけられている。利息は、ユーロ建

借入債務（１年ごとに利息が支払われる。）を除き、半年ごとに支払われている。2025事業年度、2024事業年度及び2023

事業年度における借入債務に係る利息の現金支払額は、それぞれ16億ドル、17億ドル及び17億ドルであった。

以下の表は、2025年６月30日現在の当社の長期借入債務（１年以内返済予定額を含む。）の満期到来額を要約したもの

である。
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 （単位：百万ドル）

６月30日に終了する１年間   

2026年   $  3,000

2027年   9,250

2028年   0

2029年   2,054

2030年   0

2031年以降   34,902

 合計   $ 49,206

 

注記11　法人所得税

法人所得税

法人所得税の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

当期税金    

米国連邦税 $ 14,086 $ 12,165 $ 14,009

米国州税及び地方税  3,342  2,366  2,322

外国税  11,423  9,858  6,678

 当期税金 $ 28,851 $ 24,389 $ 23,009

繰延税金    

米国連邦税 $ (6,250) $ (4,791) $ (6,146)

米国州税及び地方税  (1,087)  (379)  (477)

外国税  281  432  564

繰延税金 $ (7,056) $ (4,738) $ (6,059)

法人所得税 $ 21,795 $ 19,651 $ 16,950

 

米国及び米国外の税引前利益の内訳は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

米国 $  69,212  $  62,886  $ 52,917

米国外  54,415  44,901  36,394

税引前利益 $ 123,627  $ 107,787  $ 89,311
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実効税率

米国連邦法定税率で計算された法人所得税と当社の実効税率で計算された法人所得税の差異を構成する項目は以下の通

りであった。

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

連邦法定税率  21.0％  21.0％  21.0％

以下による影響：    

低税率で課税された国外利益  (1.5)％  (1.4)％  (1.8)％

国外源泉無形資産所得控除  (1.0)％  (1.1)％  (1.3)％

州法人所得税、連邦税ベネフィット控除後  1.5％  1.5％  1.6％

研究開発税額控除  (1.1)％  (1.1)％  (1.1)％

株式報酬に係る超過税金ベネフィット  (0.9)％  (1.1)％  (0.7)％

利息、純額  1.0％  1.1％  0.8％

その他の調整項目、純額  (1.4)％  (0.7)％  0.5％

実効税率  17.6％  18.2％  19.0％

 

2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度の連邦法定税率からの税率の低下は、主に、アイルランドに所在する当

社の国外地域オペレーションセンターでの当社の製品及びサービスの生産及び販売から生じた、低税率で課税された国外

管轄区域における利益に起因している。2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、米国の税率より低税率

で課税されるアイルランドに所在する当社の国外地域オペレーションセンターは、それぞれ当社の米国外税引前利益の

81％、83％及び81％を創出した。その他の調整項目の純額は、主に税額控除及び米国の国外低課税無形資産所得税から構

成されており、2024事業年度においては、税法改正による税金ベネフィットが含まれている。2024事業年度における税法

改正による税金ベネフィットは、主に外国税額控除に関する最終規則の効力発生日の延期に関連している。2025事業年

度、2024事業年度及び2023事業年度において、個別に重要なその他の調整項目はなかった。

2024事業年度に対して2025事業年度の実効税率が低下した原因は、米国と外国の利益及び税金費用の構成の変化による

ものであった。2023事業年度に対して2024事業年度の実効税率が低下した主な原因は、外国税額控除に関する最終規則の

効力発生日の延期を含む、税法改正による税金ベネフィットによるものであった。

繰延税金資産及び負債の内訳は以下の通りであった。
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（単位：百万ドル）

 ６月30日現在

 2025年 2024年

繰延税金資産   

株式報酬費用 $    909 $    765

未払費用、積立金及びその他の費用  5,050  4,381

繰越欠損金及び繰越税額控除  2,114  1,741

償却額  4,118  4,159

リース負債  12,874  6,504

前受収益  4,324  3,717

投資及び債務の帳簿価額と税務基準額の差額  303  9

資産計上された研究開発  16,891  11,442

その他  529  426

繰延税金資産  47,112  33,144

控除：評価性引当金  (1,169)  (1,045)

繰延税金資産、評価性引当金控除後 $  45,943 $  32,099

繰延税金負債   

リース資産 $ (12,696) $  (6,503)

減価償却費  (5,699)  (3,940)

国外利益に係る繰延税金  (1,148)  (1,837)

その他  (127)  (167)

繰延税金負債 $ (19,670) $ (12,447)

繰延税金資産、純額 $  26,273 $  19,652

報告金額   

その他の固定資産 $  29,108 $  22,270

長期繰延税金負債  (2,835)  (2,618)

繰延税金資産、純額 $  26,273 $  19,652

 

繰延法人所得税の残高は、資産及び負債の帳簿価額とそれらの税務基準額との一時差異による影響を反映しており、税

金が支払われるか回収される時に適用が予定される制定された税率で計上されている。

2025年６月30日現在、当社の連邦税、州税及び国外税に係る繰越欠損金は、それぞれ390百万ドル、836百万ドル及び26

億ドルであった。連邦税及び州税に係る繰越欠損金は、使用されない場合には2026事業年度から2045事業年度までの範囲

内の様々な失効日又は無期限の繰越期間がある。当社の国外税に係る繰越欠損金の大部分は失効しない。一定の取得した

繰越欠損金には年度ごとに限度額が適用されるが、評価性引当金が付されているものを除いて実現する見込みである。

2025年６月30日現在、当社は米国税法上の連邦税に係る繰越譲渡損失816百万ドルを有している。連邦税に係る繰越譲渡

損失は、使用されない場合には2030事業年度に失効する。

上表に開示されている評価性引当金は、実現しない可能性のある国外税に係る繰越欠損金、連邦税に係る繰越譲渡損失

及びその他の正味繰延税金資産に関連している。

法人所得税納付額は、還付額控除後で、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、それぞれ287億ド

ル、234億ドル及び231億ドルであった。
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不確実な税務ポジション

2025年、2024年及び2023年６月30日現在における不確実な税務ポジションに係る未認識税金ベネフィットの総額は、そ

れぞれ247億ドル、228億ドル及び171億ドルで、主に当社の連結貸借対照表の長期法人所得税に含まれている。これらの

税金ベネフィットが認識された場合に2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度の当社の実効税率に影響を与える金

額は、それぞれ212億ドル、196億ドル及び144億ドルとなる。

2025年、2024年及び2023年６月30日現在、当社は不確実な税務ポジションに関連する未払利息を、法人所得税ベネ

フィットを控除後で、それぞれ82億ドル、68億ドル及び52億ドル計上していた。2025事業年度、2024事業年度及び2023事

業年度の法人所得税費用には、不確実な税務ポジションに関連する利息費用が、法人所得税ベネフィットを控除後で、そ

れぞれ13億ドル、15億ドル及び918百万ドル含まれていた。

不確実な税務ポジションに係る未認識税金ベネフィット総額残高の変動（総額ベース）は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

期首未認識税金ベネフィット  $ 22,760  $ 17,120 $ 15,593

解決に関連した減少  (240)  (76)  (329)

当年度に関連した税務ポジションに係る増加  2,066  1,903  1,051

過年度に関連した税務ポジションに係る増加  468  4,289  870

過年度に関連した税務ポジションに係る減少  (300)  (464)  (60)

時効の成立に伴う減少  (25)  (12)  (5)

期末未認識税金ベネフィット  $ 24,729  $ 22,760 $ 17,120

 

当社は、2014～2017課税年度について、引き続きIRSの税務調査を受けている。2004～2013課税年度に係る税務調査に

関して、2023年９月26日、当社はIRSから調整案通知（Notices of Proposed Adjustment、以下「NOPA」という。）を受

けた。NOPAの主な論点は内部移転価格に関連している。NOPAにおいて、IRSは289億ドルの追加税額並びに加算税及び利息

の支払を求めている。2025年６月30日現在、当社は法人所得税の偶発債務に対する当社の引当は適切であると考えてい

る。当社は当該調整案に同意しておらず、IRSの行政不服審判所、及び必要な場合は訴訟手続を通じて、NOPAについて積

極的に争う意向である。当社は、これらの問題が今後12ヶ月間に最終決着すると見込んでいない。現在入手可能な情報に

基づいて、当社は今後12ヶ月以内にこれらの問題に係る当社の法人所得税の偶発債務が大幅に増加又は減少することはな

いと見込んでいる。

当社は、米国外の多数の管轄区域において法人所得税を課されており、その中には現在、現地税務当局による税務調査

を受けているものもある。これらの税務調査の決着は、当社の連結財務諸表にとって重要となることはないと見込まれて

いる。当社のアイルランドにおける事業は、2020課税年度以降についても引き続き調査の対象となっている。
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注記12　前受収益

セグメント別の前受収益は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日現在

 2025年 2024年

プロダクティビティ＆ビジネス プロセス  $ 50,567  $ 43,599

インテリジェント クラウド  14,022  13,683

モア パーソナル コンピューティング  2,676  2,902

　合計  $ 67,265  $ 60,184

 

当社は、当社の内部的な事業管理及び監視の方法に合わせるために、過去の期間の特定の金額につき再表示を行ってい

る。詳細については、注記１「会計方針」を参照。

前受収益の増減は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

  
2025年６月30日に

終了した事業年度

期首残高   $ 60,184

収益の繰延   186,957

　前受収益からの収益認識   (179,876)

期末残高   $ 67,265

 

前受収益及び将来の期間に請求され収益に認識される金額を含む、残存履行義務に配分された収益は、2025年６月30日

現在3,750億ドルであり、そのうち3,680億ドルがコマーシャル部分の収益に関連している。当社は、当社全体の残存履行

義務に配分された収益のうち約40％を翌12ヶ月以内に収益に認識し、残額をその後に認識すると見込んでいる。

 

注記13　リース

当社は、データセンター、オフィス、研究開発施設、マイクロソフト エクスペリエンス センター、及び一定の設備に

関するオペレーティング・リース及びファイナンス・リースを有している。当社のリースの残存期間は１年未満から20年

の範囲内にあり、その中にはリース期間を最長で５年まで延長するオプション及び１年以内に打ち切るオプションが付さ

れたものもある。

リース費用の内訳は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

オペレーティング・リース費用 $ 5,524  $ 3,555 $ 2,875

ファイナンス・リース費用：    

使用権資産の償却額 $ 3,408  $ 1,800 $ 1,352

リース負債に係る利息  1,417  734  501

ファイナンス・リース費用合計 $ 4,825  $ 2,534 $ 1,853
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リースに関連した補足キャッシュ・フロー情報は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

リース負債の測定に算入されたキャッシュの支払額：    

オペレーティング・リースによる営業キャッシュ・
フロー  $ 4,931  $ 3,550 $ 2,706

ファイナンス・リースによる営業キャッシュ・フロー  1,372  734  501

ファイナンス・リースによる財務キャッシュ・フロー  2,283  1,286  1,056

リース債務との交換で取得した使用権資産：    

オペレーティング・リース  7,826  6,703  3,514

ファイナンス・リース  20,511  11,633  3,128

 

リースに関連した補足貸借対照表情報は、以下の通りであった。

（単位：リース期間及び割引率を除き百万ドル）

 ６月30日現在

 2025年 2024年

オペレーティング・リース   

オペレーティング・リースの使用権資産  $ 24,823  $ 18,961

その他の流動負債  $  5,424  $  3,580

オペレーティング・リース負債  17,437  15,497

オペレーティング・リース負債合計  $ 22,861  $ 19,077

ファイナンス・リース   

有形固定資産、取得原価  $ 53,876  $ 32,248

減価償却累計額  (9,861)  (6,386)

有形固定資産、純額  $ 44,015  $ 25,862

その他の流動負債  $  3,172  $  2,349

その他の固定負債  43,000  24,796

ファイナンス・リース負債合計  $ 46,172  $ 27,145

加重平均残存リース期間   

オペレーティング・リース ６年 ７年

ファイナンス・リース  13年 12年

加重平均割引率   

オペレーティング・リース  3.5％  3.3％

ファイナンス・リース  4.2％  3.9％
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以下の表は、2025年６月30日現在における当社のリース負債の期限到来額を要約したものである。

（単位：百万ドル）

 
オペレーティング・

リース
ファイナンス・
リース

６月30日に終了する１年間   

2026年  $  6,111 $  5,008

2027年  5,237  5,157

2028年  3,495  5,187

2029年  2,419  4,521

2030年  2,017  4,382

2031年以降  6,202  36,251

 リース料支払額合計  25,481  60,506

控除：利息相当額  (2,620)  (14,334)

合計  $ 22,861 $ 46,172

 

2025年６月30日現在、当社は上記に加えて、主にデータセンターに係る開始前のリースを、927億ドル有している。こ

れらのリースは、2026事業年度から2031事業年度にかけて開始する予定であり、リース期間は１年から20年の範囲内にあ

る。

 

注記14　偶発事象

アイルランドデータ保護委員会に関する事項

　2018年に、アイルランドデータ保護委員会（以下「IDPC」という。）は、LinkedInの対象とされる広告慣行が近年施行

された欧州連合一般データ保護規則（以下「GDPR」という。）に違反しているかどうかに関してLinkedInに対して申し立

てられた苦情についての調査を開始した。マイクロソフトは質問期間を通じて協力した。2024年10月、IDPCはLinkedInに

対し、GDPR違反を主張し、制裁金を科す最終決定を提示した。2024年11月、LinkedInは当該最終決定についてアイルラン

ドの裁判所に不服申立てを行い、次回の審理は2025年12月に予定されている。

 

その他の偶発事象

当社はまた、通常の事業過程において随時生じることのある他の様々な請求及び訴訟の対象となっている。現在、経営

者は、当社に対する請求の解決が、個別にも集計しても、当社の連結財務諸表に重要な悪影響を及ぼすものではないと考

えているが、これらの事項には固有の不確実性がある上、経営者のこれらの事項に対する見方は将来変わり得る。

2025年６月30日現在、当社は合計541百万ドルの法的負債を計上していた。当社はこれらの事項に関して積極的に争う

意向であるが、当社に不利な結果となる場合には、当社が負担する額は合計で引当計上済金額を約600百万ドル上回る額

に達する合理的可能性があると見込まれる。もし最終的に好まざる結果が生じた場合には、その影響を合理的に見積るこ

とができるようになった期の当社の連結財務諸表に重要な悪影響を及ぼす可能性がある。
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注記15　株主資本

社外流通株式数

社外流通普通株式数は、以下の通りであった。

（単位：百万株）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

期首残高 7,434 7,432 7,464

発行株式数  31  34  37

買戻株式数  (31)  (32)  (69)

期末残高 7,434 7,434 7,432

 

株式の買戻し

2021年９月14日、当社の取締役会は、600億ドルを上限に株式の買戻しを認める株式買戻しプログラムを承認した。当

該株式買戻しプログラムは、2021年11月に開始し、2025年４月に完了した。

2024年９月16日、当社の取締役会は、600億ドルを上限に株式の買戻しを認める株式買戻しプログラムを承認した。当

該株式買戻しプログラムは、2021年９月14日に承認された当該プログラムの完了後、2025年４月に開始しており、期限は

なく、いつでも終了され得る。2025年６月30日現在、この600億ドルの株式買戻しプログラムのうち573億ドルが残存して

いる。

当社は株式買戻しプログラムを通じて以下の普通株式を買い戻した。

（単位：百万株又は百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年  2024年  2023年

 株数 金額  株数 金額  株数 金額

第１四半期  7 $  2,800   11  $  3,560   17 $  4,600

第２四半期  8  3,500   7  2,800   20  4,600

第３四半期  8  3,500   7  2,800   18  4,600

第４四半期  8  3,200   7  2,800   14  4,600

　合計 31 $ 13,000   32  $ 11,960   69 $ 18,400

 

買戻しは、すべて、現金資金を使用して行われた。2025事業年度第４四半期に買い戻された株式は、2021年９月14日及

び2024年９月16日に承認された株式買戻しプログラムに基づいている。それ以外の株式はすべて2021年９月14日に承認さ

れた株式買戻しプログラムに基づいている。上表からは、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度においてストッ

ク アワードの権利確定に関連した従業員の源泉徴収税の支払いのために買い戻した株式、それぞれ54億ドル、53億ドル

及び38億ドルが除外されている。
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配当

当社の取締役会は以下の配当を宣言した。

宣言日 基準日 支払日

１株当たり配当

(ドル)

金額

（百万ドル）

2025事業年度     

2024年９月16日 2024年11月21日 2024年12月12日 $ 0.83 $  6,170

2024年12月３日 2025年２月20日 2025年３月13日  0.83  6,169

2025年３月11日 2025年５月15日 2025年６月12日  0.83  6,169

2025年６月10日 2025年８月21日 2025年９月11日  0.83  6,170

　合計   $ 3.32 $ 24,678

2024事業年度     

2023年９月19日 2023年11月16日 2023年12月14日 $ 0.75 $  5,574

2023年11月28日 2024年２月15日 2024年３月14日  0.75  5,573

2024年３月12日 2024年５月16日 2024年６月13日  0.75  5,574

2024年６月12日 2024年８月15日 2024年９月12日  0.75  5,574

　合計   $ 3.00 $ 22,295

 

2025年６月10日に宣言された配当は、2025年６月30日現在、その他の流動負債に含まれていた。
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注記16　その他の包括利益(損失)累計額

以下の表は、その他の包括利益(損失)累計額の変動を項目ごとに要約したものである。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

デリバティブ    

期首残高  $     (3)  $    (27) $    (13)

未実現利益(損失)（税効果20百万ドル、(4)百万ドル
及び９百万ドル控除後）  77  (14)  34

その他の収益(費用)への(利益)損失の振替調整、純額  (103)  48  (61)

法人所得税に含められた税金費用(ベネフィット)  21  (10)  13

　その他の包括損失累計額からの振替額  (82)  38  (48)

デリバティブに係る純変動額（税効果(1)百万ドル、
６百万ドル及び(4)百万ドル控除後）  (5)  24  (14)

期末残高  $    (8)  $    (3) $   (27)

投資    

期首残高  $ (2,625)  $ (3,582) $ (2,138)

未実現利益(損失)（税効果411百万ドル、247百万ドル
及び(393)百万ドルを控除後）  1,560  915  (1,523)

その他の収益(費用)への損失の振替調整、純額  17  53  99

法人所得税に含められた税金ベネフィット  (3)  (11)  (20)

　その他の包括損失累計額からの振替額  14  42  79

投資に係る純変動額（税効果414百万ドル、258百万ドル
及び(373)百万ドルを控除後）  1,574  957  (1,444)

期末残高  $ (1,051)  $ (2,625) $ (3,582)

為替換算調整等    

期首残高  $ (2,962)  $ (2,734) $ (2,527)

為替換算調整等（税効果８百万ドル、０百万ドル
及び０百万ドルを控除後）  674  (228)  (207)

期末残高  $ (2,288)  $ (2,962) $ (2,734)

その他の包括損失累計額の期末残高  $ (3,347)  $ (5,590) $ (6,343)
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注記17　従業員ストックプラン及び貯蓄プラン

当社は従業員及び取締役に対して株式報酬を付与している。株式の交付が行われることなく期限切れとなるか消滅する

報奨は、通常、同プランに基づく発行に使用可能となる。当社は、当社のストックプランに基づき付与される報奨の権利

確定に際して、マイクロソフト普通株式の新株を発行している。また、当社はすべての適格従業員を対象とするESPPを有

している。

株式報酬費用及び関連した法人所得税ベネフィットは以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

株式報酬費用  $ 11,974 $ 10,734  $  9,611

株式報酬に関連した法人所得税ベネフィット  2,027  1,826  1,651

 

ストックプラン

ストック アワードは、報奨の権利確定に際して、マイクロソフト普通株式を受け取る権利を報奨の保有者に与えるも

のである。ストック アワードは、通常４年間又は５年間の勤務期間にわたって権利確定する。

 

役員インセンティブプラン

役員インセンティブ プランに基づいて、報酬委員会は、業務執行役員及び一定の上級役員を対象とするストック ア

ワードを承認している。RSUは、通常４年間の勤務期間にわたり期間按分して権利確定する。PSUは、通常３年間の業績期

間にわたって権利確定する。PSUの保有者が受け取る株式の数は、対応する業績目標の達成の度合いに基づき決定され

る。

 

全ストックプランの変動

ストック アワードの公正価値は、以下の仮定を用いて、付与日現在で見積られた。

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

１株当たり配当（四半期配当の金額）  $  0.75 - 0.83  $  0.68 - 0.75 $  0.62 - 0.68

利子率の範囲  3.4％ - 5.5％  3.8％ - 5.6％  2.0％ - 5.4％

 

2025事業年度における、当社のストックプランに基づく変動は以下の通りであった。

 
株数

（単位：百万株）

付与日現在の

加重平均公正価値

ストック アワード   

期首現在の権利未確定残高  88  $ 292.28

付与
(a)  39  413.90

 　権利確定  (38)  293.25

失効  (7)  317.23

期末現在の権利未確定残高  82  $ 347.44

 

(a)　2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、目標の達成及び目標水準を上回る業績調整により付与さ

れたPSUをそれぞれ１百万含んでいる。

 

2025年６月30日現在、ストック アワードに関連した未認識報酬費用の総額は216億ドルであった。当該費用は、３年の

加重平均期間にわたって認識されると見込まれている。付与されたストック アワードの付与日現在の加重平均公正価値
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は、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、それぞれ413.90ドル、339.46ドル及び252.59ドルであっ

た。権利確定したストック アワードの公正価値は、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において、それぞれ

162億ドル、160億ドル及び119億ドルであった。2025年６月30日現在、当社のストックプランに基づき、合計で98百万株

の将来の付与が承認されていた。

 

従業員ストックパーチェスプラン

当社はすべての適格従業員を対象とするESPPを有している。従業員は当社普通株式を３ヶ月ごとに、当該各３ヶ月間の

最終取引日の公正市場価値の90％で、募集期間中の給与支給総額の15％相当額を上限として購入することができる。

各表示期間において、従業員は以下の株式を購入した。

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

購入株式数（百万株）  6  6  7

１株当たり平均価格（ドル） $ 385.10 $ 339.46 $ 245.59

 

2025年６月30日現在、当社普通株式62百万株が、ESPPによる将来の発行に備えて留保されていた。

 

貯蓄プラン

当社は、米国において内国歳入法第401 条(k)項に基づく適格貯蓄プラン、及び国外の拠点において複数の貯蓄プラン

を有している。米国の適格従業員は、一定の制限を条件に、給与の一部を貯蓄プランに拠出することができる。当社は、

加入者による当プランに対する拠出金１ドルにつき一定割合のマッチング拠出を行っている。2025事業年度、2024事業年

度及び2023事業年度の全プランに対して雇用主が拠出した退職給付額は、それぞれ18億ドル、17億ドル及び16億ドルであ

り、拠出時に費用計上された。

 

注記18　セグメント情報及び地域別情報

経営者（当社の最高経営責任者でもある最高経営意思決定者（以下「CODM」という。）を含む。）は、事業を運営する

上で一定の財務情報の検討を行っており、それにはセグメント別の内部損益計算書が含まれる。CODMがセグメントの業績

を検討するために用いる主な収益性指標は営業利益である。CODMは、営業利益を用いて、年間計画策定プロセス及び年間

を通じたリソースの配分を行い、主に実績値を過去の期間及び予想値と比較するモニタリングにより、当社のセグメント

の業績を評価している。各表示期間において、当社は、プロダクティビティ＆ビジネス プロセス、インテリジェント ク

ラウド、及びモア パーソナル コンピューティングの各セグメントに基づいて財務業績を報告した。

当社は、当社の内部的な事業管理及び監視の方法に合わせるために、過去の期間の特定の金額につき再表示を行ってい

る。詳細については、注記１「会計方針」を参照。

当社の報告セグメントは、以下に記載する通りである。

 

プロダクティビティ＆ビジネスプロセス

当社のプロダクティビティ＆ビジネス プロセス セグメントは、様々なデバイス及びプラットフォームにわたる、プロ

ダクティビティ、コミュニケーション及び情報サービスのポートフォリオにおける製品及びサービスから成る。当セグメ

ントは主に以下から構成される。

・ Microsoft 365 Commercial製品及びクラウドサービス： Microsoft 365 Commercialクラウド（Microsoft 365

Commercial、Enterprise Mobility + Security、Windows Commercialのクラウド部分、Power BIのユーザー単位

部分、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Microsoft 365 Security and Compliance及びMicrosoft 365

Copilotから成る。）及びMicrosoft 365 Commercial製品（Windows Commercialのオンプレミス及びOfficeのオ

ンプレミス ライセンスから成る。）を含む。
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・ Microsoft 365 Consumer製品及びクラウドサービス： Microsoft 365 Consumerのサブスクリプション、Officeの

オンプレミス ライセンス及びその他の消費者向けサービスを含む。

・ LinkedIn： タレント ソリューションズ、マーケティング ソリューションズ、プレミアム サブスクリプショ

ン、及びセールス ソリューションズを含む。

・ Dynamics製品及びクラウドサービス： Dynamics 365を含み、ERP、CRM、Power Apps及びPower Automateの一連の

インテリジェント、クラウドベース アプリケーション、並びにオンプレミスERP及びCRMアプリケーションから

成る。

 

インテリジェントクラウド

当社のインテリジェント クラウド セグメントは、現代のビジネス及び開発者を支えるパブリック、プライベート及び

ハイブリッドのサーバー製品及びクラウドサービスから成る。当セグメントは、主に以下から構成される。

・ サーバー製品及びクラウドサービス： Azure及びその他のクラウドサービス（クラウド及びAIの消費ベースの

サービス、GitHubクラウドサービス、Nuance Healthcareクラウドサービス、仮想デスクトップ製品並びにその

他のクラウドサービスから成る。）並びにサーバー製品（SQL Server、Windows Server、Visual Studio、

System Center、関連するClient Access Licenses（以下「CALs」という。）及びその他のオンプレミス製品か

ら成る。）を含む。

・ エンタープライズ及びパートナーサービス： エンタープライズ サポート サービス、Industry Solutions、

Nuanceプロフェッショナル サービス、Microsoftパートナー ネットワーク、及びラーニング エクスペリエンス

を含む。

 

モア パーソナルコンピューティング

当社のモア パーソナル コンピューティング セグメントは、当社の技術に触れる体験の中心に顧客を据えた製品及び

サービスから成る。当セグメントは主に以下から構成される。

・ Windows及びデバイス： WindowsのOEMライセンス（OEMチャネルを通じて販売されたWindows Pro及びnon-Proラ

イセンス）及びデバイス（Surface及びPCアクセサリーから成る。）を含む。

・ ゲーム： Xboxハードウェア並びにXboxコンテンツ及びサービスを含み、ファーストパーティ及びサードパーティ

のコンテンツ（ゲーム及びゲーム内のコンテンツを含む。）、Xbox Game Pass及びその他のサブスクリプショ

ン、Xbox Cloud Gaming、広告、並びにその他のクラウドサービスから成る。

・ 検索及びニュース広告： Bing及びCopilot、Microsoft News、Microsoft Edge、並びにサードパーティのアフィ

リエイトから成る。

 

売上高及び原価は通常、当社の各セグメントに直接帰属している。しかし、当社の事業は統合された構造を持つため、

ひとつのセグメントで認識された特定の収益及び発生した特定の原価は、他のセグメントに便益をもたらすことがある。

一定の契約に係る収益は、それを生み出す製品及びサービスの相対的価値に基づいて各セグメントに配分される。これに

は、請求された実際の価格、別々に販売された場合の価格や、見積原価に利益をプラスした額に基づく配分が含まれ得

る。売上原価は、一定の場合には相対的収益法に基づいて配賦される。配賦される営業費用には、主に複数のセグメント

が便益を受ける製品及びサービスのマーケティング関連費用が含まれ、通常は相対的売上総利益に基づいて配賦される。

さらに、一定の原価は全社レベルで発生し、当社のセグメントに配賦される。これらの配賦される原価には、通常は法

務（和解金及び制裁金を含む）、情報技術、人事、財務、消費税、実店舗販売、共用施設サービス、カスタマーサービス

及びサポート、並びに全社プログラムの一環として発生した退職金が含まれる。各配賦額は、配賦される原価に固有の事

実及び状況に応じて異なる方法で測定され、通常は相対的売上総利益又は相対的人数に基づいている。
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各表示期間におけるセグメント別の売上高及び営業利益は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

プロダクティビティ＆ビジネス プロセス    

売上高 $ 120,810  $ 106,820 $  94,151

売上原価  22,422  19,611  17,202

営業費用  28,615  27,548  26,875

　営業利益 $  69,773  $  59,661 $  50,074

インテリジェント クラウド    

売上高 $ 106,265  $  87,464 $  72,944

売上原価  40,171  29,611  24,109

営業費用  21,505  20,040  20,424

　営業利益 $  44,589  $  37,813 $  28,411

モア パーソナル コンピューティング    

売上高 $  54,649  $  50,838 $  44,820

売上原価  25,238  24,892  24,552

営業費用  15,245  13,987  10,230

　営業利益 $  14,166  $  11,959 $  10,038

合計    

売上高 $ 281,724  $ 245,122 $ 211,915

売上原価  87,831  74,114  65,863

営業費用  65,365  61,575  57,529

　営業利益 $ 128,528  $ 109,433 $  88,523

 

2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度の単一の顧客又は米国外の国への売上で、売上高全体の10％超を占める

ものはなかった。当社の顧客が所在する主要な地域別の売上高は以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

米国
(a) $ 144,546 $ 124,704 $ 106,744

その他の国  137,178  120,418  105,171

合計 $ 281,724 $ 245,122 $ 211,915

 

(a)　OEM及び一定の多国籍企業への請求金額は、その事業の性質、及び売上高の発生地域の判定が実務上可能でないこと

から、本項目に含まれている。
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重要な製品及びサービス別の売上高は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日に終了した事業年度

 2025年 2024年 2023年

サーバー製品及びクラウドサービス $  98,435  $  79,828  $  65,007

Microsoft 365 Commercial製品及びクラウドサービス  87,767  76,969  66,949

ゲーム  23,455  21,503  15,466

LinkedIn  17,812  16,372  14,989

Windows及びデバイス  17,314  17,026  17,147

検索及びニュース広告  13,878  12,306  12,125

Dynamics製品及びクラウドサービス  7,827  6,831  5,796

エンタープライズ及びパートナーサービス  7,760  7,594  7,900

Microsoft 365 Consumer製品及びクラウドサービス  7,404  6,648  6,417

その他  72  45  119

合計 $ 281,724  $ 245,122  $ 211,915

 

Microsoft 365 Commercialクラウド、Azure及びその他のクラウドサービス、LinkedInのコマーシャル部分並びに

Dynamics 365を含む当社のMicrosoftクラウドからの売上高は、2025事業年度、2024事業年度及び2023事業年度において

それぞれ1,689億ドル、1,377億ドル及び1,116億ドルであった。これらの金額は、上表においてはMicrosoft 365

Commercial製品及びクラウドサービス、サーバー製品及びクラウドサービス、LinkedIn並びにDynamics製品及びクラウド

サービスに含まれている。

内部報告上は、各セグメントへの資産の配分は行われていない。償却費及び減価償却費の一部は、様々な他の原価と合

わせて各セグメントへの間接費配賦額に含められている。セグメント別損益の測定に算入されるセグメント別償却費及び

減価償却費の額を把握することは実務上可能ではない。

長期性資産（金融商品及び税金資産を除く。）の支配権を有する法定会社の所在地別の分類（合計の10％超を占める国

について独立掲記する。）は、以下の通りであった。

（単位：百万ドル）

 ６月30日現在

 2025年 2024年 2023年

米国 $ 230,069  $ 186,106 $ 114,380

その他の国  141,833  115,263  72,859

合計 $ 371,902  $ 301,369 $ 187,239
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

第６「１．財務書類（マイクロソフトコーポレーション及び子会社の連結財務諸表）」を参照。

３【その他】

(1) 後発事象

2025年10月28日、当社はオープンAIとのパートナーシップを拡大し、人工知能を責任を持って発展させ、その恩恵を広く

利用できるようにするという当社の共通のビジョンに基づいて構築を継続する新たな最終契約書に署名した。さらに、

オープンAIはパブリック・ベネフィット・コーポレーション（以下「PBC」という。）を設立し、資本再構成を完了し

た。資本再構成の結果、マイクロソフトは希薄化後の換算ベースでPBC株式の約27%を保有することになる。新しい契約で

は、オープンAIは2500億ドルのAzureサービスを段階的に購入する契約を結んでおり、マイクロソフトはオープンAIのコ

ンピューティング・プロバイダーとなる先買権を持たなくなる。

当社は引き続き、オープンAIに対する総額130億ドルの資金コミットメントを持分法に基づき投資として会計処理する。

持分法では、持分比率の変動による影響は、その他の収益（費用）、純額において損益として認識される。2025年10月29

日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Qにおける持分法投資及びその他の収益（費用）、純額に関する詳細につ

いては、注記1「会計方針」、注記3「その他の収益（費用）、純額」及び注記4「投資」を参照。

(2) 訴訟

当社が関与する法的手続に係る情報については、第６「１. 財務書類」の財務諸表に対する注記14「偶発事象」を参照さ

れたい。

４【日米両国間における会計処理基準等の相違】

第６「１. 財務書類（マイクロソフトコーポレーション及び子会社の連結財務諸表）」は、米国において一般に公正妥当

と認められる会計原則及び慣行に準拠して作成されており、したがって、日本において一般に公正妥当と認められる会計

原則及び慣行に準拠して作成された財務諸表とは異なっている。主な相違は以下の通りである。

(a) のれん及びのれんの減損

米国においては、のれんの減損テストは報告単位レベル（オペレーティング・セグメント又はその１つ下位のレベル）で

年に１回（５月１日に）行われるが、報告単位の公正価値をその帳簿価額を下回るまで下落させる可能性が50％を超える

事象又は状況の変化が生じた場合には年次テスト時以外にも行われる。これらの事象又は状況には、事業環境、法的要

素、業績指標及び競争における重要な変化や、報告単位の重要な一部の売却又は処分が含まれる。のれんの減損テストの

適用には、報告単位の識別、資産及び負債の報告単位への配分、のれんの報告単位への配分、並びに各報告単位の公正価

値の決定を含む判断が要求される。各報告単位の公正価値は、主に割引キャッシュ・フロー法を使用して見積もられる。

一方、日本においては、のれんは資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法その他の合理的方法によ

り規則的に償却される。また、該当する場合に減損処理が行われるが、日本においては、最低年１回の減損テストは必要

とされず、減損の兆候がある場合に減損損失を認識するかどうかの判定を行うことが求められている。のれんが帰属する

事業に関連する、複数の資産グループにのれんを加えたより大きな単位、又はのれんが配分された資産グループに減損の

兆候がある場合に、その割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回るときは、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上する。回収可能価額は、資産又は資産グループの正味売却価額（資産又は資産グ

ループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額）と使用価値（資産又は資産グループの継続的使用と使用後

の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い方の金額と定められている。

(b) 無形資産の減損

米国においては、償却の対象となる無形資産に減損が生じていることを示す事象又は状況がある場合には、当該無形資産

の回収可能性テストを実施し、同テストの結果に基づき無形資産の帳簿価額が回収可能ではないと判断されたときは、帳

簿価額が見積公正価値を上回る金額につき減損損失を計上する。
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日本においては、適用される会計基準に基づき、無形資産に減損の兆候がある場合にその割引前将来キャッシュ・フロー

が帳簿価額を下回るときは、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額と使用価値のいずれか高い方）まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上する。

(c) 棚卸資産の評価

米国においては、棚卸資産は平均原価で計上され、原価と正味実現可能価額の低価法が適用される。原価には、棚卸資産

の購入・制作に係る材料費、労務費及び経費が含まれる。正味実現可能価額は、見積販売価格から完成、処分及び輸送に

係る見積費用を控除したものである。当社は、手元棚卸資産の数量、当社のサプライヤーとの将来の購入契約、及び当社

棚卸資産の有用性の見積りを定期的に検討している。こうした検討には、需要予測、製品のライフサイクルの状況、製品

の開発計画、現在の販売水準、価格決定戦略及び部品コストの動向に関する分析が含まれる。検討の結果、帳簿価額を下

回る有用性の下落が示された場合には、当該棚卸資産は売上原価への借方計上を通じて新たな取得原価まで減額される。

日本においては、企業会計基準第９号「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づいて、通常の販売目的で保有する棚卸

資産の期末評価は取得原価によるが、棚卸資産の収益性が低下した場合には、正味売却価額（正味実現可能価額と同じ

で、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したもの）まで帳簿価額を切り下げることが要求されてい

る。同会計基準に基づき、簿価切下額については、翌期に戻し入れる方法（洗替え法）を棚卸資産の種類ごとに選択適用

することが認められている。また、後入先出法の適用は認められていない。

(d) 持分投資の公正価値の変動

米国では、公正価値を容易に決定できる持分投資は公正価値で測定される。公正価値を容易に決定できない持分投資は、

持分法を用いて測定されるか、観察可能な価格変動又は減損損失を加減した原価で測定される（以下「代替的な測定方

法」という）。当社は、定性的評価を定期的に実施しており、投資の公正価値が帳簿価額を下回ることを示す十分な兆候

があった場合には、減損を認識する。価額の変動は「その他の収益（費用）、純額」に計上される。

日本においても、売買目的有価証券およびその他有価証券に分類される持分投資は、市場価格のない株式等を除き、時価

で測定される。但し、その他有価証券に分類される持分投資の時価の変動による評価差額は、全部純資産直入法（評価差

益及び評価差損の合計額を純資産の部に計上する）又は継続適用を条件として部分純資産直入法（評価差益は純資産の部

に計上し、評価差損は当期の損失として処理する）のいずれかの方法により処理する。市場価格のない株式等以外のその

他有価証券に分類される持分投資の時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価を

もって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。市場価格のない株式等は取得原価を

もって貸借対照表価額とするが、当該株式等の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当

の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

(e) デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

米国では、デリバティブ金融商品およびヘッジ活動に関する会計指針に基づき、すべてのデリバティブ商品を公正価値で

評価し貸借対照表に計上する。ヘッジ取引については、認識済みの資産又は負債に係る公正価値変動の相殺に使用される

一定のデリバティブについては「公正価値ヘッジ会計」が採用され、デリバティブ及びヘッジ対象リスクに起因するヘッ

ジ対象項目の公正価値の変動は損益として認識される。予定取引のキャッシュ・フロー変動のエクスポージャーをヘッジ

するために使用される一定のデリバティブについては「キャッシュ・フロー・ヘッジ会計」の手法が採用され、デリバ

ティブの公正価値変動のヘッジ上有効な部分はその他の包括利益に計上され、ヘッジ対象が損益に影響する時に損益計算

書上に認識される。

日本においてもデリバティブ商品は時価（公正価値）で評価され貸借対照表に計上される。しかし、デリバティブ取引に

ついて、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」（時価評価さ

れているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる

方法）を適用する。但し、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることが

できる場合には（現時点ではその他有価証券のみを適用対象とする）、「時価ヘッジ会計」（ヘッジ対象である資産又は
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負債に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する

方法）を適用できる。

(f) 金融商品に関する相殺権の開示

米国では、金融商品に関する企業の相殺権及び関連契約の性質に関する開示要求を拡充する指針により、相殺されるか又

は強制力のあるマスターネッティング契約若しくは類似契約の対象となるデリバティブについて、相殺権の対象となる総

額、準拠した会計基準に基づく相殺金額、及び関連する正味エクスポージャーの開示が要求される。

日本においては、一定の要件を満たす金融資産と金融負債を相殺して表示することが認められているが、上記のデリバ

ティブに関する開示を求める会計基準はない。

(g) 金融商品の信用損失

米国では、金融商品の信用損失に関する会計指針において、予想信用損失を反映した減損モデルを使用するとともに、信

用損失の見積りに関する情報を提供するために、幅広い合理的で裏付け可能な情報を検討することが要求されている。当

社は受取債権、貸付金、及びその他の金融商品に関して、将来を見通した予想信用損失モデルを使用している。売却可能

負債証券に関連する信用損失は、当該証券の償却原価の減額ではなく、信用損失引当金を通じて計上される。

債券投資は売却可能に分類され、実現損益は個別法を使用して計上される。公正価値の変動（信用損失及び減損を除

く。）はその他の包括利益に計上される。公正価値は、一般に入手可能な市場情報又はその他の経営者が決定した見積り

に基づいて計算される。投資の原価が公正価値を上回る場合には、当社は、市況全般、負債証券の発行体の信用度、公正

価値が原価を下回る程度といった要因について評価する。当社は、信用損失を決定する際には、入手可能な定量的及び定

性的証拠を考慮する体系的方法を適用している。さらに、当社は、投資先の財務健全性及び事業見通しに関連した特定の

不利な状況について考慮する。当社が当該有価証券を売却する計画がある場合、又は回復前に当該有価証券の売却が必要

となる可能性が50％を超える場合には、原価を下回る公正価値の下落は、減損損失としてその他の収益（費用）、純額に

計上され、当該投資の新たな取得原価が決定される。

日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および関連する指針に従い、債権に係る貸倒引当金につい

ては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を3つ（一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等）、金融機関

では5つに区分し、債権の区分ごとに、貸倒実績率法、財務内容評価法、キャッシュ・フロー見積法等の定められた方法

に従い貸倒見積高を算定する。

また、日本では、満期保有目的の債券及びその他有価証券に分類される債券について時価が著しく下落した時は、回復す

る見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は信用損失部分又はそれ以外の部分

に区別することなく、すべて当期の損失として処理しなければならない。時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した

場合には著しく下落したときに該当し、下落率が30％未満の場合には一般的に著しく下落したときに該当しないものと考

えられている。

(h) 再編費

米国では、撤退又は処分費用の債務に関する会計指針において、再編費に係る負債を、当該負債の発生した期間に認識す

ることが要求されている。こうした費用に係る負債は、第三者に対する現在の債務という負債の定義を満たした時に発生

し、再編計画それ自体では当該定義を満たさない。再編費の認識には、計画された撤退活動に関連する費用の性質、時期

及び金額に関する一定の判断及び見積りを要する場合がある。処分又は撤退活動に関する実際の結果が見積り及び仮定と

異なる場合には、経営者は将来の負債に関する見積りを修正しなければならないことがあり、追加の再編費の認識や既に

認識した負債の減額が必要となる。各報告期間末に、経営者は、過剰な引当金が留保されていないこと及び引当金が策定

された再編計画に沿って意図した目的で取崩しされていることを確実とするために、残存する引当金残高を評価する。

日本では、再編費に係る負債について個別に規定する会計基準は公表されていない。一般に、将来の特定の費用又は損失

であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場

合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に計上する。
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(i) 法人所得税の不確実性

米国では、法人所得税の不確実性に関する会計指針において、税務申告で申告したか、またはその予定である税務ポジ

ションの財務諸表における認識の閾値及び測定属性について規定している。当該指針に基づいて、会社は、不確実な税務

ポジションからの税金ベネフィットを、当該ポジションの技術的利点に基づき、当該ポジションが税務当局の調査におい

て支持される可能性が50％を超える場合にのみ、認識することができる。財務諸表に認識されるこうしたポジションから

の税金ベネフィットは、最終的な解決時に実現される可能性が50％超であるベネフィットの最大額に基づいて測定されて

いる。当該指針はまた、法人所得税資産及び負債の認識の中止、当期及び繰延法人所得税資産・負債の分類、税務ポジ

ションに関連する利息及びペナルティ（加算税）の会計処理、並びに法人所得税の開示についての指針も規定している。

日本においては、過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴及び還付については、当該追

徴税額又は当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、それぞれ以下のように

計上することが求められており、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。

・更正等による追徴の場合は、追徴される可能性が高い場合に、原則として、当該追徴税額を損益に計上する。な

お、更正等による追徴に伴う延滞税、加算税、延滞金及び加算金については、当該追徴税額に含めて処理する。

・更正等による還付の場合、又は、更正等により追徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る

場合は、還付されることが確実に見込まれる場合に、当該還付税額を損益に計上する。

更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）を表示した科目の次に、その

内容を示す科目をもって表示する。

(j) リース

米国においては、当社は、契約がリースであるかどうかをその開始時に決定している。オペレーティング・リースは、当

社の連結貸借対照表のオペレーティング・リース使用権資産、その他の流動負債、及びオペレーティング・リース負債に

含まれている。ファイナンス・リースは、当社の連結貸借対照表の有形固定資産、その他の流動負債、及びその他の固定

負債に含まれている。

使用権資産はリース期間にわたって原資産を使用する当社の権利を表し、リース負債は当該リースによって生じたリース

料を支払う当社の義務を表している。オペレーティング・リース使用権資産及び負債は、リース期間にわたるリース料の

現在価値に基づいて、リース開始日に認識される。当社の大部分のリースは計算利子率を示していないため、当社は通

常、開始日時点のリース料支払期間と類似する期間にわたる担保付借入金の見積利子率に基づく当社の追加借入利子率を

使用している。オペレーティング・リース使用権資産にはさらに支払済みのリース料が含まれるが、リース・インセン

ティブは除外される。当社のリースの期間は、当社がリースを延長又は解約するオプションを行使することが合理的に確

実である場合には、当該オプションを反映する場合がある。リース料に係るリース費用は、リース期間にわたって定額法

で認識される。

当社はリース要素及び非リース要素を伴うリース契約を有しており、これらは通常は別々に会計処理される。車両等の一

定の設備のリースについては、リース要素及び非リース要素を単一のリースの要素として会計処理している。さらに、当

社はオペレーティング・リース使用権資産及び負債を効率的に会計処理するために、一定の設備のリースについてポート

フォリオ・アプローチを適用している。

日本においては、2024年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第33号「リー

スに関する会計基準の適用指針」（合わせて「リース会計基準等」）が公表され、2027年4月1日以後開始する連結会計年

度及び事業年度の期首から適用予定であり、早期適用も認められている。リース会計基準等では、原則として借手のすべ

てのリースについて使用権資産及びリース負債を計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法については、リース

がファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず使用権資産に係る減価償却費及びリー

ス負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルを採用している。
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リース会計基準等が適用されるまでは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、借手は、リース取

引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引（オペレーティング・リース取引）に区分し、ファイナンス・リース取

引については、原則として財務諸表にリース資産を計上し対応するリース債務を負債に計上するとともにリース資産に係

る減価償却費及びリース債務に係る利息相当額を計上すること、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理することが要求されている。

(k) 社債発行費

米国では、借入債務のディスカウントと同様に、借入債務の発行費は当該債務の帳簿価額からの控除項目として計上され

る。

日本では、社債発行費は、原則として支出時に費用（営業外費用）として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計

上することができ、この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法（または継続適用を条件として定額法）により

償却しなければならない。
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第７【外国為替相場の推移】
 

　発行会社の財務書類の表示に用いられた通貨（米ドル）と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関する事

項を掲載する２以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度において掲載されているため、記載を省略。

 

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
 

１【本邦における株式事務等の概要】

 

(１)本邦における株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

日本においては当社株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

(２)株主に対する特典

なし。

(３)株式の譲渡制限

なし。

(４)その他の株式事務に関する事項

(a) 決算期 毎年６月30日

(b) 定時株主総会 取締役会又は権限ある取締役会委員会が指定する日時に開催される。

(c) 基準日 株主総会又はその継続会について、招集通知を受ける権利がある若しくは議決権を行使

する権限がある株主、若しくは配当の支払いを受ける権限がある株主を決定するため、

又はその他の適切な目的のために株主を決定するため、取締役会は当該株主の決定に先

立って基準日を定めることができる。基準日は、株主を決定することが必要となる特定

の行為をなす日に先立ち70日以内の日とし、株主総会の場合はその10日以上前の日とす

る。

そのような目的のために基準日が決められなかった場合には、招集通知が付与された日

又は配当の決議を取締役会がした日を、株主を決定する基準日とする。

いずれの株主総会にあっても議決権の行使が認められる株主の決定が本条項に従ってな

されたときには、取締役会が新たに基準日を定めた場合を除き、あらゆる継続会に適用

される。継続会が、当初の株主総会期日から120日を越えて開催されるときは、取締役会

は新たな基準日を定めなければならない。

(d) 株券の種類 任意の株数を表示できる。

(e) 株券に関する手数料 米国においては、当社名義書換代理人又は登録機関が株主より徴収する名義書換手数料

又は登録手数料はない。

(f) 公告掲載新聞名 日本国内において、公告を掲載する新聞はない。

 

２【本邦における株主の権利行使に関する手続等】

 

本邦の株主が日本においてその権利を実行する方法はない。本邦の株主は下記住所でマイクロソフトコーポレーションの
株主サービス部に問い合わせ、それに関する情報を入手することができる。

マイクロソフトコーポレーション
アメリカ合衆国 98052-6399、ワシントン州　レドモンド、ワン マイクロソフト ウェイ
電話番号 (425) 882-8080

 
(１)本邦における株主の議決権行使に関する手続

日本における当社株式の株主は、自ら又は書面による委任状によってあらゆる総会で議決権を行使することができる。委
任状は、会社のために出席株主議決権票を作成する権限を付与された者により受領されたときに有効になる。委任状は、
委任状の中で明確にそれよりも長期間を指定している場合を除いて､11ヶ月有効である。
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(２)配当請求等に関する手続

当社の名義書換代理人である、コンピュータシェア・リミテッド（Computershare Limited）が、株主が配当の全部又は
一部を現金又は当社の株式のいずれかで受領することを選択できる、配当再投資プログラムを管理している。

(３)株式の譲渡に関する手続

アメリカ合衆国においては、株券はその裏面に裏書きすることにより、又は譲渡することを認める書面による委任状と会
社の名簿に株式の移転を記載することによって譲渡することができる。株式は、当該譲渡され又は裏書された株券を引き
渡した時点で会社の株主名簿上で移転されるものとする。

(４)本邦における配当などに関する課税上の取扱い　

(i) 配当

(イ) 日本の居住者たる個人株主

日本の居住者たる個人株主に対して直接海外の証券会社等（国外における支払の取扱者）より支払われる外国上場株式
の配当金については、日本の源泉徴収は行われない。この場合、かかる個人は、確定申告をする際に、配当額合計を配
当所得として所得に含めることを要し、これを含めた課税所得金額に基づいて税金を納付しなければならない（総合課
税）。ただし、日本の居住者たる個人株主のうち年間の給与収入金額が2,000万円以下であり、かつ当該年度の所定の
給与所得等以外の所得の金額（米国の源 泉徴収額を控除した後の配当金の額を含む。）が20万円以下の者は、確定申
告をすることを要しない。また、通常の総合課税による方法の他に20%（2014年１月１日から2037年12月31日までの間
は20.315%）の税率による申告分離課税により申告することも可能である。

一方、日本の居住者たる個人株主が日本国内における配当の支払の取扱者から外国上場株式に係る配当の支払を受ける
場合には、その支払われる配当金について日本の源泉徴収が行われる。2014年１月１日から2037年12月31日までの間は
20.315%、2038年１月１日以降に支払われる配当については20%の税率が適用される。この場合、日本の居住者たる個人
株主については、選択により、総合課税による確定申告は行わずに源泉徴収だけで配当の課税関係が完結することも可
能である（申告不要制度）。また、通常の総合課税による方法の他に20%（2014年１月１日から2037年12月31日までの
間は20.315%）の税率による申告分離課税により申告することも可能である。

(ロ) 内国法人である株主

内国法人である株主に対して直接海外の証券会社等（国外における支払の取扱者）より支払われる外国上場株式の配当
金については、日本の源泉徴収は行われない。当該配当金は、益金として内国法人の課税所得に算入される。一方、内
国法人である株主が日本国内における配当の支払の取扱者から外国上場株式に係る配当の支払を受ける場合には、その
支払われる株式の配当金について日本の源泉徴収が行われる。日本の法人に対しては、2014年１月１日から2037年12月
31日までの間は15.315%、2038年１月１日以降に支払われる配当については、15%の税率が適用される。当該配当金は、
益金として内国法人の課税所得に算入され、日本の源泉税の全部又は一部は法人税額から控除される。

(ハ) 日本の居住者たる個人が受領する配当で総合課税又は申告分離課税の対象となるもの及び日本の法人が受領する
配当について課される米国の源泉徴収税額の全部又は一部について外国税額控除の適用を受けることができる。

(ii) 譲渡損益

(イ) 日本の居住者たる個人株主

日本の居住者たる個人株主の外国上場株式の譲渡益については、2014年１月１日から2037年12月31日までの間は
20.315%、2038年１月１日以降については20%の税率が適用される。

(ロ) 内国法人である株主

内国法人である株主の外国上場株式の譲渡益については、内国法人の課税所得に算入される。

(iii) 相続税

(イ) 日本国の居住者が株式を相続した場合、当該株式は日本国の相続税の対象となる。

(ロ) この場合、株式が同時に米国の遺産相続税の対象となることがあるが、米国で徴収されたこれらの租税について
は、一定の場合日本国の相続税法上外国税額控除が認められている。

(５)その他諸通知報告

日本における当社株式の株主に対し、直接株主総会議案などに関する通知が行われる場合には、名義書換代理人がこれを
郵送する。
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第９【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

　

　該当事項なし

 

２【その他の参考情報】

 

　当社は、2024年７月１日から本有価証券報告書の提出日までの間に以下の書類を関東財務局長に提出した。

 

書類名 提出年月日 摘　要

(1)　臨時報告書 2024年７月30日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号

(2)　臨時報告書 2024年11月６日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号

(3)　有価証券報告書 2024年12月16日  

(4)　臨時報告書 2025年２月５日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号

(5)　半期報告書 2025年３月25日  

(6)　臨時報告書 2025年４月９日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号

(7)　臨時報告書 2025年７月23日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号

(8)　臨時報告書 2025年10月10日
企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第１号
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】

 

　該当事項なし

 

 

 

第２【保証会社以外の会社の情報】

 

　該当事項なし

 

 

 

第３【指数等の情報】

 

　該当事項なし
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独立登録会計事務所の監査報告書

 

マイクロソフトコーポレーション

株主各位及び取締役会御中

 

財務諸表に対する意見

　私たちは、添付のマイクロソフトコーポレーション及びその子会社（以下、「会社」という。）の2025年６月30日及び

2024年６月30日現在の連結貸借対照表並びに2025年６月30日をもって終了した３年間の各年度の連結損益計算書、連結包

括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本計算書並びに関連する注記（以下総称して「財務諸表」

という。）について監査を行った。私たちの意見では、財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則

に準拠して、会社の2025年６月30日及び2024年６月30日現在の財政状態並びに2025年６月30日をもって終了した３年間の

各年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している。

 

意見の基礎

これらの財務諸表の作成責任は会社の経営者にあり、私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の財務諸表に対

する意見を表明することにある。私たちは公開企業会計監視委員会(米国)（以下、「PCAOB」という。）に登録された公

認会計事務所であり、米国連邦証券法並びに証券取引委員会及びPCAOBの適用される規則及び法令に従って、会社から独

立していることが要求されている。

 私たちは、PCAOBの基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、不正又は誤謬により財務諸表に重要な虚偽表示が

ないかどうかの合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し実施することを求めている。私たちの監査には、不正

又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを評価する手続の実施、及びこれらのリスクに対応する手続の実施が含

まれている。これらの手続は、財務諸表上の金額及び開示の基礎となる証拠を試査によって検証することを含んでいる。

監査はまた、経営者が採用した会計原則及び経営者によって行われた重要な見積りの評価も含め全体としての財務諸表の

表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 

監査上の重要な検討事項

以下に記載する監査上の重要な検討事項は、当期の財務諸表監査において生じた、監査委員会とコミュニケーションを

行ったか又は行うことが要求される事項のうち、(1)財務諸表の重要な勘定又は開示に関連し、かつ、(2)監査人の特に困

難で、主観的又は複雑な判断が伴った事項である。監査上の重要な検討事項の伝達は、財務諸表全体に対する私たちの意

見にいかなる影響も及ぼさない。また、私たちは、以下の監査上の重要な検討事項の伝達によって、監査上の重要な検討

事項や関連する勘定又は開示に対して、個別に意見を表明するものではない。
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収益の認識－財務諸表に対する注記１を参照

監査上の重要な検討事項の内容

会社は、約束された製品又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点で、これらの製品又はサービスと交換に会社

が受け取ると見込まれる対価を反映した金額により収益を認識する。会社は、ボリュームライセンス プログラムを通じ

た顧客との契約において、複数のソフトウェア製品及びサービス（クラウド ベースのサービスを含む）のライセンスを

取得する能力を顧客に対して提供する。

一定の顧客との契約に係る収益認識の決定において、会社は、以下を含む重要な判断を行っている。

・　製品及びサービスを、別々に会計処理する別個の履行義務とするか、又は一括して会計処理するかの決定（ソフ

トウェア ライセンスと関連サービスがクラウド ベースのサービスと共に販売される場合など）

・　別個の履行義務ごとの引渡しのパターン（すなわち、収益が認識される時期）

・　認識される収益の時期及び金額に影響を及ぼす可能性のある契約条件の識別及び処理（例えば、変動対価、オプ

ションでの購入及び無料のサービス）

・　別個の履行義務ごとの独立販売価格並びに別々に販売されない製品及びサービスの独立販売価格の決定

上記の要因に照らし、また、その取引量に起因して、一定の顧客との契約に係る収益認識の決定における経営者の判断

の評価に関する監査手続は広範にわたるものであり、監査人の高度な判断が要求された。

 

監査上の重要な検討事項に対する監査上の対応

一定の顧客との契約に係る会社の収益認識に関連した私たちの主な監査手続には、以下の手続が含まれていた。

・　私たちは、別個の履行義務の識別、収益認識の時期の決定及び変動対価の見積りに係る内部統制の有効性を検証

した。

・　私たちは、一定の顧客との契約に係る経営者の重要な会計方針の合理性を評価した。

・　私たちは、顧客との契約のサンプルを抽出し、以下の手続を実施した。

-　各サンプルの契約の原始文書（基本契約及び契約の一部を構成する他の文書を含む）を入手し、閲覧し

た。

-　経営者による契約条件の識別及び処理を検証した。

-　顧客との契約の条件を評価し、収益認識に係る結論の決定における経営者の会計方針の適用及び見積りの

使用の適切性を評価した。

・　私たちは、別々に販売されない製品及びサービスに係る独立販売価格に関する経営者の見積りの合理性を評価し

た。

・　私たちは、経営者による収益の計算に係る計算の正確性及び関連する収益の財務諸表における認識時期を検証し

た。
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法人所得税－不確実な税務ポジション－財務諸表に対する注記11を参照

監査上の重要な検討事項の内容

会社の長期法人所得税負債には、内国歳入庁（以下「IRS」という。）との間で未解決となっている移転価格問題に関

連した不確実な税務ポジションが含まれている。2003課税年度後の各課税年度について、会社は、引き続きIRSの税務調

査を受けているか、IRSの税務調査の対象となっている。2024事業年度において、会社は、2004～2013課税年度につい

て、主に内部移転価格に関連した調整案通知（Notices of Proposed Adjustment、以下「NOPA」という。）を受領した。

会社はIRSの税務調査の一部を解決しているものの、残りの問題の解決によって、会社の財務諸表に重要な影響を受ける

可能性がある。

不確実な税務ポジションの認識及び測定に関する結論には、重要な見積り及び経営者の判断が伴い、内国歳入法、関連

法令、租税判例法及び過年度の税務問題の解決に関する複雑な検討が含まれている。IRSとの間で未解決となっている一

部の移転価格問題の複雑性及び主観的な性質に照らし、不確実な税務ポジションの決定に関連した経営者の見積りの評価

には、私たちの税務専門家の関与を含め、監査人の高度な判断が要求された。

 

監査上の重要な検討事項に対する監査上の対応

未解決の移転価格問題に関連した不確実な税務ポジションについての経営者の見積りを評価する主な監査手続には、以

下の手続が含まれていた。

・　私たちは、経営者が不確実な税務ポジションの測定及び開示に適用した方法及び仮定を評価した。この評価に

は、関連する内部統制の有効性の検証が含まれていた。

・　私たちは、不確実な税務ポジションの将来の解決に関する経営者の判断の合理性を以下のように検証した。

- 私たちは、経営者が不確実な税務ポジションの測定を著しく変更し得る新しい情報を適切に検討したかど

うかを評価した。

- 私たちは、税法の改正（制定法、規則及び最近の判例法を含む）が経営者の判断にどのような影響を及ぼ

したかを検討することによって、経営者の見積りの合理性を評価した。

・　私たちは、基礎となる事実、判断及び結論に関する開示の適切性を評価した。

 

 

デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー

ワシントン州シアトル

2025年７月30日

 

私たちは、1983年より、会社の監査人として従事している。
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
 
To the Stockholders and the Board of Directors of Microsoft Corporation
 
Opinion on the Financial Statements
 
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Microsoft Corporation and subsidiaries
(the "Company") as of June 30, 2025 and 2024, the related consolidated statements of income,
comprehensive income, cash flows, and stockholders' equity, for each of the three years in the period ended
June 30, 2025, and the related notes (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of June
30, 2025 and 2024, and the results of its operations and its cash flows for each of the three years in the
period ended June 30, 2025, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States
of America.

 
Basis for Opinion
 
These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to
express an opinion on the Company's financial statements based on our audits. We are a public accounting
firm registered with the PCAOB and are required to be independent with respect to the Company in
accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities
and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of
material misstatement, whether due to error or fraud. Our audits included performing procedures to assess
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing
procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence
regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our
opinion.
 
Critical Audit Matters
 
The critical audit matters communicated below are matters arising from the current-period audit of the
financial statements that were communicated or required to be communicated to the audit committee and that
(1) relate to accounts or disclosures that are material to the financial statements and (2) involved our
especially challenging, subjective, or complex judgments. The communication of critical audit matters does
not alter in any way our opinion on the financial statements, taken as a whole, and we are not, by
communicating the critical audit matters below, providing separate opinions on the critical audit matters or on
the accounts or disclosures to which they relate.
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Revenue Recognition - Refer to Note 1 to the financial statements
 
Critical Audit Matter Description
 
The Company recognizes revenue upon transfer of control of promised products or services to customers in
an amount that reflects the consideration the Company expects to receive in exchange for those products or
services. The Company offers customers the ability to acquire multiple licenses of software products and
services, including cloud-based services, in its customer agreements through its volume licensing programs.
Significant judgment is exercised by the Company in determining revenue recognition for certain customer
agreements, and includes the following:
 
・ 　Determination of whether products and services are considered distinct performance obligations that

should be accounted for separately versus together, such as software licenses and related services that
are sold with cloud-based services.

 
・ 　The pattern of delivery (i.e., timing of when revenue is recognized) for each distinct performance

obligation.
 
・ 　Identification and treatment of contract terms that may impact the timing and amount of revenue

recognized (e.g., variable consideration, optional purchases, and free services).
 
・　Determination of stand-alone selling prices for each distinct performance obligation and for products and

services that are not sold separately.
 
Given these factors and due to the volume of transactions, the related audit effort in evaluating
management's judgments in determining revenue recognition for certain customer agreements was extensive
and required a high degree of auditor judgment.
How the Critical Audit Matter Was Addressed in the Audit
Our principal audit procedures related to the Company's revenue recognition for certain customer agreements
included the following:
 
・　We tested the effectiveness of controls related to the identification of distinct performance obligations, the

determination of the timing of revenue recognition, and the estimation of variable consideration.
 
・　We evaluated management's significant accounting policies related to certain customer agreements for

reasonableness.
 
・　We selected a sample of customer agreements and performed the following procedures:

 
o　Obtained and read contract source documents for each selection, including master agreements, and

other documents that were part of the agreement.
 

o　Tested management's identification and treatment of contract terms.
 

o　Assessed the terms in the customer agreement and evaluated the appropriateness of management's
application of their accounting policies, along with their use of estimates, in the determination of
revenue recognition conclusions.

 
・　We evaluated the reasonableness of management's estimate of stand-alone selling prices for products

and services that are not sold separately.
 
・　We tested the mathematical accuracy of management's calculations of revenue and the associated timing

of revenue recognized in the financial statements.
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Income Taxes - Uncertain Tax Positions - Refer to Note 11 to the financial statements
 
Critical Audit Matter Description

 
The Company’s long-term income taxes liability includes uncertain tax positions related to transfer pricing
issues that remain unresolved with the Internal Revenue Service (“IRS”). The Company remains under IRS
audit, or subject to IRS audit, for tax years subsequent to 2003. During fiscal year 2024, the Company
received Notices of Proposed Adjustments (“NOPAs”) for the tax years 2004 to 2013, primarily related to
intercompany transfer pricing. While the Company has settled a portion of the IRS audits, resolution of the
remaining matters could have a material impact on the Company’s financial statements. 
Conclusions on recognizing and measuring uncertain tax positions involve significant estimates and
management judgment and include complex considerations of the Internal Revenue Code, related
regulations, tax case laws, and prior-year audit settlements. Given the complexity and the subjective nature of
certain transfer pricing issues that remain unresolved with the IRS, evaluating management’s estimates
relating to their determination of uncertain tax positions required a high degree of auditor judgment, including
involvement of our tax specialists.
How the Critical Audit Matter Was Addressed in the Audit
Our principal audit procedures to evaluate management’s estimates of uncertain tax positions related to
unresolved transfer pricing issues included the following:
 
・　We evaluated management’s methods and assumptions used in the measurement and disclosure of

uncertain tax positions, which included testing the effectiveness of the related internal controls.
 
・　We tested the reasonableness of management’s judgments regarding the future resolution of uncertain tax

positions, as follows:
 

o 　We evaluated whether management had appropriately considered new information that could
significantly change the measurement of the uncertain tax positions.

 
o　We evaluated the reasonableness of management’s estimates by considering how changes in tax law,

including statutes, regulations, and recent case law, impacted management’s judgments.
 

・　We evaluated the appropriateness of the disclosures in relation to the underlying facts, judgments, and
conclusions.

 
/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
 
Seattle, Washington
July 30, 2025
 
We have served as the Company's auditor since 1983.
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